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平成１９年６月８日広陵町議会 

第２回定例会会議録（初日） 

 

 平成１９年６月８日広陵町議会第２回定例会（初日）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     会 計 管 理 者  和 田 叙 嗣 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  中 尾   寛 

  総 務 部 長  植 村 和 由     健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫 

  住 民 生 活 部 長  吉 村 元 伸     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  森 川   勇     水 道 局 長  大 西 利 実 

  総 務 部 参 与  松 井 定 市     住民生活部参与  山 本 新 三 

  都市整備部参与  北 神   理 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 
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  局  長  谷 山 一 志 

  書  記  野 瀬 一 吉 

  書  記  上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。 

 これより平成１９年広陵町議会第２回定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：１５開会） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １        会期の決定について 

 ２        会議録署名議員の指名 

 ３ 報告第 ５号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について 

 ４ 報告第 ６号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ

いて 

 ５ 報告第 ７号 平成１８年度広陵町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の報告につ

いて 

 ６ 報告第 ８号 平成１８年度広陵町水道事業会計補正予算（第２号）の専決処分の報告

について 

 ７ 報告第 ９号 平成１８年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 ８ 報告第１０号 平成１８年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

 ９ 報告第１１号 平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の専決処

分の報告について 

１０ 報告第１２号 平成１９年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第１号）の専決処分の

報告について 

１１ 議案第２６号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて 

１２ 議案第２７号 広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止について 

１３ 議案第２８号 広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結
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について 

１４ 議案第２９号 町道の路線認定について 

１５ 議案第３０号 平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

山田議長 まず、日程１番、会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、過日の議会運営委員会で本日から１９日までの１２日間とすることに

あらかじめ決定されております。会期をさよう決定することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１９日までの１２日間と決定い

たしました。 

 なお、報告第５号から第１２号までにつきましては、委員会の審査を省略し、本日、審議

願いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

山田議長 次に、日程２番、会議録署名議員の指名でございますが、会議規則第１１０条の規

定により 

  ９番  坂 口 君 

 １０番  乾   君 

 を指名いたします。 

山田議長 次に、報告案件に入りますが、議案の朗読につきましては省略いたします。 

 それでは、日程３番、報告第５号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告

についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。総務部長！ 

植村総務部長 それでは、報告第５号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告

につきましてご説明申し上げます。議案書では３ページ、新旧対照表の１ページをあわせて

ご確認いただきたいと存じます。 

 この改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が国会におきまして３月２９日

に議決になり、４月１日から施行されたことに伴いまして、広陵町税条例の一部を改正する

についても支障が生じましたために、専決処分をさせていただきました。本来なら議会との

事前協議をお願いすべきところですが、日程等の関係上から本定例会で報告をいたし、承認

をお願いするものでございます。 

 まず、改正の趣旨でございますが、新旧対照表でご説明申し上げます。 
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 １ページをお願いします。まず、第２３条、町民税の納税義務者等につきましては、法人

税法の改正に伴いまして、新たに５号に法人課税信託の規定が加えられたことによるもので

ございます。この条文は、町内に事務所及び事業所を有する個人で、新信託法の改正により

法人課税信託の引き受けを受けることで新たに法人税を課税されるものは、法人とみなして

法人税割が課せられることとなる改正でございます。 

 次に、２ページでございます。第３１条第２項、均等割の税率につきましては、さきの第

２３条第１項５号で法人税法の法律番号が表示されたため、この表では割愛されたものでご

ざいます。 

 次に、３ページの第９５条、たばこ税の税率でございますが、市町村たばこ税の税率が昨

年７月、３，０６４円から３，２９８円に改正されたことにつきまして、地方税法附則の定

めにより運用していたのが、恒久的減税の廃止されたことにより、今回、地方税法の本則税

率とする改正でございます。これによります実質的な増減はございません。 

 次に、第１３１条第５項、特別土地保有税の納税義務者等につきましては、地方税法施行

令の改正に伴う字句の改正であります。本町では該当ございません。 

 次に、４ページでございます。附則第１０条の２第６項、新築住宅等に対する固定資産税

の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、平成１９年１月１日

以前に建築され、現在も居住されている住宅のうち６５歳以上の者、介護保険法の要介護も

しくは要支援の認定を受けている者または障害者である者が居住する住宅で、平成１９年４

月１日から平成２２年３月までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、１戸当

たり１００平米相当分までに限り固定資産税の３分の１を翌年度１年に限り減額する改正で

ございます。これによります影響額は、１戸３万円程度でございます。住民の周知につきま

しては、６月１５日の広報紙に詳しく掲載する予定でございます。 

 次に、５ページでございます。附則第１１条の３、平成１９年度または平成２０年度にお

ける鉄軌道の価格の特例につきましては、鉄道施設と商業施設の複合的に利用をされている

鉄軌道用地を評価において床面積に案分し、鉄道施設部分は沿接する土地の評価の３分の１

の評価、商業施設部分は付近の土地の評価とする改正でございますが、本町には該当はござ

いません。 

 附則第１６条の２、たばこ税の特例につきましては、本則税率となったことにより削除さ

れたものでございます。 

 次に、６ページでございます。附則第１７条の２、優良住宅の造成等のための土地等を譲
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渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例につきましては、租税特別措置法の改

正により条文の整理がなされたことによるものでございます。 

 下段の附則第１９条の２、証券取引法の一部を改正された法律の施行日につきましては、

証券取引法の名称が金融証印取引法に改題されたことによる改正でございます。 

 ７ページでございます。附則第１９条の３、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲

渡所得等に係る町民税の課税の特例につきましては、平成１６年から平成２０年まで町民税

の分離課税１．８％を実施していましたのを、さらに平成２１年度までの１年間の延長を図

られたもので、株式の譲渡に対する町民税の課税についての改正でございます。 

 附則第２０条の７項では、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰り越し控除等

及び譲渡所得等の課税の特例ということでございます。これは、ベンチャー企業を応援する

改正でございますが、特定中小企業、ベンチャー企業が発行した株式につきまして一定期間

保有している株式等譲渡益を２分の１に圧縮する特例期間を、さらに平成２１年３月３１日

までの２年間、軽減の延長が図られたものでございます。 

 次に、８ページでございます。附則第２０条の４第３項、条約適用利子等及び条約適用配

当等に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、租税条約を締結している相手国で発

行された証券投資の配当についても、国内の配当所得と同様に軽減税率の特例の期限を平成

２１年３月３１日まで延長する改正でございます。 

 附則第２０条５項、保険料に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、租税条約に

基づき、外国人居住者が条約相手国の社会保障制度に基づいて保険料を支払った場合、その

保険料の一定金額を限度として、その年の総所得金額等から控除できる等の外国人居住者に

対し、町民税を軽減する等の改正でございます。 

 以上で今回の税制改正についての説明にかえさせていただきます。ご承認賜りますように、

よろしくお願い申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑はありませんか。１２番、松野議員！ 

松野議員 まず、専決処分にこの議案をせざるを得なかったということについてお聞きをした

いと思います。今、ご説明をお聞きしましたように、３月２９日に国会で議決されて、４月

１日から施行ということであれば、どう考えても議会に諮ることはできないということは十

分に理解します。しかし、税金については、すべての国民、町民の皆さんが大変本当に国に

対して一番関心持つ内容ではないかと思うわけですけれども、このような税条例の改正を議

会の審議を経ないで行われるような、こういう国のやり方については、やはり地方自治体と
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してもきちっと抗議をすべきだと思うんですけれども、この点についてどのようにお考えで、

どのように対応していただけるかということをまず１点お聞きしたいと思います。 

 それから、この場合、条例で審議できるということになった場合に、それが議会で否決を

された場合には、どのような手順でどうなるのか。これは実務的な内容になると思うんです

けれども、その手順、経過について教えていただきたい。それと、報告案件の場合はどうな

るのかということと、２つですね。もし議会で否決された場合にはどうなるのかという、実

務的な手続について教えていただきたいと思います。 

 それから、この中身について、それでは質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、２３条の部分なんですけれども、これについては広陵町の影響についてはどの程度

なのかということを教えていただきたいと思います。 

 それと、６条のところで、固定資産税の軽減措置で、大いに結構だなというふうには思う

んですけれども、これが介護保険で住宅改修した場合、介護保険からも出ますね。それとも

ちろん併用できるだろうと思うんですけども、固定資産税の減額と。その点についてはどう

なるのかということを確認したいと思います。 

 それと、この周知の方法について今、ご説明いただいたわけですけれども、１年限りとい

うことで本当に短期間なんですね。これについては一度だけ周知すればいいというものでは

ないと思うわけですけれども、意外と広報も隅から隅まで読むということ、なかなか住民も

できないというか、そういう状況もあると思いますので、周知の方法については、より一層

充実していただきたいと思うんですが、その点についてもお聞きしたいと思います。 

 それから、１年という部分については、なぜ１年の限定なのかということについて、どの

ように国の方からの説明があったのか、お聞きしたいと思います。 

 それと、１９条の３なんですけれども、上場株式の問題なんですが、これはなぜ延長の必

要性があるのかということについてはご説明いただいておりませんので、説明をしていただ

きたいと思うんです。これは、本当に金持ち優遇税制なんです。それをさらに２年間延長す

るということについて、今この時点でなぜ必要なのかということを説明いただきたいと思い

ます。 

 それと、２０条なんですけれども、２０条について、ベンチャー、広陵町ではどのような

状況なのか、その点についても実態を教えていただきたいと思います。 

 それから、２０条の５についても改善されたというふうに、この点について評価できると

思うんですけれども、これについてもどの程度の人数を見込んでおられるのかということに
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ついてもお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、１回目お願いします。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 数多くの質問をいただきました。順を追ってお答えさせていただきます。 

 まず初めの国会が３月２９日に通って、そして４月１日の施行であるのに、このような大

事なものがなぜ専決されるという形ですが、すでに４月１日から施行の部分がございまして、

やはり３月議会からのいとまがなかって、既にこの条例の部分で１９年度進めていかねばな

りませんし、他の自治体もこのような形をして専決処分でやっております。 

 そして、この条例の否決された場合とかいう云々ですが、あくまでも専決処分であります

ので、これは報告案件の承認案件でございます。 

 そして、３番の２３条の部分でございますが、これにつきましては国税局、すなわち税務

署での申告でございます。それによって法人とみなした形で、県を通して我々市町村に来ま

す。その中での法人税割のみをかけるという形で、初めての形で、今のところ何人該当者が

おるかいうことはちょっと我々はつかんでおりません。 

 そして次に、バリアフリーの減額の部分でございますが、これは議員がご指摘いただきま

した他の補助金と、その部分の中で、それを差し引きまして３０万円以上の工事がある部分

であれば、１年間の減税を行うという形でございます。これはなぜ１年間という形でござい

ますが、やはり地方税法がこのように改正されたという形で、我々もそれに準じ、そしてま

た町民にはいち早く６月の広報で詳しく説明させていただき、そして申し込みがあるような

形で周知をさせていただきます。これは本年約２０名ぐらいあるだろうと、想定でございま

すが。そして６０万と、３年で１８０万、この部分が措置できるという思いでいております。

（不規則発言あり）３年間。１年ですが、３年間。１回ですが、違う人、いろいろこういう

開始された、３年間のスパンで１回された人は翌年１年間と、新たに申し込まれた人がまた

翌年１年間と、こういうことで３年間の期間があるということでございます。 

 それと、１９条の３の株式の譲渡という形ですが、これはあらゆる機関で、新聞紙上等、

または国の税制改革の諮問機関であって、諮問機関の中でも、やはり高額所得者の優遇では

ないかという話が再三あったみたいな形で、しかしながら、これも今後は廃止する方向とい

うような形の位置づけの話は聞かせていただいてますが、今回の地方税法では、この部分も

さらに延長ということで入っております。 

 そして、２０条の部分のベンチャー企業でございますが、この部分もやはり税務署申告の
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関係がありまして、我々の部分でどれだけの数かということの部分はつかんでおりません。 

 以上でございます。（不規則発言あり） 

 これにつきましても、外国での投資的なもので、今回初めて参りましたので、我々も外国

において証券投資どれだけされてるかという形は、今のところ未定でございます。つかんで

おりません。 

山田議長 １２番、松野議員！ 

松野議員 今、答弁の方をお聞きしましたけれども、結局国の方が一方的に税の法改正をし、

それに従って内容も十分説明できないままに、国の言うとおりに税条例を改正しなければい

けないというのが実態が今の答弁でも明らかになったと思います。今、国の方は、地方分権

と言いながら、地方分権の推進委員会第２次勧告、分権型社会の創造という、この平成９年

７月８日の、ちょっと大分古いんですが、既にそういうときでさえ、議会についてやはりも

っと尊重すると。議会ももっと力を持つようにということで、臨時議会も開く条件、開催す

る条件を緩和してきている。こういう中で、議会さえ開かれないような、本当に国民が、町

民が一番関心のある税金に対して議会さえ開かれないというようなことに対して、やはり地

方自治体の長として、私は町長はしっかりと国に物を申すべきだと思いますが、町長、この

件に対してどのように対応していただけるのかということをまず１つお聞きしたいと思いま

す。もちろん議会としても、こういう問題については真剣に議会としても取り組んでいく必

要があろうかということも指摘をしておきたいと思います。それからですね、中身の具体的

な部分で再度お聞きします。その質問、町長、ご答弁お願いしますね。 

 それから、中身の問題なんですけれども、もうほとんどそういう形で説明ができないとい

うことで、本当に質問しても仕方がないなというような状況になってしまうわけで、本当に

議会軽視も甚だしいと、国に対して私は怒りを感じます。それで、再度中身の問題について

言えば、広報について周知していくということなんですが、３０万以上の工事ということで

あればということなんですけど、これ少額の工事も結構介護保険使っても行われていて、大

変住宅改修については好評なので、これをやはりすべて適用させていくという方向ももっと

強めなければいけないんですが、そういう部分では町独自でもできる余地が、別の補助金制

度をつくるなどして、できる余地があると思うんですけれども、さらに一層この点の充実を

図っていただきたいのですが、それについてどのようにお考えなのかということを再度お聞

きをしておきます。 

 あとについても、大変株式上場の延長の必要については、本当に説明できないのはよく理
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解もいたしますが、職員さんとしてはね。しかし、こういうことが議論もできないというこ

とについては大変重大な問題だということを再度ここについても指摘をして、２回目の質問

を終わります。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 ただいま松野議員からご指摘をいただいておりますが、やはり議会を無視したとい

うようなお言葉もございますが、日本の租税大綱を国がしっかりと経済の状況、またあらゆ

る角度で税制をお決めをいただいているわけでございまして、我々は、地方税制につきまし

ては、国の法案を準拠しているわけでございまして、国の標準税率等一律の地方自治体、右

へ倣えをしているわけでございます。どの町へ行っても同じような体系で行っているもので

ございます。本町にあっても、これらの法案について幹部がより研究をし、これでいいかど

うか検討の上、日にちが迫っておるものについて専決処分をいたしたものでございます。決

して議会を軽視しているものではありません。今日までの行い方は、事後承諾といいますか、

専決の報告をさせていただいているものでございまして、いろいろなご異論がございますれ

ば、どんどん今後の方策としてお聞きをしてまいりたいなと思っているところでございます。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 バリアフリーの補助ということで、介護保険の方も一部ありますし、町の方も

今リフォームの補助金等で、それの方でダブル支給というのも可能です。だから、その分で

３０万円、個人が３０万円以上出しておられた方には、すべてこの減額の対象となります。 

山田議長 次に、６番、寺前君！ 

寺前議員 これは地方議会の持っている権能の問題と国の問題があろうと思うんですけども、

もちろん４月１日、３月２９日議決で４月１日、時間的な余裕というのはないというのは理

解できるわけですけれども、国が国会の状況に応じてこういう形でやってくるという点でも、

やはり地方分権という形で地方議会が本当に住民に係る税や、その基本的な部分については

議論をしていくと、あるいは議会がみずからの条例制定権をつけていく能力を高めていく必

要があるんだというように国が言っているにもかかわらず、こういう問題について国自体が

無視しているということに対しては、私たちは自覚し、そのことに対する警鐘を発信しなけ

ればならないというように思います。 

 また、先ほどの問題で、配当課税、それから譲渡益課税の問題ですけれども、広陵町、地

方税で１．８％ということですが、これは広陵町で該当する者がいるのかどうか。この問題

については、やはり１年延長ということで、もともと５年間の不況の中で、証券業界が個人
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のいわゆる投資家をふやすということを一生懸命にした中で行われてきたわけですけれども、

結局はこの部分はほんの一握りの金持ちだけが大きな恩恵を受けている。数字の上でも明ら

かだというように思うんですけれども、今年度のいわゆる配当割で収入見込みが９６９億円、

そして譲渡益、所得割でいうと１，３８４億円の国が収入を見込んでいるわけですけれども、

結局一般のところの方々がほとんどの、件数でいくとですよ、結局この倍の金額の大半の減

税を受けるというのは、何千人の方で恩恵を受けているのか、金額的な問題で言えば。だか

ら、そういう点で言えば、本当にこれは一部の優遇税制にしかならないということは明らか

だと思いますけれども、そういう点での認識を持っておられるのかどうか。こういう問題が

国が決めたからやむを得ないということではなく、本来の地方自治から住民の生活を守って

いくという仕事の立場からいって、国の税制に対する認識をどのように考えているのか。こ

れは、町長が職員等を含めて議論をする問題だと思うんですけれども、町長自身、この問題

についてどのように考えて、国の税制と町村の税制の問題について深く職員が認識を深めて

いくという過程をつくっていく必要があると思うんですけれども、その点について、この優

遇税制の問題についてどのように考えられているのか。 

 先ほどベンチャーの問題で言えば、広陵町で該当する企業はあるのかどうかということを

質問されていたと思うんですけれども、これについても、損失が生じた場合に、いわゆる２

分の１を限度に優遇すると。今までは優遇するんではなくて、２分の１までの課税にとどめ

るということですけど、今までは製造業が中心であったものが、いわゆるサービス業に拡大

されていってるということで、これも結局は個人投資家の優遇措置ということは明らかだと

思いますけれども、この点についても、どのような認識を持ってこの税を提案しておられる

のかについてお聞きしておきたいというように思います。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 まず、ベンチャー企業でございますが、今、本町には該当がございません。 

 そして、株式の譲渡益の２分の１に圧縮すると、税金の部分で。それと、損失の場合は、

従来どおり３年間という形になっております。 

 また、譲渡に関しての１．８％の税率云々でございますが、これに対して、株式の部分で

１１２人が町内で該当しております。お金に直しますと約２，０００万円の影響額がござい

ます。また、配当に対しては１，７００万の影響がございます。 

 以上でございます。 

山田議長 ６番！ 
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寺前議員 最後、町長の考え方。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、寺前議員のおっしゃる優遇税制というように言われております。この項目の中

では、国際的な取引、また経済的な大きな取引、また高額な企業からの配当金の処理、株式

の譲渡益、これらにかかわる人たちは、ゆとりのある人たちだというご指摘をいただいてい

るわけでございます。こうしたことについては、国の方でやっぱり全国一律の課税方式を

我々にお示しをいただいているわけでございまして、当町だけさらに高くもらうと、そんな

考えも必要かもわかりませんが、私ども幹部が協議をいたしまして、国のお示しいただいて

いその準拠を取り入れさせていただいているものでございます。どうぞご理解をいただきた

いと思います。国に対して物を申すというのもございますが、いろんな税をすり抜けていく

という悪質者をなくす、そんな意向を県の町村会、また国の全国町村会が取りまとめて国に

税制改正の働きかけをやっていただいてるわけでございますので、決して町村の意見を無に

されているのではないわけでございますので、篤と我々の意向を県に、そして国に反映をし

ていきたいと思っています。 

山田議長 ６番、寺前議員！ 

寺前議員 一番大切な問題は、やはり公務員が、特に広陵町では広陵町民の暮らし、生活を基

盤に公務の遂行を行っていく、公務労働を行うということだと思うんです。この場合に、先

ほども述べているように、配当あるいは譲渡益、本則２０％が１０％に軽減されている。こ

の影響について、私たちが議会等で生活保護の縮小の問題あるいは６５歳以上の老年者控除

の問題や、あるいはその他年金控除の問題等々、非常に生活に厳しい影響を受けるお年寄り

が非常に多い、こういうものも議会の中で議論してるんですね。 

 一方で、この譲渡益あるいは配当課税の控除は、いわゆる数字は忘れましたけども、本当

に一部の方で減税を受けた大半が恩恵を受けてると、こういう数字なんですね。これは日経

新聞や、その他でも数字も明らかになってるわけなんです。こういうような問題を含めて、

国の法律だからやむを得ないという点については当たり前の話であります。しかし、執行す

る側にとって、広陵町民の一方ではお年寄りに対する課税を強化する。国民健康保険やその

他においても同様であります。職員がそれを執行するわけですから、今回のように一部の富

裕者にだけ減税をするということに対する税のあり方の問題について、これは金融界でも異

論をおっしゃる方がいるわけなんです。そういうことについて、町長初め幹部職員が公務労

働の性質をきちんと認識して、本当に公平な課税になってるかどうか。これは中立的な立場
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からいっても、議論をして認識を深めるということが私は当たり前だと思うんです。公務労

働の性格からいっても、そのとおりだと思うんです。与えられたことを執行していくという

問題と広陵町の町民の暮らし、生活を守っていくという点は、現場においては必ず矛盾を抱

えるわけですから、この矛盾に対する首長の考え方あるいは現実のあり方について議論をし

て深めると、そして広陵町民の暮らしを守るためにどのような方策があるのかということを

議論をしていただく必要があると思うんですけども、そういうような点からいって、この優

遇税制の問題については非常に大きな矛盾を抱えた制度だというように、１年延長というの

は大きな問題だというように思うんですけども、そういう点についてどのように考えられる

のかということなんです。また、どのように公務を執行していく方々に対する議論を深める

場をつくるのかということが、あるべき首長のあり方だと思うんですけれども、その点につ

いて再度お聞きしておきたいと思います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 寺前議員のご意見でございますが、一部の方が優遇税制で恩恵を受けているという

ことでございます。これも一つの考え方でございまして、企業の配当所得というのは、やは

り重複課税をしているというのも実態はございます。法人の利益が生じて、法人税を負担し

ている。負担した残りの配当をしているということでございますので、さらに課税をするの

はいかがかというご意見もあるわけでございまして、また頑張る人たちを国はしっかりと応

援をしているその時代の背景もあるわけでございます。当然我々庁内で議論を深めてまいり

たいと思います。寺前議員の意見をまた尊重するわけでもありませんが、しっかりと県に申

し伝えて、我が町にもこんな意見があるということを参考にしてまいりたいと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。８番、山本議員！ 

山本悦雄議員 ここにたばこ消費税というものがあるわけでございます。これを見ますと、大

体１箱で６５円ほど、１本３円何ぼですから、喫煙者からいただいておるということでござ

います。最近、非常に喫煙者の肩身が狭い。どこへ行っても小さくなっていなきゃならん、

そういう状況でございます。広陵町の場合も、やはりたばこは地元で買ってくださいと。こ

れは、たばこの喫煙者にはやっぱりそういうふうにお願いしなくてはならないと私は思うん

です。どこでも構しまへんでと、こんな税金入ってけえへんでも構しませんでと言うんだっ

たら、それでいいんですけれども、やはりこの制度がある以上、１円でも広陵町に入ってく

るようにしなくてはならない、私はそのように思うわけでございます。 

 そういうことを考えたときに、広陵町の施設でたばこを吸う人のための施設というのはな
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いわけなんです。例えて言いますと、公民館のとこへ行けば、表の吹きさらしのとこにたば

こがちょっと置いてあると、座るところがあると。冬のさなかそんな寒いとこで、風邪引い

てまでたばこ吸わんなんのかというようなことでございます。そういうことで、やめたらじ

ゃないんです。そういうことであれば、広陵町はたばこはよそで買ってくださいと、広陵町

でたばこは買わんでも結構ですと、そんな税金入ってこなくても結構ですという形であれば、

それでいいんですけれども、余りそういうとこが行き過ぎてるんじゃないかと。やはりたば

こを吸う者の権利というものもあるわけで、禁煙者だけの権利じゃないわけなんです。法律

的にたばこを吸ってはいけないと、これは有害だから、これは製造を禁止してやればまた別

の話ですけども、認められてるもんなんですよね、喫煙というのは。何も麻薬じゃないんで

すから。だから、その辺のところを町長としてどう考えておられるのか、ひとつお願いいた

したい。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 山本議員の質問にお答えしますが、喫煙者については世間の厳しい風に吹きさらさ

れているような、そんな感じでございまして、現在、広陵町では、たばこ消費税は年間１億

５，０００万円いただいているわけでございます。本数は年々減少の傾向にございますが、

たばこの値上げによりまして、１億２，０００万から３，０００万円、今年度ふえる見込み

を立てております。これも大きな恩典をいただいているわけでございますが、健康障害とい

うことで昨今、非常に厳しさを増しておる。しかし、やっぱり喫煙者にもそれだけの権利が

あるようでございまして、現在は庁舎においても外で吸っていただくというような非常に厳

しさを増してございます。町長室においでをいただく人も、たばこ吸ってもよろしいですか

とおっしゃったら、たばこの灰皿は別になおしてあるんですが、急遽お出しをして、どうぞ

吸ってくださいというようにしております。私はちゃんと部屋では吸っていただいておりま

すが、最近、各部屋部屋は、また施設施設では、たばこの煙嫌やと、どうかしてくれという

声がありますので、その喫煙ルームをきちっと整備をしていかなければいけないと思います。

表で吸えというのはちょっと酷だと思いますので、この点考えてまいりたいと思います。 

山田議長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 
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松野議員 まず、今回の税条例の改正についてしょっちゅうあるわけですけれども、やはり国

の方のこのような議会さえ開くことができない、それも臨時議会さえ開くことができない。

これは地方分権推進と言いながら、全く地方議会軽視、こういうようなあり方について、ま

ずやはりきちっと自治体としても抗議をすべきだと思いますが、それについての町長の姿勢

はないという状況の中では、それも一つ町長の責任として強く抗議をしていただけない、こ

れについて反対を一つしたいと思います。 

 これ条例であれば、国から幾ら決まったと言ってきても、条例という形で議会に出されれ

ば、議会がもし否決したら、もう一度町長は再度議会にかけて、それでも否決されたら、県

とか、また国の方が審議していくということになってまいりますので、やはり報告の場合は

条例が決まってしまってからのことになりまして、そういう道も閉ざされるという中であれ

ば、これが本当に議会で審議することができるかどうかということは大変重要なことなんで

す。ですから、やはりそういうことに対しては、町長しっかりと抗議をしていただくという

ことが大変大切ですが、その点について残念ながら期待にこたえていただけなかったので、

反対の一つにしたいと思います。 

 それから、中身なんですけれども、この中身について改善されているという部分はありま

す。先ほどのリフォームの問題について、大変喜んでいただける問題、また外国人の方の控

除適用ということも本当に当然と言えば当然ですけれども、改善されたというふうに思いま

す。ただ、３０万以上というのを町独自ということであれば、リフォーム助成制度との関係

の中ということであれば、これはまた改善できる余地があるなというふうにも思いますが。 

 この点はプラスと考えますけども、先ほどから議論しております上場株式を譲渡した場合

については、本当に全国的に見ましても、このような本当に高額なお金持ちの方を優遇する

というような税制を引き続きずるずると続けていくと。やっぱりこれは国民も納得しないし、

町民も納得しないし、許すことができないわけです。貧富の格差をますます増長させていく

と、こういう税制については、きっぱりと自治体としても態度を示すべきでもあります。こ

のような大変国の姿勢の根本が問われる税条例の中身となっておりますので、反対をいたし

ます。 

山田議長 本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 報告第５号を原案どおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、報告第５号は、原案どおり承認されました。 
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山田議長 次に、日程４番、報告第６号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

専決処分の報告についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 議案書の７ページをごらんいただきたいと存じます。広陵町の国民健康保

険税条例の一部改正条例でございます。 

 内容でございますけれども、条例中第２条第２項及び第１２条中の「５３０，０００円」

というものを「５６０，０００円」に改めると、こういう内容でございます。 

 なお、施行期日は、１９年４月１日からということでございます。 

 この改正も、先ほど同様、地方税法の改正に伴いまして改正をさせていただくという趣旨

でございます。ご承知のように、医療費に係る賦課限度額が平成９年の改正以来５３万円と

いうことで１０年間経緯してまいっております。この間、経済の動向あるいは医療費の値上

がりというんですか、増嵩が相当進んでまいりました。広陵町の実態を見たときに、国の地

方税法改正の趣旨と広陵町の国保会計の状態、いろいろ考えます中で、専決処分をお願いを

するという内容のものでございます。 

 少々具体的な数字を申しますと、１８年度の実態で賦課限度額を超過している世帯の数で

ございます。２２５世帯ございます。いわゆる超過額というんですか、税を本来制限額なし

でやりますと９，２００万程度超過したものがございます。そういったことで……（不規則

発言あり）９，２００万の超過額があるということで。そういう実態、そして広陵町の現在

の国保会計の厳しさを見たときに、専決をお願いするということで、先ほど同様、３月２９

日に地方税法の改正が定められましたので、専決をお願いするものです。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。１２番議員！ 

松野議員 国保の最高限度額につきましては、国の言うように全部どこの自治体もやっている

かというと、大変ばらつきがありまして、私ちょっと最新の資料を持ってこようと思って忘

れてしまったんで、具体的に言えないんですが。奈良県内の中でも、幾つか最高限度額を取

っていないところがあります。そういう中で、これも、国保の場合は大変やっぱり税そのも

のが負担の大きいものになっています。広陵町の職員さんの場合のことで言いますと、この

掛金の率が１０００分の４１．３３７５と、毎月は。それで、ボーナスが１０００分の３３

ということでお聞きしましたけれども、例えば広陵町の国民健康保険税の課税の計算の仕方

で言いますと、所得に対しては１００分の６．２ですから、所得に対する課税だけでも広陵
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町の職員さんよりも重い税です。プラス固定資産税の２６％が上乗せされます。 

 さらに、人頭割ですね、１人当たりが２万５，２００円、それから１世帯２万７，０００

円ということで、どう考えても大変重い国保税の負担になっています。それも国保に加入さ

れている方は働けない年金暮らしの高齢者の方とか、それから自営業の方とか仕事のない失

業している方とか、本当に経済的な条件が、税金を払える条件が非常に困難な方が大変たく

さん大方を占めるというような状況の中で、この最高限度額を引き上げるということは、高

額者だから引き上がるということに全然該当しないわけです。 

 例えば広陵町の職員さんであれば、この５３万円の限度額やったら幾らの給料があるかと

いうと、年間１，３５８万円、大体概算ですけれども。そんな給料もらってる人いないでし

ょう。でも、広陵町の方は、国保に加入している方で２２５世帯も今で５３万払っているわ

けです。その方たち、こんだけ収入みんなあるんですか。ないでしょう。５００万、６００

万、それで家族が特に在来地域でおじいちゃん、おばあちゃん、それから家族、ご夫婦、子

供が２人と、６人いたら本当に５００万台でこの最高額になるわけ。固定資産税、例えば１

０万にしたらですけれども。だから、そういう中で安易に、これも議会にも諮らないで、と

りわけ国保の場合は国保運営協議会というものがあるわけですから、このような重大な影響

を与える内容については、やはり国保運営協議会を開いていただいて、その上で議会で審議

していくという手順を踏んでいただくというのが当然なんです。ところが、そういうことが

この場合は全国的な、あるいは奈良県の中でも、そうやって今回全部がそろってやるという

ことになってないはずです。ですので、実際に最高までやっていないところも幾つもある中

で、なぜ今回これを専決でやってこなければいけなかったのか。私は到底納得できないし、

重大な問題があると思うんですけれども、この点についてどのようにお考えなのかというこ

とをお聞きしたいと思います。 

 それから、国の方が今回５６万に限度額を変えてきた理由は、説明、当然ながら言われた

ままという形ですので、把握されているかもしれませんが。それの理由は、最高限度額を世

帯数で５％を超えたらいけないということになっていて、現在、国の全体のレベルでは５．

４％になっているので、だから、それを５％以下にするために今度、改正したということを

説明しております。広陵町に置きかえてみますと、世帯数から換算して２２５世帯は５％以

下なんです。ですから、今回そのこと一つ考えてみても、広陵町で変える必要がないんです。

ですから、そういうことも含めて、今回それも専決処分で変えるということについては強い

憤りを覚えます。その点についてどのようにお考えなのか、今後こういう問題が出たときに
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はどのように対応していただけるのか、この２点についてお聞きしたいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 町職員の所得を例にお示しをいただきました。私も担当といたしまして、

税負担は多いなというようには思っております。ただ、今回の改正は、松野議員とちょっと

意見は異なるんですけども、やはり所得が多くて５３万円で頭打ちと、本来のその方の応能

割といいますか、計算しますと、国保税百七、八十万払っていただかなければならないよう

な方も含まれております。それが５３万円で頭打ちでおさまっているという現状、そのオー

バーした税額が９，２００万と先ほど申し上げたわけでございます。これはやはり社会保険

あるいは共済、いろんな保険がございますけれども、ご指摘のとおり、国保というのは比較

的財政基盤の弱い保険であるということは事実でございますけれども、国民皆保険というも

のを堅持していくためには、毎年毎年厚労省の方でその試算をされております。町といたし

まして、広陵町の国保の実態を見たときに、やはり最高限度額５３万円から５６万円に引き

上げるということは同感でございます。 

 ２点目の５３万円は、広陵町の場合２２５世帯全体で割ると５％に至ってないよというご

指摘でございます。よくお調べてをいただいております。国保の中で、一般被保険者と退職

被保険者という２つの形態があるわけですね、ご承知かと思います。２０年以上社会保険等

に加入されてた方は退職被保険者になります。退職被保険者の８００世帯余りあるわけです

けれども、この割合というのは４％を切るような数字でございますが、一般被保険者の世帯

においては５％を上回っております。なぜ５％がどうかと、５でなかって４でいいんじゃな

いのというような議論は国で毎年されているようです。やはり能力のある人に負担をしてい

ただくという趣旨から、１０年ぶりに今回、地方税法の改正をされたというように認識をし

ております。 

 それと、ことしの２月の国保運営協議会におきましても、そのあたりの資料をお出しして

説明だけはさせていただいたというように認識をしております。また、３月議会の特別会計

予算の説明の際に、１９年度は賦課限度額が５６万円になる見込みというようなことを私、

申し上げております。議事録はまだできてないかわかりませんので、あれですけども、私、

確かに申し上げたと思います。どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 一つ、能力のある人にはお支払いいただくということについては、私はそれでいい
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と思うんですけれども、果たしてこれが全体、言うたら国保だけ見ても、本当に能力がある

人ということと断定できるのかどうかということが問題だということを指摘してるわけです。

ですから、先ほど言いましたように、そうやって家族が多かったら自動的に国保税が値上げ

になってきますから、その分で所得がそれほどなくても最高限度額になる、あるいは固定資

産を田舎の方でたくさん持っておられたら、自動的にやはり所得が低くても限度額になると

いう、そういう実態がある中で、そういう部分が改善されないで、一方的にとにかく国保税

が高ければ所得があるんだということをみなして、こういう形で課税される、限度額を上げ

ることに対して、やっぱりどうしても納得できないし、先ほどは町の職員さんの方の例を出

しましたけど、ほかの私学共済も調べてましたけど、随分高いです。同じことで、これはも

う重々認識されてるわけですから、それも本当に払えるか払えないかいう部分の能力につい

て言えば、大変判断できない状況の中での最高限度額の引き上げについては、やはり反対を

せざるを得ません。 

 これ３月議会で報告してるということでしたけれども、しかし、これを議題にして、きち

っと議論をしていくという機会をつくることが必要であって、それを議会としてこの１点に

ついて、じゃあ賛成か反対かということをしっかりほかの議員さんも議論をしていただくと、

判断をしていただくということはやっぱり大変大事なことなんです。それが住民に責任を持

つ地方議会であり、地方自治体であるというふうに思います。先ほどの件は、もう繰り返し

ませんけれども、本当にこんな問題までそういう形で専決をされ、議論の場すら奪われてし

まうということに対しても大変強い疑問をさらに持っているということも加えておきます。

これは答弁要るわけじゃないですが。 

 １つ目のだけ、やはりその問題、たくさん、言うたら５３万の人がすべて生活所得がたく

さんあって、高額所得でそんだけ払えると、払っても当たり前だという人ばかりなのかどう

か、その辺の認識をどうやってお持ちいただいてるのか確認したいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 おっしゃるとおり、私、資料を持っておるわけなんですけども、１８年度

の実績で５３万円以上の応能者が２２５世帯というようにお答えいたしました。これが５６

万円に限度額が引き上げられますと、４０世帯ないし６０世帯ぐらいが５６万円まで到達し

ない方が出てくるんではないかなと。５５万円か５４万円というところでおさまる方が４０

世帯強あるんではないかなというように予測をしております。それで、議員もおっしゃいま

したように、保険税については軽減措置もございますので、本当に生活の苦しい、所得がな
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いという方については６割軽減あるいは４割軽減ということで対応もいたしております。で

すから、本当に生活の苦しい方は減免を受けておられますので、何も国保税が絶対払えない

というような実態は少ないというように認識をしております。 

 このあたりのことにつきましては、やはり国保運営協議会、また平成２０年度からの後期

高齢者医療制度への移行等もあわせまして、議会において十分ご議論をいただきたいなとい

うように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

山田議長 ６番議員ですが、前もって言うときますが、同じような形にならないように、ポイ

ントだけお願いしますよ。 

寺前議員 私、国保運営委員会に入ってるんですけれども、国保運営委員会でこの問題が提案

されたかのようなことをおっしゃってますけども、１８年度中に値上げの議論はするかもし

れないということはおっしゃってました。私は、そのときにあえて第３次行政改革大綱を出

して、国保の値上げについてはここには一切書かれてないと。その他については、強行的に

この大綱にのっとって値上げを一貫して推進されてるんですね。だから、ここにないものの

値上げというのは認められないということについては発言をしたことはありますけれども、

最高限度額の問題についての議論は一切なかったし、話はなかったというような認識を持っ

ております。 

 それから、再度お聞きいたしますけれども、先ほどの中で、私たちは、所得が多いか少な

いかという問題ではなく、国保の会計が全国的に破綻をしている、この破綻の事実が税制全

体の問題の認識として発言をしているわけです。だから、私たちは、この国保の問題につい

ては、いわゆる低所得者層が大半を占める加入状況にあるという点についても、事務局と一

致した見解を持っているということは事実であります。そういう中で、今回、最高限度額を

引き上げという点で言いますと、この限度額の所得の方、国保で言えば幾らぐらいの方が最

高限度額になるのかと。先ほど松野議員は、いわゆる職員の給与との水準で比較しましたけ

ども、国保の中ではどれぐらいの所得の方が最高限度額になるのかという点をお聞きしてお

きたいと思います。 

 それから、公的年金控除が激変緩和の２年目になってるわけですね。それから、老年者控

除の廃止についても、縮小についても２年目に入ってると。これは、老年者控除は３２万円

が本来なんですけども、今年度は１６万まで、そして公的年金控除については１３万が７万

円まで引き上げられるということであります。こういうところにかかっている人があるのか

ないの。だから、言いかえれば、所得が全く変わらないのに今度は増税になるという方が何
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人いるのかという問題であります。これは、全体の問題については国保の議論のときにする

わけですけれども。２２５人の方の中に、先ほど何人こういう方がおられるのか。所得が変

わらないのに限度額が引き上げられると。 

 それからもう一つは、私は、こういう形で国保の会計についての減免制度の充実について

議論をし、町長もその点についての必要性は認めておられるわけなんですね。ですから、今

回の問題で言えば、引き上げになった分について本当に減免の問題について、任意減免につ

いては１７９件、２８９万７，８００円の１８年度行われたというのが数字で上がっており

ます。これは、もともとは老年者控除の部分２万円を１万円に半額にしたために、大幅に減

免を受けられる方が少なくなったわけなんですね。だから、こういう点についても、やはり

もとに戻すという措置もとるなどしながら、国保会計の低所得者層全般の問題としての認識

を深めていただくことが必要だということがあるんだと思うんです。 

 それは、財政が破綻してるからだということではなくて、財政の破綻というのは全国的に

もう事実として認識されておられるんです。全国町村会などでは、明らかにこれはもう破綻

の一途をたどっていくということに、認識はすべての市町村長の方は一致しておられる事実

なんですから、私はこういう問題については、これこそ住民の暮らしを守るという点からい

っても、公務労働の基本的な立場から、ただ単に最高限度額を引き上げるということではな

くて、それと同時に救われる者をつくっていくということの認識を持つべきだと思うわけな

んですけれども、そういう点について今後の議論の対象にしていただけるかどうか、お聞き

したいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 限度額の世帯のどれぐらいの所得かというお尋ねでございます。ちょっと

私、標準世帯ということで、４人家族で試算をいたしました。松野議員も例を出しておっし

ゃっていただきました。固定資産税額が１０万円、そして１世帯４人ということでいきます

と、所得割の部分が問題になってくるわけですね。その場合の所得でございますけれども、

課税所得が６５０万余りだったように記憶をしております。そういう世帯ですと、５６万円

に到達をするというのが実態でございます。 

 それと、激変緩和の関係で、所得が同じなのに５３万あるいは５６万という賦課限度額に

なってしまう世帯があるのではないかというご心配をいただいておりますが、私がつかんで

おります範囲では、ございません。詳しく一人一人、１世帯１世帯確認したわけではござい

ませんけれども、ないというように認識をしているところでございます。どうぞよろしくお
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願いします。 

 後段の部分につきましては、町長の方からお答えをいただくことといたします。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、寺前議員のおっしゃるように、先ほどの議案は高額所得者を優遇し過ぎやとい

うようなことをかなりおっしゃっておられましたが、今、高額所得者、これはだめやという

ことでございまして、どうも私ども何をおっしゃってるのかわかりません。所得や資産のあ

る人にはしっかりもらわなければ国保財政はだめになりますので、この点、なぜこれを抑え

ようとされるのかわかりません。所得のない人に５６万かけるという場合も現実にはありま

す。というのは、事業に失敗なさって資産を売却されて、そして翌年度にその所得がやって

くるわけですから、５３万円徴収に行きますと、お金はない、資産はない、助けてくれとい

う人は現実には起こっております。こういう人もありますが、これはまれでございまして、

６５０万以上の所得のある人におかけしてるんですから、この点よりもむしろもっと低所得

者に対しての課税についてが心配でございまして、必要な部分は被保険者がやっぱり負担を

分かち合うということになるわけでございまして、結論的には社会的親孝行をこの納税で果

たしていただくんですから、これからもしっかりと議論を深めてまいりたいと思います。特

に１億２，０００万の赤字を引きずってるんですから、どうしてもことしは従前の課税方式

では解消されません。篤と国保協議会、また議会の皆さんと協議を進めてまいりたいと思い

ます。 

山田議長 もう簡潔にお願いしますよ。 

寺前議員 今６５０万で５６万強のいわゆる最高限度額に達すると。これは高額所得者とは言

わない。その問題をなぜこのような形になるのかと言えば、国保会計の加入者の間での議論

を優先されてるからであります。この問題については、やはり広陵町民のところの部分で、

一般会計からの繰り入れの問題というのは、広陵町では歴史的に率先して繰り入れを行って

いただきました。これはいわゆる老人保健無料化の制度のときに、影響額についての一般会

計からの繰り入れ等々、まだ他がやってないときに繰り入れをしていただいたわけなんです。

こういう問題というのは、他の所得との比較で言えば、国保会計全体の問題というのは非常

に大変な状況があるんだということです。 

 国保運営協議会でも発言しましたけれども、結局国保運営協議会でも、過去に町長の引き

上げの問題に対して運営協議会の方が、余りにも極端過ぎると反対の意見を表明されて、一

たん出された問題について訂正をされた、減額をされたという歴史があるんですね。それは
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何かと言えば、国保加入者全般の方々の気持ちは、いわゆる税負担が住民税、所得税に比べ

て非常に大きい、こういうことなんですね。特に商売されている方々は、国保の問題につい

ては全国的に減額運動が起こってるんです。これは、その会計については破綻ないしは赤字

のところでも、現実問題として、加入者の方々は住民税や所得税と比べると、この税負担の

状況というのは耐えがたい、こういう問題なんです。 

 ６５０万の所得の方が一体そしたら所得税や介護保険料あるいは住民税、そしてその他の

ものを負担する能力という問題を１，０００万の方と比べたら、どのような負担の公平さが

損なわれているかということは明らかなんです。だから、こういうことについての国保の問

題について一致した認識を持って議論をさせていただくことが必要だというようにたびたび

言っているわけなんですから、こういう問題については、やはりこの限度額についての引き

上げというのは、先ほど５％の議論がありました。５％に達していないところについては、

配慮するという点も必要であったのではないかと。 

 もう一つは、これを引き上げるということであれば、国保会計全体の方々の見直しも含め

て、赤字だから、これはどうしようもないんだということではなく、低所得者層のところへ

の配慮という問題をやはり同時に検討していただくことが必要ではなかったかというように

思うんです。そういうことによって、国保会計全体の圧迫感、いわゆる納税の状況、これは

もう議会でいろんな方々が言っていますけれども、いわゆる滞納額というのは国保が一番大

きいわけですから、滞納額で引き上げの分１億２，０００万は解消されるわけなんですね。

だから、そんな状況を繰り返していくようなことを行ってはならないということから、私は

減免制度の問題について、ぜひ同時に議論をしてほしかったわけですけれども、再度、町長、

こういうふうな問題に関して、税の負担が国保会計以外のところの方々と比べると、とんで

もない負担の状況になってるということからいって、広陵町民の公平性の問題からいっても、

医療にかかわる問題について、一般会計からの負担というのは改めて考えなきゃならないし、

また減免制度の問題についても拡充しなきゃならないということは議論をする必要があると

思うんですけれども、国保運営協議会やその他に提案をしていただくというような認識を深

めていただくことができるかどうか、再度お伺いしたいと思います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今ご指摘いただいた事項につきましては、今年度は国保税制の改正等もございます

ので、しっかりと提案を申し上げ、ご相談し、議論を深めてまいりたいと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 
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         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 まず１つが、やはりこの大変大事な議案につきまして、条例としてきちっと審議をする機

会を与えられずに専決でされてしまうということについて、とりわけ国保運営委員会もあり

ながら、そこすら通さないで専決されてしまうということについて１つ反対をしたいと思い

ます。 

 それから、先ほど部長の方も試算をされたそうですけれども、６５０万の所得ということ

で計算されたそうですが、これで国保税が５６万で、それで固定資産税１０万円で、国民年

金、ご夫婦２人分やったら、こんだけで１００万円もなくなるでしょう、１人１７万ぐらい

ですからね、国民年金。そういうのが５５０万、そこから町民税、県民税、それから所得税

とか自動車税とか、それでおまけに大学生、高校生と子供があったら、本当に高額所得者で

ゆとりのある生活者の人って言えるんですか。言えないでしょう。だから、私は、本当にゆ

とりのある、支払う能力のある人が５６万払ってもらう、そういうことが明確になっていれ

ば賛成いたします。しかし、そこの部分が他の保険と比較しても、同じ所得であっても大変

重い税負担をしながら、この程度で高額所得者とみなすという、全部をみなすということに

対しては、やはりもっともっと研究し、慎重に対応すべきであるということは言わざるを得

ません。この点が２つ目です。 

 それと、国保会計については、今回本当に大きな赤字を抱えているという状況であること

は把握していますが、この原因は、先ほど寺前議員も言いましたが、そもそもやはり国の補

助金を削ってきたということから発生しているわけであって、やはり国の責任は大変重大だ

ということをやはり議会も理事者も一致して認識をしながら運動を進めるということが大切

であるということを指摘して、反対いたします。 

山田議長 本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 報告第６号を原案どおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、報告第６号は、原案どおり承認されました。 

山田議長 次に、日程５番、報告第７号、平成１８年度広陵町一般会計補正予算（第７号）の

専決処分の報告についてを議題といたします。 
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 本件について説明願います。総務部長！ 

植村総務部長 それでは、報告第７号、平成１８年度広陵町一般会計補正予算（第７号）の専

決処分の報告につきましてご説明申し上げます。１０ページをお開き願います。 

 今回、専決処分をさせていただきました補正予算につきましては、予算総額に増減はござ

いません。 

 １５ページをお開き願います。まず、歳入ですが、地方譲与税、地方交付税を初め各種交

付金について確定額をもって増減補正とさせていただきました。 

 １６ページをお開きください。下段の１９款町債でございますが、一般公共事業債調整分

及び財政状況に伴い配分された許可額について、新清掃施設整備事業債６，１８０万円、町

道整備事業債に８４０万円、まちづくり交付金事業債に２，４２０万円の補正の増額を計上

いたしました。 

 こうした財源の捻出により、これまで財源調整として計上いたしておりました１７款の各

繰入金につきましては、減額をさせていただいたものでございます。 

 なお、１７ページの歳出につきましては、各事業費における地方債と一般財源の振りかえ

でございます。 

 １３ページにお戻りください。それぞれの地方債の限度額補正につきましては、表記のと

でございます。 

 以上で一般会計補正予算（第７号）の報告の説明を終わります。ご承認賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。６番議員！ 

寺前議員 先ほどからの議論になっている、いわゆる配当割交付金あるいは株式等譲渡所得割

交付金がそれぞれ増額になってるんですけども、この内訳はどのような内訳で、当初の予算

の設定の仕方と、今回は確定したからということで、最もわかりやすいわけですけれども、

当初の予算の設定はどのような形でされていたのか、お聞きしておきたいと思うんです。 

 地方交付税の問題について、早速補正が１６１万９，０００円出てるんですけども、これ

はまだ地方交付税の状況が把握されていないと思うんですが、なぜ今回、これは１８年度の

もんやな、ごめん。その辺でお聞きしたいと思います。 

 それから、清掃センターの内容ですけれども、これは地方債に振りかえしてるわけなんで

すが、どういうところの部分が認められたのか、その点についてお聞きをしたいと思います。 

山田議長 総務部長！ 
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植村総務部長 まず、歳入の配当割交付金、それから株式の部分の確定額の補正という形で伸

びてるという、当初どういう見方をしてたという形でありましたが、ことしにおいて、ある

程度の伸びという形で当初予算には反映したものの、やはり大企業関係か、景気の動向があ

る程度伸びてきたために増収になったということでございます。（「これ何人から何人とか、

そういう集計は」の声あり）はないです。これは県から３分の２が広陵町へ来る部分でござ

いますので、交付金として。 

 それと、清掃センターの起債の部分では、今回６，１８０万円という形でございますが、

これは国の枠の増加分で、一応その分が当時申請した部分以上に、こういう形の配分として

参ったものでございます。 

山田議長 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 ないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第７号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第７号は、承認されました。 

山田議長 次に、日程６番、報告第８号、平成１８年度広陵町水道事業会計補正予算（第２

号）の専決処分の報告についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。水道局長！ 

大西水道局長 それでは、報告第８号、平成１８年度広陵町水道事業会計補正予算の専決処分

についてご説明を申し上げます。議案書の２０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 専決で補正をさせていただきましたのは、営業外費用の７４２万４，０００円でございま

す。 

 ２１ページの実施計画書の収益的収支、１款水道事業費用、２項営業外費用、１目の消費

税及び地方消費税の欄をごらんいただきたいと存じます。今回の補正は、平成１８年度の決

算見込みにより、消費税及び地方消費税の納付額が１，４６９万９，０００円と予想されま

したことによりまして、平成１８年度予算当初の消費税支払い予定額を上回り、予算枠内で

の支払い可能額に不足が生じましたので、７４２万４，０００円を補正させていただいたも

のでございます。 
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 内容につきましては、別にお示しをさせていただきました消費税積算資料のとおりでござ

います。理由といたしましては、住宅開発による工事負担金収入の増加により、預かり消費

税がふえたこと及び建設改良費の減少により仮払い消費税が減少したため、差し引き支払う

べき消費税が増加し、補正をさせていただいたものでございます。 

 どうかよろしくご理解を賜りたいと存じます。説明を終わります。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 １点だけお聞きしておきますけれども、住宅開発による新たな接続件数は何件だっ

たのかということだけお聞きしておきたいと思います。 

山田議長 水道局長！ 

大西水道局長 当初見込んでおりました住宅開発の分担金関係につきましては、５０件を見込

んでおりました。結果、決算の対象となりました件数が２０１件。 

 以上でございます。 

山田議長 ８番、山本議員！ 

山本悦雄議員 消費税で仮払い消費税と仮受消費税、その差額ですよね。それを納付しなくて

はならない。これは予算化する必要があるんかどうか。そういうのは、当然こんなん必ず合

うはずがないんですよ、予算化したって。預かった金でしょう、そして支払った金でしょう。

その差額を税として払うと。これは何も税として払うんじゃなしに、預かり金が多ければ払

う。預かり金より少なければ還付を受ける。それだけのことで、こんなもんはうっかりして

きょうまで予算見とってんけど、こんなもん予算化する必要があるんかどうか、ちょっとそ

の辺についてお聞きしたいと思います。 

山田議長 水道局長！ 

大西水道局長 基本的には、今、議員のおっしゃるとおりでございます。ただ、予算総額の中

で支払いに充てます金額そのものが予算の議決金額を超えますので、今回の専決という形で

お出しをさせていただいたということでございます。基本的には、議員のおっしゃるとおり

でございます。 

山田議長 ほかに。消費税がかかってますが、どうですか。共産党さん、反対、賛成、どうで

すか。質疑はありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 
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山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第８号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第８号は、承認されました。 

山田議長 次に、日程７番、報告第９号、平成１８年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。総務部長！ 

植村総務部長 報告第９号、平成１８年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につき

ましてご説明申し上げます。２４ページをお開き願います。 

 今回、報告させていただきますのは、既に平成１９年度の繰り越し事業として承認をいた

だきました繰越計算書でございます。まず、総務管理費のまちづくり交付金事業でございま

す。パークゴルフ場整備、百済寺公園整備と集落間道路整備につきましては１億２，０９０

万円を、社会福祉費の介護保険システム改造事業につきましては４８５万１，０００円を、

さらに道路橋梁費のワンダーランド施設進入道路整備事業で２，１００万円を、古寺中線事

業で１，３４０万円を、百済赤部線道路整備事業で２，１６０万円、交通安全施設等百済赤

部線の整備事業に１，０６０万円をそれぞれ平成１９年度において執行をお願いするもので

ございます。 

 なお、財源の内訳といたしましては、表記のとおりでございます。 

 以上で繰越明許費計算書の報告とさせていただきます。ご承認賜りますように、よろしく

お願い申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 繰越明許のそれぞれの事業につきまして、なぜ繰り越しということになったのかと

いう理由について、それぞれ説明をしていただきたいのと、それと完了の工期の予定ですね、

終了する、それについての見通しについても、それぞれについて教えていただきたいと思い

ます。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず、まちづくり交付金事業のパークゴルフ場の件につきましては、一応

広陵町と田原本町の両域にわたって一応計画をしておりますが、広陵町の場合は、まちづく

り交付金事業の補助制度で整備する予定をいたしておりますが、田原本側につきましては一

応単費ということになりますので、まだ向こうとして最終どうするかという結論をいただい
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ておりませんので、その関係で一応測量設計の部分を１９年度へ繰り越しさせていただきま

した。町としましては、一応１９年度秋には測量設計に入りたいというように思っておりま

す。このまちづくり事業交付金につきましては、これは一応１８年度から２２年度までの事

業ですので、その間には当然終息しなければなりませんので、そこまでには実施する予定を

いたしております。 

 それから、百済寺公園につきましては、用地・建物の一応契約はできたわけですけれども、

建物につきましては取り壊していただいて更地にしてから町にいただくということですので、

更地にまだされておりませんので、支払い部分で前払い分を払っておりますが、その残りの

分についてはまだ精算させていただけませんでしたので、その分を繰り越しさせていただき

ました。それともう１件、この百済寺公園の整備に伴って用地取得する部分につきまして、

その用地の話がまだ調っておりませんので、その分を全額繰り越しさせていただきまして、

この件に合わせた次の集落間道路整備、これにつきましては、百済寺の三重の塔から広瀬の

農業研修センターまでの道路整備という事業なんですけども、これは百済寺公園の整備とあ

わせて測量設計する予定をいたしておりましたが、百済寺公園の方の測量設計、用地の関係

でおくれたことに伴いまして、この設計促進につきましても１９年度へ送らせていただいた

分です。 

 それから、次の道路橋梁費ですけども、ワンダーランド施設進入道路整備事業につきまし

ては、これにつきましては、布谷氏との話が進みませんでしたので、その関係で一応１９年

度へ繰り越しさせていただきました。 

 それから、古寺中線の整備事業、これにつきましても、古寺の方３軒、それから中の方１

軒、この用地の交渉は、１人は従来、清掃センター建設時から反対ということでありますし、

もう１軒は家をちょっと移動させていただかんといけませんので、これにつきましては、交

渉に行きましても玄関から中へ一切入れていただけない状態で、今のところ条件交渉はまだ

できておりません。それから、もう１軒につきましては、代替地ということで、なかなか難

しい代替地の要求をされておりますので、これにつきましても今のところちょっと話が調っ

ておりません。それから、もう１軒につきましては、当初、用地交渉に行くに際しまして、

大字区長の方から一応お話ししていただいた中で、公共工事ですので、当然税金上の優遇制

度がありますので、公共工事でお示ししている単価を、もし民間で売られた場合はこれぐら

いになりますよという話をされたのが、その相手方の方が民間ではこれぐらいになりますよ

という額が広陵町の提示価格やということで言い張っておられて、なかなか話が進んでおり
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ません。 

 それから、百済赤部線の道路整備事業、これにつきましては、新森橋の田原本に向いて下

る側のちょうど右側の部分ですけども、これは相続問題で現在、係争中でありまして、この

裁判結果が出なければ用地の話ができませんので、それの関係で一応１９年度へ繰り越しさ

せていただきました。 

 それから、交安事業の百済赤部線の整備事業ですけども、これにつきましても、先ほどの

古寺中線で反対されておられる方ですけども、この方の用地交渉が進まず、その結果、１９

年度へ繰り越しさせていただいたものです。 

 以上です。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 介護保険システム改修事業についてのことでございます。ご存じのように、

医療制度の改正の実施によりまして、平成２０年４月から国民健康保険税及び後期高齢者医

療の保険料の特別徴収が開始されることによりまして、現行の介護保険システムが今、特別

徴収をさせていただきますので、そのシステムを活用するというふうなことで、この予算を

計上させていただいたわけでございます。国の方からは、一応１８年度で一部補助金を交付

するということで補正予算を組んでさせていただいたわけでございますが、実質にシステム

の改修につきましては１９年度で行うということで繰越明許をさせていただいたということ

でご理解をお願いいたします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 今それぞれ理由をご説明いただいたわけですけれども、それぞれに大変困難な状況

があるなというふうに思いますが。それぞれの事業の見通しについては、どのようにお考え

なのか、またどのように対応されていくおつもりなのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、とりわけ古寺中線とか、またワンダーランドとか、土木費の方の部分の事業に

ついては、従前からいろいろとご説明いただきながら今の状況に至っているわけですが、さ

らに今の中で解決の見通しについてはどのように持っておられるのかということについても

確認をしたいと思います。 

 それから、まちづくり交付金事業なんですけれども、用地の話が調っていないという部分

もあったり、更地にしてからということで前払い金を渡してるのに、そういう状態になって

いないということについては、どういうトラブルがあるんだろうというふうに思うんですけ
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れども、どのような状況か、さらに見通しについてお聞かせをいただきたいと思います。ま

た、対応の仕方についても、それぞれ確認していきたいと思います。 

 それで、これだけ幾つかの事業が、介護保険のコンピューターシステムについては、これ

はやむを得ない状況だと、当然というか、いいんですが。そういう事業について係争中の用

地があったりとか、いろいろな問題が、たくさん難問を抱えているわけですけれども、やは

り事業を行う前に、十分そういう解決の見通しをつくってから事業を推進すべきが当然だと

思うんです。その部分については、やはり前もってどのような状況だと認識して、それぞれ

の事業を推進されてきたのか。その辺のところは、今後もこういう難題を引きずっていくと

いうことになれば、やはり広陵町としても職員さんも少ない中で、こういうところに多大な

エネルギー、人手を使わなきゃいけないわけですから、事業の設定の仕方そのものについて

もやはり慎重さに欠けるのではないかということも議論せざるを得ないと思うんですけれど

も、こういう点についてお聞きをしていきたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず、百済寺公園の整備の用地買収、建物買収の件でございますが、契約

に手間取りまして、一応１８年度内に精算できなかったというだけであって、現在、契約も

できておりますし、契約がおくれましたので取り壊しの時期が少しおくれましたので、取り

壊しができれば精算させていただきますので、事業自身には問題ございません。（不規則発

言あり）もう既に契約も全部終わってます。 

 それから、いろいろな事業で繰り越しをさせていただいたわけですけども、その解決の見

通しはとおっしゃられるわけですけども、ほとんどが用地関係で、個人さん、いろいろな価

値観もありましょうし、こちらが収用できる事業であれば収用させていただきますが、収用

もできませんので、とにかく話し合いということです。ただ、既に大多数の方は協力いただ

いておりますので、一部の方に有利な条件を提示することもできませんので、従来から来て

おる条件でとにかく交渉を粘り強く続けるしか方法はございません。万が一交渉が成り立た

なければ、当然その部分はあきらめなければ仕方がないと。それを無理に事業をすることは

できませんので、その一部分については、買収できないままで一応事業を終わることになっ

てしまわざるを得ないと私は思っております。 

 それから、なぜこのような事業を見通しも立てずにされたかというお話ですけども、これ

はあくまでも新清掃センター建設に関連しての整備事業ですので、広陵町からこういう事業

をしますと言ったもんではなしに、清掃センターを建てる上で、地元がこういうことをして
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くれという中で取り上げてる事業ばっかりですので、見通しも立てずに何で行うかという言

い方は、少し私らとしては納得しかねますけども。それぐらいでしたね。 

山田議長 ほかに。１４番議員！ 

青木議員 まちづくり交付金事業についてちょっと確認しておきたいなと思いますねんけど、

多分総額８億円とかお聞きしていた中で、そこで年度が決まっているように私は認識してお

りますねんけどね。なぜこれを聞くかということになりますと、このパークゴルフ場、相手、

田原本さんとの共同事業という形にまず位置づけておられると思いますね。町単独で広陵町

だけでパークゴルフ場でもいいんだというのじゃないと、最初から町長もそのようにおっし

ゃってたように私は記憶しているわけですので。この辺も含めまして、まちづくり交付金を

当てにする事業というものの年度のいわゆる期間ということも含めて、どのように対処して

いかれるのか。それは、この年度を越えてまちづくり交付金にのせられなくなりましたから、

町単独でまた出しますとか、いろいろあるのか。どういうように思っておられるのか、見通

しをちょっと確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 ただいまおっしゃいましたように、まちづくり交付金事業は当初８億8,６

００万ということで、いろいろな事業をやっていくという。その中に、１つはパークゴルフ

場という話があったわけですけども。田原本につきましては、町長選挙がありまして、ちょ

うどその現職の方が負けられて、新たな方が町長になられたと。そういう関係もありまして、

話が一たんとんざしたということもあります。それで、広陵町は、一応この交付金事業でパ

ークゴルフ場の整備ということで、既にその用地も町に払い下げにはなってるわけですけど

も、田原本町側につきましては、まだ現在、廃川敷地は田原本町には払い下げされておりま

せんし、そこらの関係ですべて単費でいかなければならないということで、なかなか田原本

側にしては大きな事業になってしまうんではないかなと。 

 そこで、一応町として田原本町側には働きかけているわけですけども、なかなか最終のい

い返事は今のところはいただいておりません。町としては、当然これ２２年度までの事業で

すので、２２年度を過ぎれば、すべて精算しなければなりませんので、それ移行につきまし

ては、やろうと思えば当然単費でやっていかなければなりませんので、そこまでできるもの

についてはすべてやっぱり完了させていきます。ただ、パークゴルフ場につきましては、田

原本町分につきまして広陵町でするわけにもいきませんので、この分につきましては田原本

側が否という話であれば、町側の分について一応整備はしていきます。この９月以降に、一
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応１９年度で測量設計をさせていただいて、２０年度以降、そういう整備にかかっていきた

いなという考えでおります。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 確かに今、私、パークゴルフ場だけには言ってないわけですねけどね。いわゆるま

ちづくり交付金事業という形を最大限活用していくというような発想で言ってるわけですの

でね。その意味では、このような期間を要するだろうという一つのいわゆる予想というのも

当然あるわけですから、想定済みで、すべてうまくぱっぱといくことはまずないわけですか

ら、大体最大限このぐらいの期間はかかるであろうと。しかし、まちづくり交付金事業とし

て解決をしていくということでなかったら、何やわけわからなくなるように私は思うわけで

すからね。その意味で、きちっとタイムスケジュールにのっかった中で物を運んでいってい

ただかなければ、交付金事業が活用されなかったら、これは何のために大義をつけたんかな

ということもあるわけで、その辺で心配をして今言ってるわけです。 

 そこで、パークゴルフ場につきましても、広陵町だけの敷地内において、それが果たして

有効なるパークゴルフ場になるのか、またそれだけの投資に見合う価値があるのかというこ

とを含めて、また全く違う次元で考え直さなくてはならないようなことに私はなると、こう

思うわけですので、その辺の今現在、これから何年のタイムスケジュールを持ってきちっと

やって、どこで決着をして、あきらめるならあきらめるということも含めてやっていかなな

らんように私は解釈するわけですが、その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 当然まちづくり交付金につきましては、２２年度が最終リミットですので、

当然工事するのには１年以上の期間もかかります。その関係で、１９年度もしくは２０年度

に、おっしゃるようにもう一度できるできないの結論を出す必要があるんではないかと。ま

ちづくり交付金事業での一応事業として当初考えておりましたのは、百済寺公園の整備と、

それから多目的広場、それから古寺広場、それからパークゴルフ場、それから高質空間形成

施設、それから農産物直売所、それからコミュニティーバス運行推進、それからスポーツ施

設、それから環境リサイクル学習会という、これだけのものを取り上げて、一応まちづくり

交付金事業としての計画を立てております。 

 それで、特に金額的に大きなものといいますのがパークゴルフ場、百済寺公園につきまし

ては、一応用地等につきましては決着がつきましたので、今後、測量設計、そして整備に移

っていきたいと。それから、多目的広場につきましては、今年度中に設計にかかっていきた
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いと。それから、パークゴルフ場につきましては、先ほど言いましたように、１９年度中に

一応測量設計にかかっていきたいと考えております。それから、高質空間形成施設、これは

道路整備なんですけども、これは百済寺から広瀬の農村広場までの水路です。特に百済寺か

ら今市に向いての水路につきまして、百済寺公園の整備とあわせて、ふた等で道路の拡幅を

近々やっていきたいという考えを持っております。 

 それから、農産物の直売所につきましては、私ちょっと答えられませんので。それから、

コミュニティーバスにつきましても、ちょっと私の範囲外ですので、答えさせていただくこ

とはできません。それから、スポーツ施設につきましては、一応どのような施設を誘致する

かという、これがなかなか大きな難しい問題だろうと。ここら辺につきましては、まだまだ

研究のこれから余地があるんではないかということで、まだ検討段階であって、基本設計に

も一応まだかからせていただいてない状況ではございます。それから、環境リサイクル学習

会は、もう既に清掃センターの方でやっていただいております。以上のような状態です。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 まず、いわゆるワンダーランド、古寺中線、百済赤部線の件なんですけれども、副

町長、理事初め、過去には努力をしていただいてきたわけですけども、解決に至っていない

と。それで、部長の話では、解決しなければ、そのままの形態で終了しなければならないと

いう認識を持っておられるわけなんですけれども、これについては、そうできる場所とでき

ない場所とあろうと思うんですね。その点を区別して明確に今後の計画に当たっていくとい

うことが必要だというふうに思いますので、そういう前提で質問させていただきますけれど

も。 

 １つは、この間、いわゆる土地だけのところについては、どれだけ話し合いに行かれたの

か。もう一つは、家の存在するところ、これを確認したいんですが、ワンダーランド施設進

入道路が、これが家のあるところですか。（「古寺中線、土庫川よりです」の声あり）いや、

買収できてない、これが建物のあるとこやね。あとはどっちもかかるけども、一応これは建

物のあるところということで、古寺中線や進入路については、これは当初の計画にあったよ

うに、いわゆるのり面までを買収して範囲を広げたと、その方が安くつくからいう形で広げ

たと。それを当初のいわゆる一部分に復帰すれば解決する場合があるわけですね。それは、

そういうような解決の仕方というのはあり得ると思うんです。これはワンダーランドのとこ

ろについても、そういう形で立ち退きを必要としないというような形で話し合いを求めると

いうことであれば、可能性も含まれるわけなんですね。だから、そういうようなところの考
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え方を明確にしてほしいと。 

 ところが、百済赤部線の問題については、既に用地を広げて一部が困難な状況になってい

るというところについては、これはそこを残して解決できるかというと、これはもう難しい

というように思うんです。そういう点で、きちんと私は今後の見通しを持って、どのような

形で新たに用地提供者にアタックするのかということの整理がまず必要だと思うんです。整

理の上に立って、必要なところについては買収のお願いに行かなきゃならないわけなんです

けれども、そういうようなトータルとして何回話し合いに行かれてるのか、あるいは話し合

いに言ってもらちが明かないということで、既にあきらめたという状況の雰囲気をつくって

いるということになるのか。そういうようなところを整理した上で、ご答弁をお願いしたい

と思うんです。だから、要は提供しなきゃならない方々も決定されているわけですから、心

の不安を抱えたまま、今後どうなるのかという形での対応を迫られているわけですから、そ

ういうようなところの整備をした上で、今後の計画についてご答弁をお願いしたいというよ

うに思うんです。もちろんこれは副町長の答弁が一番いいだろうと思いますので、そういう

点でお願いします。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 ご心配いただいております事業の箇所について、先ほど部長が申し上げたところ

の用地が解決していないというのは事実でございます。百済赤部線の道路整備、いわゆる交

通安全対策事業の歩道部分についての箇所の土地の所有者については、ご本人も非常に気に

しておられます。また、地域からも、あのような状態でいつまでも放置をすることは危険で

あるということもご本人にもおっしゃってるということもお聞きいたしておりますので、最

近、ご本人は境界の立ち会いにも来ていただいておりますし、そろそろ契約していただける

という雰囲気を示していただいているということを担当の方から報告を受けております。 

 住宅の移転をしなければならない古寺中線の部分については、交渉に応じてもらえないと

いう状況が続いております。これも強制収用ができる事業でもございませんので、そういっ

た手続にも入れないということで、しっかり話し合いをさせていただくという以外に方法が

ないということで、今現在、その方との接触が途絶えているというのも事実でございます。 

 それから、もう１軒は、代替地を希望されておりまして、代替地を何度となく提示をさせ

ていただいて、決意をお待ちしている状況でございますが、なかなかその部分も進んでいな

いということで、こちらも交渉が途絶えているということでございます。これも担当の方が

返事待ちをしているということで、家庭内での事情もございまして、なかなかこちらから押
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しかけて話をするというところまでいっていないというところでございます。 

 ワンダーランドの施設進入路道路整備事業といいますのは、クリーンセンター広陵の敷地

内の道路の整備でございますので、これは用地は確保いたしております。入り口のところで

少し問題があるので、工事をしないで繰り越しをさせていただき、１９年度に改めて決定を

したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

山田議長 ６番！ 

寺前議員 だから、要は不可能なところはそのまま放置するという認識も、一部部長は答弁さ

れたというふうに思うんですけどね。だから、できないところについては、先ほども言った

ように、百済赤部線の問題については、これは先ほどの答弁のとおり危険だということで、

積極的な話し合いが必要だと思うんですけど。その他のところについては、工法の変更で対

応できるというように認識を持っておられるのかどうか。特に家屋の撤去のところについて

は、家の移転についてはどうやってもという形ですけども、一部かかるところについては、

何らかの工法の変更で対応できる部分も私はあるというように思うんです。そういう点で言

うと、所有者の方の理解を得られるような提案をしていくという形で解決をしながら、今後

の話し合いに臨むということで進める必要があると思うんですが、そういう点はどのように

考えておられるのか。それいかんによっては、話の中身について一挙に進展する可能性が強

いというように思うんですが、その点のご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 事業は、いずれも国の交付金をちょうだいして事業を進めております。交付金事

業についても、いつまでも交付金がもらえるかというと、そうでもございません。タイムリ

ミットもございますので、その期間内にぜひ解決をしたいというふうに思います。解決でき

ない場合は別の方法でやろうとするのは、安易な考え方だと思います。一たん事業化すれば、

やはり完成させなければならないということで、職員として頑張ってもらわなければならな

いというふうに思います。 

 ご指摘の工法を変更して、その箇所を施工する。いわゆる土庫川の堤防の敷地のみを使っ

て道路をつくるとしましても１車線しかできない、片側通行になってしまうということで、

変な道路になってしまいますので、それもいかがなものかと思います。この事業完遂に向け

て、組織を挙げて頑張っていきたいと思います。 

山田議長 質疑ありませんか。 
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         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 賛成ですが、意見をつけて賛成としたいと思います。 

 やはり事業につきましては、確実な見通しを持って事業を実施をしていくという部分につ

いては慎重にしていただく。今になって違う方法というのをとるのはなかなか難しいのは理

解できますけれども、やはり事前に、じゃあここは困難があるかもしれないという部分につ

いては、違う方法とか、いろいろ考えながら事業を進めるというのが当たり前ですので、今

後の事業において、ぜひ慎重に進めていただきたいということが１つと、それからまちづく

り交付金事業につきましては、大きな金額であるにもかかわらず、計画書なり青写真なりを

議会の方に提示・説明していただいておりませんので、これは速やかにぜひ……（不規則発

言あり）計画書のをもらってなかったと思うんです、具体的なやつ。見せた……（不規則発

言あり）ちょっと私としたら認識がなかった。そしたら、それは取り消します。 

 それから、あと１つは、やはり時期のあるせっぱ詰まった事業、ワンダーランド以下につ

いて、毎議会、報告できるように鋭意努力していただいて、議会ごとに報告をしていただき

たいということ、この２点を加えて賛成といたします。 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第９号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第９号は、承認されました。 

 しばらく休憩いたします。１時半から再開いたしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

   （Ｐ.Ｍ. ０：２０休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：３４再開） 

山田議長 それでは、休憩を解き再開をいたします。 

 次に、日程８番、報告第１０号、平成１８年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書の報告についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 報告第１０号、平成１８年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告について説明申し上げます。２５ページをごらんいただきたいと思います。 
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 この件につきましては、平成１８年度において諸般の事情により１９年度へ繰り越しさせ

ていただいたものでございます。今回、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、

報告させていただくとともに承認をお願いするものでございます。 

 次に、２６ページをごらんいただきたいと思います。明許繰り越しをさせていただいた事

業は、表のとおりでございます。なお、上２つの馬見１－１工区につきましては、既に工事

を発注いたしております。場所は大垣内地内、工期は５月８日から７月２５日までとなって

おります。請負業者は野村建設株式会社、請負額は１，９２２万５，５００円、税込みでご

ざいます。 

 次の下２つの安部８工区につきましては、今のところまだ発注には至っておりません。区

長が決まり次第、区並びに関係者と十分協議の上、事業を速やかに執行する予定をいたして

おります。 

 以上です。よろしくお願い申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。６番議員！ 

寺前議員 これからこの公共下水道については一般質問や、また議会等でも、委員会等でも議

論してるように、いわゆるこの工法がプラスなのか、それとも簡易施設、合併槽が有利なの

かという検討を加えていく必要があろうと思うんです。もちろん維持費等もあるでしょうけ

れども、そういうような問題を含めて、ここのところの説明というのはちょっとわからない

んですけれども、実際にこの１８年度のこれを行おうとした動機、それとこれは馬見第１、

第２の場所をもう一度特定していただければいいわけですけれども、かなりの距離を延ばさ

なければならないという場合も想定できるところもあろうと思うんですが、そういうような

検討をした上でも、なおこの方がトータルとして有利という判断で工事をされているのかど

うか、その点についての厳密な検討の成果についてお願いしたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 合併浄化槽の件をお尋ねのことだと思うんですけども、一応それにつきま

しては事業費等概算も試算はしております。ただ、合併浄化槽を設置しますと、その管理の

問題、それからその設置の場所の確保等々いろんな問題もありますので、現在のところはま

だ検討段階でございます。今回、大垣内にさせていただいた分につきましては、距離にしま

して１２４メーターの区間でございます。それで、民家にしまして六、七軒一応ある部分で

ございます。 

 それから、計画区域決定している分につきましては、現在のところは一応下水道の埋設と
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いうことで進んでおりますが、今後、離れた場所の１軒、２軒等の問題が出てきた折には、

やはりそういう合併浄化槽等の検討もさせていただかなければならないんじゃないかと思っ

ております。 

 以上です。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 合併浄化槽においても、金額等についてはもちろん大きさ等にもよりますし、維持

費等もよるんですけれども、現実問題としてはかなり下がってきてるということがあろうと

思うんです。そういう点で、現時点でいわゆる１軒の合併浄化槽をつくる、あるいは５軒分

の浄化槽をつくる、そういう段階において、どれぐらいの金額が必要なのか。そういう点に

ついて把握しておられるのであれば、報告願いたいと思います。というのも、これからは間

違いなく工事費の高いところを工事をしていかなければならないし、そういうところのいわ

ゆる浄化槽をしようとする方々の要望にこたえていかなければならないわけですけれども、

その点での検討は常時必要だと。また、単価等についても下がってきているわけですから、

こういう問題を真剣に議論をしているかどうかも含めてご報告願いたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 合併浄化槽の一応試算でいきますと、大体１カ所三、四百万程度の費用と

いうことになっております。ただ、当然合併浄化槽であっても、その中を通った水は当然排

水路なり、もしくは下水に接続という格好になりますので、そこらあたりをまたいろいろ研

究・検討をさせていただいて（「維持費は」の声あり）維持費は、電気代、水道代というこ

とですので（「どのくらいかかるのか」の声あり）試算はしておりません。ただ、電気等に

ついては、現在の浄化槽とほぼ変わらないというように思っておりますけども。 

山田議長 次、１２番議員！ 

松野議員 これもあわせまして、それぞれ繰越明許になっている原因を説明していただきたい

と思います。下の分については、区長決まり次第ということなんですが、その辺の経緯につ

いてももう少し説明を加えていただけたらと思います。 

 それと、公共下水道とこれらの建設事業なんですけれども、野村建設が１８年度何件、そ

れから金額にしてどんだけというのがわかれば教えてください。それで、町内で上位、たく

さん仕事をとってる上から５件までぐらいは、どこどこが何件、金額幾らという形の資料が

あれば、今教えてもらいたいと思うんですけれども。 

山田議長 都市整備部長！ 
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森田都市整備部長 １８年度、何件とったか、上位云々という話は、ちょっと今資料を手持ち

にありませんので、もし何でしたらまた委員会のときにでも報告させていただきたいと思い

ます。 

 それから、ちょっと最初の質問が聞き取りにくかったんですけども。 

松野議員 繰越明許になった原因、説明を。 

森田都市整備部長 馬見１－１工区につきましては、上の２つの分ですけども、これにつきま

しては、業者の倒産ということで、梅本建設。下の分は区長の不在ということで、工事をす

る上で道路通行の規制をかける等の場合は、一応区長さんの印鑑等が必要ですので、区長不

在でそういうものがもらえませんし、そういうことで、済みません、よろしくお願いします。 

山田議長 次に、ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第１０号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第１０号は、承認されました。 

山田議長 次に、日程９番、報告第１１号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）の専決処分の報告についてを議題といたします。 

 本件について説明願います。住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 報告第１１号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の専決についてご報告をしたいと思います。議案書の２７ページからでございます。 

３４ページをお開きをいただきたいと思います。 

 平成１８年度におけます広陵町国民健康保険特別会計の決算は、１億２，１３１万９，０

００円の財源不足の決算になる見込みでございます。その赤字の内容でございますけれども、

１７年度への繰り上げ充用分４，６１４万９，０００円、そして１８年度の繰り上げ充用分

７，５１７万円、合わせて１億２，１３１万９，０００円の赤字となるものでございます。

その不足額を繰り上げ充用させていただくという内容でございます。 

 ３３ページをごらん願いたいと思います。その財源につきましては、一般被保険者の医療

費分で８，５３３万８，０００円、そして同じく一般被保険者の介護納付金現年課税分で２，
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８４２万５，０００円、さらに退職被保険者の介護現年課税分で７５５万６，０００円、合

わせまして１億２，１３１万９，０００円を手当てさせていただくという内容の補正でござ

います。 

 どうぞよろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 平成１７年度、１８年度と続きまして赤字というような状況があるわけですけれど

も、その要因としてどのように分析されているのか。特に高齢者の比率がふえているのでは

ないかと思うのですが、その点についてはどのような実態があるのかということもお聞きし

たいと思います。 

 それから、朝の方の最高限度額のところでも議論しましてけれど、根本的に国民健康保険

制度そのものが大変重大な問題を含んでいるという中で、やはり社会保険の方であれば２分

の１が使用者負担という形もありまして、また負担掛金とか負担額の軽減につながっている

というところは明らかなんですけれども、そういう部分の制度の矛盾を補てんしていくとい

う部分におきましては、広陵町としても独自に努力ができる点がありまして、いろいろな議

論はありますが、やはり一般会計からの繰り入れということもいよいよ検討せざるを得ない

ではないかと思うわけですけれども、この点についてはどのようにお考えなのか、聞きたい

と思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 １７年度、１８年度の赤字の要因ということでのお尋ねでございます。細

かい数字はなんですけれども、やはり介護納付金の部分で相当この会計から持ち出し部分が

年々ふえてきているという実態がまず一つございます。１８年度で見ますと、やはり３，５

００万ぐらい持ち出しをしておるという状況、これらがやはり大きな要因かと思います。 

 そして、いつもご指摘をいただいております、いわゆる滞納部分に対する徴収率の問題、

これについても収納対策本部とも連携をさせていただきながら努力をしておりますものの、

やはり年々わずかではございますけれども徴収率も上昇はしないと、むしろわずかですけど

も落ちていると、こういう状況があろうかと思います。 

 それと、１４年度に改正がございまして、老人医療への移行というのがとまっております

関係、これらでやはり医療費の受け持ち部分が大きくなってきていると、年齢層的に。そう

いったことも要因の一つであろうかと考えているところです。 

 それと、一般会計との絡みということでご指摘をいただいておりますが、これについては
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ご意見を賜りまして、また国保運営協議会、町全体の中でどうしていくか、今後ご議論をい

ただくことになろうかと考えているところです。 

 以上でございます。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 今、赤字になってきている要因を説明いただきましたが、やはりこれは滞納の徴収

率が落ちているということにつきましても、大変職員さんの方では努力をしていただいてい

るという中で、徴収率が若干でも落ちていくということは、制度の欠陥です。また、介護納

付金の問題、老人医療への負担の問題等も、やはりこのような財政の問題は根本的に制度の

問題が大きく横たわっているわけで、これを今度は国保税の値上げをして、さらに住民負担

をしていくということは、だれが考えても納得ができないということを言わざるを得ません

ので、この赤字分については解消する方法について今、部長、ご答弁いただきましたように、

慎重に、本当に広陵町全体としてきちっと考えていただきたいということを述べて、質問を

終わります。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 この歳入のところの３カ所からの配分ですね、これは考えがあってこのような配分

をされてるのか、その点お聞きしておきたいと思います。 

 それから、一番深刻な問題は、現実問題として国保会計が赤字だということで、どこにそ

の分を転嫁するのかということの発想しか出てこないわけであります。これは事務局も非常

に苦心されることだと思います。水道会計にしても、あるいは下水道会計にしても、結局特

別会計という名のもとで特別会計類の名のもとでの会計決算というのは、結局は税の体系が

違っているだけであって、国民、町民から見れば、すべて負担の根拠は同じなわけなんです。

こういうような問題で、一般会計については５カ年、５億円、５０人削減という方針を出さ

れて、その解消のために手だてを打たれたと。あるいは下水道、水道、これは企業会計の論

理のもとに、この問題を解決しようとされている。 

 そしたら、国保会計については、これはその他の部分とは大きな違いがあると思います。

いわゆる医療の問題というのは、国の税あるいは広陵町の一般会計と密接に絡んでいるわけ

なんですね。というのは、国においても、この税については憲法で保障された問題を完遂す

るために、国庫補助金、国庫助成金等々を出さざるを得ないんです。一般会計から出さなく

てもいいという論理には全くなっていないわけなんで、要はトータルとしてどのような解決

をするのかということについては、一つは国が責任をとるということの視点を絶対に放して
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はならないというように思うんです。 

 そういう点で、全国町村会からも県単位の国保の要望やその他いろいろ要望されています。

私たちとは意見を異にする要望もありますけれども、全体としては、国が責任をとれという

点については一致しているわけなんです。だから、そういう点での解決の方向という問題に

ついては、やはり町民に明確にシグナルを送っていただきたい。これがなければ、結局はと

どまることを知らない負担増になるわけなんです。 

 この問題でまずお聞きしますけれども、いわゆるこの値上げの方向がこの本会議でも打ち

出されました。しかし、これによって町民の負担がふえた結果、今までの経験則で言えば、

必ず滞納がふえます。結局国保については、税の負担圧力というか、税の負担感が非常に強

いんです。これは他の税の負担感以上の状況が町民の間にあります。だから、そういう点で

この問題を値上げの方向で解決するということであれば、私は国保運営協議会のみならず、

全町民的な議論を起こしていくという前提に立った解決方法を求めなければならないという

ように思うんです。だから、そういう点で、現在の国保会計の状況という問題について根本

的に国が補助金を減らしてきたと、この経過について私は明確に発信していただきたいわけ

ですけれども、過去の国庫負担の低下についてどのような認識を持っておられるのか、ある

いは数字的にどのような把握をされておられるのかということをこの議会の中でお聞きして

おきたいと思います。明確な数字が急に出なければ、委員会等において、国が負担を軽減さ

せてきた、削減してきた経緯について、きちんとした方向を打ち出していただきたい。 

 それとは逆に、いわゆる患者負担がこの間大幅にふえています。患者負担というのは、こ

の会計にあらわれていないわけですけれども、患者負担の増加についても、私はきちんとし

た数字を広陵町の行政当局から出していただきたいというように思います。そういう中にあ

って初めて今回の赤字の問題についての議論が俎上に上るというように思うんですけれども、

そういう点で、ぜひその中身について明らかにしながら、この赤字分についての議論を進め

たいと思いますので、その大前提の議論を、もし今ここでわかればご答弁願いたいと思いま

す。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 まず１つ目にお尋ねをいただきました、歳入面で３つの項目から充てさせ

ていただいた。これは一般被保険者の医療、そして介護並びに退職被保険者に係る介護分と、

それぞれの実態に即して補てんをさせていただくという内容でございます。 

 次に、２つ目で特別会計全般に触れられながら、大変国保の置かれております厳しい状況
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について、いろんな角度からご指摘をいただいております。おっしゃるとおり、やはり国民

皆保険を堅持するがためには、どうしても公費、国費、そういったものが投入をされている

わけでございます。町といたしましても、担当レベルだけでなしに、国保運営協議会でもい

ろいろとご議論をいただいております。一番の要因は、やはり医療費が高くなってきている

ということに尽きるのではないのかなと思います。ちなみにお尋ねをいただいております１

人当たりの医療費の動向あるいは負担の変遷というんですか、そういったことについてお尋

ねでございますけれども、これは委員会におきましてご報告をするということでご了解を賜

りたいと思います。 

 なお、医療費の適正化の中で、かかりつけ医の充実というんですか、そういう方に上手に

かかって、自分の健康管理を常日ごろやっていただくということ、あるいはジェネリック医

薬品ですか、効果は同じで安価なものという、テレビでも宣伝をしております。そういった

ところでＰＲはしているわけでございますけれども、やはり命にかかわる医療でございます

ので、どうしてもかけ持ちをなされると。また、あるところではわからなかったけれども、

違う病院で発見をされたという実態もよく耳にいたします。そういったこともあって、平素

からかかりつけ医にかかっていただいて、その方の健康の状況を常に把握をしていただくと

いうようなことも大事かなと思っております。 

 大きな意味でのお答えをいただきましたので、私の方からは以上にさせていただきます。

町長、あとよろしくお願いいたします。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、寺前議員がおっしゃる、慎重審議をして町民一人でも多くの人に審議の機会を

与えてはどうかと、また国の制度が変わったことを周知すべきだというご意見をいただいて

るわけでございます。国保運営協議会は、お医者さんとか被保険者、そして議会議員の皆さ

ん方、それぞれ立場の違った皆さん方の協議会でございます。こうした席上でもしっかりと

ご討議をいただいて、ご審議を願いたいと思います。それがために、私どもも事務局私案を

しっかり事前に議会の皆さんと協議をしながら協議会に審議をお願いし、一人でも多くの人

たちに審議の機会を得ていただくような努力をして、１億２，１００万のこうした赤字解消

策、さらに今年度の必要とする経費の増大に備えて、いかに税制を、国保制度を維持するか、

そういうこともお考えをいただきたいと私は思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 努力すべきところはたくさんあると思うんですけれども、一つは、国民の医療権、
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権限を守るという前提のもとに、むだ遣いの出ているところについては改善させていくとい

うことは当然だというように思います。そういう点で、一人一人の医療の実態を把握しやす

くなっているわけですから、むだないわゆる薬の配付等々があれば、やはりそれは相談しな

がら進めていくということも、この場での解決策の一つであるということは間違いないと思

います。また、医者が今まだいわゆる後発医薬品を使わないと、なかなか使いにくいという

ような状況についても、これは宣伝等々が今進んできてますし、医療機関によっては患者負

担をなくすために、この後発品を使っていくということでの努力もされてるところも多数あ

らわれてきてるわけですから、そういう点については努力できる部分だというように思いま

す。これは一般会計のところでいろいろ取り組んでいる内容の一つだという認識を持ってや

ればできるわけですから、そういう点についてはぜひお願いをしたいというように思うんで

す。 

 もう一つは、私は値上げの問題については、なぜ町民がこぞってその実態を把握しなきゃ

ならないかという点で言えば、この公共事業全般、このすべてを今、私は公共事業という形

でひっくるめて言うわけですけれども、結局は税で負担する部分とみずからの受ける権利と

いう問題がどこにあるのかということは、なかなかわかってわからない問題だというふうに

思うんです。だから、そういう点で言えば、先ほども国の補助金が減ってきたという問題に

ついて、これは客観的な事実ですから、私たちが政治宣伝でふえてきた、減ってきたという

んではなくて、客観的な事実について、やはり行政に携わる者についても明確にきちんと発

信する必要があるんだということを言ってるわけなんです。私は、そういうものの中から、

これは政治の世界の問題であって、政治を変えていく力というのは国民が決めることですか

ら、これは事実を知った上での判断というのが一番大事だと。広陵町においても、国の補助

金が減ってきた過程の中で、患者負担等一般会計からの繰り入れも減ってくるというような

状況も一方であるわけですから、そういう問題について明らかにしていただきたいというよ

うに思ってるわけなんです。 

 だから、もう一つは、値上げの問題については、これは広陵町自体が第３次行政改革大綱

をつくって、ここには国保の値上げの問題は一切ないんです。あらゆるところの問題は。 

山田議長 もう本題に戻ってよ。 

寺前議員 だから、そういう点について、これはもう指摘しておくことにだけしておきます。

だから、そういう問題について、値上げをするという点については、手続的にもこれは非常

に問題のある内容だというように思いますので、これはまた国保運営協議会やその他のとこ
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ろで議論を進めていくことになると思いますけれども、値上げというのは私は容易に出せる

問題ではないというように思いますので、その点について、もし答弁があれば行っていただ

きたいと思います。 

 それと、先ほどの言っている問題の中では、要は先ほど税の配当所得や譲渡益の課税につ

いて、そんなところに金があって、こういうところに金がないというのが税の問題なんです

ね。だから、要はとにかく全体としてやむを得ないということをおっしゃってますけれども、

国民から見れば、この税金の使い道あるいは税金の取り方をどうするのかという問題にかか

わってくるわけですから、私たちはこういう問題について、これは国が決める問題だとか、

あるいは広陵町の職員や町長は関係ないんだというような立場、態度をとるべきではないと

いうことを主張しているわけなんです。だから、それについての問題というのは、明らかに

広陵町民がこうむる税の使い方と税の取られ方の問題にかかわってくるわけですから、そう

いう点の立場に立っても、公務労働に携わる方々が真剣にこの問題について考えていただく

手だてをとっていただきたいというふうに思います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、寺前議員は、国民健康保険についてはやっぱり町の会計でしっかりと支えなけ

ればいかんという趣旨のことをおっしゃってますが、下水道事業なら全体のために繰り出し

も、また助成もしなければいかんと思いますが、国保については社会保険の方もあるわけで

すから、むやみに町の一般会計からすべて出すということについては問題があるんですね。

国保の加入者、被保険者だけがしっかりとその制度を守っていく。その一部の助成はいいわ

けですが、税金を軽減をして、その分は一般会計から補てんせいという、そのことについて

は少々問題があるんですね。（不規則発言あり）そんなことを皆さんでこれから協議をして

いただいて、税制改正についてどうするか、ご議論をいただきたいと思います。 

山田議長 質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第１１号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第１１号は、承認されました。 

山田議長 次に、日程１０番、報告第１２号、平成１９年度広陵町老人保健特別会計補正予算

（第１号）の専決処分の報告についてを議題といたします。 
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 本件について説明願います。住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 議案書の３５ページでございます。報告第１２号、平成１９年度広陵町老

人保健特別会計補正予算（第１号）の専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 

 老人保健特別会計におきましては、既にご承知のとおり、その費用は支払い基金、そして

国費、県費、町費で負担されることとなっております。それぞれの負担額は概算交付という

形で交付を受けます。 

 ４２ページをごらん願いたいと思います。１８年度におきまして、歳入との差で２，１４

１万１，０００円の不足額が生じました。これを１９年度会計から繰り上げ充用させていた

だくということ、さらに下段に掲げております償還金という目で計上しておりますが、概算

払いで県支出金が超過交付をされておりました関係で、３１１万円をお返しをすると。合わ

せまして２，４５２万１，０００円を１９年度会計から出させていただく、充用させていた

だくという内容でございます。 

 戻っていただきまして、４１ページでございます。それの財源でございますけれども、支

払い基金交付金といたしまして、医療費交付分で６１２万９，０００円、審査支払い手数料

交付金で１０万２，０００円、合わせまして６２３万１，０００円を歳入させていただきま

す。また、国庫支出金ということで、国の負担金１，８２９万円を１９年度で受けるという

内容でございます。歳入歳出それぞれ、そういうことで２，４５２万１，０００円というこ

とで調整をさせていただく補正でございます。 

 以上よろしくご承認賜りますようお願い申し上げて、説明といたします。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 報告第１２号を承認することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、報告第１２号は、承認されました。 

山田議長 次に、日程１１番、議案第２６号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正することについてを議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 
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谷山局長 朗読。 

山田議長 本案に説明願います。総務部長！ 

植村総務部長 それでは、議案第２６号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

ることにつきましてご説明申し上げます。４４ページをお開き願います。 

 この条例の改正は、一般職の給与に関する法律の一部改正に伴い、消防団員等災害補償条

例の補償基礎額の加算において、これまでは配偶者以外の扶養親族について２人目までが２

００円、３人目以降が１６７円となっていたものを一律２００円に引き上げられたものであ

ります。 

 なお、平成１９年４月１日からの適用であります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

山田議長 次に、日程１２番、議案第２７号、広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止について

を議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案について説明願います。住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 議案第２７号、広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止についてご説明を申

し上げます。 

 この基金条例は、新施設の建設のために財源を確保するということで、平成１４年の３月

に設置をさせていただいたものでございます。当初３億５，０００万円の基金としてスター

トをしていただき、利息を合わせまして３億５，２０１万円を新清掃施設関連事業も含めま

して事業費支出をさせていただいたものでございます。 

 この基金を設置していただきましたことによりまして、広陵町が最重要課題として位置づ

けておりました新清掃施設、クリーンセンター広陵も竣工を迎えたところでございます。こ

の基金の存在が我々はもちろんのこと、住民の方々にも理解をしていただく大きな力になっ

たものと我々としては感謝をしているところでございます。１９年３月にクリーンセンター

広陵が竣工いたしましたものを受けまして、今回、この条例の廃止をお願いするものでござ

います。 

 なお、今後も引き続き最適環境のまちづくりを進めていくという姿勢には変わりはござい

ません。ごみ袋の有料制等におきまして収入される予定の手数料等々、あるいは今現在まで

はないわけですけれども、企業や、あるいは個人からの環境のための寄附金を受けられるよ
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うな新たな基金を今現在どういう形でお願いをするか検討をしていることを申し添えまして、

本案についてよろしくご審議を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

山田議長 次に、日程１３番、議案第２８号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に

伴う工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 それでは、議案第２８号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事

請負契約の締結についてを説明させていただきます。４７ページでございます。 

 本契約議案につきましては、過日、６月６日の開札結果におきまして、契約の金額、契約

の相手方、工期を記入し、上程させていただく予定をしておりましたが、落札者がございま

せんでした。 

 ここで、工事入札に係る経過をご報告申し上げます。今回の学校プール改築工事契約につ

きましては、設計金額１億円を超えることになったことから、１、建築工事特定建設業の許

可を受けていること、２、奈良県内に本店または営業所を有すること、３、建築一式工事に

おける経営事項審査の総合計評点が１，３００点以上であること、４、過去１０年以内に対

象工事と同種・同規模の工事の元請実績を有すること、この４点を条件とする一般競争入札

を進めてまいりました。 

 ４月１６日、一般競争入札公告をし、３社からの申請がありましたが、少数であったこと

から、期間を延長し、参加者を再度募ったところ、数社からの問い合わせがあったものの、

最終的には村本建設株式会社、大日本土木株式会社、大鉄工業株式会社の３社により６月６

日に開札を行いました。いずれも予定金額に達せず、不落となったものでございます。現在、

設計書の再チェックとともに、応札業者の内訳書突合、さらに予定価格設定の再確認等調査

を進めております。 

 この結果において設計積算が妥当であるとするならば、改めて入札をやり直す必要がござ

います。次に、設計積算に不備があれば、上部官庁の指導を受け、対応させていただくこと

にもなろうかと考えられます。こうした今後の取り扱いにつきましては、今議会会期中に詳

細をご報告申し上げ、ご相談をいたした上で最終的な議案調整にかかりたいと、かように考

えるところでございます。 
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 よろしくご了承をお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 

山田議長 次に、日程１４番、議案第２９号、町道の路線認定についてを議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案について説明願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議案第２９号、町道の路線認定について説明申し上げます。４９ページを

ごらんいただきたいと存じます。 

 このたび町道として認定をお願いいたしますのは、赤部３７号線、赤部３８号線、笠２１

号線の３路線でございます。この路線は、いずれも細街路事業で整備をさせていただいたも

のでございます。 

 場所につきましては、５１ページをごらんいただきたいと存じます。広陵西幼稚園を挟ん

で北側、南側及び西側の馬見川に沿っての道路でございます。 

 なお、②の赤部３８号線につきましては、一部幅員が２メートルしかない部分がございま

すが、この部分につきましては、幼稚園の敷地部分での拡張を予定いたしておりますので、

拡張でき次第町道として供用開始することとして、今回の認定に際し、あわせてお願いする

ものでございます。 

 どうぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。終わります。 

山田議長 次に、日程１５番、議案第３０号、平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 それでは、議案第３０号、平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第

１号）についてを説明させていただきます。５２ページでございます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億３，９８０万円を追加し、総額１億７，６５０万

円とするものでございます。 

 内容でございますが、防災センター及びシルバーワークプラザ用地取得事業の資料で概略

を説明申し上げますので、ごらんいただきたいと思います。４月の議員全員協議会でもご説

明申し上げましたが、庁舎敷地隣に位置しております株式会社出所有の土地につきましては、

平成１８年度から借地契約により職員駐車場として、また一部の建物につきましても、所有
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者との協議により改修をさせていただき、既に施設管理サービス公社及びシルバー人材セン

ターの事務局として利用を図っているところでございます。 

 加えて本町におきましては、かねてより地域防災意識の高揚と相まって、防災施設の充実

を図るための用地確保が課題となっておりました件もあります。幸い当該土地につきまして

は、庁舎敷地とも隣接しており、シルバー人材センターの常備器具、あるいは機材の利用面

や人材の登用等の連携を図る意味におきまして、その立地条件もよく、所有者の出氏及び債

権者の農協とも種々協議を重ねてまいりました結果、このたび円満に交渉がまとまり、取得

いたしたく予算計上をさせていただいたものでございます。 

 地籍につきましては、南郷６４６番地１ほか４筆で、合わせて４，８２０．５８平方メー

トルとなっています。なお、用途別面積でございますが、案分方式により防災センター部分

を供用部分合わせまして３，７５０．２２平方メートル、シルバーワークプラザ部分を１，

０７０．３６平方メートルとしており、防災センター部分につきましては、平米単価３万７，

２５３円、坪単価にいたしまして１２万３，０００円で、用地費約１億３，９８０万円、全

額を防災施設整備事業債により財源を確保してまいりたいと考えております。 

 一方、シルバーワークプラザ部分につきましては、同額の単価によりまして用地費約３，

９８７万円となり、土地開発基金保有金の９，２８６万円の中で購入を予定いたしたいと考

えております。なお、鑑定価格は坪当たり１２万９，０００円となってございまして、いず

れも鑑定価格以内での取得単価でございます。 

 また、前回の全員協議会でご質問がございました庁舎北側の用地の交渉経過についてでご

ざいますが、地権者の中におきましては売却の意思が極めて薄いことも感じられる方がおら

れまして、現時点ではご理解を得られませんでしたことを申し添えをいたしたいと存じます。 

 どうかよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

山田議長 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。議案熟読のため、６月９日から１０日までの２日間を休会といたしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、６月９日から１０日までの２日間を休会といたし

ます。 

 なお、本日行われなかった議案に対する質疑につきましては、１１日月曜日、午前９時か

ら引き続き行うことといたします。９時からですので、間違わないようにお願いします。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ２：３０散会） 
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平成１９年６月１１日広陵町議会 

第２回定例会会議録（２日目） 

 

 平成１９年６月１１日広陵町議会第２回定例会（２日目）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     会 計 管 理 者  和 田 叙 嗣 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  中 尾   寛 

  総 務 部 長  植 村 和 由     健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫 

  住 民 生 活 部 長  吉 村 元 伸     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  森 川   勇     水 道 局 長  大 西 利 実 

  総 務 部 参 与  松 井 定 市     住民生活部参与  山 本 新 三 

  都市整備部参与  北 神   理 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 
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  局  長  谷 山 一 志 

  書  記  野 瀬 一 吉 

  書  記  上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ. ９：０５開議） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 議案第２６号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて 

 ２ 議案第２７号 広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止について 

 ３ 議案第２８号 広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結

について 

 ４ 議案第２９号 町道の路線認定について 

 ５ 議案第３０号 平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 ６ 一般質問 

 

山田議長 まず、日程１番、議案第２６号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

することについてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程２番、議案第２７号、広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止についてを

議題といたします。 
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 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。１４番議員！ 

青木議員 私ちょっと聞き漏らしたかもわかりませんので、確認したいと思います。 

 この基金廃止条例案の説明のときに、ごみ指定袋有料化の収益を基金をつくってやりたい

ようなことを発言されたと思いますねけど、ちょっと確認したいなと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 説明でも申し上げましたとおり、今回、本会議に上程をする準備をせよと

いうことで段取りをしておったんですけども、もう少し内容について検討を加えたいという

ことで、先に延びたわけですけども、ごみ袋もおかげさんで有料化をさせていただいて、順

調に進んでおります。 

 また、あわせまして環境の世紀ということで、広陵町の環境を守っていく上で民間から寄

附とか、そういった財源も受けられるような基金を創設をさせていただきたいなというよう

に考えております。今年度中に議会にお諮りをしたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

山田議長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会を付託いたしたいと思いますが、異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しまし

た。 

山田議長 次に、日程３番、議案第２８号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴

う工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。これは契約ができなかったので、ここの中で審議をしていただいたらいい

と思いますが、またその他の方で土木経済委員会の方で質疑があれば受けたいと思います。

これでよろしいですか。（「契約があったらどうなるんですか」の声あり） 

 契約があれば、そのまま委員会に付託したいと思います。契約成立しませんでしたので、
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この場所で終わって、その他の方で土木経済委員会の方で質疑をしていただいたら結構かと

思いますが、それでよろしいですか。（不規則発言あり） 

 その他で、議案としてはここで、議案として送るもんでもないわけですから、その他の方

で議論していただいたら結構です。 

 何かあれば、ここで受けたいと思いますが、寺前議員、どうですか。じゃあ、６番議員！ 

寺前議員 この問題で２つのことの説明があったと思うんです。１つは、いわゆる設計書を精

査するということで、その内容がどういうような入札価格を設定してきたのかという問題と、

もう一つは、町側の積算が妥当だったかどうかという２つを見てみるということだったわけ

ですけれども、これも時期が４月１６日でたっているわけですから、当然そのことの検討は

されているはずなんですね。だから、要はこの２つのところについての説明があったわけな

んですけれども、現実問題としてはどうだったのかいうところの部分を突っ込んだ形で説明

をしていただく必要があるというように思うんです。それは説明だけに終わってて、委員会

等々で話をするということが前提だったのかなと思ったんですけれども、結局は契約できな

かったということからいうと、本会議においてきちんとした説明があってしかるべきだとい

うように思いますので、よろしくお願いします。 

山田議長 じゃあ、副町長！ 

山村副町長 今回は、議案として形を整えておりませんので、ご審議いただく状況になってご

ざいませんが、先ほど寺前議員がおっしゃいましたように、設計内容について改めて精査を

させていただいております。これは今回の応札をされた、いわゆる入札金額積算見積書と、

町の方で設計業者で設計された積算書と突合を現在させていただいておりますので、その答

えが出ましたら、改めて議会の方に報告をさせていただきたいと思います。 

 この議案については、基本的には、議案として形を整えておりませんので、もし提案をさ

せていただくにいたしましても、この議案をまず取り下げをさせていただいて、改めて追加

議案という形で今議会に間に合えばさせていただく方法が考えられると思います。議会にこ

の会期中に間に合わない、あるいは新たな入札を執行するとなりますと、取り下げをさせて

いただいて、次の臨時議会になるのか定例議会になるのか、そのあたりで提案をさせていた

だきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。今現在、ご質問に詳

細にお答えできる材料を持ち合わせておりませんので、後日、ご報告申し上げたいと思いま

す。 

山田議長 ６番議員！ 
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寺前議員 そういう点はいいんですけれども、４月１６日に公告をして、３社から申請があっ

たということで、現在、その結果は直ちに、何が問題なのかという点は、事務方及びそれぞ

れのところで検討はされてるはずなんですね。だから、そのことについて聞いてるわけです。

要は応札業者の設計書、どういうような設計書、これはかなり詳しい設計書を最近は要求し

て、ただ単にペーパーだけでやってるというわけではないということだと思うんですけれど

も。その点について３社の状況がどうなのかという点を検討するとおっしゃってたんで、検

討ができ上がってるはずなんですね。 

 それと、町の積算というのは、これは当然いわゆる国からの単価表を使って、さらにそこ

に町が独自に検討を加えた形で積算をしているということなのかどうか、そういう点も含め

て説明はきちんとしていただく必要があると。４月１６日ですから、当然これが出るときに

は、この問題についての問題点がどうなのかということが明らかになっておかなければなら

ないというふうに思うんです。 

 特に最近の入札の問題では、３社しか応札がなかったということから、そもそもこの点に

ついておかしいということになるわけですから、大体村本も含めて大手がこういう形で予定

価格に達しないような状況を生み出していくということがそもそも問題なわけで、それが何

なのかということに対する考え方もきちんとやっぱり説明していただきたい。でないと、次

に要は入札をするという段取りというのはできないんではないかと。２点についての説明は

事務方でできるけれども、なぜ３社しか応札してこなかったのかという根本的な問題に対し

て、どういうような考えを持って町が臨むのかという問題を明確にしておかなければ、こん

な形で、逆に言えば町がなめられてるということになるんですから、３社しか応札しないよ

うな状況、あるいは逆に言えば、この単価が厳しいというように業者が警告を発してるのか。

警告を発してるとすれば、どういうような形で町が対応するのかという問題になってくるわ

けですから、根本的に公共工事の入札のあり方の問題が問われた内容なんです。 

 だから、そういう点で、やっぱり結果が出なかった後、直ちに問題点等々を議論されてる

はずですから、きちんとした一定の説明はしていただく必要があるということなわけであり

ます。そういう点、再度、これは明らかに業者からの挑戦だという形で認識をされてるのか

どうかということにもかかわってきますので、その辺の町側の積算、業者が入札に提出した

設計書等々についての問題点、どこに何があるのかということを含めて答弁をお願いしたい

と思います。 

山田議長 副町長！ 
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山村副町長 寺前議員、１点だけ、４月１６日に数字がわかってるのではありません。公告し

たときは、設計金額はわかっております。それは、町としては、設計書が妥当ということで

一般競争入札に付したわけです。最終的に業者が応札が少ないということで、第１回目の入

札期日は５月の３１日でございました。参加業者が少ないということで、もう一度資格あり

と見られる業者に応札してほしいという働きかけをさせていただいたわけでございます。そ

の期日が最終的に入札日が６月６日ということで、ちゃんとした答えが出たのが６月６日で

したので、まだその見積もり、いわゆる入札書に基づいて設計と突合作業を現在させていた

だいているということでございます。 

 指名競争入札でありますと、大体が指名した業者は応札をするというのが普通でございま

す。一般競争入札は、参加が自由ということでございますので、業者がどのように考えてい

るのか、このあたりはわからないわけでございますが、近隣の市町村の一般競争入札の状況

を見ましても、斑鳩町あるいは葛城市も一般競争入札を実施されているわけでございますが、

広陵町と同じ、あるいはそれよりも少ない応札ということで聞いてございます。このあたり

も状況を確認をさせていただいた後に、また議会の方にも報告をさせていただきたいと。こ

ういった経過を議会にご報告するために、あえて業者が決まらない状態のままで議案を提出

させていただいたということをご理解いただきたいと思います。 

山田議長 １０番、乾君！ 

乾議員 それが一般競争入札で経審の点数は何点で仕切ったのかと。それ今３社しか一般競争

入札に応募がなかったと。それで、今こういう状態になったと。次はランクを下げて、もう

一つランクを下の方でまた一般競争入札をするのかと、今後。そういうことを考えておられ

るのかと。 

 それと、プールを解体して、また新しく建てんのんやけど、その解体は解体業者にすると

か、また分けて出すとか、そういうことによって、また地元業者も入札できへんのかとか、

そういうことを考えてやってはるのかなと、ちょっとその辺よろしくお願いします。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 まだその方針を明確に定めておりませんので、設計内容等を精査して、業者から

見積もりが上がった内容について分析をさせていただいて、最終的に指名審査会でもう一度

議論をして方向を定めたいと思います。具体的にランクを下げる、入札をやり直すとなりま

すと、ランクの引き下げも、いわゆる参加業者数をふやそうとすれば、もう少し幅を広げる

という必要が出てくるかと思います。そのあたりも総合的に考えて、判断をしていきたいと
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いうふうに思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず、設計価格なんですけれども、これについてもまた検討し直す必要があるかも

しれないということをおっしゃっていたと思いますけれども、この設計価格は規定どおりの

積算をされているとは思うんですけれども、過去の同じような規模の事業と比較してはどの

ような数値になっていたのか、その点について、過去の近隣の実績から見てどうなのかとい

うことを一つ確認しておきたいと思います。そして、その設計価格についての精算方法につ

いても再度確認しておきたいと思います。 

 それから、広陵町独自の健全化価格というところについて、やはり広陵町のほかの入札の

落札率を見ていくと、やはり大変高いところでの落札が大部分で、たまに余り名前を知らな

い業者さんとか突然入られたところにおいては、逆にびっくりするほど、とりわけ設計の入

札については４０何％という落札率もあったというふうに記憶しているわけですけれども、

大変極端な落札率になっているなと思うわけですけれども。そういう中で、やはりこの今の

大部分の広陵町のいろんな事業に対する落札率は高どまりということを考えれば、健全化価

格ですか、それを堅持していくということもまた引き続き大切な姿勢ではないかと思うんで

すけれども。そういう点については、これで見直しをするとか、そういうぐらついたような

やり方は、今後大きな影響を与えていくので好ましくないと思うんですけど、それについて

はどのようにお考えなのかということもお聞きしておきたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 過去の同種の事業についての価格ももちろん検討した後に、設計金額が妥当であ

ると判断をして入札をさせていただいたということでございます。ただ、工事の中身はそれ

ぞれ違いますので、その比較も再度やっておかなければならないというふうに思います。 

 落札率が高いという点については、財政健全化価格を設けているということもあって、高

くなっているというふうにも見ることができると思います。ただ、業種によっては落札率、

最低制限価格で抽せんをしたりという業種も出ておりますので、いわゆる予定価格、財政健

全化価格の設定そのものも含めて、これを廃止すると言っているわけではございませんが、

そういったところで業者も赤字を出してまで応札はしないということだろうと思いますので、

今回の応札状況、設計と見積もりを十分比較をして、業者からも必要であれば事情聴取をし

て、判断をしていきたいというように思います。（不規則発言あり）基本的に財政健全化価

格を堅持しながら進めていくという方向には変わりはございません。 
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山田議長 １２番議員！ 

松野議員 これ本当に今後の町のやり方によっては、今後の広陵町の各種の事業に対して大変

大きな影響を与えていくということは、本当に目に見えるように思います。そこで、やはり

自信を持って設計価格を出し、そして広陵町の方針として健全化価格を設定し、堅持してい

くということ、これを姿勢を変えるということは、とんでもないことになってきますので、

やはり応札してもらえるための知恵を絞るべきではないかというふうに思います。先ほど乾

議員の方も提案がありますけれども、やっぱり分離発注とか、そういうもっと幅広く対象業

者を広げていくということも含めて、ここを１回崩すと、今後また健全化価格に対する非難

というような形で、こんなことがたびたび起こるようになっては、本当に広陵町の信頼が損

なわれてしまいます。ですから、やはり１回ここまで出した数字はきちっと広陵町は自信を

持って貫いていっていただいて、応札してもらえる、そういう工夫をすべきだというふうに

思いますが、再度その点についてのやり方の決意ですね、ここで設計価格を見直していくこ

ともあり得ると、そういうようなことではなくて、やはりそういう点は自信を持っていただ

いての対象業者を拡大して、そして応札していただけるような知恵と工夫をしていただくと

いう決意をぜひ述べていただきたいんですが、どうでしょうか。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 先ほども乾議員さんにお答えしたとおりでございまして、内容について総合的に

判断をして議論をしていきたいと。いろんな選択肢が出てくると思いますので、各方面から

議論を進めていきたいというふうに思います。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 私は産業建設に所属してませんので、ちょっとここでお聞きしたいと思います。ま

た、確認したいと思います。 

 いわゆる設計価格があり、そして予定価格があり、そして広陵町においては財政健全化価

格ですか、それから最低制限価格と、こういうのが一つの価格の立て方になってるというわ

けですね。そこで、財政健全化価格よりオーバーをして３社とも突き抜けていたから不成立

になったと、こう理解しているわけですねけどね。そこで、このようなこと、私、個人的に

は、何か逆談合的に大手が、こんな安いなにで、やめとこやないかというようなことがあっ

たんかなというふうに、げすの勘ぐりもしてるわけです。 

 そこで、安いことを提示したということに対しては、私は悪くはないと思ってますよ。た

だ、いわゆるこのような状態で契約ができなかったということも、これまたきっちり受けて
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いかないかんということですので、果たして設計金額の出し方とか、またこの世の中、今い

わゆる公共工事はすべてもうけがあり、いろんな意味でいいんだというようなことも、当然

以前はあったわけですけど、このごろいかにも大変厳しい業界になってる。しかし、あえて

その業界であっても、これを落札しなかったということがあるわけですので、裏を返せば設

計金額とかのきちっとしたことと、それから今、各資材の高騰とか大変言われております。

国の工事レベルにおいてもなっているわけで、その辺も含めてタイムリーな形で設計が当時

あったんか、それで、今後こういうことが起こらないためにはどうしたらいいんか、また大

手に１，３００点以上に絞らなかったらいけなかったという大変なる根拠があったんか、ま

たそれでもう一つランクを下げて門戸を広げて、業者を応募させるということも言われてい

るわけで、私もそれも一つの方法かなと、こう思うわけでございますので、やはり発注元が

このような結果を招かさされたことが、私はそれの方がショックだなという形を持っていた

だきたいなと、こう思うのでね。 

 それを踏まえて、本会議中に出せるとかいうお話がありましたが、そんな拙速なことを考

えずして、きっちりと根本からその辺を精査していって、そして改めてまた時間を置いて、

プールの改修ということですので、学校が使われないときにされるわけですから、そのこと

も含めて、今後またこのようなことのないように、発注元のいわゆる権威を持って考えてい

きたいということをどう思っておられるのか、お答えを願いたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 確かに一般競争入札で設計も確認をした上で発注をいたしておりますので、この

ような事態になったということは非常に残念であるということで、いろんなことを考えざる

を得ないというふうに思います。応札された業者が３社でございましたので、その中に談合

があったのかどうかというご指摘も当然出てくるかと思います。最近の建築資材の値上がり

も非常に厳しいということも業界の方からもお聞きはいたしておりますが、そういったこと

も踏まえて設計の内容と応札していただいた業者の見積もりと比較して、十分議論をして答

えを出していきたいというふうに思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 ないようですので、この広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請

負契約の締結については、締結できませんでしたので、本来ならば、契約できれば総務文教

委員会の方に付託してやりたいところでございますけれども、成立いたしませんでしたので、
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産業建設委員会の方で、その他のところで意見があればやっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。それで異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 異議なしと認めます。（不規則発言あり）だから、意見があればやってくださいと。

残れば、今言うたように、あればやってくださいということですので、お願いします。 

山田議長 次に、日程４番、議案第２９号、町道の路線認定についてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。１２番議員！ 

松野議員 路線認定のところで、赤部３８号線につきまして、この議案書の方の４９ページに

は、最終幅員が４メートルになっているんですけれども、議運の説明のときにも、最小のと

ころ２メートルという説明もありまして、説明と、それから提出された議案書の中身と違っ

ている。そういう状況の中で提出されるのは大変問題があります。その点についてやはり事

実は事実として記載をする必要があるし、記載できないのは、そうでなければ路線認定の議

案として提案できないということからだというふうには思いますけれども、これはどちらも

許される問題ではありません。その点について、やはりきちっと４メートルという最小幅員

を確保してから提案すべきであるというふうに思いますが、その点についてご説明をいただ

きたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議案書の４メートルと書いてるのに、現実２メートルというご質問ですけ

ども、一応２メートルの部分は今回、町道認定をお願いしているものの町道として、供用は

４メートルに拡幅するまでは開始させていただきませんので、今回のこの中には入っており

ません。町道として認定はしていただきますけども、４メートルに拡幅するまでは、この２

メートルの区間については町道としての供用を開始しませんので……（不規則発言あり）こ

の中には一応距離は入ってるんですけども、町道は４メートルにするという意思は前回の説

明のときにお話しさせていただいたわけです。西幼稚園の中で一応２メートル部分は拡幅さ

せていただきますと。ただ、今回２メートルのままですので、町道として認定していただい

ても、４メートルにするまでは供用は開始させていただきません、この区間については。今

までから町道として認可いただいてから工事にかかってる路線も多々ありますので、それと

結局同じ考え方でお願いしたいと。２メートル部分は一応２メートルのままで今回、町道の

認定をいただければ供用は開始させていただくということで、済みません、私ちょっと答弁

間違ったと思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 
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山田議長 １２番議員！ 

松野議員 そしたら、この中に書いてる４９ページの中身は違うじゃないですか。最小幅員２

メートルと書いといてくれなきゃいけない。事実を記載しないで、議会がそれを認定してい

くとなれば、議会の責任も大きく問われる。こんな問題を出してこられたら困ります。議会

の責任も問われることになるんです。２メートルのところを拡幅できる時期も明確になって

ないはずです、計画は全然ないはずです。まず１つは、４メートルに拡幅できる時期をはっ

きりと答えてください。 

 それと、やはりこれは事実として訂正してもらわなきゃいけない。事実を記載してもらわ

なければ、審議の前提は壊れます。その点についてどのようにお考えいただいて、こんな議

案を提出していただいたのか。議会としても、こんなん事実を記載してないのに認定できな

いじゃないですか。議会軽視も甚だしいと思います。議会にこれを事実記載してないのを、

あたかも事実のように記載したものをのみ込めということを言ってるんですから、ちょっと

議会に対しても余りも冒涜だと思うんですけど、その点についてどのようにお考えなのか、

町長の方からお願いします。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 この町道の路線の認定の仕方なんですけども、誤解があったらあきませんので、詳

しく説明させてもらいますと、いわゆる細街路でつけた道路でありましたので、もちろん初

めから町道としてやるべき事業と行っております。そして、４メートルという道路の完成を

目指して、当初からその計画でやっている道路でございます。ですので、近い将来の予定と

して必ず、いわゆる計画決定みたいな形で、４メートルとして町道として確定した計画をも

ってやる事業だという意味で、４メートルということをお願いしてるわけでございます。過

去におきましても、いわゆる古寺中線でありましたら、田んぼの真ん中でありましても４メ

ートルと、つける道だということで町道認定をお願いしてるということでありますので、そ

の道路につきましても、現状は今２メートルですけども、必ず４メートルにしますよという

予定そのものは、さきに担当部長が申し上げましたように、今、幼稚園の一番北側の園舎の

部分が妨げになって４メートルにできないという理由がございまして、近い将来において幼

稚園が統合するという予定もございますので、その時点で速やかに取り壊して４メートルを

確保すると。今４メートルにはっきりするということでその近隣の方に知っていただいてご

安心いただくという意味で、４メートルにさせていただくということでございます。よろし

くお願いします。 
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山田議長 町長！ 

平岡町長 今、松野さん、見通しのない道路を町議会が認めることはできないと、また議案が

不備であるというようなことでございますが、実は私は、議員おっしゃるように、事務者は

４メーターの部分だけ町道認定したいというように言ってます。議員おっしゃるように、提

案をしたいと申してきたわけでございます。この図面からいいますと、２メーター部分は北

側、図面の上は北でございますが、北側は鰯谷という人の住宅でございます。南側が幼稚園

でございまして、現在この間は２メーターしか幅員がありません。鰯谷さんの土地を分けて

もらえば４メーターできるんです。直線のいい道路にできます。しかし、大きな補償が必要

でございますので、この場合は、大きな費用負担までしてこの路線はしたくありません。で

すから、幼稚園を改修する次の時点で、ここはバックしますと。とりあえず歩道として２メ

ーターは当面使わせていただいて、ここには車どめの設備を設けてありますので、車両は進

入できません。単なる歩道でございます。ですから、奥の方に家を建てた人は、この歩道を

使える。町はこの歩道をさせていただいたと。ですから、この車道とこの路線は一体であり

ますが、将来は４メーターにします。今は２メーターのこの道路を通行で使ってくださいと、

町がつくったんですから。ここは認めないということになれば利用できません。むだな投資

をしたことになりますので、とりあえず２メーターは歩道で使ってくださいと。しかもそれ

は町がやったんですから、町が維持管理をしますと。ですから、現場を見ていただいてご判

断をいただこうと。そのようにすべきやと、これは私が提案したものでございまして、担当

者はやはり４メーターの車道しか町道認定は出せないということでございましたが、言うこ

とはよくわかるんです。そやけど、現場では４メーターにせんかと、いつするのやと。お金

があればできますが、家まで取り壊してまで、この場所は必要ないと私は思います。ですか

ら、幼稚園用地を今現在使ってますので問題がありますので、当面は２メーターの歩道でお

願いしようと。いずれ近い将来は、幼稚園はバックさせてもらって４メーター確保しますと、

地元の皆さんにお諮りをして、これでまとめさせていただいたものでございます。近い将来

は４メーターで、車も通れるように、これは将来の考えでございますので、どうぞご理解を

いただきたい。 

 ただ、今ここで、いや、この部分は２メーターは認めないということになれば、町が施工

した歩道を無視することになりますので、町が管理するんですから、町として道路の面積に

して認めていただいて、交付税の対象にもしていただかなければ、全く何かむだな道をつく

ってるようになりますので、歩道でございますので、どうぞよろしくご理解をいただきたい
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と思います。 

山田議長 ほかに。 

寺前議員 赤部３７号線については、長年の懸案等々いろいろな事情があって、住民が要望し

てきた経緯があるわけです。また、矛盾を持った歴史があるところで、その点については、

この場合別ですので、別のものとして認識しているわけですけれども。今、町長がおっしゃ

ったところの問題というのは、私は根本的に町道のあり方を問われている問題になってくる

わけなんです。先ほど事務方から古寺中線の場合の例が挙げられましたけども、これについ

ても議会はかんかんがくがくだったわけなんです。要は一部議員が圧力をかけて、これは古

寺中線ではないんかな（不規則発言あり）古寺中線じゃなくて、いわゆる私が今言ってるの

は小北稲荷神社から北へ抜ける、いまだにできていない町道認定の問題です。古寺中線では

ないので、訂正しておきます。 

 だから、こういうような事実のあった問題は、要は百済の２メートルしかとれないという

場合の設置の問題のときにも、議会で議論になりました。また、旧村では、４メートル以下

でも町道にしなきゃならないところは当然にあります。こういうような経緯等を踏まえて、

開発にかかわる部分については絶対に業者の言い分をのまないということも大前提の問題で

議論をしてきた経緯があるわけなんです。 

 今回、ここは既に開発されている状況がありますけれども、一番大きな問題は、幼稚園の

父兄や幼稚園関係者自体も、ここは町道になれば車が通って非常に危険になると。そのよう

な状況でこれが町道になると、本当に私たちは心配してるんですと。こういう声が、この工

事、もう２年も前の話ですけれども、上がってたわけなんです。こういうところを２メータ

ーしかないのに町道にするというような考えを持ってやっていくというのは、とんでもない

今までの町の基本的な町道認定の問題にかかわって、決して認められる問題ではないという

ように思います。 

 そういう点で、町道認定の基本的な考え方、本会議で議論を何度もしていますけれども、

変更なさったのか。あるいは例えば４カ月先に拡幅するということが決まっておったり、計

画上きちっとした計画があるという場合については、柔軟に当然考えられる余地はあるわけ

ですけれども、今回の場合については、庁舎があって拡幅など、先ほども理事がおっしゃっ

たように、統廃合のときでないとできない。そんなところに想定上の４メートルをとった町

道認定というのを事務方としても出すというようなことの考えを持つということは変更して

きたのか、今までの考えをということを改めてきちんと聞いておきたいと思うんです。 
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山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 改めて申し上げますが、この道路そのものは町の細街路事業という形でつくってい

る道路でございます。ですので、当地は寺前議員もよくご存じのように、以前からずっと市

街化区域でございまして、市街化区域でありながら道路がないために、住宅の促進などが非

常におくれていたという場所でございます。その区域を解消するために、町の細街路事業と

いう道路事業を使いまして周りの環境を一新しようと、良好な住宅地が建設されるようにし

ようとしている事業でございます。ですので、町は、その道路をきちんと４メートルに近い

将来的には完成する責任がございます。ですので、そういう投資をした中で、用地を提供し

ていただいた人たちに報いるためにも、必ず責任は果たさなければならない道路だという認

識をいたしておりますので、そういう形をあらわすためにも、４メートル道路として認定し

ていただきたいということで上程したわけでございますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

山田議長 質疑はありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 ないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、産業建設委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程５番、議案第３０号、平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 ないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、産業建設委員会に付託することに決しま

した。 
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 しばらく休憩いたします。ちょっと書類の準備もありますので、またそのときに報告させ

ていただきます、時間の設定は。 

 暫時休憩いたします。 

   （Ａ.Ｍ. ９：５０休憩） 

   （Ａ.Ｍ.１０：０５再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

 次に、日程６番、これより一般質問を行います。 

 発言の通告書がございますので、これより発言をしていただきます。なお、議事進行の都

合上、質問の要旨は簡単に、また答弁は的確にお願いいたします。質問の回数は、会議規則

により３回以内とさせていただきます。また、さきの申し合わせにありましたように、１回

目の質問は今までと同様ですが、２回目以降、複数の質問事項があるときは、質問通告書の

順序により議席で一問一答方式によることにいたします。なお、次の質問事項に移った場合

は、前の事項に戻ることができないので、よろしくお願いいたします。 

 まず、坂口君の発言を許します。 

坂口議員 それでは、また私がトップバッターをとりまして一般質問を行います。 

 今回、まず町政の一番大きな問題点、財政安定化対策、これについて取り上げたところで

ございます。基本的な考えは、前回の３月議会でも示したとおり、本町も再建モードに入っ

てきたと、こういうところでございます。 

 まず最初、数値的なことを示してみたいと思います。前回、広陵町は、実質公債比率が２

１．１％、このようなことについて述べたところでございます。この数字は、じゃあ周りの

町村から比べたらどうかということです。ここで、まず斑鳩町では１４．４、王寺町では８．

７、河合町では１６．６、あの悪い悪いと言われてる上牧でも１９．１、このような数字で

ございます。いかにこの広陵町は実質の借金が大きくなってきたのかということでございま

す。この数字をちょっと頭に入れておいてもらえば、広陵町のこれからの運営が大変なとこ

ろがあるなと、こういうことがご理解願えるかと思います。 

 この要因として、大型投資の新清掃センター、今動いております。いよいよこの建設も終

え、終えるということは、いよいよ借金を返していかなあかんと、こういうようなところに

なってきたところでございます。この実質公債比率については、かつては普通の公債費、し

かし、それだけでは隠された借金はわからないということで、最近は実質的、実際の比率は

どうかということで実質公債比率というのを取り上げておられます。これは毎日テレビでも
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言うております。近畿でワースト１７位というのが現実の問題であります。 

 しかし、私は、広陵町についてはそんなに心配しなくてもいいのではないかと考えてます。

その具体的なこととしましては、広陵町も今どんどんと大字地区にも家がいっぱい建ってき

ております。田畑から家になると固定資産税が何と１００倍とか、そのぐらいの割合で税金

が入ります。また、幹線道路見たら、いっぱい店舗ができてます。きのうも日曜日、私ちょ

っと通って、夕方入ろうかなと思ったら、そんな車がいっぱいで入れないと。この広陵町内

の幹線道路に建っております、沿道サービスと言うんですけどね。沿道サービス店舗の増加

など、このまま順調に進めば町税収入が増加してくるだろうということを考えております。 

 返済計画もこの辺に準じ、少しは楽になってくるのかなということも考えております。今

でもワーストランキングに広陵町の名前が出されると、ごっつ心配になって、テレビを見た

人とかが、私の実家は岸和田なんですけどね、岸和田の兄貴が、テレビに出てたぞ、広陵町

というのがと、こういうようなことで近畿圏に知れ渡ってしまうと、このようなことでござ

います。おまえ、大丈夫かという変な心配してもろてるということで、まだ当町は賃金カッ

トとか、そんなのはしてないんですが。いずれにしても、このワーストランキングを脱出し

なくてはいけない、これが一番の大きな対策でございます。財務当局の見通しはどうかとい

うことでございます。 

 なぜここで言いますかというと、今これからの少子高齢化、広陵かていつまでも若い若い

と思ってたんですが、そうじゃなくて少子高齢化になっております。この少子化対策、少子

社会、広陵とか見ても、いろんな子育ての支援対策せなあかん、５カ年計画にわたりせなあ

かん。あるいは高齢化対策、これを、私も団塊の世代なんですけどね、団塊の世代、２０５

０年になると４割の人が高齢者やて、こんなもん考えられませんけどね。だけど、それが現

実。２０５０年やったら、まだ私、生きてると思います、９０何ぼなんやけどね。頑張って

そこまでいって、ほんまに４割になるのかなというのを見てみたいと思うんですが、４割と

いうのは物すごい数と、こういうことなんです。今、広陵町は約５，０００人近いですから

ね、６５歳以上が。これが４割というと、４万人のうち１万６，０００人がお年寄りと、こ

ういうふうになってしまうんですよ、広陵町も。その流れはちょっととめることはできませ

ん。この辺についても、財政運営の安定化、その対策はどうかということでトップバッター

に上げさせていただきます。 

 続いて２番、先ほども上げました新清掃センター、運転状態はどうかということでありま

す。 
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 今、新清掃センター、運転が始まり、各種団体がたくさん見学に来られております、私も

行ったんですが。一様に設備は立派だと、建物は立派、いろんな部屋も立派、分別をするの

も大きい、今までの清掃センターよりも立派です。一様にその立派さにはびっくりしており

ます。本施設は、新しい新技術によって運転しているものであります。煙などは出ていない

と、こういうことなんですが。その反面、新技術によって運転しているために、我々、ごみ

を出す側にも分別はどうかとか、非常に厳しいことを言われております。出す側にも厳しい。

だけど、果たして運転している方の新技術はどうなのかと。大体２月から試運転やって、ず

っとここ四、五カ月運転たっております。このようなことで、分別の実態とか運転に関して

及ぼす影響はどうか、あるいは運転データはどうか、あるいはランニングコストはどのよう

になっているのかということです。 

 また、これは製品をつくります。ごみから製品、ごみから有価物をつくるということにな

っております。その出来ばえはどうでしょうかということです。一部それをもらってきて田

畑に使ったり、そういう利用法もあると聞いております。しかし、この炭化物、なかなか理

論的に言うと難しいんです。燃焼し過ぎると灰になっちゃう。かといって、蒸し焼きという

んですけどね、ただ燃やすだけでは簡単なんですが、こういう製品をつくるということは非

常に難しい。簡単に言うと、炭焼きの人が何十年炭をうまく焼けないというのと一緒です。

燃やし過ぎると灰になる。燃やさないと、生のままで炭にならない。このような理論になっ

ております、これは還流理論なんですが。このようなことで、製品価値は予定どおりのもの

ができているのかということであります。その辺、ランニングコストとかの兼ね合いやろう

と思うんですが、この辺についても運転した４カ月の経験より、実態はどうでしょうかとい

うことでございます。 

 さて、３番、特別支援教育の体制はということでございます。特別支援教育、新しい言葉

なんですが、ベースは、古くは国際障害者年というて国連で１９８１年に、完全参加と平等

ということで国連で決定して、それ以来ずっと２０数年間、各国はその具体的なことを迫ら

れております。広陵町においても、特別支援教育の体制ということで、前回も返事があった

んですが、周りの自治体より多くの支援スタッフを配置しておると、手厚く配置しておると。

教育についても対応をとっていると。国の方でも、発達障害ということで、最近テレビでよ

うやっております。新聞にも取り上げております。なかなか発達障害の分野は新しい学問で

すけれど、これはなかなか確立されてはないんです。今一生懸命皆が勉強してるということ

でございます。その専門教員はというと、これはなかなかいないというのが現実問題であり
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ますが、この発達障害支援にも力を入れております。 

 本町も、地元の中学の進学がふえてきたところでございます。今までは専門学校にどうで

すかということだったんですが、地元に通学したいということで、今やどの小学校において

も中学校においても、この方々がおられる、また支援教育体制をとっているということでご

ざいます。この体制はどうでしょうかということで、３番目に質問に上げました。これは難

しいのは、教育の中で特に発達障害だけは特別の対策をとって、特別のその子に合った体制

をとっていかないと、なかなか一般の一律の教育ができづらいというところがありますので、

この辺についても力の入れぐあいはどうでしょうかと。 

 広陵町は教育の町でございます。ニュータウンに引っ越しされてくる方、一番の大きな目

的は、見に来たとき、ここは非常に子供の教育にいいところだなということで、今、ミキハ

ウスの跡地、５，０００万ほどするんですが、もうあっという間に家がぽんぽこ売れると。

５，０００万でも飛ぶように売れると。この一番の大きな要因は、教育なんですわ。ここは

やはり子育てにすばらしいところであるということで、家がぽこぽこ建つということなんで、

この辺についても教育と新しいこれからの町づくりというのを一体化して進めていかねばな

らないと思ってますので、この辺の体制はどうでしょうかということでございます。 

 ４番目、竹取公園有料化のその後の実態はどうでしょうかということでございます。 

 施行後約２カ月、４月、５月、今は６月ですが、たちました。どのような数値とか、どの

ような実態が見えてきたのでしょうかということで、これについては、ちょっと実態はどの

ようになってきたかということについてお聞かせ願いたいと思います。 

 以上、今回は４点について一般質問を行いましたので、よろしくお願いいたします。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 坂口議員は、いつもトップを切ってのご質問でございます。４つ質問をいただきま

した。 

 まず、町財政安定運営の対策はということで、財政見通しについてお尋ねでございます。

答弁といたしまして、本町の財政状況につきましては、皆様方ご承知のとおり、三位一体の

改革によりまして大変厳しい状況となっております。財政状況をあらわす指標といたしまし

ては、経常収支比率、公債比率などがございますが、いずれも交付税、税収等に大きく左右

されますので、数値は悪化しており、ご指摘の実質公債比につきましても、１７年度決算で

ございますが、２１．１％と高くなっております。地方債制度が許可制から協議制に１８年

度から制度が変わりましたが、１８％を超えていることから、依然として本町は許可団体と
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なっており、新しい地方公共団体の再生法制化のもと、早期健全化団体となる見込みでござ

います。新清掃施設の起債の償還元金が発生する平成２１年、２２年が実質公債比率のピー

クと考えております。 

 お尋ねの財政健全化に向けての取り組みにつきましては、以前から申し上げております都

市的土地利用によりまして、新たな税源確保も積極的に図ってまいりますが、実質公債比１

８％を切ることを目標に、後年度の財政負担の軽減を図るべく、事務事業を根本から見直し、

ゆとりのある財源確保に努め、公債費の繰り上げ償還の実施や新規事業の制限を推進し、財

政基盤の強化を図ってまいりたいと思います。 

 次に、２番でございます。新清掃センター運転状況はどうか、炭化物は予定どおりできて

いるのかというご質問でございます。 

 本年４月からクリーンセンター広陵の本格操業を行っておりますが、４月中旬から地元大

字を初めとして施設見学会を実施し、大勢の方々が施設見学にお越しいただいているところ

でございます。ごみの分別状況につきましては、おおむね適正に分別していただけておりま

すが、新施設クリーンセンター広陵のＲＤＦ炭化部門につきましては、ＲＤＦ及び炭化物を

つくる施設ですので、可燃ごみの中に処理困難物が時たま見受けられるため、処理を適正に

行えるように指導に努めているところです。 

 また、許可業者による搬入ごみについては、個々の事業者に対し、口頭及び文章で分別の

徹底をお願いし、またごみの搬入時においてダンピングボックスでの展開検査の強化を図っ

ておるところでございます。そのことから、ＲＤＦ施設運転作業において支障は出ておりま

せんが、今後なお一層分別の徹底を図ってまいりたいと考えております。また、炭化物につ

きましては、引き取り先の使用目的に沿ったものができております。 

 ３番の特別支援教育体制は、教育長がお答えします。 

 次、４番ですが、竹取公園有料化後の実態とどうですかというお尋ねでございます。 

 ３月議会で竹取公園駐車場の有料化についてご承認をいただき、実施してから２カ月が経

過しました。有料化に向け、事前に予告看板の設置等により周知させていただき、あわせて

有料化のご理解、ご協力を願うために職員が対応に当たらせていただきました。利用者の声

としては、土日の図書館の利用がしにくくなった、いつから有料になったのか、そして町民

や身障者に割引がないのか等の批判的な声や、遊具の維持費、公園内もきれいに管理されて

いるので有料は当然だと、家族で弁当を持って一日遊べるのだから５００円は安い等、理解

くださる方、賛否さまざまな声をいただいております。 
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 また、利用状況でございますが、４月は普通車４，２３４台、マイクロバス３台、大型バ

ス２台でした。５月は、普通車３，５９６台、マイクロバス１９台、大型バス５０台であり、

合わせて４０４万１，０００円の収入がありました。有料化に伴い、シルバー人材センター

の会員さんの働く場の提供もでき、皆さん方からの駐車料金は、より魅力ある施設づくりや

施設の維持管理費等の財源として有効に活用させていただきたいと思います。 

 以上のとおりでございます。 

山田議長 次に、教育長！ 

安田教育長 坂口議員の質問事項３、特別支援教育の体制はという質問でございます。 

 特別支援教育につきましては、本町では学校・園での町サポート体制を既に構築しており

ます。本年度につきましては、小・中学校では県費特別支援担任教諭２２名に加え、町費に

よる加配支援スタッフ１５名を配置しており、幼稚園におきましても６名の支援スタッフを

置き、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症などの教育支援の充実を図っておるところでございま

す。 

 なお、地方交付税においては、本年、特別支援員報酬として小・中学校１校につき８４万

円の経費が見込まれていることも申し添えてておきます。また、本年８月４日、５日には、

さわやかホールで夏期教育相談親子セミナーを開催しますので、議員各位におかれましても

参加いただければ幸いと存じます。 

 以上でございます。 

山田議長 ２回目の質問を受けます。９番、坂口君！ 

坂口議員 それでは、財政運営安定化対策についてでございます。少し具体的に入りたいと思

います。この財政安定対策ですね、まず１つの大きな柱が収入の確保、これでございます。

過日、財源振替により所得税、いわゆる直接国税から住民税、地方税法に財源が振りかわっ

ております。６月時点で各町民の地方、あなたの住民税はこうですよというのが既に発せら

れたかと思います。これによる収入アップ、一応予算では町民税はこんなに上がるよとは聞

いてるんですけどね。６月時点ですべての町民に地方税の決定を行った。あなたの町民税は

こうですよということで、これで最初予算書に出てる数字はかなりたくさん入ることになっ

てるんですけどね。この辺はほんまにどうなのかと、入ったんかということですね。この辺

は一つはどうでしょうか。 

 もう一つ大きな収入源、予算書にもあらわれてましたが、固定資産税が大きくふえますよ

と。これはいわゆる沿線とか、開発が進んでおります。この辺のまず収入をはかって支出を
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抑えるというのが財政再建の第一歩でございます。まず収入の辺の、６月ですから、その辺

の読み。予想どおり果たして課税通知ができたのか、この辺について一つ質問したいと思い

ます。 

 それで、次の質問で支出について質問しますので、まずは入る分はどうやったんかという

ことでございます。ちょっとお願いします。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 坂口議員さんの質問にお答えいたします。 

 まず、収入の確保で、現在、消費税から住民税に移行されました。その中で、当初予算で

もご説明申し上げましたが、一応税源移譲により１億３，６００万円の増収がございます。

それと、定率減税が廃止になりました関係上、８，０００万円の住民税の増でございます。

固定資産税におきましては、やはり新規の住宅関係が本町では伸びておりますので、それに

見合うプラスがございます。また、３４条の８の３の適用の関係で、やはり沿道、また指定

された３６１ヘクタールの部分、その部分で今後において、やはり工場もしくは事務所、家

というような形で、現在、農地というような部分があった部分が宅地化されることより、本

町はかなり増収になるという予想をしております。 

 以上でございます。 

山田議長 坂口議員！ 

坂口議員 町民税の通知を全町民にやったんですけどね、ふえる読みと実際通知をした、前回

よりふえてますけども、この辺のそごはどんなもんでしょうかね。実際計画の数値と６月の

最初に通知した数値との差はあるんかないのか、あるいは減ってもうたんか、予想より大き

ゅうなったんかという心配もいたします。この辺はどうでしょうかね。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 それの方は、試算した形の部分とほぼ同額でございます。 

山田議長 ３回目お願いします。 

坂口議員 今、収入のことについて、ほぼ予定したとおりの通達ができたと、こういうような

ことにつきましてお聞きしました。安心してるところでございます。 

 じゃあ、いよいよ支出の辺の方はどうかということであります。ここに実施計画というこ

とで、財政のいろんな削減について計画してあります。健全な財政運営の推進ということで、

いろいろなことが出ております。５０人、５０億ということも前からおっしゃっておられま

す。ここについている、いろんな事業の見直しや公共事業の見直し、あるいは債権の借りか
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え、こんなことも入っております。安いのを借りるということも、高いのを返して安いのに

借りかえる、こういうような措置も入っております。 

 この支出については、非常にここにもあるように、項目、６ページあるんですが、いっぱ

いあります。この辺の支出については、まだ６月時点で、先ほどのプールの入札じゃないで

すけど、安く予定し過ぎて入らなかったかわかりませんが。その辺の支出についても、収入

がふえるからというて、これは安心してはいられないので、支出についてもなかなか厳しい

目で見なくてはいけないと思います。ここには、一応計画ということでたくさんの実施計画

一覧表というのを前もってもらってるんですけど、これは１８年、１９年、１９年度がいよ

いよ実施ですよというのが結構多いんですわ。この辺についても漏れのないように、これは

全般的な感じでいいですよ。大体予定どおり進んでるかどうかということについて、いかが

でございましょうか。今回初めてですので、また次の、具体的には９月に聞きますが、まず

スタート時点はどうでしょうかということで、支出についての計画どおりなのか、進んでる

のかということについて聞きたいと思います。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 支出につきましては、当初からことしの予算の部分でも説明があったと思いま

すが、やはり５カ年、５億円の部分の中で、人件費、また工事による効果と、そういう部分

で図っていきたいという形になっております。ただ、額としては、今のところちょっと持ち

合わせてございませんので、お答えできませんので。 

山田議長 坂口議員！ 

坂口議員 じゃあ、とにかくその姿勢で進めていただいて、いずれにしろ広陵町の少子高齢化

にどんどん入っていきます。これの予算のときの難しいところもあると思いますが、今回初

めての質問ですので、再建モードになって初めてですので、９月までまたいろいろな実績が

出てきたときにお聞かせ願いたいと思います。１番目の質問は、これにて終了したいと思い

ます。 

 さて、２番目の質問でございます。新清掃センター、これについては既に稼働した。半年

ばかり稼働しました。一番恐れるのは、何でもそうですが、新施設を動かしたとき、まず一

つは、その技術が皆マスターできてきたのかという問題ですね。２番目はランニングコスト、

これは初期の予定どおりの、結構これ高いんですよ、今までの燃やすだけに比べると。この

ＲＤＦプラス炭化方式というのはランニングは非常に高いというのが一つの特徴、その分だ

け製品として売ると、公害も出ないと、プラス・マイナスの要因があるんですけどね。その



－75－ 

辺の実態、運転して新技術のマスター度はどうか。職員さんの技術のうまく燃やし方、ある

いはうまく製品、この辺の技術の進歩はどうなのか。まだまだスーパーバイザーが来てメー

カーがやってると思うんですけどね。徐々に徐々に職員にシフトしていかなきゃいけません。

この辺の進みぐあい、あるいはランニングの見通しはどんな感じかと。ごみを減らせば灯油

は減るというのはわかってるんですわ。ごみがふえてるということは、自動的に灯油は自動

的にふえていくと。この単純比例で成り立ってますので、この辺もちょっとランニングの見

通しはどうでしょうかということでお聞かせ願いたいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 技術的に運転技術をマスターできているかということのお尋ねでございま

す。おかげさまで優秀な職員を配置をいただきまして、私も現場を時々見ているわけですけ

れども、指導してくれてる栗本の指導員の方でマニュアルを各自に作成して、渡して、そし

て確認をしながら取り組んでおります。まだまだこれから先が長いわけですから、安心ばか

りしておれないんですけれども、日々成長をしてくれてるというように指導員からも報告を

受けております。やはり一人前になるには１年、２年という歳月が必要でございます。どん

な場面にも適切に対応できるためには、やはり経験というものが大事でございます。今後、

余り危険な経験はしてほしくはないですけれども、経験を重ねて立派な運転員になってくれ

るように期待をしているところでございます。 

 もう１点お尋ねの維持費、ランニングコストの状況はどうかということでございます。私、

２月あるいは３月、４月という状況について確認はしております。２月、３月につきまして

は、いろんな運転の方法を、試し運転というんですか、そういうことをやっておりました関

係で、灯油の使用量、これはやはり我々が想定していた数値よりは若干ふえているのが実態

でございます。これは運転時間の長短、１０時間運転したときと半日で、４時間で運転をと

めたとかいうことも再々ございましたので、このデータをもとに皆様議会にご報告するのは

ちょっと実態には合わないかなという思いをしております。 

 ４月以降は大体定時運転をしておりますものの、１２月からの搬入しておりましたごみが

約４００トンほど滞留をしておりました関係で、時間延長しながらそれを減らしてきている

と。今現在ピットに入っているごみの量は、１００トン前後かなと思っております。３００

トンを減らしたわけでございます。このために灯油も当然たくさん、電気代もたくさん使っ

ております。今後は、そういったことも運転の技術とともに改善をしていきながら、当初の

予定どおりのランニングコストに近づけていきたいと今、取り組んでいるところでございま
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す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

山田議長 坂口議員！ 

坂口議員 新しい炉を動かすということについて当初は、何でもそうなんですけども、最初は

トライ・アンド・ゴーといっていろんな動かし方をするんですわ。それについて、今言われ

てるランニング、電気にしろ大体二、三倍かかるんですよ、ストップ・アンド・ゴーするか

らね。ストップ・アンド・ゴーするたびに初期の稼働で２倍から３倍、余熱で要るんですわ。

それでも、徐々に徐々に半年ぐらいかけてやっていきますと、だんだん一定の数値が出てく

ると。これが間欠運転をする機械についての宿命みたいなところがございます。 

 もう一つ気をつけていただきたいのは、夏場になると、ごみの性質がかなり変わってくる

と、水分がいろいろ多くなると。スイカとか食べ物の質が変わっております。これにより、

またそのランニングが変わってくるんですわ。その要因の分析を、ごみの質の変化によりラ

ンニングが変化する、これが１つ。ごみの量の変化あるいは間欠運転の期間ですね、これに

よりまたランニングが変化する。３つ目が、いわゆる操作員のなれなんですわ。コンピュー

ターでやってるよと言いながら、実際目で見て運転してる方が多いんですよ。その辺の操作

員のなれというものがかなりの経費の節減ができると、こういう３つの要因というのがござ

います。 

 その辺、当局は当然皆専門家ばかりと思いますが、私もこれで飯を食うてたので、その辺

の心配を、私も定年退職しましたから、その業務は全然してませんよ。全然してないんです

が、目に見えて異常な数値が出てくるとは思うんですが、その辺今後の研究課題ということ

で、また議会に資料を出してほしい。そのときに、今言うたような要因が、分母の数字がか

なり変化してるんですわ。その辺の分析を加えて一遍数値、大体６カ月たったらどのぐらい

の数値で落ちついてきたかというのを議会に提出して、またその辺詳しい、いい知恵を出し

ながら、あれも１５年間もてばいいんだということじゃなくて、町長の話やったらもっとも

たせたいと、こういうこともおっしゃっておられるようですが。１５年間は最善の方向で運

転して、ランニングも何十億とかからないようにやりたいというのが私の願いでございます

ので、その辺はまた細かいデータどりして資料をまとめて、専門家と話しして、まとめて資

料提出をお願いしたいという要望で、この問題は、今動かしたてですから、また次の９月に

いろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ、この問題はこれで結構でございます。 

 ３番目の発達障害、特別支援教育についてでございます。この特別支援教育になり、広陵

町の教育体制というんですか、学校における体制がかなり変わってきたというふうな感じが
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します。何が変わってきたかというと、いてる生徒の皆さん方の見る目が、いろんな方がお

られるなと、こういうことが変わってきたんじゃないかと。もう一つ、親の願いがどうして

も学校に行ってる間はすべて面倒見てほしいと、このようなご要望もだんだん出てまいりま

す。授業が終わっての課題ですね、自由課題、いろいろあると思います。 

 今のところの特別支援スタッフというのは授業時間中だけと、こういうふうになってたか

な。そういうことになってたと思うんです。だけど、学校というのはおかしなもので、終わ

ってからいろんな放課後活動するんですわ、学校の中で。この辺についても特別教育支援ス

タッフの協力を得られるものか得られないものかということもだんだん入ってくるんですわ。

学校の中での活動はすべてお願いできるのかと、こういう方の親もどんどんふえてきてまい

ります。具体的に私もちょっと聞かされてるんですが、その辺ちょっと難しいところがある

んですけどね。 

 ただ、本町では、受け入れる限り、授業時間もそう、放課後の課外活動もそう、これにつ

いてはすべて学校内で世話ができるような体制にやっぱりしていかなあかんかなというよう

なことを考えておりますので、その辺、教育長、どうなんですか、予算的な問題もあるんで

すけどね。支援スタッフというのは、授業の間は見るんですよ。じゃあ、終わってからクラ

ブ活動とか、そんなのは見てくれんかということにもなってきますので、その辺についての

対策とか何かはどうですか、あればいいんですが。基本的なものは、授業中は支援スタッフ

は見ております。それ以後の学校の中での課外活動までどのように考えていったらええのか

なと、私もちょっとまだ結論が出ないんですわ。どのように考えていったらええのかなとい

うことを考えておりますので、その辺ちょっとお願いしたいと思います。 

山田議長 具体的に何か言うたってよ。答えようがないんちゃうかな。 

坂口議員 支援スタッフというのは、授業時間中は世話してくれるんですわ。それで、学校が

終わったら学校内でいろんなクラブ活動もやるんですよ、１時間とか２時間とか。それも学

校の中での活動ですから、それも見ていただけるのかという質問なんですわ。支援スタッフ

というのは授業時間中は見てくれるんですわ。今はそうなってんですか、ちょっと聞いてる

んですけど。それ今言うてる、学校の中で各種クラブ活動もやってると。それについてのお

世話を願えるんかというふうな質問です。ですから、支援スタッフというのは、どこまでま

ず見てるのかということについて答えてくれてもいいですよ。どのように考えていったらえ

えかなということです。 

山田議長 ご理解いただいたと思います。教育長！ 
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安田教育長 支援スタッフの時間的なことなんですけども、学校、一応基本的には８時間とい

う感じの中でやっております。それから、今言われる授業以外のとき、いわば小学校でいう

クラブ活動、中学校でいう部活動、これはまたやっております。それは、もちろん部活の先

生も含めてなんですけども、特別支援の先生もついていただくときもあります。これは本当

にその子一人一人のケース・バイ・ケースでやっていると思っていただければいいのじゃな

いのかと、このように思っております。 

 以上です。 

山田議長 坂口議員！ 

坂口議員 教育長の答弁をいただきましたので、私もその方向で進めさせていただきます。 

 もう一つ問題は、部活動やると必ず対抗試合、外に試合に行ったりするんですよ。それで、

この問題もどのようにしてとらえていったらええのかなということもちょっと頭に入れてお

いてほしいと思うんですわ。その支援を受ける生徒さんは、当然いろんなクラブ活動もした

いですよと。あるいはまた対抗試合、学外へ出ていくと、そういうときは引率の先生は１人

で１０何人連れていくと。果たしてそのようなことが可能かどうかという心配もしてるんで

すが。じゃあ、私自身も果たしてどこまで見るのが学校の教育の範疇になるんやということ

も話も出てまいるんですが、この問題はすぐ出てまいります。担当の先生の過重にならない

ように支援スタッフの方もつけていただけると。今、基本はケース・バイ・ケースによって

判断すると、教育長の判断ですので。これはまた個々具体的に出てきた場合、お話しさせて

いただきたいと思います。 

 今、わかりました。とにかく８時間は見ていただけるということ。学校というのは、８時

半に始まるんです。８時半やったかな、もっと早いかな。８時から８時間というと、４時で

終わると、こういうことでいいんですか。（不規則発言あり）８時半やったら４時半ですわ。

クラブ活動やると５時とか６時か、その辺の今ちょっとそごも、具体的にはまた細かい話を

やりたいと思いますので、とにかく教育長の考えを聞きましたので、後個々具体的には話し

していきたいと思います。いずれにしても、この支援スタッフ、今ここに数字も出ておりま

す。非常に多くの方がかかるというのが１つ。その対象となる生徒さんがふえてきてるとい

うのもまた事実でございますので、力入れていただきたいということで、この質問はこの程

度に終えたいと思います。 

 次、４番目なんですが、私も賛否両論聞いてるんですわ、この有料化については。しかし、

基本的なところは、これはやはり考えていただきたいというのがあるんですわ、２つ。１つ
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は、いわゆる障害者に対する免除、これはいろいろな有料化をとってる入場施設を調べまし

た、県の施設にしろ何にしろ。いわゆる障害者手帳を持ってる方には割引という制度は、こ

れはどこでもあるんですわ。２番目については、町内、町外、先ほどバス３０台とか、４０

０万入ってると、こういうことを聞いております。基本的に町内、町外、その辺の差によっ

て何らかの差額をつけるのもええんやないかなという感じを私ちょっとしております。その

辺についてもちょっとお考え、どうなんでしょうかね。お考えをお聞かせ願いたいというこ

とであります。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 障害者への減免につきましては、今後検討させていただきたいと思います。 

 また、町内、町外の差額については、現在検討は考えておりません。 

山田議長 ９番議員！ 

坂口議員 わかりました。今、私のところには２つ、先ほど申した要望が来てるんですわ。町

内、町外の差はどうか。もう一つは、障害者の減免についてどうかという要望が来てますの

で、それについては、２つはいろいろこれから検討願いたいということをお願いしまして、

私の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。 

山田議長 ご苦労さまでした。 

 以上で坂口君の一般質問は終了いたしました。 

 次に、青木君の発言を許します。どうぞ。 

青木議員 議長のお許しを得ましたので、約１年ぶりの一般質問でございますので、ちょっと

緊張して上がっておりますので、お聞き苦しい点が多々あると思いますので、ご了承のほど

よろしくお願いしたいと思います。久しぶりやからちょっと時間いっぱい使わせていただき

たいなと、こう思うわけでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 皆さんもご存じのように、４月８日に知事選と県会議員のダブル選挙が行われまして、荒

井新知事が誕生されたわけでございます。荒井知事は、市町村が幸せにならなくてはいけな

い、地方のことは市町村が一番大事であると、市町村の発展なくして地方行政は考えられな

いと、こう大きく公約のときにおっしゃっておりますので、それを踏まえて、広陵町も、い

わゆる大型商業施設を誘致をお願いして、県の許可もお願いしているわけでございますので、

そのようなスタンスでおっしゃっていただく知事さんでございますので、大いに力になって

いただける、ご協力をしていただけるんじゃないかなと、こう思うわけでございます。この

間、先ほど八代議員からお聞きして、何か町長の言葉が毎日新聞か何かに載って、いわゆる
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そのことについて、国の施策及び県のご理解をお願いしたいと載っていたようでございます

ので、荒井知事さん、聞こえてますかということで、ひとつよろしくお願いをしたいと思う

わけでございます。 

 そしてまた、同時に行われました県会議員の選挙で、残念ながら広陵町の自民党公認候補

がまさに破れるという、大変な結果になったわけでございますので、我々におきましてもこ

の現実を踏まえて一生懸命に県会議員なき地方行政について、町長とともに頑張っていきた

いと思います。ほかの県会議員さんは共産党さんでございますので、そのことは無理だと思

いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 そして、７月には参議院議員の選挙が行われ、これは天下分け目の大決戦であるというこ

ともお聞きしております。選挙の結果いかんにおきましては、また見事なる政界の再編成が

行われていって、大変なあらしが起きるんじゃないかなと、こう思うような可能性があるの

で、大変心配をしているわけでございます。そして、最後ですが、我々も来年の４月には議

会議員、町会議員選挙が行われるわけで、私もその席に来年の今時分はおるかおらないかわ

からないという厳しい選挙も、審判を仰がなければならないわけでございますので、大変そ

のような心境の中でのことですので、前段はこのぐらいにして、質問に入らせていただきま

す。 

 ごみ指定袋の有料化後の現況はということでございます。 

 昨年１１月より施行され、約７カ月を過ぎたわけでございますので、住民の皆さんもかな

りなれられたと思います。そして、当局においても一応の、季節はちょっとまだ全部いって

ませんが、一応の目安も立てられたんじゃないかなというのが、一応の結果も出てきたんじ

ゃないかなと、こう思うわけでございますので、それを踏まえて、まずア、財政面での実情、

どれぐらいの収益が上がり、その使い道をどう充てていくんですか。いわゆるごみの有料化

についての収益はどう使っていただけてるんですかと、改めて確認のようにお聞きをしたい

と、こう思うわけでございます。先ほどちょっと議案のときに私、質問させていただきまし

たが、その基金とか、また環境についての寄附とかで、そういうような基金の制度を条例で

つくっていきたいということもお聞きしておりますので、そのこともお答えしていただきた

いなと、こう思うわけでございます。 

 そして、イ、減量の実情。有料化の効果というのは、金かかるから減量していくというこ

とでございますので、その意味では、結構減量の効果が出てきてるように聞いておりますし、

そしてよその自治体においても、一応タクシーの値上げと一緒で、最初は乗らないけど、ま
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たもとへ戻って乗るということも含めて、逆に減量化がどの辺まで続くんかなという懸念も

あるわけですので、当然当局はそのことも踏まえてシミュレーションもされていると思いま

すので、お答えを願いたいと思います。 

 そして、大事な分別搬出の現状、いわゆる住民の皆さんも大変、広陵町は案外分別に関し

ては先進地というぐらいにやっているわけですので、これも踏まえて現況はどういうように

分別の意識が有意義に伝わっていっているんかということをお聞きしたいと思うわけでござ

います。 

 そしてまた、有料化に伴いましての不法投棄の現状、いわゆる一般の可燃ごみとか、そう

いう一般家庭のごみがそのまま不法投棄される人は、今の時代ほとんどないように思うわけ

ですが、しかし、逆にどうかなという心配もあるわけです。そこで、特に家電製品とか車両、

バイクとか、またパソコンとか、いわゆる不法投棄されている場所があり、多少そういうの

を私自身も見たことがあるわけですので、その辺の現況をお願いしたいと思います。 

 そして、オの住民からの苦情、いわゆる指定袋についての苦情ですわね。いわゆる袋が裂

けやすい、そして入れるのにどうも入れにくいから、ちょっとぜいたくかもわからんけど、

まちのついた袋がありがたいのやけどなという話も、そんなのぜいたくやでと私は言うてる

わけですが、そのことについてやはり使いやすい袋ということも大事だというので、値段の

こともありますが、その現状、住民からどのような声があるのか、お聞きしたいと思います。

そして、大中小の大きさの問題があるわけですので、それが最初予想してた大中小のいわゆ

る比率ですか、そういうことについても見直しがあるのかないのか、お聞きをしたいと思い

ます。 

 そして、質問２番、クリーンセンター広陵の操業の現況はということでございますので、

先ほど坂口議員から多少ご質問があったわけでございます。またご答弁もあったわけでござ

いますが、私なりにお聞きをさせていただきます。 

 本年３月１日よりの本格操業をされ、約４カ月近く経過しているわけでございますが、従

業者におかれましても、作業についてはまだまだふなれな点が多いと思うわけでございます。

試行錯誤のところもあり、不安定な要素もあるんじゃないかなと、こう思っております。そ

してまた、あの作業を私も見学させていただきました。あれはある程度やっぱり危険なもの

もあり、いろんな意味での作業の緊張感というのがかなり連続してやっておられるんじゃな

いかなと、こう思うわけでございます。いわゆる従業者の健康も大事でございます。もちろ

んコストが高くなるのも大変やけど、いわゆる従業者の健康も大変大事だなと、こう思うわ
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けでございます。いわゆる全国でまさに４カ所しかない処理施設だけに、広陵町だけやなし

に全国的にも、また他の自治体においても大変注目もし、関心度も高いわけでございます。

本町の目玉の施設であり、それゆえ事故のない安全な操業を求められているわけでございま

すので、あえてこの質問をさせていただいたということでございます。 

 その中で、ア、いわゆる特に人員の内容とその配置について。いわゆる町の職員が何名お

られるのか、サービス公社からの派遣、それから臨時支援スタッフ、またシルバー人材セン

ターの皆さんがどのぐらい従事していただいているのか、それから栗本鐵工の指導員の出向

の社員さんについてもお伺いをいたしたいと思うわけでございます。 

 そして、イの処理費用の現状と将来の試算の見通し、建設費はごみ施設、処理施設及びリ

サイクルプラザで４３億３，７５２万円の巨額な投資をしているわけでございます。いわゆ

る将来とは、先ほど坂口議員の質問にもありましたように、運転管理、それからメンテナン

スの問題であるわけでございます。栗本鐵工さんの委託の割合、そして保証期間が過ぎた後

の修理、部品等の交換とか、いわゆるメンテナンスについて細分の交渉等が持たれるわけで

ございます。その辺、いわゆるメーカー主導じゃなしに、職員さんが何としてもやっぱり安

く上がるために粗悪な部品じゃなしに、栗本鐵工に物を申していくと、またそれを協議ので

きる力もつけていただいて、業者とさしで話のできるぐらいにやっていただきたいなと、こ

う思うわけでございます。 

 私も、あのとき竣工式であいさつをさせていただいた中で、広陵町の財政にかなり厳しく

のっかっている施設でございますので、栗本さんの方にかて、いわゆるモデルの工場として、

平たん地での処理施設として、大いに企業の力をかけて広陵町の負担を何とか軽減できる協

力はお願いしたいというのを私、あいさつのときに申して、終わった後、栗本鐵工さんも、

いや、そのとおりですと言っていただいたわけでございますので、その点を期待をしておる

わけでございます。そういうことでございます。 

 そして、ウの関連いわゆる附帯施設の計画、いわゆるワンダーランド計画がありまして、

その具体的な案がある程度できてるんかなということがあるわけでございますので、それも

お聞きしたいなと思うわけでございます。私個人的には、余り拙速にやっていくべきやない

んじゃないかと。というのは、そのときに住民のニーズがあった。しかし、将来何年か後に

は余りそれを有効活用、また有効使用してもらえないような施設も多々見受けるところもあ

るわけでございますので、その辺を加味した中で、いわゆるワンダーランドの中の住民サー

ビス施設等をやっていただければなと、こう思うわけでございます。 
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 大分前に我々視察にあっちこっち行った中で、吹田の方へ行ったときに大きなリサイクル

プラザがあり、そこでは、いわゆるごみのことについて、またリサイクル、本当の意味での

資源の再利用もされており、住民のボランティアの皆様方が自転車を修理されたり、また家

具を修理されたりして即売もしておった。そして、ガラス細工、いわゆる破片からガラス細

工をつくったりとか、再利用なり、またいろんな教育的な場でごみの施設を利用されていた、

住民の皆様とともに見学したのを覚えております。前に寺前議員と一緒に四国かどっかへ行

ったときに、電動自転車か何か出て、買うて帰りたいなというて出てましたな、そういうプ

ラザありましたやろ。そういうのもあって、そのようなことも考えていただいたらなと、こ

う思うわけでございます。 

 それでは、質問３に移らせていただきます。はしお元気村の現況はと。 

 本年４月１９日に、まさにリニューアルオープンをしてまだ２カ月余りのことで、不安定

な時期であり、説明がちょっとしづらいでしょうと思います。以前の施設は、まず勤労者が

学び、鍛え、遊ぶという施設であったようでございますが、本年から広陵町の単独施設とな

り、高齢者と子供が触れ合い、三世代が交流して元気になる施設、いわゆる村という、町長

もそういうようなお話があったわけでございます。その位置づけになったわけでございます。

そのような位置づけで運営をしていく、それの今現在大きなかじを取ったわけですので、大

体どのような動きをされているのか、目当てに沿って動いているような感じですよというの

があるのかないのか、お聞きをしたいと思います。 

 その中で、特に目玉である朝市の件ですね。私も近くですので、土日、できるだけお客さ

ん、ちょっと店が暇ですから、だっと見に行って、じっと何か見てますねん。あんまりそば

で見たら職員さんがおられるから、何か変な方かなと思われたらかなわんから、向かいのセ

ブンイレブンからちょっと望遠鏡みたいなので見て、そしたら、セブンイレブンの店長、青

木さん、何してはりまんのと言われて、ちょっと朝市見せてもろてますねんっていうので、

見てる。その中で、お客さん、結構来ていただいてるなというのがあるわけ。そこで、売り

上げの実績とか売れ筋の商品とか、また出店者のこととか、いろいろあるわけですね。住民

利用者の声をかなり聞いておられると思いますので、そのこともひとつお聞かせを願いたい

と思います。 

 そういうわけで、１回目の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 青木議員は、昨年は議長として議会運営を取り仕切っていただいた立場でございま
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す。きょうは、久しぶりのご質問でございます。持ち前の町民の声をまとめられて、青木節

を聞かせていただいたところでございます。 

 今回は３点のご質問でございまして、まず初めのごみ指定袋の有料化後の現況はというこ

とで、５項目に分けてご質問をいただきました。 

 アの収入と使い道でございます。現在は、指定ごみ袋収入を諸収入に計上し、環境対策費

用に一般財源として充当しております。今後も引き続き広陵町の環境を守り、美しい町づく

りに資するための費用に充てるための財源として基金の設置を研究しているところでござい

ます。 

 イ、ウをまとめて、減量・分別についてでございます。昨年１１月にごみ指定袋の有料化

を導入して以来、１１月からことし４月までの６カ月の間の家庭ごみの可燃ごみの搬出量が

前年同期比で約１７％の減量となっております。各ご家庭でのごみの分別がより一層浸透し

ており、また各種団体による集団回収による減量効果も大きく、全般的に住民の皆さんの分

別意識の向上につながっているものと感謝しているところでございます。今後も、引き続き

ごみの分別に対する啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 次、エでございます。不法投棄の現状につきましては、若干増加しているのが現状です。

ほとんどの不法投棄のごみは、町外から持ち込まれ、投棄されたものと推察しております。

業者による不法投棄については、警察と連携して調査し、即時対応しております。 

 次に、住民苦情と対応でございます。当初、作成したごみ袋については、破れやすいとの

ご意見をいただきました。２回目の発注の際には材質を破れにくい低密度ポリエチレンに変

更し、対応しております。また、コーナーに丸みを持たせるということもあわせて対応いた

しているところでございます。 

 次、２番目でございます。クリーンセンター広陵の操業の現況はどうかと、３項目のご質

問でございまして、まず、ア、クリーンセンター広陵の職員配置の状況についてでございま

すが、管理業務も含めまして町職員７名、サービス公社からの派遣職員は４名、同じく支援

スタッフ２名、さらにシルバー人材センターの登録人員１５名という体制で操業いたしてお

ります。また、栗本鐵工所との基本契約に基づきます運転指導員２名が毎日指導に当たって

おります。総員３０名体制でございます。安定・安心な操業を行っているのが現状でありま

す。今後とも、安定・安心な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 次、イでございます。処理費用の現状等についてでございますが、２カ月弱の運転実績の

ため、現段階での見通しは、一部消耗品費等において想定しておりました費用よりもやや多
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いというのが実情です。このことから、今後はより効率的な操業について研究を重ね、随時

施設運転管理費の削減ができるように考えて対処してまいりたいと存じます。 

 次、関連・附帯施設計画ですが、現在、温水プール等のスポーツ施設を民間事業者活用で

事業者と交渉を始めているところでございます。場所的にも立派に適しているとの感触を得

ているところですが、詳細については十分検討をし、効果のある方法を見出していきたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次、最後のはしお元気村の現況でございます。 

 まず、朝市の状況でございますが、去る４月２８日土曜日でございます。はしお元気村朝

市をオープンいたしましたところ、多くの住民の皆さん方のご協力を得て、２３８名の方々

にお買い物をいただき、総売り上げも２８万円と順調な滑り出しとなりました。現在も住民

の皆さん方から非常に注目をいただいており、町内外各方面からご来店をいただいている状

況にあります。 

 なお、５月末日現在においては、延べ１，６１１名の方々にお買い上げいただき、総売り

上げが１４１万１，０００円となり、奈良県中部農林振興事務所の調査によりますと、売上

額は近隣市町村の朝市の平均値に比べ約２．３倍と大幅に上回っている状況にあります。ま

だまだ課題はありますが、住民の皆さん方の期待に沿えるよう頑張ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、住民利用者の声でございますが、消費者の皆さん方からは、特に農産物に関しまし

ては、新鮮さや安全面、価格の面で満足をしているという声を多数いただいております。ま

た一方では、果物類や加工品の販売を初め、多品目にわたっての品ぞろえを望む声をいただ

いております。現在の品ぞろえに関しましては、１日３０品目から４０品目の出品にとどま

っており、今後はさらに消費者の皆さんのご意見、ご要望を踏まえながら、生産者の方々へ

の協力と理解を求め、６０品目を目標に品ぞろえの充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上のとおりでございます。 

山田議長 ありがとうございます。 

 では、２回目の質問を受けます。１４番議員！ 

青木議員 さわやかなご答弁ありがとうございます。 

 それでは、２回目の質問をさせていただきます。ごみ袋の件、有料化、確かにいろいろだ

れかて無料化の方がいいわけです。ただ、私ずっとあちこち見させて、また商売柄いろんな
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お客さんの現実の声もお聞きしておりますので、確かに有料化は大変やけど、しかし、ごみ

の減量も含めて意識の高まりということで、子供から、お母ちゃん、こんなんもっときちっ

とせなお金かかんねんで、ここの袋に入れたらというて注意をされてるというのも、ある人

が言うておられましたし、それで、学校の方でもかなりそのことを児童に、小学生なりに何

かそのような教育というより、勉強させていただいているようにお聞きをしております。い

わゆるごみに関しては、みずからが排出していくわけでございますので、みずからが意識を

持って、できるだけ公費のかからないようにやっていくというのが、これは意識だけの話だ

なと、こう思うわけでございますので、今後ともそのようなことを大いにやっていただきた

いと、また啓発をしていただきたいなと思います。 

 それと、これも確かにごみのことに関しては最先端でしていただいてる、いわゆる収集車、

収集業務の人、この人たちの態度というのか、これがまた非常に評価の対象になるわけや。

その人たちがある意味で誠心誠意なり言葉をかけるなり、案外またちょっと一般町民の人か

て気ままな人もおられます。にいちゃん、にいちゃん、もっとこっちなにしてとか、いろい

ろあります。しかし、そのときに、やはりそういう業務の人が非常に明るく、また声もかけ、

あいさつもして、ぱっとてきぱきとやっていただいてる。私の見る限り、大体根性悪いから、

そんなんばっかし見てますのやけどね。案外割と住民からの評判は、収集業務の若い子、よ

ろしいですなというのを感じました。というのは、ただそれだけでごみの有料化、怒ってん

のやけど、まあええがなとか、減量化もええがなという、ちょっとしたことで協力者になっ

ていただくわけですので、収集業者の選定も大変大事だなと、こう思うわけでございますの

で、そこんところをややこしい圧力に負けんように、やっぱり業者をきちっと選択していた

だきたいなと、こう思うわけでございます。この１番目の質問に関してはそういうことで、

私の要望なり、また住民の声を大いに聞いて、有料化を本当に意義あるものにやっていただ

きたいなと、こう思うわけでございますので、答弁は結構でございます。 

 そして、クリーンセンターのことに、２回目の質問に入らせていただきます。 

 まず、人員のことでございます。確かに栗本鐵工から指導員が２名来ておられると、また

３０名体制でやっておられるということをお聞きしたわけですが、そこで、炭化物の処理も

しているわけですので、またこれはだれがどうじゃなしに、やはり働く環境、作業場の環境

というのもこれまた大変大事なことだなと。やっぱり従業者の健康というのが害されるよう

なことにもしなったとしたら、これはまたクリーンセンターどころの騒ぎやなしに、物はク

リーンやけど、人間が非クリーンになってしもても難儀だなと、こう思うわけですので、そ
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の辺を業務管理、人事管理を大いにきちっとやっていただきたいと。 

 それと、ほこりの問題、においの問題、これは、どうせごみの作業をしてるわけですから、

それは当然いろいろあるわけです。ただ、それを超えた中で健康問題とか、またストレスと

か、またいわゆる先ほどもお聞きしました中で、多分従業者も作業員も大分なれてきただろ

うとおっしゃいましたが、そんなに早うなれるんやったらええなと思うわけで、なかなか言

うてる以上に従業者の人が大変しっかりしておられて我慢強いのかどうか知りませんが、そ

ういうことも含めてしっかりと現場の人の声も聞かんのやないかなと思うわけ。 

 それと、費用と効果の問題とか財政面のことは大いにわかります。しかし、もしも事故が

起こったり、いわゆるマニュアルどおりに作業されてるときは、大いにそんなことはない。

しかし、異常なとき、事故、いろんな非常時のときにどう対応していくんだということが果

たして、起こらないからそれでいけるようになるんですが、そのことも含めて、どういうよ

うに体制をとっていただいてるんか。いわゆるゴムをぴしっと引っ張ったままで作業されて

るのか、まだ余裕があるのか、切れてしもたら難儀やなと、こういうことで、ちょっと老婆

心ながら憂慮してるわけですので。そのことについて、いわゆる現場の作業者の問題のこと

も含めて、それと栗本鐵工さんとの作業との、これは栗本鐵工、もうちょっと人体に影響の

ない方法で作業できる仕組みや機械とか、補助をしてほしいとか、いろいろあると思います

ので、そのことも含めてちょっとどういうような現場との話し合いをされてるのか、もう１

回改めてお聞きをしたいなと、こう思うわけでございます。 

 それと、ワンダーランドの件ですのやけどね。これ今温水プールかな、何か計画されてる

とお聞きをしているわけです。温水プールがいいのか悪いのか、それはわかりませんけどね。

それもいいでしょうと。しかし、先ほどちょっと私も触れましたように、本当にリサイクル、

資源再利用、再活用、またそういうことの中で、そのような住民参加のできる一つの場とい

うのか、そのような施設も私、ようけ案外やっておられるとこもあると思うわけですが、最

初だけでんねけど、あんまり利用者がないのやというのもお聞きしてます。しかし、そうだ

から温水プールとか娯楽ばっかりがいいんかというのも、これまたおかしな話で、そのこと

も含めて今後の形としてどのようにワンダーランドのことを実際的に、また実のある、効果

のある有意義なることに思っておられるのか、再度お聞きしたいと、こう思うわけでござい

ますので。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 まず、クリーンセンターの操業の実態について、先ほど坂口議員さんの質
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問の中でも若干答えさせていただきましたけれども、現実問題として、やはり初めての町職

員といいますか、運転に携わっている職員は初めてという方もございます。そういった関係

で、２月、３月、４月という経験の中で、私は大変本当に心配をしておりました。それから

見ると、やってくれてるなというように、ちょっと安堵をしているという状況であって、も

う心配ないというところまではまだまだ行っておりません。 

 作業環境につきましては、栗本とも何回も打ち合わせをいたしまして、特に私が心配して

おりましたのは炭化物を出す場所なんですね。場所的には一番北の端のところでございます

けれども、当初は炭が細かいもんですから飛散をしておった。これを大変我々、心配をした

わけです。作業をしてもらう職員についても苦労をしてたと思います。改善をいたしまして、

搬出口のところで水を常時噴霧をしていると。いわゆる湿り気を持たせて、飛散を防ぐとい

う手だてをさせていただきました。当然マスク等の着用、そういったことで今現在もやって

もらっております。町長ともその状況については報告をしておりまして、いわゆるＲＤＦ炭

化部門についてもう少し増員をできるようにやれという指示も得ましたので、ゴムがぴんと

張ってる状態をつくるんではなしに、ある程度ゆとりが持てて、機械の音、点検のプラスワ

ンというんですか、ちょっと余計な点検もできるというような状況に改善をしてまいります

ので、その辺どうぞよろしくお願いをいたします。 

 ３つ目のワンダーランドの件でございます。当初の検討の中で温水プールという提案もあ

りました中で、現在、町長がご答弁をしたとおりの実情でございます。青木議員から、リサ

イクルあるいは資源化に向けての取り組みもいいのではというご提案をいただきました。今

後、そういったことも含めて研究をさせていただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

山田議長 １４番、青木議員！ 

青木議員 ３回目やな。 

山田議長 ３回目です。 

青木議員 いわゆる私、そういう施設をつくっていったらいいんじゃないかと。だけど、老若

男女問わずして、そういうような施設を中につくったら、いわゆる工芸に来たりして、ごみ

に対する、また清掃施設に関するいろんなことを身近に感じてもろて、小さい子供さんから

学校の課外授業の一つとしても大いにいいんじゃないかなという、将来のことも含めて人づ

くりの一つの、せっかく投資してる、プールで泳いでやるのもいいやろけど、その意味で、

人をつくっていくということであれば、そのような施設もつくるべきではないかなと、こう
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思うわけでございます。 

 それと、一番大事なことで、いわゆる財政のことについては、１５年間で最初は約６０億

か５０億か何かかかるんだという、運転費用、操業の。そのことも含めて聞いておりました。

そしてまた、町のサイドで職員が賄えるもんは賄う、またメーカーに頼むべきものは頼むと

か、言いなりやなしに、シビアにやっていただきたいと。交渉して、できるだけ向こうのメ

ーカーの方がずっとそのまま続いてメンテナンスをするわけですから、そういう意味では、

大いに遠慮なしに申すことは言っていただきたいなと思うわけです。 

 というのは、三重県の民間処理場の視察のときにも、いわゆる向こうの人がおっしゃるよ

うに、向こうは民間企業ですから、何としても利潤を上げていくという企業体ですので、プ

ラントメーカーとは激論を闘わせて、何でうちがこれ出すのやとか、君のとこが当然見るべ

きとかいうぐらいにやっていってるんだと。それをやろうと思えば、知識もあり、またでき

る職員さんがおられますのかと、こう言われたときに、また育つようにしてなさるのかと言

われたときに、それもなるほどなということで、実業のことは別として、そのような交渉も

でき、ちゃんと違った意味でやっていく人たちも必要やないかなと思うわけですね。その辺

を大いにこれから町長、人材を育てて、民間メーカーとさしで協議のできる、また激論ので

きるように、広陵町の町民の利益のために、そういう意味で育てていただきたいと、こう思

うわけです。 

 その意味で、何としても、そしてメーカーがここまでやるべきもんは、例えば炭化物の運

搬業務においても、いわゆる今委託してますね、それかてどこまで広陵町がやるのか。運搬

業者は、筒からどこまで行くのかとか、それもちゃんと精査して、やっぱり引き取る運搬者

については、運ぶことについては、どこからどこまですべきやということも、言うべきもん

は言っていただきたいなというので、何か事業者がしてくれよんのやからええやんというの

やなしに、そういう意味やなしに、やはりきっちりと仕分けをしてやっていただきたいなと、

こう思うわけでございます。ひとつその辺のことを、３回目ですので。 

 それと、１５年で一体どのぐらいの費用を、最初は大きく言うてなはったけど、どの辺ま

での試算でされるのか、それだけちょっとお聞きしたいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 ご提案いただきましたリサイクル・資源化については、町長の方からお答

えをいただいた方がいいかなと思いますので。 

 そのほかのメーカーの言いなりになるなよというご指導だと思います。それは心して今後
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いい関係のおつき合いはしていくわけですけれども、言うべきことはしっかりと栗本に申し

上げていくということで職員は認識をしておりますし、またいろいろと、恵那あるいは名寄

等と連携もとりながら、間違いのないように、そして町に過大な費用を負担させないように

我々、日々取り組んでまいりたいと思います。 

 運搬についてもご心配というか、ご指摘をいただきました。その実態を申しますと、今後

検討すべき課題であることは認識しておりますものの、やはり炭化物の持っていく先により

まして、例えば九州ですと相当費用が要ると。それらもひっくるめて今現在、栗本は責任の

範囲で議会等にお示しをしている単価で請け負っているという実態です。今後、栗本と町と、

できるだけ町が有利な形での交渉はしてまいりますので、うまくいけばまたご報告したいな

と思います。 

 それと、職員の健康管理あるいは精神的なプレッシャーを過度に受けていただくことのな

いように、職場環境の改善には、毎日においの問題あるいは飛散物等の改善については、栗

本には常々要求をし、改善をさせているという実態ですので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ワンダーランドの件につきましては、町長の方から補足でちょっとお答えをいただけたら

と思いますので、よろしく（不規則発言あり）１５年で、私、ちょっと細かい数字はあれで

すけども、９０億というような、それは一番天の数字ということで、人件費もすべて、収集

費もすべて入れての費用でございます。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 ワンダーランドの件について、私の方から答弁をさせていただきたいと思います。 

 ワンダーランドの事業計画については、地元との約束でもございますので、私の顔を見る

たびに、まだでっかというので尋ねられるというのが現状でございます。まちづくり交付金

の事業の中で、どういったものがいいのか模索を続けている状況でございますので、今ご指

摘のいただいたリサイクル施設、いわゆるごみの学習の場ということも視野に入れて、また

議会ともご相談申し上げながら整備計画を立てていきたいというふうに思います。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 それでは、質問３のはしお元気村のことでお聞きをしたいと思います。２回目の質

問でんな。 

 おっしゃるように、その施設の性格が変わったということで、まだちょっとの間ですので、

そない効果が上がったとか上がらないということはないと思う。ただ、町長が示されている、
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指針を出されているような方に、いわゆる高齢者と三世代が交流する町独自の元気の出る施

設やというのが町長の位置づけであるわけですので、そっちの方へかじが動いてなかったら

意味ないわけですので、その点、一応そっちへ面かじが動いたというのを感じておられるの

かお聞きをしたいと、こう思うわけでございます。 

 そこで、朝市の件でございますけども、確かに我々あっちこっち視察もさせていただいて、

見せていただいた、いろんな朝市なり、また道の駅なり見た中で、あのようなスペース、ま

た通行量の車両からいろいろ考えても、それから売り場面積見ても、割と成績いいんだなと

いうのが実感ですわね、売り上げが。近辺、箸尾地区の人って温かい人が多いんかな、箸尾

地区ばっかりじゃありませんよ。近辺の人が、うちの嫁さんも土日は行ってます。その意味

では、よかったんかなということがあるわけです。 

 そこで、やはり朝市をされて、ある程度の効果が出て、また成果というのはある。それが

一番私、懸念してるのは、広陵町の直営の朝市であるというのが、今は一生懸命に職員さん

も燃えて、また携わっていただいてる、サービス公社の人たちもやっていただいてることは

大いにありがたい。しかし、それだけでずっといけるんかなというのもちょっと疑問を持つ

わけで、心配ですね。それと、いわゆる新鮮で安くてというのが１点、それと地場産品の直

売というのも１点、大義。そのことも含めて、それはそれでいいわけですけど。これをずっ

と継続していくということになる、直営でどこまでいけるんかなというのが一応私自身、個

人的にも心配してるわけですね。 

 そこで、これを、朝市を本当に軌道に乗せていただく、そして出品者、いわゆる生産者、

やはり１５％の手間賃だけで、よそやったら約４０％ぐらい取られてるようなとこも聞いて

おりますので、非常に出品者にしては、生産者の人はえらい有利やな、何の手間もかからん。

置いといたら、ちゃんとしてくれはるよってにというのがあるわけですね。しかし、今度ま

た広瀬地区で直売所をやりたいという、そういう約束を果たさないかんということも踏まえ

て、広陵町のはしお元気村で試行して、いろいろ勉強してもらうんだというのを町長、最初

おっしゃってましたね。そうであったとしたら、なぜ直営になったんかなと私、思うわけで

す。そういうことも含めて、果たして直売所であろうが朝市であろうが、やはり最後は、行

き着くところは採算がとれなくなったり、また中でいろんなトラブルがあったりしては、町

民の皆さんの税金を使ってやってることでマイナスになる、効果が出ないと大変なことです

ということで心配をしているわけですので。 

 そこで、この元気村の朝市がもっと今また新たに出店者を募集して、何か３０名ほど応募
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があって、その中で１９名ほど出したいというのを聞いてます。そういう意味で、大いにそ

の間口を広げていただくことは結構だと思います。そこで、加工品についてはどうかとかい

う、いろいろな声もあるわけですが、スペースの問題も含めて、それも視野に入れた中で門

戸を広げてくのも一つのあれですからね。やはり名物市にしようと思えば、それだけの努力

も要るわけです。棚からぼたもちみたいにお客さんもふえるはずはないわけですので、そこ

んところをきちっとやっていただきたいと。それで、それをすることによって、出店者、出

品者においても、はしお元気村で目いっぱいやな、これをよそでまたつくることになったら

大変やなと、いわゆる供給がというぐらいにやっていただけるのであればいいんじゃないか

なと、大きな意味で意味があったんじゃないかなと、こう思うわけでございますので、その

辺のことを再度お聞きしたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず初めに、職員の朝市ではないかということですけども、一応直営です

ので、当然町の職員で運営させていただいてるわけです。特に開店当初は、こちらもふなれ

なことで、相当職員を張りつかせていただいてしましたけれども、現在は、はしお元気村の

所長と、それからアルバイトの２名で朝市を運営させていただいております。当然１５％の

手数料では、なかなか採算ベースに乗るもんではございませんけども、極力手数料で大きな

町の持ち出しのないようにということで、現場ではいろいろ工夫をしながら頑張ってもらっ

てるわけですけども。その一つとして、やはりお客さんをとにかく多く来ていただいて、多

く買い物していただくことによってその手数料が入ってくるわけですけども、そのためには、

現在、広瀬を主にスタートさせていただいたわけですけども、やはり町の直営ということで、

町内全域に一応募集をさせていただきまして、この間、新たな応募があった方に農薬の講習

を受けていただいて、この６月から一応出品していただいてるわけです。 

 現在、直販所の試行ということで広瀬の方にも頑張っていただいてもろてるわけですけど

も、なかなか直販所だけでの多分採算ベースに乗せるには、２年、３年という長い実績を積

んでいかなければ、なかなか採算ベースに乗らないんではないかと。そのために広瀬の直販

所においては、地元の要望として、その間、とにかく町で何とかしてくれというような話は

現在あるわけですけども、町としてもやはり大きな負担にもなってきますので、その件につ

いては、また今後十分検討していかなければならないんではないかなという思いは思ってお

ります。直営として現在、週２日ですけども、できれば週３回程度に一応ふやしていきたい

なという、こちらの方も前向きな考え方を持っております。また、品ぞろえも豊富にさせて
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いただいて、やはりもっと活気のある朝市にしていきたいということで、職員一同頑張って

いるところでございます。 

 以上です。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 ひとつせっかくやった事業ですから、大いにやっていただきたい。 

 それと、できるだけ一生懸命にそれを大きくすることによって、生産者の供給者が限られ

ていることであれば、あちこちに供給していくというのも大変なことも出てくるかもわかり

ませんので、その意味で大事な一つの考え方の示せる試金石だなと思うわけですので、いろ

んな意味を踏まえて大いに研究をして、そして生産者の人もやはり、また出品者の人もいろ

いろこちらの方も協力を仰ぐ面は仰ぐ、またできるだけ本当は自主運営をするという気持ち

を持っていただく。支えるところはここまでですよと、ここからは軌道に乗るか乗らんとい

うことも踏まえて、みずから生産者は自分のものがお金に変わるんやから、それは毎日出荷

してたら、もっといいというのもあります。しかし、そんなもん想定範囲内の話ですから、

そういう意味で、生産者の人にもやはりおんぶにだっこばっかしやなしに、自主的な運営、

またお客さんに喜んでもらえる品物ということも当たり前のことですからね。何もお客さん

が慈善者ばっかりと違うわけですのでね。スーパー行ったら、いっぱい売ってますのやから

ね。そういう意味で、せめて生産者も自信のある人は自分で価格をつけるんやから、この価

格もばらばらいうのは当たり前のことだなと私は思うわけですので、そのことも含めて、今

後ひとつ自主運営ということも考えてもらうようにやっていただきたいなと、こう思うわけ

ですので、よろしくお願いをいたしたいと思います。答弁は結構です。 

山田議長 以上で青木君の一般質問は終了いたしました。 

 お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 なお、本日、行われなかった一般質問につきましては、１２日午前１０時から引き続き行

うことにいたします。 

 本日はこれにて延会いたします。１２日は１０時ですので、お願いしますね。 

   （Ａ.Ｍ.１１：４６延会） 
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平成１９年６月１２日広陵町議会 

第２回定例会会議録（３日目） 

 

 平成１９年６月１２日広陵町議会第２回定例会（３日目）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     会 計 管 理 者  和 田 叙 嗣 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  中 尾   寛 

  総 務 部 長  植 村 和 由     健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫 

  住 民 生 活 部 長  吉 村 元 伸     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  森 川   勇     水 道 局 長  大 西 利 実 

  総 務 部 参 与  松 井 定 市     住民生活部参与  山 本 新 三 

  都市整備部参与  北 神   理 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 
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  局  長  谷 山 一 志 

  書  記  野 瀬 一 吉 

  書  記  上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０３開議） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 一般質問 

 

山田議長 １１日の一般質問に引き続きまして、これより八代君の発言を許します。八代君！

お願いします。 

八代議員 １１番議員の八代でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、２問質問を

させていただきます。 

 傍聴席の皆さん、おはようございます。多くの傍聴の皆さんもお迎えしまして、これは町

政に対する関心の大きなあらわれだなと思って本当にうれしく思っております。心から敬意

を表します。 

 しかし、大勢の皆さんを前にして緊張感を持っております。プレッシャーを感じながら質

問をさせていただきます。 

 では、１つ目の質問をいたします。１番目は、交番等警察施設の設置要望でございます。 

 特に馬見中・北地区、世帯数あるいは小・中学校の児童が４０％以上この校区に毎日通学

しておりますんですが、この校区のみ警察施設がございません。 

 この問題では、私は１７年の７月の定例議会におきまして１回目の質問をいたしました。

町長は、積極的に取り組むとのご答弁をいただきました。 

 事実町長は、それに先立つ平成１６年１０月６日に警察機能の充実についてという要望書

を高田警察に出しておられます。 

 そして平成１７年１０月３日には、この本会議におきまして議員１６名全員の同意をいた

だきまして交番等の警察施設の設置を求める意見書を全員一致で採択し、奈良県知事並びに
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奈良県警本部長に提出いたしました。そしてその間、町長も機会あるごとに県庁や警察本部

等に要望されました。折あるごとに私もお聞きして、感謝をいたしておりました。 

 そして昨年の１８年９月議会において私は、再度同じ質問をいたしました。これは香芝警

察署が設置される、そして本町がその管轄下に入るという情報を受けて質問をしたものであ

ります。もちろん町長からは、前回と同様に積極的な答弁をいただきました。 

 そして昨年の１０月１６日に、町は再度県に対しまして警察機能の充実についてという要

望書を提出していただきました。 

 そして同じく同年、昨年１０月２３日、馬見中・北地区の自治会長、民生児童委員、それ

から小学校２校、中学校、幼稚園、保育園のＰＴＡ、父兄会の代表者の要望書に対する署名

をいただき、それをもちまして町長と総務部長、それから自治会の代表者２人、民生児童委

員の代表者２人、そして私と合計７名で県庁を訪問し、県庁のトップと陳情に行ってまいり

ました。 

 この問題に関しまして、町長を初め理事者の方々には非常に熱心に取り組んでいただきま

して、本当に感謝をいたしております。 

 しかしながら、それから約８カ月弱経過いたしました。来年の３月には香芝警察が開設を

予定され、管轄内の防犯体制の整備計画は相当進んでいるのではないかと推測をいたします。 

 そしてせんだって６月３日の新聞各紙に、県警は有識者らの提言を踏まえて作成した警察

署再編整備計画案を発表し、県民の意見を募集し、それらの意見を踏まえた上、最終案を作

成し、年内に県議会に提出するとありました。そのことは町長におかれても承知のことと思

います。これらのことを前提にいたしまして、警察施設設置の要望に対する現在の状況はい

かがかということをお尋ねしたいのであります。 

 また、未決定であれば、新設署であり、一度決定すれば変更、追加は当分できないと思う

からであります。それゆえ交番設置に限らず本町のより一層の防犯、安全体制の確立のため

に町長におかれては大変ご苦労とは存じますが、いま一度の努力をお願いしたいわけであり

ます。これが１番目の質問でございます。 

 ２番目の質問は、広陵町の防犯体制の整備についてであります。 

 ２つに分けて申し上げます。Ａといたしまして、県は平成１６年１０月に第２次奈良県地

震被害想定調査報告書を取りまとめました。東南海、南海地震が発生した場合、死傷者被害

は総体的に少ないが、電気、ガス、水道等のライフラインの被害により住民の生活に大きな

支障が生じ、しかも長期になる可能性があることが調査の結果明らかになったのであります。 
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 そして県は、やまと２１世紀ビジョンの一つ、奈良県地震防災対策アクションプログラム

を策定し、市町村や防災関係機関とも連携し、地震防災対策を推進するとしております。こ

の件も町は承知のことと思います。町は、防災対策についてどのように対応しようとしてい

るのか、改めてお尋ねをいたします。 

 Ｂとしまして、せんだっての５月２７日には真美ヶ丘第一小学校で地域防災訓練、国民保

護訓練が実施されました。大変結構なことであり、本議会の冒頭において町長はその件を報

告されました。 

 私も防災に関しましては大変関心を持っております。同僚の松浦議員も、２人でよくその

件を話をしております。昨年県防災統括室主催の第１回防災リーダーの研修が実施され、彼

と２人で参加したわけであります。それに関連しまして防災組織の必要性について、彼は昨

年の１２月、この３月議会に一般質問をされておられますので、重複する部分は除いて質問

をいたします。 

 町は、地域内の災害に対し第一次的な責務を有すると広陵町地域防災計画の５１ページに

明確に書かれております。ちょっとこれを読んでみます。町は、基本的な地方公共団体とし

て町の地域内の災害に対し第一次的な責務を有するものであって、町民の郷土愛護、隣保、

協働の精神を基調のもとに、関係機関の協力を得て町の地域に有するすべての機能を十分発

揮して防災の目的を達成するように努めるとともに、応急措置の実施について必要があると

きは県、その他関係機関に対し災害応急措置の実施を要請し、また求める。 

 ２番、公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、その管理する施設等の災害に対しては

自己の責任において措置するものとし、その業務の公共性または公益性にかんがみ、それぞ

れの業務を通じて防災に寄与するように努める。 

 以下まだ３、４と項目がございますが、これは省略いたします。 

 そういうことに基づいて災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧・復興計画を策定さ

れ、広陵町災害対策本部等の組織も整備され、配備体制、発令基準あるいは組織系統図も明

確に決められてることは承知をしております。これが第３であります。 

 しかし、形や器がいかに整備されていようとも、それを運用する人は人であります。それ

が果たして万全でありましょうか。私は、少しその件に関して危惧を感じます。災害がもた

らす被害を軽減するためには、行政による防災対策と同時に住民一人一人の災害に対応する

知識を身につけ、互いに助け合うことが重要であります。 

 そのために県は、県の防災統括室は昨年第１回防災リーダー研修を実施いたしました。こ
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の件は、先ほど申し上げました。県全体で１５７名の受講者がありました。しかしながら、

本町は３名であります。その中に先ほど言いました私と松浦さんが含まれておりますので、

その他１名であります。ちなみに全国で防災士は、４月末現在で１万７，２５９名、奈良県

は２８４名、本町は８名であります。そして行政推薦による、受講者は６７名でございます。

先ほど言いました１５７名のうち６７名は行政の推薦であり、残り８９名が新聞等において

応募された方であります。奈良市は２１名、橿原市は１５名、生駒市が１１名が主な市町村

であります。 

 なぜ私がこんなことを言うかでありますが、いざ大規模災害が発生したとき自分の身は自

分で守るという意識が何より大事なことは当然でありますが、地域の防災活動の中心として

活動する人材がどうしても必要である。そしてその方々は、当然防災に対する知識が必要で

はないかという件であります。防災に対する知識を持った災害対策本部要員、町職員の適切

な指導が不可欠なんであります。そうしないと自主防災組織、町内の、あるいは大きな災害

であれば各地から来られるボランティアの要員の方々の応援体制が十分に発揮できないから

であります。奈良県も広陵町も神戸や新潟のような大きな災害には見舞われておりません。

これは非常にありがたいことであります。しかし、幸運なことでもあります。しかし、大き

な災害には、それに対する心構え、知識が不足していることは事実であります。県もそれを

懸念し、防災リーダー研修を力を入れているのではないかと思います。それゆえ防災リーダ

ー研修に職員の積極的な参加が望ましいと私は考えますが、それに対し町長はどうお考えに

なるのか。もちろん自主防災組織等の各団体の人々の参加も大変望ましいことは言うまでも

ありません。県の防災統括室の方が私に文書をいただきました。お隣の河合町では知事表彰

も受けた優良な自主防災組織の資料がありますから、参考にされてはどうですかとか、ある

いは１７年度、１８年度の自主防災組織に対して優良な活動をされた他の自治体のケースも

教えていただきました。そういうことも踏まえて町長のご答弁をお願いいたします。１回目

の質問はこれで終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁お願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ただいま八代議員からご質問をいただきました。真美ヶ丘地区の交番設置に熱い思

いを持っておられる八代議員でございます。現在の状況はどうなっているのかということの

ご質問でございました。 

 答弁は、去る５月１８日に県警本部長の諮問機関である警察署等のあり方を考える懇話会

から答申が提出され、２０１８年までの現在の県下１６署体制から１増５減の１２署体制に
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統廃合することを柱とする答申書が提出されております。 

 かねてより建設が進められている香芝署は、香芝市と広陵町を管轄することとなり、２０

０８年３月に新設、５月９日落成式の日取りであります。 

 現在県警本部におきましては、香芝署の設置に対し交番、駐在所も見直しをされます。本

町の馬見南にあります馬見駐在所、疋相駐在所が対象となることから、本町においてはこの

際、馬見中・北地区での交番設置について八代議員のお力を得て、また地元の代表者ととも

に副知事に強く陳情をいたしたところであります。 

 そして私は、その後、県警本部長さんに直接お会いさせていただき、本町としての声を聞

いてもらった。さらに県警本部の２人の高田署長を経験された部長さんにも町の考えを述べ

ています。 

 過日、６月６日の新聞紙上によりますと、これは八代議員もお述べをいただきましたが、

奈良県警察署再編整備計画案については県民から広く意見を募集し、それを反映させた上で

同計画が実施されることから、町としては今回の再編に関しこの機会を利用し、強く要望書

の提出をいたしたいと考えております。 

 また、県内の警察署における統廃合の中では、管轄する地域だけではなく、どの警察署に

おいても事務手続機能が果たし得る県内各署ＩＴ化による体制が整えられるよう要望してま

いりたいと思います。 

 あした２時に県警本部から本町にお越しをいただくことになっていますので、この機会に

も地元の皆さんの意向、さらに町の考えを強く申し上げたいと思っています。 

 ２番目の質問でございます。本町の防災体制の整備についてのご質問でございますが、広

陵町にとって数少ない防災士の資格を持たれた八代議員のご質問でございます。２つござい

ます。 

 １つは、２１世紀ビジョン並びに防災対策アクションプログラムの策定されたことによっ

て町の対応はどうかというご質問でございます。 

 奈良県では、平成１６年１０月に第２次奈良県地震被害想定調査報告書が公表され、次に

平成１８年３月にやまと２１世紀ビジョン実施計画が策定され、同年４月に地震災害に強い

奈良県づくりを目指した奈良県地震防災対策アクションプログラムが策定されております。 

 このプログラムにおいては、国の地震防災戦略の考え方に準じ大規模地震発生時の想定人

的被害を今後１０年間で半減することを減災目標とし、この目標を達成するため十の施策の

柱を設定し、３０１のアクション項目を定めているところであります。 
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 今後、県においては、県下各市町村のアクションプログラムの策定に向け指導されており、

平成１８年度においてモデル市として天理市と橿原市が市町村地震防災対策アクションプロ

グラムガイドラインを作成したところであり、本町においても県の指導のもとに災害に強い

町づくりを目指してアクションプログラムの作成に向け取り組んでいる所存であります。 

 続いて、ご指摘をいただいております防災リーダー研修につきましては、昨年に八代議員

と松浦議員がこの研修にご参加をいただき、防災士の資格認証を取得していただいておりま

す。 

 また、職員に対しては震災対策初動マニュアルを配付するとともに、防災訓練への参加な

ど万一の災害発生における行動指針を示しているところであり、今後ご指摘いただいており

ます防災リーダー研修への職員の参加につきましては毎年各部から若手職員を参加させると

ともに大字・自治会からの参加やボランティアグループに積極的に呼びかけてまいりたいと

考えております。 

 また、その支援措置については、あわせて考えてまいる所存でございます。以上のとおり

でございます。 

山田議長 では、２回目の質問受けます。八代議員！ 

八代議員 ２つの質問に対して非常に理解あり、また積極的な答弁をいただきまして、感謝を

いたしております。 

 警察が出しておりましたホームページによりますと、警察官１人当たりのどのぐらいの住

民いうんですかね、を守護、守っているかといいますと、全国平均では５１１人であります。

そうしまして奈良県下平均では５９６人であります。つまり奈良県の平成１６年度の現在の

警察官は２，３９３人であり、それを現在の奈良県の県民１４０万ぐらいで割れば５９６人

になる、こういうことであります。 

 広陵町は、今現在約３万３，７００人でありますが、通常の防犯体制では広陵町に対しま

して警察官はどのぐらいおられるんでありましょうか。もちろんこの警察官は、警察署内に

おける総務課とか会計課とか間接要員的な警官もおられることは当たり前のことであります

けども、広陵町では私は、ほとんど交通事故でもない限りめったに警察官の姿を見ることは

ありません。これが全国平均の５１１人で割れば６０人がおられる、そういうことになりま

すね。現に広陵町より人口の少ない御所市、御所は御所警察署が単独で御所市のみを警察の

管轄範囲としておりまして、その署員数は４８名であります。もちろん今回のこの警察の再

編計画におきましては、香芝市と我が広陵町が高田署から香芝署に管轄が移りますので、広



－102－ 

陵と香芝で約１０万七、八千、現在でも、それが減りますので、そこへ御所署が入ってやる

んではないかというように想定はしておりますけども、現在でも４８名で御所３万二、三千

を守っているんですが、広陵町は現在一体何人の警察官で通常してるんか。もちろん大事件

が起これば高田署１８０人の警察官が動員されることは当然でありますけども、通常の警備

が我々の治安の維持、子供の安全に重要な影響もということは言うまでもないんであります

が、その辺はいかがでありましょうか。まずこれが１番であります。 

 そうしまして２０年の３月に御所署をできたら廃止をしたい。これは県警の意見でありま

すから、そのとおりになるかどうかわかりませんが、そのときには御所には幹部交番、つま

り幹部交番いいますのは警部もしくは警部補いう幹部警察官がキャップとなった幹部交番を

設置するとか、あるいは分庁舎を設置して対応する。しかし、御所は３万２，０００ほどで

あります。若干広陵町より治安体制についてヒンターランドいうんですか、管轄、若干問題

あることは事実でありますが、その辺も踏まえて広陵町もまだ新しい香芝署の警備体制、安

全体制が決まっていなければ広陵町にも分庁舎あるいは幹部交番等もう一度強力に町長のお

力添えいただければいいかなと。これは先ほどの質問でも申し上げましたように、一度決ま

れば当分の間その決定は動かない。そういう面で、やはり警察署新設は大きな一つの転機で

ありますから、その辺をひとつお願いをしたいのであります。その件でひとつお願いいたし

ます。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 お答えを申し上げます。 

 先ほども一部触れましたが、あした新しい香芝署の準備室長さん、この人がいずれその署

長におなりをいただくわけでございますが、そうした体制について細部協議をすることにな

ってございます。警察機能の充実、これも大変大事でございますので、しっかりと申し上げ

てまいりたいと思います。 

山田議長 八代議員！ 

八代議員 この件に関しましては、町長の力いかに立派でありましょうとも相手があることな

んで、ひとつご健闘をお祈りいたしまして、この辺でとめさせていただきます。 

 次に、２番目の質問でございます。これもほぼ満点の回答をいただきましたので、余り申

し上げることはないんですが、一つ、これは防災に限りませんけども、役場の行政その他す

べて人が運営するんだと。これは福祉も教育もすべて一緒ですんで、その観点から人の教育

というもの、町長は既にそれを充実させるように努力しておられることも十分承知しており
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ますけども、それをひとつお願いしたい。 

 それから一つだけお聞きしたいんでありますが、せんだって第一小学校で防災訓練をして

いただきました。４００名ほどの住民の参加者をいただきまして、関心の高さも実感したわ

けでありますけども、馬見南は１丁目から６丁目までございます。１丁目から５丁目までは

自治会もありますので、今回その催しに対しては各自治会長さんが自分の属する丁の自治会

の会員さんに参加を呼びかけられて盛況になったわけですが、馬見南６丁目は自治会がない

んでございます。管理組合しかないんであります。しかし、その世帯数は非常に多いんです。

これは分譲マンションと賃貸マンションがございまして、町としても非常に自治会がないん

でやりにくいとは思うんでありますけれども、住民であります。そして住民税の負担も、分

譲マンションであれば固定資産で住民としての負担は十分しております。賃貸の方は固定資

産税はありませんけれども、若い世帯であり、将来、広陵町いい行政を心がけておられます

んで、その南６丁目の賃貸の方から同じ広陵町に移住されておられる方もたくさん知ってお

ります。しかも若い世帯でありますから、そこには幼い小学生や中学生がたくさんおられま

す。私が住んでおる馬見南５丁目とか４丁目は、もう成熟した町に入りまして、子供の姿は

非常に少ないんでありますが、ヤオヒコの前の信号で朝のあれをやっておりますと馬見南６

丁目は非常に子供の数が多いんであります。そういう点におきまして自治会がないからほっ

ておいたよということではありませんけれども、今後やはりその働きかけも大事であります

けども、町の方からひとつ積極的な防災体制とかその他町政に対する参加を呼びかける必要

があるんではないかと思うわけでありますが、そういう点に対してひとつお答えをいただき

たい、このように思います。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 八代議員の質問にお答えします。 

 先日、５月２７日に防災訓練、また国民保護計画には多数の皆さんが参加いただきまして、

どうもありがとうございました。 

 その中で馬見南６丁目の住人の方の参加がほとんど少なかったというようなご指摘がござ

いまして、町としては今後、自治会の組織というか自治会を発足していただくように呼びか

けるとともに、その中で自主防災組織も立ち上げるいうような形を各区、自治会に町の方か

ら呼びかけてますが、この問題も一緒に呼びかけたいと思います。 

 それと万が一災害等がございましたら第１分団の応援、また役場からの広報車等を駆使し

まして安全・安心に対する取り組みを図っていきたいと思います。 
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山田議長 八代議員、よろしいですか。どうぞ。 

八代議員 その辺ひとつ非常に難しい地域でありますし、特に賃貸マンションの方は我々ここ

には永住はしないんだということで非常に難しいんですけども、天災はいつ来るかわからん。

最近は町長の言によれば、昔は忘れたころらしいですけど、今は忘れない前にやってくるそ

うでありますから、いつ来るかわからんという面で、ひとつこれはぜひとも力を入れていた

だきたい、このように思います。 

 それと先ほども１回目の質問で申し上げましたが、これ奈良県から手に入れた資料ですが、

１７年度、これは持ってんのは２つですけど、防災功労者知事表彰の活用の事例集として優

良な自主防災組織の成功事例を載せております。それからまた、どういうことを検討したか

という模範例もあります。これから本町も今ここにおられます老人会あるいは区長会、自治

会等で非常に関心を持っておられるわけでありますから、全く一からどういうことを検討す

るかというのは、これは大変な労力要るし、時間もかかります。先人の例もありますし、ほ

ん近くの隣の町でもあります。全く県庁へ行きましてもわずかの時間で行けます。そこには

いろんな資料、私言うただけでささっとくれました。そういう意味におきまして自主防災組

織の立ち上げ、広陵町はこの資料によりますと非常に組織率はいいんであります。いいんで

ありますが、果たしてそれが名実とともに機能しているかと申し上げますと、なかなかそれ

がちょっと私は危惧してると申し上げた点がそこにあります。奈良県下では、ほとんど自主

防災組織率は、これは去年の７月の新聞によりますと自主防災組織率は２７．１％で、全国

平均を著しく下回っております。県下で全国で約４７ほどの都道府県がありますが、奈良県

は３９番目であります。しかしながら、町の努力あるいは住民の高い意識のあらわれだと思

いますけれども、自主防災の組織率は非常に高いんであります。平成１７年度は、６５．３ 

％であります。これは非常に高いんで、奈良県の平均は２７％でありますから、それは非常

に高いんでありますが、この高いのが数字だけなんか、名実ともに本当に高いんか、それを

ひとつ担当の部長さんになるか理事になるか私は知りませんけども、その辺につきまして先

ほど言いましたように仏つくって魂入れずですか、そうないように温かい血の通った組織と

して利用していただくことにつきまして覚悟のほどをお聞きいたしまして質問にしたいと思

います。簡単で結構です。よろしくお願いします。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 今ご質問の中で防災功労者知事表彰、これもやはり私どもも持っておりますが、

９団体県下で表彰をされております。 
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 それと自主防災組織、広陵町は６５．３％という形で非常に高いですが、これは地域に自

警団という組織がございまして、その分のとらえ方でやっております。ただ、私もこの間私

の大字で自主防災組織の取り組みと準備会と立ち上げましたが、これにはやはり村ぐるみ、

町ぐるみのすべての団体、高齢者、婦人会、子供会、自警団、あらゆる団体を組織した中で

の本当の自主防災組織と、それに対するやはり指導いうのは団、消防署なりをしていただい

て、そして機材関係、またそういう部分は町の援助というような形で本当に災害が起こった

ときにどのような形で人助け、または避難するかという本当の自主防災組織に立ち上げてい

かねばならないと考えております。今この数字は、恐らく自警団という数字でございます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

山田議長 ありがとうございます。これをもちまして八代君の一般質問は終了いたしました。

ありがとうございます。 

 次に、松浦君の発言を許します。 

松浦議員 議長のお許しをいただきまして、２番議員、松浦が質問時間をいただきます。 

 傍聴席の皆さん、またテレビの前の皆さん、おはようございます。梅雨も間近になり、地

元では田植えの準備に余念がありません。 

 先ごろ新聞、テレビに所狭しと年金不払い５，０００万件、６０歳以上の方は２，８５０

人、また教育再生法案、ゆとり教育の見直し及び土曜日の授業の復活も騒がれる中、最近特

に人間としての自覚をなくしたかのような恐ろしい犯罪の数々を見聞きします。このような

もとはどこから来ると思いますか。それはやはり家庭のあり方だと考えますが、幼年期に一

番長く過ごす家族の世界が一番大事な時期と考えております。今の社会は、核家庭が多く、

親世代から競争社会に育ち、人より上に、人より幸せにと願うのはいつの世も同じですが、

知識の蓄積と科学の進歩によって経済成長という物質的な豊かさを得ることができた今、地

球温暖化現象に悩まされ、さらに人間の心の破壊につながっています。現代豊かな心を耕す

畑が少なくなり、人は物事にすぐキレる。今までに人が考えることのできなかった犯罪が起

きています。人としての心をどこかに置き忘れてるような感じにとれる。わかっていても無

視をする近年の事件簿を見詰めると、普通には理解できない不愉快な問題になっています。 

 間近に参議院の選挙が迫っており、世間では選挙戦、テレビのニュース、政治討論や街頭

論争も各党ともに他党への反論、あら探しばかりでうんざりします。国民の望む問題の解決

策は見えてきません。これも机上の空論にすぎないのでは、国民の皆さんががっかりします。

ここでもゆとりのある社会にしてほしい、ゆとりの心を取り戻したい、そう私は考えており
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ます。 

 そこで私は、大きく日本の国を担う青少年の教育についてお尋ねをします。鉄は熱いうち

に打てということわざがありますように、社会に迷惑をかけない礼儀を身につけさせてやり

たい。それが身につくしつけの場をつくりたいと願っています。 

 そこで学校教育のあり方について、家庭、地域、幼・園・小学生の力を合わせて連携した

幼児教育を望みます。通学時の下校の状況をどのように町として把握されていますか。ＰＴ

Ａの会合、保護者の参観日に家庭におけるしつけ教育の問題が徹底できていますか。一般町

民、住民に対しても協力を呼びかけ、子供あいさつ、マナー育成をするしかるべきではない

でしょうか。その所信を伺います。 

 次に、町民の安全な生活を守る施策について。定期的な町環境整備は行われていますか。 

 １点、馬見中５丁目と畿央大学西側に真美ヶ丘交差点での事故が多発しております。事故

多発の原因は、追及はどうなっていますか。住民の声を聞いておられますか、また聞いてく

ださい。 

 ２つ目に、馬見南２丁目のバス停近くの信号交差点、梅ぞのの歩車分離式信号設置につい

ては住民の切なる切望の声があります。横断児童数は１５７人です。また、ヤオヒコの信号

は現在申請中のようです。これは答弁は結構でございます。１回目の質問を終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ただいま松浦議員からご質問がございましたので、お答えを申し上げます。 

 初めの学校教育のあり方につきましては、教育長が答弁をいたします。 

 ２番の定期的な町の環境整備は行われているのかどうか。いつも松浦議員は生活環境問題

について取り上げていただいているものでございます。 

 まず初めの馬見中５丁目の交差点でございますが、事故が多発をしている。その改良を考

えているのかどうかのご質問でございます。ご質問をいただいております畿央大学西側、馬

見中４丁目の交差点におきましては、平成１８年まで４件の死亡事故が発生しており、特に

記憶に残っておりますのは時効となりましたひき逃げ事件のあった場所であります。 

 今回ご指摘をいただいておりますのは、この交差点を右折れする場合に中央分離帯の擁壁

の位置と高さではないかと思われます。これに関しましては、エコール・マミから直進して

きて右折れしようとした際、擁壁がドアに隠れてしまい見えなくなった折、また右折の際に

直進してくる車を回避するため内回りになり過ぎる。中央分離帯の擁壁と接触事故につなが

っているものと考えられます。この問題につきましては、交差点に誘導ライン等を入れるな
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ど改良を検討してまいりたいと考えています。 

 次に、馬見南２丁目バス停南側の交差点でありますが、真美ヶ丘第一小学校の通学路とな

っており、歩車分離式信号機の設置につきましては地元学校、交対協の皆さんとも協議しな

がら高田警察署との調整を図ってまいりたいと存じます。以上のとおりでございます。 

山田議長 次に、教育長。安田教育長！ 

安田教育長 松浦議員の質問事項１、学校教育のあり方、小学校・幼児教育について家庭・地

域・幼稚園が力を合わせて家庭や地域と連携した幼児教育をというご質問でございます。 

 通学時の児童のマナーについてお尋ねでございますが、登校の際には右側を２列で歩くよ

う指導しております。また、子供たちのあいさつ励行につきましても徹底を図るべく、いろ

んな機会を通じ指導しているところであります。学校を離れての家庭などでもあいさつので

きる、マナーが守れる子供たちを目指し、区長、自治会長を初め各種団体、老人会、婦人会、

民生児童委員等ボランティアの方々やシルバー人材センターの立哨時にも言葉をかけるなど

マナーの向上に向け取り組んでいただいております。さらに学校で、家庭で実践できるよう

保護者会、参観時の保護者に再三再四呼びかけてまいりたいと考えております。議員の皆様

も子供を見かけたら子供の目線で立ち、笑顔で積極的にあいさつをしていただけるようお願

い申し上げます。以上でございます。 

山田議長 ２回目の質問受けます。松浦議員！ 

松浦議員 今、町長初め教育長の答弁に本当に明確にはっきりとわかるご返事をいただきまし

て、ありがとうございます。 

 私の体験したことを少し聞いていただきたい思います。毎月立哨時に見る実態ですが、道

幅いっぱいに広がり話をしながら登校している。悪い癖として、先生方が見えたときだけは

あいさつもでき、また歩行もできる。あいさつにしても一部の子供は自分から積極的にあい

さつをしてくれます。しない子供の方が多いです。これは日常における家庭の習慣が身につ

いていないと思います。いよいよ幼児教育の総合化を早急に進めていただいてはどうかと。 

 行われているとも思いますが、４月２日の教育新聞にこのような記事がありました。社会

福祉連携、子育て支援と題がつけられていました。私が共感いたしましたので、読ませてい

ただきます。これは大阪の件ですが、大阪市立真田山幼稚園は、社会福祉協議会の会長や主

任児童委員、地域のボランティアが中心となり未就園児とその保護者を対象に子育て支援サ

ークルバンビを実施している。月１回ずつ実施するバンビの活動は、幼稚園の遊戯室で子供

と保護者が遊ぶほか家庭児童相談員による子育て相談や消防署員による救命講座などを実施、
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そのほかにも警察署や小学校の生涯学習ルームなど地域のさまざまな機関が協力している。

こうした試みによって、子育てをしている人が地域の人とともに子育てを楽しめる環境づく

りができた。朝倉園長は、今後さらに幼稚園が地域の幼児教育センターとしての役割を果た

すためには場所や人材の確保が必要とし、行政からの予算面での支援を訴えています。やは

り最終的には町の行政のご支援を仰ぐことになります。それで教育長、よろしくお願いしま

す。 

 そして次の真美ヶ丘、畿央大学の件で、ちょうど本当に数字的にも私の考えている数字を

述べていただきまして、ありがとうございます。 

 先月の初めにその現場へ行って写真を写してまいりました。これをまた写真を添えてよろ

しくお願いします。ひとつよろしくお願いします。終わります。 

山田議長 以上で松浦議員の一般質問は終了いたしました。ご苦労さまでした。 

 次に、乾君の発言を許します。どうぞ。 

乾議員 山田議長のお許しを得て登壇し、一般質問いたします。１０番、乾浩之です。 

 傍聴席の皆様、改めましておはようございます。 

 今回は、４項目、１０点の質問通告しておきましたので、ご答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 １項目め、通学路の安全確保について３点質問します。 

 まず１点目、通学路指定に伴い関係機関には数々のお世話になっていることと思います。

通学路の定義と一般道路との違いについて聞きたい。私は、４月から毎朝自発的に安全パト

ロールのたすきをかけて児童の登校指導をするようになり、毎日１．８キロの通学路を児童

と一緒に歩いています。登校時には通称本通りに各枝の通学路から集中しますので、児童の

歩行面や安全確保のために伺いたい。 

 ２点目は、本通り約１．５キロ、朝７時３０分から８時３０分、車走行の時間規制の適否

を聞きたい。 

 ３点目は、きょうまでの児童の叫びの中に秘められている願いを３つお知らせし、通学路

の安全確保と広報活動の善処を要望します。 

 １つ、対向車が来たとき端歩きにくいで。これは路肩の傾斜しているので。 

 ２つ、踏切で、わっ、ぼこぼこ道や。踏切のまくら木が浮いているので。 

 ３つ、町並みで車が駐車していて右側通行できずセンター寄りの歩行のなるとき、ひやあ、

冷やっとするわ、危ないな。家の前の駐車。 
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 たった一つしかない命を守るため通学路の総点検、広報活動の善処をお願いいたします。 

 以上、１項目めは終わり、２項目めの地域活性化のための４点質問します。 

 １点目は、県第２浄化センターの運動場に盛り土のまま長期間放置してありますが、運動

場の有効利用に努力してほしい。 

 ２点目は、自転車・歩行者専用道路かつらぎ道の除草を定期的に実施する計画の有無を聞

きたい。 

 ３点目は、はしお元気村直売所の経営は順調にいっているのですか。 

 ４点目、役場西側の出の土地活用について聞きたい。 

 質問する前に、私の個人的な素朴な思いとして３つ所見を述べます。 

 １つ、クリーンセンター内の南側に空き地があるのに土地取得に約１億８，０００万もか

けなければならないのか。 

 ２つ、防災センター及びシルバーワークプラザ用地取得の必要性、利便性、機能性、多目

性についてもよく理解できますが、５年５億５０人削減計画との関係が理解しにくいです。 

 ３つ、常々変だな、おかしいなと感ずる点の多いのは、経過説明や要因、提案発生時の協

議、討議不足からだと思います。 

 以上、３点の私見を含め出の土地利用についてを聞きたい。 

 以上で２項目を終わり、次の３項目め、上下水道の水質検査について２点お聞きします。 

 １点目は、町としての基本的な水質検査の実施計画を聞きたい。 

 ２点目は、南郷貯水場からの水道水が最近手が荒れる、味が悪くなったと言われているが、

何か原因があるのですか。 

 以上、３項目を終わり、最後の４項目めは、さきの３月定例会でのご答弁にありました、

すなわち大場・百済のゴム井堰の今後の修繕等に対して町としての対応について検討してい

くとのご答弁、その後の進捗状況をお聞かせください。 

 なお、通告しておきませんでしたが、広瀬地区に実施していただいています公共交通意向

調査のその後の進捗状況もお聞かせ願えませんか。 

 以上、長々１１点にわたりましてのご清聴に厚くお礼申し上げ、壇上での質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ただいま乾議員から４項目１０点のご質問でございます。 

 乾議員は、毎日子供たちと一緒に安心・安全のために通学をされている、子供を誘導なさ
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っているわけでございまして、小さな子供たちの水筒も一手に引き受けてお持ちをいただい

てる姿を見て頭の下がる思いでございます。地域の安全対策にご質問をいただいております。 

 通学路の安全確保につきましては、教育長がお答えをいたします。 

 ２番の地域活性化のための第２浄化センター運動場の有効利用、このことについて申し上

げたいと思います。 

 奈良県では、汚水処理に関する全体計画を実現するために平成１８年３月に現在の事業計

画について認可を受け、平成２２年度末までの予定で施設整備が行われています。 

 議員ご指摘の管理棟と駐車場の間の箇所は、最初沈殿池、反応槽及び最終沈殿池が建設さ

れることとなっており、平成２２年度末までに現在建設済みの同施設とあわせ全体計画の約

５０％までの整備が完了する予定であり、現在既に事業進捗中であると聞いております。 

 さらに平成２３年度以降については、現在取りまとめ中の大和川流域別下水道整備総合計

画の変更を受けて二、三年をめどに県の全体計画が見直され、平成２３年以降の事業計画が

策定され、認可を受けることとなっています。 

 県としても計画の見直し作業中の現時点においては土地利用計画を立案することは難しく、

次期の事業計画が策定され、その計画に基づいて必要な施設と用地を見きわめていくとのこ

とであります。 

 その結果、当面施設建設を行う必要がないと見込まれる用地については、有効利用のため

の検討をされることとなりますので、本町といたしましてもその時点において県に対し要望

を行ってまいりたいと考えております。 

 地域活性化のための自転車・歩行者専用道路かつらぎの道の除草についてでございます。 

 町内の公園、街路等の公共施設の維持管理業務については、サービス公社に委託しており、

安全・安心で美しく、また利用増進を図るよう努めています。 

 自転車・歩行者専用道路かつらぎの道は、町が管理をしており、作業についてサービス公

社に委託管理をしております。作業内容は、中高木の剪定年１回、低木の剪定年２回、除草

は年５回、地内の道路清掃が年１２回となっています。 

 町としては、現在の管理以上は諸般の事情により無理があり、地域の人が自分たちの地域

をきれいにしていこうという機運や意識を高めていただくよう今後、自治会等に働きかけて

いきたいと考えております。 

 次に、はしお元気村の直販所の経営は順調にいってるのかどうか、ご質問でございます。 

 青木議員に昨日お答えをいたしましたとおり、近隣市町村の売り上げを大幅に上回ってい
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るところから順調な滑り出しであると考えております。 

 また、生産者の朝市出品物に対する販売状況に関しましては、出品物がほぼ完売になる状

況であることから販売手数料として売り上げの１５％を徴収させていただいているものの出

品登録者については現在の７０名からさらに１００名余りに増加する状況にあります。 

 さらに消費者の方々からは、安全・安心で新鮮なものを安く提供いただいていると喜んで

もらっており、出品農家におきましても農業に従事することへのさらなる励みになるものと

確信いたしており、今後、町といたしましてもさらなるアピールに努めてまいります。 

 次に、役場西側の出の土地活用でございます。 

 ご質問の役場西側の株式会社出所有地の土地活用につきましては、来庁者にご迷惑をかけ

ておりました駐車場用地として、また一部をシルバーワークプラザとして借用しているとこ

ろであります。役場の書類倉庫及び資機材倉庫が十分でなく、一方では万一の災害発生時に

役場庁舎に隣接しているための利便性を生かした町の防災拠点となる防災センターとして活

用するにはこの土地は最適地であると判断させていただき、過日の臨時会にも事前協議を、

そして当定例議会において用地取得予算案を上程し、審議を賜りたいのであります。 

 その施設概要といたしましては、４月の全員協議会におきましてご説明させていただいて

おりますが、災害時の資機材や生活必需品、医薬品、燃料類、飲料水及び応急活動用資材等

を備蓄するための倉庫並びに会議室、さらに空き地を利用しての初期消火訓練や操法訓練用

地として計画的に整備をいたしてまいりたいと考えております。 

 次に、上水道の水質検査について基本的な実施計画を問われているものでございます。 

 答弁といたしまして、各家庭に給水しております水道水は、水道法で検査が義務づけられ

ております水質基準、水質項目、水質管理目標設定基準に従った検査を実施しているところ

であり、常に安全で良質清浄な水であることを確認いたしております。 

 実施いたしております検査でございますが、水道局におきましては毎日蛇口から採取した

水の残留塩素、濁度、色度の検査を職員が専用試薬を使って検査するほか、例月検査として

給水施設並びに末端の蛇口から採取した水を奈良広域水質検査組合に持ち込み、水質基準項

目のうち一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ値、味、臭気、色度及び濁度とか

び臭発生時期の臭気物質項目検査を、さらに３カ月検査としてシアン化物イオン及び塩化シ

アンほか１５項目についての検査を依頼しております。 

 これらの水質検査の結果につきましては、いずれも法で定められた水質基準値内でありま

す。 
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 今後における水質につきましても各施設、設備の整備に努め、さらに安全で良質清浄な水

の供給を目指してまいります。 

 次に、上水道の水質検査で最近手が荒れるとか味が悪くなったとか、いろいろ意見がある

ようでございますが、何が原因があるのかというご質問でございます。 

 さきのご質問でもお答えしましたが、安心して飲んでいただける安全で良質清浄な水を供

給することに細心の注意を払っており、現在の配水場につきましては自己水の原水を南郷浄

水場で浄水した後、真美ヶ丘配水場へ送り、配水タンク内において吉野川水系の県営水道の

水とブレンドし、真美ヶ丘配水場から町内全域に給水しているのと、大野配水場ではさらに

宇陀川水系の県営水道水を一部受け入れ、給水いたしております。 

 現在の南郷浄水場は、深井戸を原水として浄化する施設であります。ご質問のように南郷

浄水場から各家庭へ直接配水する設備にはなっておりません。 

 また、お申し出のような手が荒れる、味が悪くなったとの苦情は聞いておりません。 

 なお、せんだって広陵町内の小学生４年生の児童が社会科の授業の一環として南郷浄水場

を見学されましたとき、浄水場で水道水を飲んでいただきました。そのときの感想として、

おいしい、甘い感じがすると大変好評でございました。 

 次、大場・百済のゴム井堰の今後の修繕に対して町の考え、進捗状況を聞きたいという質

問でございます。 

 前回お答えしたことの経過についてお尋ねですが、大和平野土地改良区に対しまして分水

を利水するためのものであり、その井堰がなければ利水できない、その修繕について補助す

ることを考えてほしい、その旨を申し入れておりましたが、地元から具体的に申し入れがあ

れば検討するが、補助できても軽微な修繕に対し地元負担金の１割程度しかできないとのこ

とでございます。町としては、農業施設整備について近隣市町村の実態を確認し、適切な補

助をするべく検討しているところであります。以上のとおりでございます。 

山田議長 次に、教育長！お願いします。 

安田教育長 乾議員の質問事項１、通学路の安全についてでございます。 

 通学路は、通学区域内の一般道路の中で安全に通学・通園ができる道路を指定したもので

ありますが、町内には隘路も多く、危険な箇所もまだまだございます。毎年各学校では、Ｐ

ＴＡとともに危険箇所の点検を行っており、改善の要望については対処していただいている

ところでございます。 

 議員指摘の時間規制等につきましては、迂回路等の問題が生じる場所もあると思われます
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ので、警察と協議しながら進めてまいりたいと考えます。 

 不法駐車につきましては、交通安全対策協議会にお願いし、特に通学路については不法駐

車を一掃するために夜の指導もお願いしてまいりたいと考えております。子供たちの安心と

安全を第一に考えながら取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

山田議長 ２回目の質問受けます。乾議員！どうぞ。 

乾議員 大変詳しい答弁いただき、ありがとうございます。 

 先ほど教育長がお答えになった通学路の安全確保についてですねんけども、その通行規制

が警察と協議していくという答弁いただきましてんけども、それは７時半から８時半までの

間で大体子供は学校に着くんですけども、その間に車いうて、そんなに量的に、台数的には

すごい台数はないんですけども、いつも来る車は当然決まってるんですわ。何台かいうのが

ね。だからそれをその人らにというんか、広報でもできるだけその時間帯は遠回りかちょっ

と避けて通ってくださいよとか、そういうふうな要望、話しかけですか、そういうのしてい

ただいたら別にそういう大それたこともする必要もないと思うんですけど、いや、うちの前

やからそんなん通行規制されたら大変やと、うち出られへんがなとか、そんなまたおかしな

方向の展開になってきたらもうだめやから、そやからその５人、１０人、１０台、２０台も

ないと思うんですけど、ただそれだけの人らにわかっていただいたら、ほんなら１台でも減

ったいうことは事故率がやっぱり低下するいうことで、私はそういう願いを言ってるんです

けど。 

 それとそれに対しての、答弁よろしいですけど、町長の家、場所言うのも失礼ですけど、

西側の踏切のあるとこですけど、あこは意外にちょっと狭いんですわ。今まではアスファル

トを１層、２層、３層、４層ぐらいしてるんですかな。そやから横のＬ形がいやにあんねん

けど、そこだけ富士山形のアスファルトが上がっとる。そしたら子供がどうしても歩いたら

こういう形になってしもうて、どうしても歩きにくい。どうしても真ん中寄りに歩く。そこ

にあこがちょうど変則になってしもうとるから、車がばんばん来る。ほんならもうたちまち

立ち往生なって、危ない可能性が大ですから、あの辺をちょっと切削するとかもう一度やり

直すとか。ずっとそれまた歩いていってたらちょうど信号の手前まではそこそこ水路がきれ

いにできてんですけど、大体１０メーターぐらい手前かな、信号の手前、原さん宅ぐらいの

前からちょっとまだ溝が完全にできてないんですけど、その辺もできるだけ早くしてもうた

ら、あこもずぼんともう気持ちよく歩けて、いつも右寄りや、右寄りや言うて右端走行で、

それでまた先ほどの松浦さんの言うようなおはようございます指導を私もやってるんですけ
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ど、そういうことは可能なのか、またやってもらえるのか。 

 それとまくら木も昔のまくら木ですから盛り上がってもうへっこんで、歩いたらとんと動

いて子供もはね上がるような状態になっておりますから、その辺をできるかできないか、ま

た答弁のほどよろしくお願いします。 

山田議長 道路管理の方の質問ですが、都市整備部長！ 

森田都市整備部長 道路のＬ形の未整備の部分につきましては、計画しておりますので、また

早い時期に整備させていただきます。あれは萱野の信号までの手前１０メートルほどの部分。 

 それから萱野のとこの踏切のまくら木は、最近近鉄が修繕したように（「いやいや、して

ない」の声あり）するなら計画してますわ。もう近々すると思います。 

 それから道路の舗装の上塗りということで結局３層も４層もなってるということで、なか

がかまぼこ状態になってるということですので、それはまた検討はさせていただきます。 

山田議長 じゃあ、３回目、どうぞ。 

乾議員 ひとつその辺はよろしくお願いしときますわ。 

 次は、活性化に移ります。先ほど第２浄化センターの運動場の有効利用ですけど、もうあ

れ長年、私も百済から大場の方に移転させてもうてから、もう４年、５年になるんですかな。

だけどそれまでもずっとそのままの状態でほったままになってましてんけども、ここ最近あ

の中に公園あんのがやっとわかりまして、今までだったらこっちの方公園行ったり大場の公

園行って遊んでましたけど、あこにもいい器具もあって、いろいろ公園という形になってる

んですけど、それ全然気つきませんでしてんけどね。ほんで入りたいねんけども、どうして

ももうぐるっと回って表の入り口から入っていかなだめなような、裏にもあるんですけど、

そやけどそれはいつも開放されてないんですわ。人間歩いては行けんねんけど、車は通って

入れない。ほんで車を置いて、その公園行きたいねんけど、車はプールのとこへとめて歩く

のがまた異様に長いこと歩いて公園まで行かなあかん。その辺のことももうちょっと考えて

もらえんかなと。 

 ほんで土曜、日曜なったら、あの中の盛り土の中で、残土の中で箸尾、ちょっと名前忘れ

たけど、野球チームが野球やってはるんですわ。周りも草まめしで、バックネットも一応こ

しらえてやってはるんですけど、やっぱりそんな４年も５年もあんな状態でほったんだから、

だれかがあれをならして土出したったらもっと１面、２面なんの違うんかと。なぜそういう

のわからへんのかなと。私もそれは県というのと町というのも全然境目のわからんかったか

ら、これは広陵町は何しとんねやと思っててんけど、よく調べたら県やと。そやから県の方
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にまた指導していただいて、また働きかけしてもらって、今２２、２３年ですか、今後そう

いう工事していくんかわからへんけども、それまででもいいからちょっとならして見ばえの

ええようにしてサッカーでもできるような状態できるようにしたってよという働きかけをし

ていただきたい。ちょっとその辺をよろしくお願いします。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 おっしゃいますように町の所有ではございませんので、県の所有ですので、

県の方に一応そういう働きかけはさせていただきたいと思います。ただ、県も今計画中です

ので、なかなか応急的な対応をしていただけるかどうかというのはちょっと疑問はあると思

うんですけども、できるだけその地域の住民が利用できるように何とかしていただくように

また働きかけはさせていただきます。よろしくお願いします。 

山田議長 どうぞ。 

乾議員 じゃ、よろしくお願いします。 

 それとはしお元気村の直売所の経営はと。きのう青木議員の質問にもありまして、いろい

ろ詳しく説明いただきましたけども、今後それが順調にいって、また清掃センター絡みいい

ますんかな、広瀬地区の方でまた直売所をするという話は以前から聞いてるんですけど、今

のはしおの元気村で直売所が成功したら当然向こうにも行くというふうな予定を組んではん

のかなと思いますねんけど、これがもし、どこまでが成功でどこまでが失敗やいう線もあり

ますやんか。どこまでもうかったらええわと、いやいや、ここだったらあかんわというその

線というのは決めてあんのかなと。人件費も払うていろんなことやってマイナスやったらや

る必要はないわな、これ。当然広瀬でそんなん立ち上げる必要もないわな。その辺をもっと

やっぱり計画性を持って、やはり口頭で気軽にやりますよと言うのは簡単やけど、実際でき

るのかという話になってきたときにできる言うたやないかいということにならないように私

はもっとやっぱり計画性を持ってやってもらいたい。 

 それと役場西側の出の土地の件ですけども、資料請求していただきましてんけども、今ま

でから借地料、いろいろ改造費と合わせて約１，８００万、２，０００万ほどのお金がかか

ってるような、１，９８０万弱ぐらいの金額が、シルバーワークプラザの事務所移転改築工

事費で１，４７０万、合わせて１，９００万ですか、ＡとＢ足して、その資料をいただきま

してんけども、そこで初めは、もともとはあれは役場の職員が車をとめんのに借りたいとい

う形で私らは聞いてましてんけど、初めは、それがどこからどういう展開になったんか知ら

んけど、シルバーの人たちがそこでワークプラザの事務所という形で持ってきた。ほんで今
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度は、もう防災のセンターにしようと。こんなんもう私としては、これ行き当たりばったり

の形でやってきてんのかと。全然計画性がないの違うんかというように私は思うんですけど

ね。 

 それとクリーンセンターに今清掃センター新しく町長、町内の皆さんのおかげであれは立

ち上がって、喜ばしいことですけども、今後先、多目的、プール、いろんな構想はあると思

います。せやけどもこんだけ財政赤字になっていく。これ２２年、２３年になったらまたい

ろんな償還していかなあかん、お金も返していかんなん中で、あこに土地あんのに何でそこ

を買うてまでいかんなんのと。あこでシルバーワークプラザ、防災センターを立ち上げれば、

その隅言うたらおかしいけど、やればええもんも建つし、いきにいくもんができると思いま

す。今こっちのを改造してお金をかけて、まだ震災に大丈夫かというような建物、古い建物

やのにこっち建てたら、１億出しゃあそらすばらしいええもんができると思いますわ、しっ

かりした。ほな２億のうちの１億残ってきますやんか。この１億でまた今いうふしに、今度

また戻りますけど、ゴム風船井堰お金が出やいんのだったら、そこに出してやってくれたら

ええねやん。その１億余った金を。もっとやっぱり町民のために町はこうしたい、ああした

い、勝手にばんばんばんやっとるわと。それはだけど私らの住民の声は全然聞いてくれんや

ないかというようなことを皆住民は考えてはると思いますわ。せやからそこをもっとやっぱ

り検討してもうて、むだなお金を使わんとあるもんを使うて利用していったらいいの違うか

と。私らかて大場に住んで、大場の公民館雨降って屋根はもうぼろぼろや。クロスもぼろぼ

ろになってきとる。これ直してよて。いや、お金要るがな。町の方から今までやったら直し

てくれたけど、いや、もうこんなお金ないんでと。これから村のお金で直してくれと言われ

るやんか。こんな金なかったらしゃあないがな、辛抱しようやないかと。雨漏っとるけど、

どないかできるやないか。クロス汚いけど、ふいたらええがな、みんなで張ろうよ、そうい

うふうなやっぱり倹約倹約してきているわけやん。せやのに何でやねん、何でそんなことす

るのというのが私の考えですねんけど、ちょっとひとつよろしくお願いしますわ。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 まず、はしお元気村の直売所の件でございます。具体的にまだどこ、どの線が成

功でどの線が失敗だという評価基準は今のところ持ち合わせてございませんが、このはしお

元気村は広瀬での直売所構想は新清掃施設の建設に伴う地元との約束でございますので、何

らかの形で実現させなければならないというふうに思っております。 

 ただ、無条件に直売所を設置するのかというとそうではございませんで、やはり地元に自
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主運営をしていただくということを前提に当初から話をしているものでございます。 

 地元については、赤字が出たらどうするんだという心配を町の方に投げかけておられます。

我々の考えているのは、自主運営で地元が販売員もボランティアで地元の方がされれば経費

はかからない。用地も施設も町で準備して、そこで生産されたものが販売されれば赤字が出

るはずはないということを申し上げております。そのためには地元の方にボランティアとし

て頑張っていただくということが前提でございますので、今後その方向で協議をしていかな

ければならないと思います。 

 元気村での直売所、これははしお元気村という施設でのテストケースでございますので、

これは直売所だけということではなしに、はしお元気村がにぎわいの拠点として人がたくさ

ん集まっていただける、その一つの材料として直売所もさせていただくと二重の目的を持っ

てございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから出の土地の件でございます。確かに議員おっしゃるとおり、多額の投資が必要で

ございます。 

 ただ、この役場に隣接しているということで近いということで、防災、震災あるいは水害

等が発生したとき防災の拠点であります役場に近いところに防災施設を設置をしたいという

ことで、今回ご提案を申し上げているわけでございます。 

 ただ、経過の中では、かなり説明がころころ変わっているという点についてはご指摘の点

はあろうかと思いますが、この出の土地は、もともと農協の方からこの土地を役場に近いの

で活用されてはどうですかという提案を早い時期にいただいておりまして、いろいろ活用方

策を町内部で検討をさせていただいておりまして、先ほど町長も答弁で申し上げましたよう

に役場にお越しいただく方の駐車場も非常に不足している、また職員の駐車場も足りないと

いうことから、まず借用をさせていただいたものでございます。 

 それからシルバー人材センターのシルバーワークプラザにつきましては、シルバーの活動

を強化したいというシルバー人材センターの方からの問いかけもございました。なかなか新

設をして、それを設置するというのは難しいということから幸い出の建物を改良・改造すれ

ば格安、割安に整備ができてシルバーの方にご活用いただけるということで昨年度の予算で

提案をさせていただいてご可決をいただき、整備をさせていただいたものでございます。 

 クリーンセンターの南側の用地については、地元と整備について約束がございます。この

土地は、新清掃施設の地元対策のために地元だけではなしに町民皆さんがご活用いただける、

さらにそれも町の財政支出が低く抑えられる方法について今後議会の方ともご相談申し上げ
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ながら整備を進めてまいりたいというふうに思います。 

 経費の削減、節約については、当然のことでございますので、いろいろなご意見を今後も

ちょうだいいたしたいというふうに思います。 

山田議長 次に移ってください。どうぞ。 

乾議員 もう３回目やね。それやったら次は、上水道の水質検査ですけど、答弁の中で、まず

い、味が悪いとそんなんだれも言うてない、手が荒れる、そんな苦情は聞いていませんと答

えいただきましてんけど、それは私が聞いてるわけやから、私が聞いたわけ。聞いてそうい

うぐあいに言うてんねんけど、やはり味かて、食べ物かても一緒やんか、食べておいしい感

じる人もいはあるし、ちょっとおかしいなと思う人もいはあるよ。そやから私は、そのこと

を言うてんの違うて、今後、この前は３月は下水道の値上げ、住民の人に協力してもうた。

今後またこの先上下水もいろんなことで値上げとなっていくのに対して、こういうことがな

らないように、やはり事前に検査もしてちゃんとしてます、おいしい水を飲んでもうてます

というようなことをしていって、今度値上げお願いします、それやったらええよ。何もして

ないわ、値上げ値上げとそう違うて、私はやってますよ、水の方もやっぱり力入れて高いお

金払うて検査もしてもうてます、おいしい水ですよと言うてもうて値上げという形に持って

もうたらええと思う。それだけでいろんな人にお会いしたら水どうですかと。いや、手荒れ

んねんていうて言わはる人もいはるし、いや、何もないでと言わはる人もいはるから、私は

今このたびこういうような質問させてもうてんけども、今後そういうことないように定期的

に検査さえしていただいたら、やっぱりそのことがまた皆さんの耳にも、いや、ちゃんと検

査しとるから大丈夫や、広陵町水はおいしいで、一応ブレンドもしとるけどもということで

納得してもらえると思います。 

 それと次の質問の大場・百済の井堰のことですけども、今の答弁の中に村の方から要望が

上がってきたら、たとえ１割でも負担するという答えいただきましてんけど、そやったら初

めからしたってくれたらええねやんか。上がるとか上がらんの問題違うて、出るもんは出し

たってくれたらええねやんか。その答え、あれはおかしいと思うわ。要望が上がってないか

らしない。そんなん違うやろう。出るもんは、補助の対象になるもんはしたってくれたらえ

えねやんか。地元からの具体的な申し出があれば検討するが、補助も出てもしれた１割程度

しか出ない。そやったら初めからあんのやったら出したったらええねやんか。こんな話も出

えへんやん。何でそんなん、それを初めに、こんな話になる前にだれかがこの理事者側は聞

いてるはずや。風船のことに対して、ちょっと何かできないのかなと。村からお金もないし
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補助してもらえんかいう話は聞いてるはずやて。何でおれんとこ耳入ったんよ。そういうこ

とは役場に言うてもあかんから言うてくれいう話やんか。そやからこんな話を先したったら

ええねや、初めからあんのやったら。よろしくお願いしますわ。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 済みません。井堰の補助については、私も地元の区長さんから直接要請を受けま

して、担当の方に補助制度をあるかないか確認をさせていただきました。先ほど町長が答弁

を申し上げましたのは、町よりも大和平野土地改良区という別のところから補助をしてもら

うべきではないかということで担当部長が大和平野土地改良区と協議をしたところ、軽微な

修繕であれば１割程度の補助は出せるという回答があったわけでございます。ただ、その軽

微な修繕のみで１割程度で地元は納得していただけるのかどうか、経費もどの程度かかるの

か、そのあたりがまだ定かではございません。今後、町において地元と十分に綿密に協議を

していきたいと思います。 

 ただ、こういった井堰は基本的には維持修繕については地元がするということで過去から

進めております。大規模にやりかえなければならないというときは、初めから地元負担１割

あるいは２割で、それ以外は国、県、町の費用で建設をするということで、建設後について

は地元で維持管理をお願いしたいというのが基本でございましたが、今回の広瀬川の井堰に

ついてはそういった軽微な修繕ではない、つくりかえるぐらいの費用がかかるという区長さ

んの思いがあろうかと思いますので、そのあたりどう支援するか十分町内部で詰めていきた

いと思います。大和平野に少しでも負担をしていただいて町が助かるのではないかというこ

とで大和平野聞いた結果の答弁でございますので、よろしくお願いをいたします。 

山田議長 乾議員！最後です。 

乾議員 最後になりましたけど、その辺よろしくお願いしときますわ。私もきょうはちょっと

エキサイトしてしまって、えらい申しわけありませんわ。 

 それと通告しておきませんでしたけども、私はいつもコミュニティーバス、巡回バス、い

ろんなバスを走らせてくれという要望でやってましてんけど、広瀬地区に実施していただい

ています公共交通の意向調査、その後の進捗状況をちょっとお伺いしたい。よろしくお願い

します。 

山田議長 総務部長！本来ならば乾君、通告どおりにしますけど、許します。今回だけです。 

植村総務部長 このコミュニティーバスの利用の部分のアンケート調査は、ほぼまとまりつつ

あります。これの部分は、前回もお答えいたしましたように議会に報告させていただいて協
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議をしていただきたいと思います。 

 ただ、この中で私自身が見させていただいた中で、やはり広瀬・百済地区におきましてか

なりの利用の要望が多岐にわたってるというような状況で、コミュニティーバス、またディ

マンドバス、またタクシーとかワンボックスバスと、そういう部分の利用の形がどのような

形で配置したらいいかというようなものと、また利用者の年齢から見ますと通勤、また通学、

そういう部分と、それとまた１６歳以上の方は通勤と、１５歳までは通学の関係、それとあ

と公共施設の利用、またスーパーなど、そういうものは多岐に分かれている中でどのような

形でお示しして協議をさせていただいたらいいかと、そういう部分で今後また議会の方と連

携を持って協議させていただきたいと思います。次回の議会でその分を発表させていただき

たいと思います。 

山田議長 水道局長から発言がありますので、発言を許します。どうぞ。 

大西水道局長 先ほど上水道の水質の件でご意見をいただきました。答弁書の中にありました

ように、水道局といたしまして施設の整備あるいは各施設の整備等最善の努力を払いまして、

できるだけ安全で正常な水を送ることに今後も細心の注意を払ってまいりますので、よろし

くご理解をいただきたいと思います。お願いいたします。 

山田議長 以上をもちまして乾君の一般質問は終了いたしました。 

 しばらく休憩いたします。１時１５分から行いたいと思います。よろしくお願いします。 

   （Ａ.Ｍ.１１：４６休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：１８再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

 次に、竹村君の発言を許します。 

竹村議員 議長のお許しを得まして、１６番議員、竹村が一般質問いたします。 

 政府の三位一体改革によりまして町の財政難により、平岡町長の手腕に感謝する一人でご

ざいます。 

 先日町長のあいさつに、災害は忘れる前にやってくるとのあいさつでした。そこで私は、

震災対策について質問いたします。 

 我々が最も恐れております東南海大地震、南海大地震は、もし発生すれば広陵町も震度が

４から６程度の地震が予想されて、大きな被害を受けることが懸念されます。広陵町の震災

対策について質問いたします。 

 イ、震災対策マニュアルは、災害を経験したほとんどの自治体は防災マニュアルには役に
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立てなかった、絵にかいたもちだと述べております。こうしたことから次のことをお伺いい

たします。 

 震災対策マニュアルは、いつ作成し、いつ見直されましたか。 

 ２番、震災対策マニュアルに基づいて、いつ訓練を実施されましたか、また今後訓練の予

定はありますか。 

 ロ、震災災害時の住民協力について質問いたします。 

 災害が起きたとき一番被害が受けやすいのは、災害弱者と言われる高齢者で、道路や通信

網が寸断され、広範囲に被害が出るのは必定です。その人たちを安全な場所へ誘導できるの

は、自治会の方々や住民の方々です。住民の皆様の協力なくして救助活動はできません。そ

こで次のことをお伺いいたします。 

 震災のときの住民の協力体制について、どのように考えていますか。 

 ２番、震災時の協力体制について区長会、自治会とも話し合っていますか。 

 ３番、各地区の自主防災と初動体制等について、もっと具体的な意思の疎通が必要ではな

いかと思われますが、いかがですか。 

 ハ、いざというときはもう手おくれに、その前に知っておくことが大切です。 

 地域の一時避難場所や家族が離れ離れになったときの集合場所、伝言ダイヤルの使用方法、

ライフラインや病院の緊急連絡先等が各家庭で記入できるような防災メモの全戸配布を希望

いたします。 

 次に、質問事項２、農業振興について。 

 内容。農業は、単に物を生産する場だけではなく、伝統文化をはぐくむ多目的機能も十分

評価されるべきであると考えております。河川の清掃も住民総出で実施し、自然環境整備に

協力していますことも評価されるべきであると思っております。また、海外農産物の農薬の

危険性が指摘され、安全・新鮮な農産物のニーズはますます高まっています。 

 広陵町は、農業の構造改革特区に認定されていますが、その後の具体的な活動や成果につ

いてお伺いいたします。 

 ロ、国の農業政策は、大規模農業中心になり、小規模農業は切り捨てるような政策です。

大規模でなければコストが合わないようになってきました。しかし、他地方では大規模農家

でもう拡大できないところも出てきていると言われています。農業の物を生産する農民本来

の持つ理想が失われつつあります。若い農業後継者の意欲が起きないような状況です。 

 そこで農業の規模の大小はありますが、何としてでも生産から撤退させないというこうい
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う努力を自治体はしっかりやってもらえなければ地域農業が崩壊することが明白だと私は思

っております。規模の大きな人も小さな人も収入が得られるような方策を考えていただきた

く、農業が生きていけるような施策をお願いいたします。例えば都市住民と農村の交流の事

業化等農業振興策全般についてお聞きします。 

 質問３、特別養護老人ホームについて。 

 高齢化社会が急速に進行していくとともに、特別養護老人ホームの入所を待つ高齢者やそ

の家族が深刻な状況にあります。医療制度の改革で介護医療型の廃止や医療型が大幅に削減

され、特別養護老人ホームへの入所希望が急増しておりますが、適時の入所が困難になって

いると、例えばパートを１カ月休んで何がしのお金を用意してやっと探した方がおられます、

聞いております。 

 そこでお伺いいたします。広陵町の特別養護老人ホームへの待機人数の把握されています

か。 

 ２番、急増する特別養護老人ホーム入所希望者のどのように対応されているのか、お聞か

せください。 

 特別養護老人ホームの施設建設を希望いたしますが、いかがですか。この３点をお願いい

たします。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 午前中は傍聴者が大勢おいでをいただいて、質問に立った議員さん、ひときわトー

ンを上げておられました。言葉にも活気があふれておりまして、特に乾議員、力がこもりま

して言葉にも迫力あふれてまして、私もすごさを通り越し、鳥肌の立つ思いで聞かせてもら

ってました。 

 竹村議員は、本当に冷静沈着のご質問でございます。３つの質問がございましたので、お

答えします。 

 広陵町地域防災計画は、平成１２年７月に策定し、平成１３年１０月に改定いたしました。 

 訓練の実施に関しましては、地域防災計画に基づき小学校区単位で地域防災訓練を平成１

４年に２回、平成１６年に２回、平成１７年と平成１９年に１回及び総合防災訓練を平成１

５年と平成１８年に１回実施しており、今後も毎年訓練を実施する所存であります。 

 また、本町の貴重な文化財を火災から守るため文化財防火訓練も毎年実施しているところ

であります。 

 次に、震災時の住民の協力でありますが、災害が大規模になるほど住民が主体となる消火
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活動、救出・救助・救護活動及び避難誘導が重要となり、本町においても昨年より大字・自

治会が主体となる自主防災組織づくりについて区長・自治会長会で県の担当職員の出席のも

とお願いと説明をしているところであります。 

 過日テレビ等で報道ありました国土交通省近畿地方整備局発表の大和川水系曽我川に係る

浸水想定区域図によりますと、おおむね１５０年に１回程度起こり得るであろう大雨による

曽我川がはんらんした場合に想定される浸水の状況は、本町の萱野を中心とする箸尾地域が

５メーター未満の浸水に見舞われることから、こうした災害対策も視野に入れておかなけれ

ばならないと考えています。 

 引き続き自主防災組織の重要性について地域住民の皆さんに理解していただけるよう、あ

らゆる機会を通じてご説明申し上げる所存であります。 

 また、本年度の主要事業として、災害時の避難ルートや避難所及びライフライン、病院な

どの緊急連絡を掲載した地震防災ハザードマップを作成し、各家庭に配布を予定しており、

減災にご活用いただけるよう周知してまいりたいと考えております。 

 次、２番の農業振興でございますが、竹村議員は農業振興に常にご勉強いただいています。

このたびもご質問をいただきました。構造改革特区活動の成果、そして農業振興の全般につ

いてご質問をいただいています。 

 まず初めの農業構造改革特区の認定による農業への効果でございますが、農業への参入が

容易にはなりましたが、現時点では希望される方が寡少な状況でございます。間もなく団塊

の世代と呼ばれておられる方々が本町でもご活躍いただけるものと想定しておりますので、

特区を生かした新規参入農家がふえてくるものと予想しています。 

 次に、振興策でございますが、ご指摘のように広陵町の農業は、全国的な傾向と同様高齢

化と後継者不足に悩まされております。今後の農業施策の中心は、農業の担い手育成である

ととらえまして、現在広陵町担い手育成総合支援協議会を立ち上げ、奈良県、中部農林事務

所、広陵町農業委員会及び奈良県農協などの関係機関と協力体制の強化を図りながら認定農

業者の育成指導、新規認定農業者の候補状況調査を実施するとともに、南郷地区のご努力に

より近隣では初めて設立された集落営農組織により充実した活動がいただけるよう後方支援

させていただき、他の３０余りの地区でも同様の組織化が図られるよう農事実行組合長及び

農業委員の皆様に県内外の先進組織をご訪問いただき、意見交換を図りながら、その必要性

や有用性について研修いただいており、やがて多くの集落地区の組織化が図られるよう努力

を続けております。 
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 また、女性農業者の育成を図るべく今年度から特別協議会の組織化を実施する予定で、女

性のパワーで地産地消への取り組みや直売所の盛り上げにご参加いただければと考えており

ます。 

 ３番でございます。特別養護老人ホームについてでございまして、老人ホームの待機人数

は幾らかということでございます。町単独での調査は不可能であり、広域的な名寄せ等が必

要となることから現在把握はできておりませんが、平成１４年度から１５年度にかけて県が

市町村と連携して県内施設を対象に実態調査を行った経緯があります。その際には、本町対

象者で入所希望４０名がありましたが、調査時点の内訳として介護老人保健施設に入所中で

ある方や病院入院中の方もおられ、実質在宅での待機者は１８名でありました。参考として

大和園の直近の入所申し込みは、在宅の対象者２２名の状況と確認しております。 

 次に、町としての対応は、真に住宅介護が困難な方については居宅介護支援事業所等を通

じて優先入所制度を活用いただくか、あるいは特別養護老人ホームに限らず、他の介護保険

施設である介護老人保健施設や介護つき有料老人ホーム等の施設系サービスの利用検討をお

願いする等で、地域密着型サービスの利用も視野に入れて、法改正に即した内容で可能な限

り住みなれた住宅での生活を基本としていただくように説明をさせていただいております。 

 最後に、特別養護老人ホームの施設建設のご提案につきましては、ご存じのとおり町内に

時期は未定ながら県において設置が許可となった介護老人保健施設２カ所の開所予定があり、

これは介護療養型医療施設の削減施策の受け皿となり得るものであり、高齢化の進行ととも

に増大する介護給付費の需要と供給のバランスを考慮したとき、既存施設と合わせると６施

設となり、本町においては必要十分な基盤整備と考えております。 

 この問題につきましては、県における施設整備の計画予定数もあり、平成１８年度に奈良

市で３カ所、近隣では大和高田市と橿原市におのおの５０床で１カ所ずつ、本年度に御所市

で５０床の新規開所があると聞いております。 

 なお、県のホームページで施設の概要等が開示されており、インターネットで介護保険に

関する必要な情報を容易に抽出も可能となっておりますので、参考までに申し添えます。以

上のとおりでございます。 

山田議長 ありがとうございます。では、竹村議員！２回目お願いします。 

竹村議員 震災が起きたときに高齢者が今、広陵町で５，０００人がおられるというようなこ

とを聞いておりますが、それを避難場所までどうして誘導していくかを一つお聞きしたいし、

また避難場所のあるところの設置を看板に上げてるかをお聞きしたいと思います。 
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山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 ただいまの竹村議員のご質問でございますが、公共施設での誘導の場所の部分

には立て札が立てております。 

 また、高齢者のどう誘導するかということでございますが、ことし民生委員さんがその独

居老人の部分の各大字におられるという形のマップを作成されまして、その部分を今後自主

防災組織の部分で同時に救出した中でその避難場所に連れていくというような形を考えてい

かねばならないという思いでございます。 

山田議長 ３度目、竹村議員！ 

竹村議員 そしたらうち東校区から避難場所まで、体育館と小学校になってると思いますねん

けども、そこまでの誘導するなににおいて民生委員さん３人でやっていけるかということで

すよね。それをどういうふうに、自治会、区長会でそういうことがはっきり決めたマップと

なにを示してもらわな、こんなんうちらでも区長さん２年交代でやってますやん。そうした

ときにこんな通じてなかったということがあっては大変やと思いますので、ひとつそこのと

ころを確認とっていただきたいなと。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 ただいまのご質問でございますが、ことし先ほども町長が申し述べました地震

の防災ハザードマップ作成しまして、その箇所に議員も質問されました防災メモという形で

住所、氏名、電話番号はもちろん緊急時の連絡先、避難場所、またライフラインの関係、そ

ういうものを皆掲載した形を各配布したいと思います。 

 そして今の部分、民生委員さんだけじゃなしに、やはり地域の自主防災組織の中でそうい

う場合にはだれが中心になってそのお年寄りたちを救出した中で避難場所まで案内するかと

いうような形をやはり各自治会単位でそれを想定した組織をつくっていただいて、消火活動

をする者、救出する者、また食料品を運ぶ者と、そういうような形を町主体になってやって

いかねばならないと考えております。 

竹村議員 ありがとうございます。 

山田議長 次に移ってください。 

竹村議員 次、農業振興についてお聞きいたします。町が進めておられます広瀬地区の直売所

をどういう考えでまだおられるか一度聞きたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 広瀬の直売所につきましては、先ほどもお答えしたとおりでございまして、まだ
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形態等も全く確定いたしておりません。はしお元気村で広瀬の生産者も中心となって出品を

していただいております。その経験を生かして今後どのように整備をするのか、どうすれば

いいのかというところを協議をして詰めていきたいという段階でございます。 

山田議長 ３度目です。 

竹村議員 ありがとうございます。 

 次、特養についてですけども、先日特養に入らせていただこうと思ったら何がしの金品を

持っていって入れてもらっておるというような老人がおられますので、そういうことのない

ように、ひとつどうにしたらいいかと、役場に申し込んでもなかなか当たらない。これはど

ういう結果でおくれるかということをちょっとお聞きしたいです。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 施設入所につきましては、現在申し込み順というふうなことで、町が関与

するということではなく個人が施設と契約をしていただくというふうな形で、町はそれに対

して相談等を、今、町長が答弁いたしましたようにいろいろ特別養護老人ホーム以外の施設

もございますので、そういうことでお話をさせていただいてるということでございます。 

 現在高齢化とか核家族化が進んでおります。当然老人の世帯とか、また老人のみの世帯、

これはふえてきているというのは十分に我々も認識はしております。そういうことで町とい

たしましても、やはり施設の要望ということも県内で進めていっていただきたいというふう

なことは県の方に要望してまいりたい、このように思っておりますし、今介護保険の第３期

の計画の中で特に地域でのというふうに考えております地域密着型の施設、こういうことに

つきましても運営協議会の中で検討して、その誘致等も考えていきたい、このように思って

おります。そういうことで特に特別養護老人ホームは、入所してからついのすみかと、亡く

なるまでの期間というので非常に長期でございますので、なかなかベットがあかないという

のが現状でございます。そういうことでご理解をお願いしたいと思います。 

山田議長 最後の質問です。 

竹村議員 そうしますと特養の場合は、無料ですか。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 費用負担というのはございます。一応一定の基準額の１割はご負担をいた

だくというふうなことになっております。（不規則発言あり） 

山田議長 竹村さん、もう４回目ですので、もう終わりです。 

 以上で竹村君の一般質問は終了いたしました。 
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 次に、吉岡君の発言を許します。 

吉岡議員 朝からは傍聴の方がたくさんおられました。午後からはもうだれも来られておられ

んのが特に寂しく思います。 

 その中で議長のお許しを得まして、私の一般質問をさせていただきます。私は、今回２つ

一般質問をさせていただきます。 

 １人傍聴の方が来られましたので。（不規則発言あり） 

 初めに、馬見川の改修工事の件でございます。 

 これはもう理事者の方は、私、何回も質問をさせていただいておりますので、内容的には

わかってくださってると思いますが、もう一度再度お話をさせていただきます。 

 私たちの馬見川というのは、西校区地区にありまして、一級河川、国の管轄と県が管理を

してると。町は実質関係はないというようにわかっております。その中で、私が議員になっ

て今で１２年目ですけれども、やはり何回かの水つきが起こっております。初めのころは馬

見川の改修、下のごみ等の改修をしていただければいいのかなと、議員の初年度の方はその

ように思っておりました。そのような質問をさせていただいて、あるときには県の議員の先

生方にも頼んで馬見川の改修はしていただいております。その中でも１度ですけども、町単

費で疋相地区の馬見川の改修をしていただいたこともございます。 

 その中で、約四、五年ほど前ですか、馬見川はどうしたらいいんじゃないかなというのを

都市整備部長の中尾部長にお話をさせていただきました。そのときに広陵町としては、治水

対策という中で２０工区全般にわたり考えておると。そんな中でいろんな話しした中で聞い

た中では、今のピエロ公園、時計台公園の地下に水路いうか、貯水のタンクをつくるという

こととか、西小学校もあったんかな、計画に、いろんな治水対策という計画を持っておられ

ました。ただ、それには膨大なるお金がかかると、そういう話をお聞きしました。その中で、

部長から一番馬見川の水を、特に疋相、大垣内よく水つきます。それを改修するには疋相の

ところから、松浦議員の家の近くですねんけど、ここには広陵町の下水のあれが通っており

ます。その水の量が３分の１ぐらいしか通ってないということで、そこへ馬見川の水を上の

約３分の１の抜いていただければ、その下流の方については水つかないじゃないかなという

お話を聞かせていただきました。 

 ただ、その下流、疋相地区、大垣内地区、平尾も安部も同じやと思うんですけれども、馬

見川がすぐにいっぱいになってしまいます、集中豪雨が来ましたら。そのときに馬見川でな

しで西側とかその東側の小さな溝、家の周りの溝ですね、それが馬見川に水がもうのみ込め
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ないという状況の中で、馬見川はもういっぱいになるんですけれども、それ以外のところの

溝いうか川が水つく、はんらんを起こすという状況ですので、できましたら馬見川の改修を

していただきたいというお願いをしております。 

 それで昨年ですねんけども、昨年もさせていただいたときに町長の答弁の中では、一応国

に対しても申請しております、補助金がつき次第やりますというお返事をいただきました。

僕は、自分の席へ返らせてもいただいて２回目の質問のときに補助金がこれ本当につくんで

すかと。もしかつかないときには町長、どうされますと言ったときに町長は、補助金がつか

ない最終的には町単独でもやらせていただきますというお話を聞かせていただきました。私

もそれを喜んで、ことし大垣内区の初寄り等のときに、それと大垣内地区の３月ぐらいに集

会ありましてんけども、そのときにも、そのときは町長も出席してくださいました、出席い

うか、ちょっとありましてんけども、そのときには町民のみんなの前に、町長もきょうきて

くださっております、その中で町長も約束をしてくださいました、馬見川の改修をしてくだ

さいますというお話をさせていただきました。その中で、今現状この馬見川の改修がどうい

うようになっておるのか。 

 これからほんでもうできましたらできるだけ早期実現していただきたいということで、計

画を今回できたら発表していただけないかなという思いで今回一般質問をさせていただきま

した。町長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 １つ目は、馬見川の改修は、あとまた２回目、３回目質問させていただきます。 

 ２番目に、広陵町健民運動場の件でございます。 

 一応１番、２番ということで利用状況、土曜、日曜、祭日、またナイターの状況。最近体

育いうか、スポーツをされる方がたくさんふえております。僕も今体育協会の役をさせてい

ただいておりますが、軟式野球の方もここ２年前ぐらいからチーム数がふえて、だんだん人

口がふえてきております。 

 ただ、少なくなってるゲートボール、老人クラブの方におかれましてはゲートボールは少

なくなっておりますが、グラウンドゴルフ、また今、町長がよくされとるパークゴルフ等も

ふえて、バードゴルフもされてる方もあるし、老人クラブの方もいろんな分野に競技がたく

さんふえて、そやけどその競技ふえるたびによく体育協会の方のクラブにちょっと入れてい

ただきたい、体育協会の方に入れていただきたいというお話があるんですけども、今のとこ

ろはちょっとまだ思案中ですねんけども、そういう中でたくさんの方が利用されてるという

中で、今、健民グラウンド利用状況を教えていただきたい。これ１点。 
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 それとグラウンドの整備状況ですねんけども、整備状況いうのは使用者の方が使われて、

その後の管理状況いうか、整備、また後の道具等の整備、それをどのようにされておるのか

ということを１点と、もう１点が健民グラウンド、水はけが悪い。特に体育協会とかいろん

な各種団体での大会、ソフトボール等も年間壮年の部とか、その年によっても大会を幾つか

されております。そのときに健民とか中学校も使われておりますけれども、健民をメーン会

場にされて開会式等を行われます。そのときに健民グラウンドは、ちょっとした前日集中豪

雨が、軽く雨が降れば、すぐに健民グラウンドの使用がしにくい状態に陥っております。 

 ただ、１回目の質問ですけども、健民グラウンド全面改修ということになれば以前北小学

校の改修のときにグラウンドの改修もされました。そのときの予算が僕覚えてる中で約１，

０００万かかったように思います。それであれば多分健民を改修となれば２，０００万、３，

０００万ぐらいは最低でも要るんじゃないかなという思いはあります。私は、今回この健民

に関しましては、そういうことを言うんじゃなしで、できるだけ今開会式すんのは特に東の

面の野球場のとこでございます。そういうところは特に水つく、今の野球のグラウンド使っ

ている３塁のベースのあたりとか、もうそのあたりが特に水はけが悪くて、一部改修でもお

願いできないかなと、これはお願いですねんけども、またそういう考えがありましたら答弁

のときに報告願いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。とりあえずは私の一

般質問終わります。１回目の。 

山田議長 ただいまの答弁に対し、町長、答弁お願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 吉岡議員から馬見川の河川改修、遅々として進まないことからいつも厳しいご質問、

督励をいただいているところでございます。今回現状報告申し上げたいと思います。 

 答弁は、馬見川改修については従来より県に対してお願いしているところであります。平

成１８年度及び１９年度で斉音寺地内を改修されています。また、高田川改修にあわせ安部、

平尾地内の排水対策として県道を横断し、高田川へ排水対策するための排水管も布設してお

ります。 

 町としては、馬見川改修については早く事業をしなければならないことは承知しており、

馬見都市下水路に接続して雨水の流れを分散する方向で広陵西地区の雨水排水対策事業とし

て国の補助事業に採択されるよう要望しているところです。 

 今後とも国、県、町それぞれ守備分担をしながら、町としてできるものは町として実施し

てまいります。 

 ご質問では現状報告と記されておりまして、壇上では整備計画を述べよと申されておりま
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した。公言したことは幹部職員一致した整備方針であることを再度申し上げます。有利な助

成を待っておりますので、いましばらくお待ち願いたいと思います。 

 教育長の答弁は、健民グラウンドについて教育長が行います。 

山田議長 では、教育長、お願いします。安田教育長！ 

安田教育長 吉岡議員の質問事項２、広陵町健民グラウンドの利用状況並びにグラウンドの整

備状況のお話であります。 

 ご質問の健民運動場の件で、まず利用状況でございますが、土曜日、日曜日、祝日の利用

状況につきましては年間を通じて一般の利用及び町体育協会、郡体育協会、県体育協会等々

の各種団体の大会等でほぼ利用は埋まる状況であります。特に最近グラウンドにサッカーゴ

ールを設置したところ土曜日、祝日は少年サッカーの利用が目立つようになってまいりまし

た。 

 次に、ナイターの利用状況についてでございますが、使用料が伴いますので、毎晩使用さ

れているということではありません。ナイターの使用可能期間は、４月から１１月までとな

っており、その間の利用件数は９５件で、月平均１１件から１２件となっております。ナイ

ターに関しては、土曜日、日曜日、祝日、平日に関係なくご利用いただいている状況です。 

 続いて、グラウンドの整備状況ですが、一般の利用者はもちろん各種大会で利用していた

だいた後は必ず整備していただいており、教育委員会事務局としても週１回は必ず整地を行

い、グラウンドの状況を良好に保っております。 

 また、グラウンド自体の整備に関しては、改修も含め昭和５８年度国体開催時に大規模改

修をしてからグラウンド内部の暗渠、排水、土の入れかえ等を含め現在に至るまで改修はい

たしておりません。今後グラウンドの改修につきましては、十分検討してまいりたいと考え

ております。以上です。 

山田議長 ２回目の質問受けます。吉岡議員！ 

吉岡議員 答弁どうもありがとうございました。 

 それでは、馬見川の改修工事の件で２回目の質問をさせていただきます。名指しで言うか

わかりませんけども、少しまた答弁をしていただきたいなと思います。 

 １つ目は、元中尾部長ですね、都市計画の、それが約束ではないですけども、こういうこ

とを考えておるということをお聞きして、それをできるだけやっていただきたいというので

補助事業にのせるというお約束をもう数年前からしていただいておりますが、中尾理事とな

られて、あと定年まで約１年１０カ月ほどしかないと思うんですけれども、その期間中にや
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っていただけるかいただけないか、この辺を１点。 

 それと町長に、町長がずっとこれついてくるところですんで、補助事業で、僕もそういう

ように思ってます、実際は。できたら補助事業でやれること一番いいことやと。ただ、今は

もう補助事業なかなかつきにくいということもお聞きしております。 

 その中で僕は、この馬見川というのは水つくというのは、緊急なやっぱりこれは工事でな

いかなと思います、仕事としては。馬見西校区、うちの家は丘陵の方にありますので、下の

方、今の馬見川と比べたら５メートルは高いところに家があります。だから西の方は全くそ

ういう心配ございません。馬見川の周り、それも西校区では一番件数が多いところですね。

やっぱり一番低いところは。その中で、この前５月の第２日曜日も大垣内露張りが終わりま

した。露張り、もう今は田んぼも減っておりますので、どぶ掃除のようなもんでございます。

ただ、西の方はほとんど砂が、土がない。どぶ掃除をしても、ほとんど東の方へ皆うちの場

合は、そういう丘陵になってるから、皆東へ流れるから、東の方はやっぱりそういう土が出

てくるのが多いという現状を見て、やはりこれは緊急性な仕事やないかなと。僕もこれ優し

いなと思ってるのは、５年も６年も前からお頼み言うてんねんけども、なかなか実行されな

いのは、やっぱり僕の力不足でありかなと。 

 だから僕は、今、町長が去年言ってくださったように補助事業でつかないときには町単独

でやってくださるという中で、もうはっきりと補助事業、あともう１年補助事業にお願いす

るけれども、それであかんときには単独でやるということを言えるんじゃないかなと。これ

はほかの事業もたくさん、ほかにもいろんなことたくさん、公園事業もあるし、いろんな事

業あると思うんです。これは公園事業とかいうのもたくさんの人が来られて、それだけのお

金もかかるし、やっぱりいろんな設備もせんなあかん、それもよくわかります。でも僕は、

この馬見川の改修いうのは確かに一番困っておられる方もおられるし、やはり地域の住民、

本当に苦しいあれかなと思います。 

 ですから僕は、もういつまでもこういうような国にお願いしてまいりますという返事はも

う要りません。しなかったらしないで、もう言うてください。町長がすると言った。僕もう

一遍それは自分の地域の方へ回らせてもうて、言うてんけど、ようしやんと言いますと、も

うそれでいきます。僕は、ほかの事業を差しおいてでもこの馬見川の改修はやっていただき

たい。まだ、はっきり言うてこれ疋相と大垣内と大分抜いたらましになると思う。 

 ただ、平尾の秀すしさんとかあの角田さんとこかな、あっこらはもういつも水つくから見

に行きました。あこもやっぱり小さなどぶ川というか、ちょっとありますけども、あこが始
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終水つくということ聞いてます。またそういうところも早くやっぱり改善しやならんのかな

と。特に北校区とか東校区とかはあんまり今まで水つきいうのは聞いたことない。（不規則

発言あり）ありますか。前から西校区と新田のとこもよく水つくということも聞きましたけ

ども、余りほとんどの校区では聞きません。それと真美ヶ丘でいうことはもう全くないと思

いますし。だからたくさんの事業をされてる中では、私はこれは優先やという考えでおりま

すので、そのちょっと返事をよろしくお願いをいたします。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 ご指名をいただきましたんで、答弁させていただきたいと思います。 

 吉岡議員と一緒にこの問題は以前から解消に向けてやってきたわけなんですけれども、何

年か前に私が都市整備部長のときに西校区全域の調査を行いました。あらゆる細い町の流れ

ている水路全部を拾い出しまして、どこからどこまで流れてる、どんな水路があるいうこと

を西校区全域の計画といいますか、現況を含めた内容を調査したわけです。そのころからい

わば事業そのものは単独で単費で始まっていたということでございますが、そのとき約１，

０００万近い費用で調査が始まっております。それを最終的に計画としては、先ほどからご

ざいますようにいろんな場所でバイパスをつくって、今完全に動いてない馬見都市下水路を

もっと活用させるという内容でつくっていこうという計画まではでき上がっております。そ

れを全体で事業費でいいますと、その西校区全域を完成させますと１１億という費用の試算

も出ております。ですが、その費用を一遍に投入するということ、これはもう今の状況では

至難なわざでございまして、議員がおっしゃるように肝心なバイパスの部分だけを先やれと

いうご指摘でございます。その部分もよく承知しております。それを何とか財政上スムーズ

にいくようにということで、雨水排水対策事業という名目で県の下水道課に何遍も今まで詰

めておったわけでございます。その中でその地区そのものが国の採択基準にうまく合致しな

くてなかなか補助事業として採択されなかったという事情がございます。その辺もよくご存

じであろうと思うんですけども、ならばそれでできない分は単独でしろということでござい

ますが、それはよく承知はしておりますが、今現在何としてでも国の補助採択基準に無理や

りでものせてもらうということで陳情を続けている状況でございます。都市整備部長、今、

森田部長ともよく連携組みまして国、県の方にもう一度お願いをして何とか採択をしてもら

えるように頑張っていく所存でございます。 

 また、それがあかんときはどうするのぞ、こういう話になるわけなんですけれども、目的

としては必ずお約束をしてますので、達成する方向でいくということは間違いございません
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ので、頑張っていくということでご答弁させていただきたいと思います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 約束をしたことが守られてないということでもございますが、今、部長申し上げま

したように、一生懸命あらゆる角度から詰めているわけでございます。せんだって総務省が

頑張る地方応援団ということで奈良県に来ていただきまして、我々の窮状を訴えたところで

ございます。いろんな角度で訴えさせていただいてるわけですが、この災害とかこうした事

業については応援プログラムの中で書けというように言われているわけです。こういプログ

ラムの中に入れてあれば災害のずっと僕の方で見るのではなくて、地方交付税の特別交付税

で見させていただくと、ちょっとまやかしみたいなところもあるわけですが、そういうよう

におっしゃってるわけです。土木部門で補助対象でなくても災害の部門で今年度から所要な

部門について訴えていきたい。災害整備対策の応援プログラムの中で入れさせてもらうので、

交付税で見てくれという形で今年度から訴えていきたいと思います。これもだめならもうい

たし方なく役所が責任を持たないかん、こうなるわけでございますので、篤と吉岡議員と相

談をしますので、地元にはそんな変なことを言わないで、信頼を回復さすのにもまた大変で

ございますので、どうぞ力を合わせてやっていきましょう。ありがとうございます。 

山田議長 １３番、吉岡議員！ 

吉岡議員 どうもありがとうございます。 

 ３回目ですね。 

山田議長 そうです。 

吉岡議員 今の答弁を聞かせていただいても、やっぱりまだはっきりどうなるとかというのは

なかなか難しい。確かに補助事業を充てるのは難しいというお話じゃないかなと思っており

ます。 

 ただ、私としては、もう期限を切っていただきたい。平成２０年度にやる、それもしくは

２１年度にやる。だからできましたらもうほんまに今一番思ってるのは、これから今度９月

議会まで、一般質問もう一遍します。そこまでに補助事業にのるようになるかならないか。

ほんで２１年度で単費でやるか、補助事業にのるか、２０年度に、その返事を欲しいと思い

ます。 

 それと僕、前に一番初めに単独でやるときには金額的に一応７，０００万ほどかかるよう

なお話を聞いております。私は、その辺はもっと町長がよく言われるように考えていただい

て、一応水を何ぼか、何分の１でも抜いてもうたらいいことやから、その工法としては、や
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り方としてはもっと考えていただいて、もっと金額下がるような方法は何ぼとっていただい

てもいいと思います。もうその辺でもできるだけやっていただきたいので、この９月をめど

にしたいと思いますので、その返事だけ最後お願いします。 

山田議長 返事要るか。まあ頑張りますと言うとけ。町長！ 

平岡町長 早速内部で協議をして、関係機関と協議をさらに始めていきたいと思います。もう

一つの角度ができましたので、その方で訴えていきたいと、そのように思います。 

山田議長 次に移ってください。 

吉岡議員 どうもありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、２番目の健民グラウンドの質問させていただきます。 

 本当にスポーツをされる方が、これ町民の方、特に真美ヶ丘校区の方がたくさんふえてお

ります。体協の方でも卓球とかバドミントンとか割と室内競技もふえていっております。 

 その辺の中で広陵町には西体育館とか、体育館等も真美ヶ丘体育館、中央体育館、北体育

館、東体育館、各グラウンド、今、東体育館の裏のテニスコートは改修もしてくださってお

ります。 

 その辺の中で一応今その設備等をどのような状況になっておるのか、わかる範囲で結構で

ございますので、教えていただきたい。改修、言うたら真美ヶ丘体育館がこういうところ悪

いからこういう改修を計画してるとかあればですよ。なかったら、そやけどだんだん古くな

っていきますので、会員の方が練習中けがでもされたら困りますので、そういう面でもしか

問題点があれば何かちょっと教えていただきたいなと思うのが１点と、もう１点は、先ほど

言いましたように健民グラウンド、大改修いうのはもうすぐにはできない、お金の工面もあ

りますしね。ただ、一部改修ぐらいのことはできるのかできないのか、教育委員会として考

えておられるのか、その辺だけちょっと２回目に質問でお答え願いたいと思います。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

森川教育委員会事務局長 現在ある施設の改修計画、そういったものはどうかということでご

ざいます。テニス人口が大変ふえてまいりました。近商の北側にも３面のテニスコートがご

ざいます。立派なコートでございます。毎日時間があくところはございません。しかしなが

ら、余りにも運動に熱心になって熱中症というようなことも今盛んに叫ばれております。そ

こでこの間近に日よけといいますか、休憩していただける場所、そしてあこにはトイレはご

ざいますけれども、トイレの横にある水道は飲料水だと思っていただいておりません。した

がって、その横にも飲料水の設備をしてまいりたい。テニスコート等の改修も考えておりま
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す。 

 体育館等の改修につきましては、先般トレーニング教室、トレーニング室の改修も実施い

たしました。それで現在使っていただいております。 

 それで２つ目の健民グラウンドでございますが、議員ご指摘のところは全面的ないわゆる

水はけが悪いということであろうと思いますけれども、これは大改修をやって２４年間経過

いたしております。日ごろの雨が土を流し、その土がほかに流れていく、そういったことか

ら排水はきっちりＵ字溝もしておるわけなんですけれども、Ｕ字溝が健民グラウンドの土よ

も高くなってきた。これが原因だと思われるわけでございます。したがいまして、まず春の

春季町民体育大会、秋の秋季町民体育大会、今おっしゃった場所は開会式の会場になってく

る地域であろうと。そこで中央体育館の館長に指示をいたしまして、健民運動場の東面のバ

ックネットの下、あのＵ字溝の排水が、逆に高いんではないかと、Ｕ字溝が。そういうこと

で排水のつけかえも含めてどれぐらいの費用がかかるのか、そしたらどれぐらいの、これぐ

らいの費用であればご相談申し上げて即できるんじゃないか。そういうような調査を指示い

たしました。早急に検討してまいりたいと思っております。 

山田議長 どうぞ。 

吉岡議員 よろしくお願いをいたします。 

 ほんまに体育の人口ふえてきて、ことしも郡大会で、初日の日に町長の方から発表してい

ただきましたけれども、今度７月の１日に柔道と男女バスケットの大会あります。総合開会

式が橿原の体育館で、僕らが行くんですけれども、７月の８日の日曜日、第２日曜日ですね

んけども、これはサッカー、うち郡でことし優勝してくれまして、サッカーと、ほんで男女

のバレーボール、一緒にまた皆さん、時間があれば応援に行ってあげてほしいと思います。

どうもありがとうございました。 

山田議長 ご苦労さまでした。ありがとうございます。以上で吉岡君の一般質問は終了いたし

ました。 

 次に、山村さんの発言を許します。 

山村議員 ３番、山村美咲子でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いましてご質問させていただきます。 

 厚生労働省の発表によりますと、１人の女性が生涯に産む子供の数の推計値である合計特

殊出生率が昨年は１．３２となり、２００５年を０．０６上回ったことが人口動態統計でわ

かりました。前年から上昇したのは２０００年以来６年ぶり、１．３台に回復したのは４年
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ぶりだそうです。厚生労働省では、景気回復を背景に正社員がふえるなど雇用情勢が安定し

たことで、１、婚姻件数が伸び、出産増につながった、２、第２・第３子の出産も増加傾向

になったと見ています。 

 公明党は、少子化対策に全力を挙げてきました。４月には児童手当が拡充され、３歳未満

の第１子、第２子に乳幼児加算として１万円の支給が決定され、６月から支給が開始されて

おります。 

 広陵町におきましても乳幼児医療の無料化、なかよし広場の拡充など厳しい予算の中、子

育て支援に取り組んでくださり、感謝いたしております。これからも子供たちが健やかに育

つよう、また住民の皆様が安心して暮らせる町づくりのため一生懸命働かせていただく決意

ですので、よろしくお願いいたします。 

 今回は、住民の皆様のお声をお聞きし、それを一般質問とさせていただきます。 

 １番目の健康づくりについてですが、広陵町健康づくり計画「笑顔で８０ 広陵２１」の

本年度の取り組みをお聞かせください。 

 また、真美ヶ丘地域の住民の方々から真美ヶ丘体育館を利用して健康増進のための講座を

開催してほしいとの要望があります。広陵中央体育館やはしお元気村でもさまざまな教室、

講座も開催されてはおりますが、交通の便もなく参加できない方でも近くの体育館なら歩い

て行けます。真美ヶ丘地域の方々の健康増進のため、また交流の場をつくるため開催しては

いただけないでしょうか。 

 ２番目のファミリーサポートセンター事業についてですが、なかよし広場がさわやかホー

ルでの開催に加え、はしお元気村で実施され、２カ月になります。私もボランティアとして

参加させていただき、子供さんやお母さんたちの笑顔に触れさせていただいております。多

くの方に喜んでいただき、うれしい。でもここに参加される親子の方はよいけれど、子育て

されている家庭でもっと切実にサポートを必要とされている方がおられるのではないかと私

は思います。 

 ファミリーサポートセンターは、仕事と育児を両立し、安心して働くことができるように、

また子育てに専念している人がゆとりを持った子育てができるように、育児の援助を受けた

い人と援助を行う人が相互に会員となって、一時的な預かりや保育所までの送迎等育児につ

いての助け合いを行う、かつての地縁・血縁関係にかわる総合援助組織です。 

 香芝市地域子育てサポートセンターでは、育児の応援をしてほしいおねがい会員と応援し

たいまかせて会員が、お互いに助けたり助けられたりして育児の相互活動を行う地域子育て
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サポートクラブを平成１５年１月から開設しています。おねがい会員は、ゼロ歳から小学３

年生までの乳幼児及び児童をお持ちの方、平成１７年８月１７日現在１２４名の会員がいま

す。まかせて会員は、心身ともに健康で自宅で子供を預かれる方、同様に１００名の会員が

います。おねがい会員がまかせて会員に支払う報酬の基準は、１時間当たり６００円から８

００円となっています。 

 サポートクラブ事務局では、会員同士をコーディネートするほか登録に際しての研修や交

流会、事故等に備えての保険の手続などを２名の職員で担当されています。 

 職員の机には、おねがい会員第１号の方からの手紙が置いてあり、その内容は、サポータ

ーの方と娘との優しい触れ合いがあったことが感じられて感謝の気持ちでいっぱいです、今

後もたくさんの方が私のようにサポートクラブに助けられて安心して香芝で暮らせるように

なればいいなと思いますというもの、これを励みに日々頑張っておられるそうです。担当者

の声といたしまして、最近のお母さんは人に頭を下げて頼んだりありがとうと言うことを避

けて通りがち。地域住民がお互いに助ける、助けられるという当たり前のことをこのシステ

ムを通じて経験し、地域での支え合いを大切にしてほしいと思います。在宅のお母さんもも

っとお気軽に利用してくださいとの声があります。 

 広陵町でのファミリーサポートセンター事業の実施状況はいかがでしょうか。 

 また、以前総務委員会でも提案いたしましたが、シルバー人材センターの新規事業として

子育て支援に取り組んではいただけないでしょうか。 

 ３番目に、特別支援教育についてお聞きいたします。 

 ことし４月より特別支援教育が本格実施となり、１、情緒障害学級と自閉症学級との分離、

２、教員の増員など人員の確保、３、教科教育における具体的な指導法をカリキュラムに位

置づけなど、子供たちに対する地域や学校での総合的な支援が行われることになりました。

特別支援教育は、昨年６月に学校教育法が改正され、小・中学校等に在籍する教育上特別の

支援を必要とする障害のある児童・生徒に対して障害による困難を克服するための教育、特

別支援教育を行うことと法律上明確に位置づけられました。法改正により、従来の特殊教育

で対象としていた盲・聾・知的障害などに加え発達障害も特別支援教育の対象として位置づ

けられた点は、教育関係者からも高く評価されています。ことし３月まで障害者教育は、制

度上障害の種別により盲学校、聾学校、養護学校に分かれていましたが、昨年の学校教育法

改正でこの４月から特別支援学校に一本化され、小・中学校の特殊学級も特別支援学級に解

消されました。発達障害とは、学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症などの総称です。周
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辺とうまく意思疎通できない、関心に強い偏りがある、落ちつきがないなどが特徴です。単

なる性格や人柄とは異なり、先天的脳機能障害が原因とされ、いじめの一因となっていると

の指摘があります。文部科学省の調査によると、全国の小・中学校の児童・生徒に約６．３ 

％の割合で発達障害の子供が存在する可能性があり、その対応が喫緊の課題となっておりま

す。 

 特別支援教育の本格的なスタートに当たり、公明党の強い主張によって子供一人一人のニ

ーズに応じた教育をするべきとの観点から障害を持つ児童・生徒への特別支援の推進を図る

ため該当児童・生徒に対し日常活動の介助と学習活動上のサポートを行う特別支援教育支援

員の計画的配置が行われることになりました。広陵町の対応はいかがでしょうか。 

 また、島根県出雲市では、幼稚園ヘルパー事業を実施されておりますが、広陵町の考えを

お聞きいたします。 

 ４番目に、広陵中学校が創立５０周年を迎える本年を記念し、中学生を対象とした子供議

会を開催してはいかがでしょうか。 

 熊本市では、１９９７年から毎年開催され、昨年８月に行われた子供議会では、議長、副

議長を選出し、６班に分かれて一般質問。中でも通学路の安全対策を取り上げた中学生議員

が子供の目線による安全対策、子供の意見が届くシステムづくりなどを提案したのに対し、

市側は大変参考になると答える一幕もあり、実りある議会を開催されました。中学生に町政

への関心を高めてもらい、自分の主張を語る機会となり、２１世紀を担う人材に育っていた

だく上でのよい経験となるのではないでしょうか。 

 ５番目に、役場の業務の延長をしてはいただけないでしょうか。 

 広陵町ではサービスカウンターを実施し、対応してくださってはいますが、それでも対応

できない住民の方がおられます。夜間等業務時間延長の考えはないでしょうか。以上で１回

目の質問を終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対して町長、答弁お願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ただいま山村議員から明るく元気でさわやかなご質問をいただいたところでござい

ます。特に子供たちが健やかに育つための健康づくりについてご質問をいただきました。 

 まず初めの広陵町健康づくり計画、本年度の取り組みはどうかということでございます。 

 答弁として、本年度の健康づくり計画「笑顔で８０ 広陵２１」の取り組みにつきまして

は、肥満予防のための広報活動、生活習慣病予防を目的とした個別相談、地域への波及効果

をねらった自主グループの育成、支援を実施してまいります。 
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 本町には、地域住民の健康づくりに寄与していただくために保健推進員を設置しておりま

す。保健推進員の研修会は、公開講座として多くの住民の方も参加を願い、健康意識の向上、

健康管理の推進に努めていただいております。先月、５月３０日には、「口のなかからはじ

まる健康づくり」として歯周病について町歯科医師、歯科衛生士による講座を開催いたしま

した。来る７月１１日には、「今日からできる腹囲マイナス３センチ」と題し、生活習慣病

予防のための公開講座を開催をさせていただきます。 

 ９月、１０月、２月には個人に適した生活習慣を身につけるための個別相談に応じるため

の健康増進会の開催を計画しております。また、２月１日から７日までの生活習慣病予防週

間の期間中、さわやかホールにおいて糖尿病等の予防のためのパネル展示を行います。 

 また、町と連携して健康づくり事業を進めております畿央大学においても公開講座を開催

され、健康づくり推進に協力を願っているところであります。 

 さらには、年間を通じ健診等の機会に予防のためのパンフレット配付等啓発の推進を図っ

ております。 

 ご質問いただいております健康づくりのための運動は、現在自主グループが広陵中央体育

館で実施しておりますが、地域での健康づくりのための運動講座につきましては自主グルー

プの育成も含め今後実施してまいります。 

 次は、２番目のファミリーサポートセンター事業についてでございます。 

 本事業につきましては、現在本県においては奈良市、大和高田市、香芝市、生駒市、天理

市の５市で実施されていると伺っておりますが、本町においては平成１６年度に広陵町次世

代育成支援行動計画を策定するに当たり、平成１５年度に実施いたしましたニーズ調査によ

るニーズはほとんどなく、平成２１年度までの前期５カ年の目標事業量も設定しておりませ

ん。 

 現在社会福祉協議会に登録されているボランティア団体が同様の事業を行っておられ、紹

介をさせていただいております。 

 平成２１年度に実施いたします後期５カ年の計画見直しの中で検討をしてまいります。 

 また、シルバー人材センターでは、下校時の子供安全サポート事業を行っております。 

 お尋ねの事業につきましては、新規事業として子育て支援だけでなく一時的にお預かりす

ることも含め前向きに取り組んでいきたいと考えております。そのための講習会の開催や具

体的な方策も検討していかなければならないものと思慮いたしております。 

 次の３番目、特別支援教育については、教育長が答弁します。 
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 ４番目、生徒町議会の開催も教育長がお答えします。 

 ５番目、役場の業務時間延長をせよとご提案をいただきました。夜間等業務時間の延長の

考えはないかどうか、このこともお尋ねでございます。 

 現在本町では、住民票、印鑑証明書、税関係証明書等各種証明書発行事務については、窓

口対応、各施設でのサービスカウンター、さらには都合が悪くて来庁できない方には郵便請

求により発行しております。時間外、土曜日、祝日、日曜日もありますが、各種証明書発行

事務につきましては、各証明書発行システムの稼働、窓口職員だけでなく税務職員の常勤が

必要で、勤務体制の改善等の課題を整備する必要があります。 

 また、国におきまして電子自治体構想の一環として推進しております住民基本台帳カード

を活用した自動交付機を設置することにより窓口サービスの対応できますが、この自動交付

機の導入については多大な経費と環境設定、セキュリティー等十分な研究が必要となります。

県内では４市町で実施されています。 

 本町におきましても、近隣市町村の時間延長や自動交付機設置市町村での成果や問題点等

を調査するとともに関係部署とも協議を行い日曜日の開庁について開設するための研究を進

めていきます。以上のとおりでございます。 

山田議長 教育長、答弁お願いします。安田教育長！ 

安田教育長 山村議員の質問事項３、特別支援教育について答弁いたします。 

 特別支援教育の内容は、坂口議員にお答えしたとおりでございますが、おっしゃるとおり

本年度から特殊教育を特別支援教育に変換へのスタートとなりました。幼稚園にも前回申し

上げましたとおり６名の加配、支援スタッフを配置し、マン・ツー・マンの教育支援を行っ

ているところでございます。まさに幼稚園ヘルパーとして介護も含め支援しております。 

 また、保護者の理解を得ながら発達障害の傾向がある幼児・児童につきましては、香芝市

や大和高田市の指導教室への通級を図っております。 

 今後ますますふえてくるであろう高機能発達障害の子供に対し精いっぱいの教育支援を行

っていく所存でございます。 

 次、質問事項４、生徒町議会の開催をという質問でございます。 

 本年度広陵中学校では、５月１５日から１７日までの２泊３日で東京方面へ修学旅行を実

施しました。その中で国会議事堂の国会模擬議会を体験され、本議会での委員会報告や議案

採択につきましても電光掲示板を実際に活用し、国会議員の雰囲気を体験されました。 

 山村議員のお申し出の生徒町議会につきましては、生徒会活動の重要性も含め中学校を通
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して生徒会に申していきたいと思っております。以上です。 

山田議長 ２回目の質問受けます。山村議員！ 

山村議員 健康づくりについてお答えいただきましたが、健康づくり、さまざまな取り組みを

していただいてるのはわかりましたが、広報で今は流していただいてると思うんですが、そ

の広報をやっぱり見る方、見ない方いらっしゃると思うんです。やっぱりもっと周知徹底と

いうか広げるためにもポスターとか、さわやかホールとかでポスターで簡単なんで結構です

ので、掲示して、いつでもだれかが行ったらそれにあるんだなということが認識できるよう

な周知徹底をお願いしたいと思いますのが１点です。 

 真美ヶ丘での体育館で、ちょっと年配の方なんですね、希望されている方というのは。や

っぱり交通の便がなくて中央公民館とかはしお元気村には行けないけれども、本当に多くの

方が希望されているというのをお聞きしまして、前向きに実施しますということの答弁をい

ただきましたが、実際にこういう実施していただけるのはもういつから可能なことでしょう

か。本当にすぐにでも実施していただけたらありがたいなという要望があります。健康づく

りだけでなく、真美ヶ丘地域の方いろんなところから引っ越してこられた方々がいらっしゃ

るので、そういう方たちのコミュニケーションの場ともなっていくんではないかなと思いま

すので、そういう期待を込めましてご答弁をよろしくお願いします。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 まず、周知のことでございます。当然広報だけでは十分でないということ

は認識しております。ポスター等につきましても、その辺で対応はしてまいりたい、このよ

うに思っております。 

 それから真美ヶ丘地区での高齢者の方の健康づくりということでございます。ご存じのよ

うに、介護保険の方では地域の支援事業というふうなことでございます。健康な方につきま

しても事業を実施するということになっております。これにつきましては早急に申し出いた

だきましたら、保健師がその代表者の方とお話をさせていただいて時期等につきましては決

めさせていただきたいと思います。当然実施する場合には、その方の運動の状況等も確認も

いろいろしなければならないし、また運動する場合には運動の講師先生も必要になってきま

すので、その辺の日程調整もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしときま

す。 

山田議長 ３度目に入ってください。 

山村議員 それでは、早速連絡をとりまして、ご相談申し上げるようにします。 
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 これが町で行ってくださる講座のうちはいいですけれども、先ほどのご答弁の中にあった

自主グループでの育成となりますと、もう町で離れて自分たちでやっていくわということに

なりますと、これがまた体育館の使用許可申請など手続が必要になってくると思うんです。 

 これも住民の方のご意見なんですけれども、今申請に行くのに公民館に行って申請用紙を

書いて、またかぎを借りに行くときに公民館に行かなくてはいけない。これではとても私た

ちは行けないということで、あき情報がインターネットで確認できるということがお聞きし

ているんですけれども、そういうこともせっかくされているんでしたら一番手っ取り早いの

はメールであいてるときに使用を申し出ていただくという方法があったり、それができない

のならせめてファクスで受け付けはできないものなのだろうかと。 

 かぎにつきましても、公民館ってなかなかちょっと行けないという方でも図書館でしたら

真美ヶ丘のすぐ近くというか、ありますので、図書館で管理もししていただけるのならあり

がたいなという要望がありますが、いかがでしょうか。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

森川教育委員会事務局長 今お尋ねの教育施設の申請等でございます。私どもは広陵町内の広

陵町の住民に施設をお貸ししているということで、ファクス、そこのへ行って流されたら５

５の何々、広陵町の電話番号間違いないということにもなってくるわけなんですけれども、

テニスコートは特に近隣の市町村からもどうして広陵の施設を借ろうかというのに頑張って

おられる隣接町の方もおられます。したがって、ファクスやメールでやっていただかないよ

うに私どもは強く職員にお願いしております。先ほど言いましたように、人の名前を使って、

広陵町の電話を使って申請してこられる、これが往々にしてございます。それをできるだけ

やめたい。 

 しかし、空き部屋とか空き施設については、先ほど言われましたようにおうちでも見られ

ることができます。申請につきましては、やはり顔とそういったものをちゃんと確認したい

ということで中央公民館の方へお越しください。 

 そして最後には、図書館の方でかぎをと、こうおっしゃいました。両方とも教育委員会の

課長でございます。早急に協議いたします。 

山田議長 次に移ってください。 

山村議員 前向きなご答弁ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 ファミリーサポートセンターについて、先ほど答弁の中にあったボランティアの代表の方

にお話を伺いました。その方がおっしゃるには、本当に育児ノイローゼになられてる方、も
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ううつ状態の方からの夜中に電話がかかってきたり、本当に聞くだけで安心されたときもあ

るけれども、本当に切実な訴えをされていたということも言われてました。 

 また、あるほかの方からは、児童虐待ではと思われるような状況があるという情報が寄せ

られてるという。やはり町の方がそのボランティア団体にご紹介いただけることから、その

電話を本当に頼りにして救いの手を求められているということがあって、もう私はよくぞそ

の方がいてくださったなという感謝の思いでお聞きしておりました。 

 やっぱり町は、本当にいろいろなさまざまな体制をつくってくださっておりますが、勤務

時間ということもあったり、本当に限られた中での対応もしてくださっていますけれども、

やっぱりその問題というのは、もう２４時間問題を抱えておられる方々がいらっしゃるとい

うのも現状ではあります。そのボランティア団体では本当に対応し切れない状況もたくさん

ありますので、やっぱり子育て支援の輪をもっともっと大きく多くの手で支えていっていた

だけたらという要望がありました。この次世代育成支援行動計画も読ませていただきました

けど、５万人以下の人口の都市は補助事業には値しないのでしないということも書かれてた

んですけれども、今度後期５カ年の計画見直しの中で検討していくというご答弁をいただき

まして、もうぜひこれは前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 ニーズ調査のこともおっしゃってましたが、ニーズがなかったというのは私、無作為にこ

のニーズ調査というのをされたのではないかなという記憶があるんです。放課後児童育成と

いうか、そのところの要望もやっぱり必要としてるところに行かなくて全然そういうことの

意識のないところに行かれて答えを書いたということも聞いたことがあるので、本当に必要

とされている方の声が町に届くように、行政に届くような調査をお願いしたいと思います。 

 やっぱりみんな必要とされているのは、以前にも私、提案したことがあるんですけど、子

育ての情報紙が欲しいって、ボランティア団体の方も広陵町にはこういうサービスがあるの

よというのを一目でわかる、こういうところがあるのよということを一目でわかるような子

育て情報紙がやっぱり欲しい、つくってほしいというお声があります。今は本当にインター

ネットの時代で、広陵町でもホームページを開設していただいておりますが、やっぱり広陵

町のホームページを利用して子育てはこういうことをやってますよ、こういう場合はここに

行ったらいいですよ、ここが連絡場所ですよとかいうホームページのもっともっと活用、情

報提供もお願いしたいし、インターネットされない方に対しての子育て情報紙をつくってほ

しいと思いますので、ご検討いただけるでしょうか。 

 ここで前のお答えでしたわね。その子育て情報についても健康福祉課、また教育委員会と
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いう窓口が別々であるので、やっぱり調整もしにくい場合もあるということで、何回も申し

上げますが、やっぱり子育て育成課という窓口の一本化を早期にしていただきたいと思いま

す。 

 また、このなかよし広場、非常に２カ月たって好評であります。子供たちが本当に兄弟の

いない子供さんが同い年の子供さんとぶつかって欲しいものが同じであったり、それでけん

かも学ぶというそういう場合も私、出くわしまして、ああ、これはいいことだなって。また、

男の子がおままごとの遊びをされてる。きっと男の子の家庭にはこういうものはないけれど

も、ここでこういう遊びをするというのは、もう将来男女共同参画にちょうどいいなとか思

ったり、本当にいい施設をつくっていただいたって感謝しております。 

 その参加されてるお母さんがふと、こんないいところにうちお父さんも連れてきてあげた

い、一緒に子供と遊んだらもっといいのになということをおっしゃってたんです。そうなる

とやっぱりお父さんの子育て参加ということ本当にすばらしいことだと思うんですが、今の

なかよし広場は水、木、金ですので、平日に限られてるんですが、土日をオープン、支援ス

タッフがいるかどうかって関係なしにただオープンにしていただくだけでもありがたいなと

いう声をお聞きしたんです。もう本当にそうやって父親の子育て参加もこうやってできるよ

うにしたいなって、はしお元気村は土日もあいておりますので、ご検討をそれもお願いした

いと思います。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 まず、この次世代行動計画は、１６年度に作成いたしまして、国の方では

１０年、５カ年、５カ年の計画と、１０年の間に少子化対策をやってしまうというふうな計

画でございます。そういうことで、その当時調査した段階でございますので、今はそういう

議員さんがおっしゃっておられるニーズはふえてきてる、このように認識しておりますし、

現在保育所の方でも一時保育というのも非常に利用が多くなってきております。お母さんが

ちょっとホームヘルパーの資格を取るので、子供さんを見てほしいとかいうふうなことで預

かってるということもございます。ただ、送りとかそういうことはまだ全然できておりませ

ん。計画はなかよし広場も前倒しでやっておりますので、これについてもいろいろと検討し

ながら、また実施されてる５市の状況も把握しながら進めてまいりたいと。 

 ただ、その提供する側の援助の会員さんがどうも少ないようでございますので、これにつ

いては今現在社会福祉協議会がボランティアのセンターを設立してスタートしております。

当然子育て支援のボランティアの登録も行っておりますし、またそれの支援をしていただく
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養成の要員をまだ講座を開いて行うというふうなことで今計画をしていただいております。 

 それから子育ての情報紙、以前もおっしゃってたと思います。これもやはり必要であろう

とは思っておるんです。ホームページだけでは十分ではないというのは認識しております。

ただ、改正とかいろいろがもう頻繁にございまして、その辺をしていくのにどういうふうな

形をとるのがいいかなというふうな思いがいろいろと今検討をしているということでござい

ます。 

 それとなかよし広場についての父親の参加と、これはもう町長からも言われておるんです

けども、土曜・日曜日しか、ご主人は勤めておられない。土曜日はファミリーでどこか行か

れるとかいうことも多いので、いかがかなというふうなこともしておりますねんけども、こ

れも今指導員さん、それからボランティア参加していただいてる方からいろいろと意見をお

聞きしまして、必要であればそういう土曜日とかにやるのもいいかなという思いはしており

ます。今パパママクラスとかは土曜日でやっておりますので、少なかっても幾らかの男性の

方が子育てに参加していただくことは大変重要なことだと認識しておりますので、その辺も

検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 ３度目に移ってください。 

山村議員 ありがとうございます。前向きに取り組んでくださるというご答弁をいただき、本

当に感謝いたしてもおります。 

 シルバー人材センターでも前向きに取り組んでくださるというご答弁をいただき、講習会

の開催も考えてくださるということで、今、部長がおっしゃってくださったように本当にボ

ランティアセンターでもっと広く町民の方々にこういう講習会を開催していただいて、多く

の住民の方が支え手に、援助したいと思われる方がそうやって子育てに参加していただける

ような講座もまたよろしくお願いします。現在そうやってボランティア団体で活動されてい

る方は、もというたら広陵町で行われた働く婦人の家での講座を受けられた方が、やっぱり

せっかく講座を受けたからそうやってボランティアを立ち上げようということで今のボラン

ティア団体の設立につながったということを、立ち上げたということもお聞きいたしました

ので、よろしくお願いいたします。これはご答弁は結構でございます。 

 ３番目に行かせていただきます。次の特別支援教育。これもさまざまな特別支援を要する

お母様方からご意見、いろいろなお話を聞かせていただきました。もう本当に広陵町という

のは、特別支援に対して非常に手厚く加配も支援スタッフもつけていただいてるということ

は本当に十分に存じ上げております。 
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 きのうも教育研究所の方に資料をちょっといただこうと思ってお伺いしたときにも、矢倉

先生の方が本当に広陵町一生懸命取り組んでくださっているって。先日も支援スタッフの研

修を真田先生が自分の車で運転して連れてきて行ったんですよというご報告も聞かせていた

だいて、本当に私もこの支援スタッフせっかくつけていただきましたけれども、特別支援に

ついての認識というか知識がある方、ない方さまざまですので、やっぱりそういうきちんと

した研修を受けていただきたいということもお願いしようと思ってたら、もう既に手を打っ

てしていただいてるということをお聞きしまして、本当にうれしく思いました。 

 その中で支援スタッフつけていただいて特別支援の先生もいらっしゃるんですが、子供た

ちの休み時間に先生とか支援スタッフがついていないということが心配であるというお母さ

んのお声がありました。 

 また、この支援スタッフついていただいてるけれども、子供たちがどんな様子だったのか

聞きたいんやけれども、もう子供を迎えに行ったら支援スタッフの方は帰っておられるとい

う状況で、もしよければ連絡ノートとか子供がどういう様子だったかということをつくって

いただけたらありがたいなということもおっしゃっていました。 

 療育教室は教育委員会ではなく健康福祉の方になると思うんですけれども、今非常に健診

の段階で発達障害の方が多く発見されて、早くから小さな年齢の低い方が今療育教室に来ら

れてて、本当に満杯の状況で、小さい組さん、大きい組さんと今分かれるような状態なんで

すということをお聞きしました。この状況の中で療育教室というのは、このままの形で可能

なのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

 また、幼稚園での支援スタッフを６名つけてくださっておりますが、これもやっぱりもっ

ともっと、それだけ多くの方が発達障害ということでふえているのなら、やっぱりもう少し

ふやしていく考えがあるのかどうか。支援スタッフをつけていただく基準はどこにあるのか。

そういう障害と認められて診断書を出した方に対して加配の先生をつけていただいたり支援

スタッフをつけていただいてるのが現状かなとかは思うんですけれども、そういうことに対

してこれからの意向というのはどうなのか、お聞かせください。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 療育教室についてご質問をいただきました。療育教室については、奈良県

の中の町村では広陵町だけやってるというふうな認識を持っております。今保健センターで

も、そういう発達障害非常にふえておりますので、子供相談とか毎日のように臨床心理室の

先生が来ていただいて指導等をやっております。現在療育教室につきましても、３名の保健
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師と臨床心理士の方１人ということで教室を開いておるわけなんです。 

 今現在定員は１５名というふうなことなんですけども、実際には就学前までの方でござい

まして、七、八名ぐらいの方が来られるということで、満杯の状況でもないので、現行この

ままの状態を続けていきたい。今後、次世代行動計画とかの策定の中でこの辺についてもい

ろいろ検討はしていかなければならないのではないかなと思っているところでございますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

森川教育委員会事務局長 障害を持つ子に特別支援のスタッフを入ってきたらつけるのか、こ

ういうことでございますが、その子の持つ特性、そういったものもございます。ただ、知的

障害の方でしたら知的障害のやっぱり行動を起こすでしょうし、多動の方は多動の方で、情

緒いうんですが、やはり学校を走り回るというようなこともございます。そういった子の事

前にいろいろうちの指導主事も調べていただきまして、そして８月の第１土曜・日曜日に毎

年そういうお母さん方、子供さん、そういった方々集まっていただきまして県立の盲・聾、

そういった養護学校の校長先生方も講師としてお招きし、その特性特性を見抜き、いろいろ

な判断をしてまいっているところでございます。 

 例えば真美ヶ丘第一小学校の例をとりましたら、９名の障害者の子供がおります。そして

学級種別は３学級でございます。知的１学級、情緒１学級、肢体１学級。その中に知的は５

名おります。５名おっても県の先生は１人しか来てくれない、これが実態でございます。そ

して情緒は３名おります。これでも先生は１人。そういったときにこの情緒の中に大変学校

の中を廊下を走り回すというか、そういう多動的な子がどれだけおるのかとか、いろいろそ

ういうことをそういう８月からかけて就学指導委員会にかけて、そういう中で検討をしなが

ら学級編制をしていく。そしたら真美ヶ丘第一小学校の場合でしたら、支援スタッフは４名

送らなくてはならないだろうと。当然学校からも要望参ります。その要望参ったやつをまた

改めて教育委員会で審議し、それを決定していき、そして総務課の方の人事担当に申し出て

人員配置をお願いしている、こういう現状でございます。人によっていろいろ異なりますの

で、簡単にちょっと言えることはできないところもあると思います。 

山田議長 ３度目に移ってください。 

山村議員 ありがとうございます。また今後とも広陵町、本当に皆様でこうやって子供たちを、

すべての子供が輝くために手を打っていただきたいと思います。 

 私がきのう教育研究所にいただきに行ったのは、特別支援教育連携サポーター養成講座と
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いうのが奈良県で行われて、担当が県立教育研究所の特別支援教育部で行われるということ

をお聞きしましたので、このパンフレットをいただきに行ったわけなんですけれども、こう

いうことというのは各学校には連絡というのは行っているものなのかどうか。やっぱりこう

いうことを県が主催する講座、４０名ぐらいの定員なんですけれども、本当に細かく丁寧に

８回にわたって養成講座をしていただきます。田原本ですので、本当に広陵町からは近いで

すので、本当に広陵町こうやって町が取り組んでくださっている方を地域でももっと支えて

理解の輪を広げていくために、こういうこともあるんですよというの、これ１９年度される

んですが、まだ２０年度もされる予定だと思うんですけれども、こういうことがありました

らもっとそれも広報とか学校を通してとか周知徹底というのをしていただけたらなと思いま

すが、いかがでしょうか。 

山田議長 教育長！ 

安田教育長 私の方ではちょっと認識しておりません。恐らく教育研究所の方からだったら来

ると思うんですけども、それが来たら必ず学校の方、また今幼稚園の方でもそういうことで

やっておりますので、いろんな形で周知徹底すると同時に、その啓発にも努力していきたい

と、このように思っております。以上です。 

山田議長 じゃあ、次に移ってください。 

山村議員 よろしくお願いいたします。もう言ったらだめですね。 

 子供議会で中学校で模擬議会をしてはどうかと思いますけれども、国会でも体験をされて

いることですし、また生徒会を通じてそういう育成もしていただけたらと思いますけど、こ

れはもう形だけつくっても意味のないことかなと思いますので、また生徒会の育成とかそう

やって子供たちの健全育成のために教育委員会のご指導をお願いしまして、ご答弁は結構で

ございます。 

 ５番目の業務時間の延長についても多くの方がきっと役場の方にお声は行ってると、さま

ざまなご要望が行ってるとは思います。本当に難しいお金のかかることでもありますし、幹

部の方ばっかり、幹部職員の方がまた時間外勤務手当が要らないからということで要請され

ると、これもまた大変な状況にもなると思いますので、もう本当に広陵町にとって一番いい

方法を、ご答弁の中でもいただきましたけれども、日曜日の開庁ということについて前向き

に研究、調査していただいて、本当に形ばっかりつくらなくていいです。本当に住民の方に

とって一番いい形に研究をしていただいたら、いい時期に実施していただけるように要望い

たしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 
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山田議長 ご苦労さまでした。以上で山村さんの一般質問は終了いたしました。 

 次に、山本悦雄君の発言を許します。（不規則発言あり）もうやってしまいます。（不規則

発言あり）いや、休憩するんやったら。（不規則発言あり）１人だけやで。（不規則発言あ

り） 

 じゃあ、しばらく休憩します。２０分まで。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：０４休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ３：２２再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

 次に、山本悦雄君の発言を許します。山本議員！ 

山本悦雄議員 議長の許可を得まして一般質問をさせていただきます。 

 まず第１点は、中和幹線道路の歩道橋のある西側の交差点の安全対策でございます。 

 このことにつきましては、昨年１２月議会で私が質問しております。町長も答弁で、大変

危険な交差点であると認識しており、安全対策について高田警察と協議を進めており、地元

の意見も聞きながら対処してまいりたいと答えておられます。 

 その後どのように対処され、現在の進みぐあいはどうなっているのかをお聞きいたします。 

 ２点目は、自転車、歩行者共用歩道についてでございます。 

 このことについても昨年１２月議会で質問しており、幹線道路の歩道で同じ道幅でありな

がら自転車、歩行者の共用と歩行者専用があり、その場所も１２月議会で指摘いたしており

ます。現在歩道を自転車で走っても警察は取り締まりの対象にしていないということを聞い

ております。しかし、これは法律上の運用上の問題だけでございます。警察が突然これは対

象にするとすれば、取り締まりの対象になるわけでございます。 

 現在見ていただいたらわかりますとおり中和幹線なんかを見ますと自転車の走行レーンと

いいますか、それは全くございません。一番端の歩道との接しているところに車道の線があ

る。その横はもう側溝になってるという、地下の側溝ですけども、それになってる。とても

自転車が走れる状況ではないということでございます。この南北線と申しますか、田の中を

入ってる高田斑鳩線は走行レーンがございます。そのかわり非常に狭い歩道である。それも

交差点に行きますと右回りのための１車線をつけ加えておりますので、そこに入りますと自

転車の走行レーンがなくなってるというような状況でございます。 

 そういうことで町長は答弁で条件が整ってる歩道については高田署に申請し、共用の歩道

としてするように努力すると答えておられます。また、標識が共用であるのか専用であるの
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か非常にわかりにくいということでございましたので、そのことについても標識についても

わかりづらいところは善処する旨答えていただいております。この件につきましてもその後

どのように対処され、現在の進捗状況はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

 ３番目は、高田川の堤防の植栽及び関連施設や道路肩の雑草に対する管理ということでご

ざいます。 

 高田川の改修に伴い堤防に植栽や関連の施設は広陵町と協議の上、奈良県が施行いたしま

した。このときに一部は地元の意見を聞いておられたようですけれども、ほとんど県と町で

やったようでございます。管理については町がするというようなことを地元に明言して、こ

の植栽を行ったと聞いております。平尾から大塚の間を見ますと、草刈りが行われていると

ころもございますが、低木の植栽については雑草に埋もれ何が植わっているのかわからない

というようなところがございます。また、ブロック状の石が敷き詰められてるところでも、

そのすき間から一面に草が生えている状態でございます。見ていただいたらわかるとおり、

草の根というのは非常に強いもんでございまして、その草の根でブロックというんですか、

敷き詰められた石ですね、それが波打ってるというような状況でございます。また、薄いア

スファルトの道路では、雑草の根が路肩からアスファルトの中へ入ってきて道を、アスファ

ルトを押し上げているというような状況でございます。これに対してどのように管理してい

こうとされているのか、また管理されているのか、お聞きいたしたいと思います。 

 特に雑草の根というのは、雑草の根の中でも強いのはカヤキの根、ヨモギの根、セイタカ

アワダチソウの根というのは大変強い根でございます。私も大塚で農家の実行組合長をやっ

ております。そこまでは無意識でおりましたが、農道も大した舗装ではございません。薄い

舗装です。もう場所によっては道の半分以上雑草が入ってきて舗装を壊しているというよう

な状況でございます。そういうことで、これは私の村の方のことでございますので、それな

りに対処したいということを考えておるわけでございますけれども、町としてこういうこと

についてどう考えておられるのか。この３点についてお聞きいたしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁お願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ただいま山本議員からご質問をいただきました。議員はいつも町内を自転車でくま

なく巡回をされておりますので、多くの町民の声を聞かれる、また自転車での問題点を取り

上げていただいておるものでございます。今回も交差点安全対策についての進捗状況お聞き

をいただいているものでございます。 
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 昨年１２月の議会で、第４回定例会でございました、一般質問をいただきました。この件

につきましては、その後、信号機の設置要望を踏まえ高田警察署と協議を進めておりますが、

信号機が３連係となりますので、かえって通行車両への弊害となり、至難であるとの見解で

あります。 

 こうした中、中和幹線全線開通によりますます交通量が増加するものと思われ、南北道路

の横断には大変危険度が増加することが予測されるところから地域住民の皆さんにも不便も

おかけするところでありますが、安全を確保するため歩行者は歩道橋を、自転車等は信号機

のある交差点を利用いただくよう周知してまいりたいと考えておるのであります。 

 今後も地元住民の皆さんの利便性を考慮し、実情を把握しながら根強く安全対策について

警察署と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、自転車、歩行者共用歩道についてでございます。このことも１２月議会の質問をい

ただきました。その後の進捗状況を問われているのであります。 

 さきの質問と同じく昨年１２月に一般質問をお受けしている自転車及び歩行者専用道路の

規制でありますが、その後も高田警察との詳細についての協議を行っている中で規制と標識

の設置につきましては現場を確認しておりますので、本年度で整理ができ次第整備を進めて

まいります。 

 折から道路交通法改正法案の中では、車道、自転車道及び歩道は完全分離整備を図られる

ことが目的となっています。しかしながら、これには期間と費用がかさむことから、当面の

打開策としては道路標識等により通行可能とされる場合のほか児童・幼児等が運転する場合

や危険を回避するためやむを得ない状況である場合に限り自転車の歩道通行が認められよう

とするものであります。こうした見直しについても考慮してまいりたい所存であります。 

 ３番でございますが、高田川堤の道路肩の雑草管理でございます。 

 高田川堤の植栽の管理については、河川の構造上の管理は県が行い、県から移管を受けた

中高木・低木の剪定及び地内・園内の除草は町が行い、堤防敷や地元の人が憩う場所でのご

み等の清掃は地元で行っていただいています。 

 植栽等の維持管理についてはサービス公社に作業委託しており、中高木の剪定年に１回、

低木の剪定は年２回及び地内・園内の除草につきましては年３回実施していただいています。

作業実施時期はサービス公社と調整し、地域の憩いの場として河川の環境美化に努めてまい

りたいと思います。 

 道路の雑草について、農業の山本議員はプロフェッショナルでございますので、いろいろ
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お話を聞かせていただきました。随時必要な箇所から除草し、安全な道路維持管理に努めて

まいります。以上のとおりでございます。 

山田議長 ２回目の質問受けます。山本議員！ 

山本悦雄議員 今、中和幹線の歩道のあるところの交差点についてご答弁いただきましたが、

ここの安全対策といったらもう信号しかないわけなんです。歩行者は、そら陸橋渡る、それ

はわかります。自転車遠いとこ回ってする。車どうするのかと。車歩道も上れないし、あっ

こから遠いとこへ回る道ない。こっち、大塚から行く場合ね。だから信号をつけるしかない

んです。その信号が３連になるから難しいと。時差信号ございますよ。何もあわせて中和幹

線の方がすっと一直線に走るように信号ができるはずなんですよ、そういうふうにね。だか

らこちらの信号は両方とも赤にしとく、青になった途端全部青にする、一たん全部とめてし

まう、いろんな形は信号機みたいに最近どんどん進んでおりますから、いろいろとれるはず

なんです。それは金がかかることは間違いないですよね、警察の方としてはね。だけどその

ために交通違反の罰金の切符切ってどんどんどんどんそれを予算化して、それで信号つけて

んねんから、やはり危険な箇所からそういうことをやっていただく。町長、それで警察から

引き下がってきては、ちょっと町長、そらあれだと思いますので、やっぱりあこで対策とい

ったら僕は信号しかないと思いますので、ひとつその点町長、本当に警察の言われたとおり

でもうしゃあないなと思っておられるのか、それとも、いや、これはちょっともっと押し切

らんないかん、こう思っておられるのか、その辺ひとつお願いいたします。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 山本議員の後押しをしていただきましたので、頑張っていきたいと思います。 

山田議長 じゃあ、次お願いします。 

山本悦雄議員 ぜひとも、やはりあこで死人が出てからでは手おくれになりますので、ひとつ

お願いしておきます。 

 その次に、自転車、歩行者の共用歩道についてでございます。このことについてもこの前

質問させていただきました。答弁も前とよう似た感じでございます。 

 これは今度道路交通法の改正で分離すると言うてるんですよ。本当は一番いいのは、自転

車の専用レーンを車道の横につける。そこへ自動車が入った場合は、これはもう圧倒的に自

動車が悪いという形にするのは本来いいと思うんですよ。しかし、大半の道にはそれがない

んです、現在。 

 それともう１点は、やはり同じ幅の歩道がありながら片方は共用やと、あるとこ突然越え
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たら専用やと、これわからんですよ、実際のとこいうて。だからそういうのをこれ警察、そ

したらそこを今専用になっとる中和幹線のとこですね、みささぎ台までは共用です。そこか

ら東へ田んぼの方へ行きましたら、これ歩行者専用です。それから今、大塚池、安部池のと

こから新しく広い歩道ができました。これも専用です。しかし、全部子供走ってます。あの

道にはレーンがございません。走るレーンが全くございませんので、全部道を走っておりま

す。それとその中和幹線の今専用になってあるとこ、自転車が走ってんのが多いか歩いてる

人が多いか、１回調査してみてください。ほとんど歩いてる人いませんよ。そこを専用の歩

道にしてある。自転車は走ってはいけませんよという歩道にしてある。そんなんを警察が変

えることに何ためらいがあんのかということなんです。だからこれこんなことすら改正でき

ないで交通の取り締まりをようやるなと、警察、私はそう思うんです。だからそういうとこ

ら辺をやはり検討してまいりますじゃなしに押し込んでいただきたい、警察に。なぜできな

いかということを文書でもらっていただきたい。 

 それを一つお願いしたいのと、もう１点は、道路標識なんです。こんなんあの標識しかい

けないのかどうか。共用のとこね。こんな人と、それから自転車と、そのぐらいの標識ぴゃ

っと。木に隠れてわからへん。そういう標識じゃなしに、私は道につけるのが一番ようわか

ると思うんです。突然変わってるんですよ。あこもそうですよ。この道ですね。この道につ

いても団地を越えた途端にこれ専用になってます。だれもわからないです。これ道に例えば

歩道の真ん中に何か白線でもなんなと引く。その白線の引いたところは共用ですよというこ

とを町民に一回知らせてみたらどうですか。これは何ということになってあんねんて、町民

が皆知らんと走ってるからそのままで済んでるんですよ。ここからはあきませんよというこ

とで一回みんなにわかるように表示したら、そういう表示はできないのかどうか、道に線１

本引くぐらい、そんなえらい金かかるわけじゃない。そういうことは道路交通法のこういう

標識についてできないのかどうか、それもあわせてひとつ答弁をお願いいたします。 

山田議長 総務部長！ 

植村総務部長 山本議員の質問にお答えします。 

 自転車と歩道が分けるのが一番ベストでございますが、この答弁にもありますように道路

交通法の改正が今年中に行われると思います。 

 それと同時に、今ご指摘の中和幹線の部分も答弁書にしておりますとおり、ことしから逐

次その分が高田署と協議した結果、町でもその看板をやってくれても結構ということで回答

もらってますので、その分をやっていきたいと思います。 
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 そしてニュータウンで専用道路の標識が切れている場所と、また交差点なり、それと同じ

路線でありながら片一方は歩行者、自転車オーケーやと、片一方はもう歩行者専用道路だと、

そういう形のところも逐次本町において看板等つけていきたいと思っております。（不規則

発言あり）そうです。町でやっても結構だよという形の許可をいただきました。 

山田議長 山本議員！ 

山本悦雄議員 そしたら旧村の方もということかな。旧村の方の広いとこ、さっきとこもそう

いうぐあいにできるということですか。 

 それの表示の仕方です。表示の仕方がそれでわかるように、看板は非常にわかりにくいで

すよ、あれ。街路樹があったり何あったり、交差点から交差点まで看板ないわけでしょう。

道中から入ったらわからない、そういうような状況なんですよ。だから非常に意識しないと、

そんな意識してその看板を見ていかないと、道路に白線を引くってさっき言いましたですよ

ね、そういう形で確認するのが一番僕ベターじゃないかなと思うんですよ。あんな標識何ぼ

つけたって、そんな見て走れませんよ、現実の問題としては。だからその辺がそういうこと

は道路交通法ではいけないのかどうか、そういう線を引くということは、そのことさっき聞

いてたわけなんです。（不規則発言あり） 

 だから道を、これ競技用のぶわっと走れる自転車ありますわな。こんなんで走ったらそら

問題なんですよ。何で道路を走ってもいいという黙認するというのはママチャリなんですよ

ね。ママチャリはそんなスピード出て走れない。だからあのママチャリから認めようという

ことで黙認という形になってるみたいです。道路交通法では、先ほど言われたとおりそうい

うぐあいに分離しようとなってんの、こんなもんわしら生きてるうちにならんと思いますよ。

実際そのぐらいの金かかると思いますよ、これ。 

 言うてるのは、田舎の道じゃないわけなんです。歩行者と自転車を今走らせてんのを分離

しようと言うてんのは、これは町中の話なんです。町中では、非常に歩く人も多い。そこを

自転車で走ってて事故も多い。だからそういうとこの話とこの我々田舎とは全く物事、考え

を分けて考えないとね。そら法律は日本国じゅう一律ですけれども、運用回りでは当然そん

なことは考えられると思うんですよ。だからできる限りそういう一緒に走れるとこという形

でやっていただきたい。 

 それと今言うたように、線を引いていただく、道に印をつけていただくのがベターじゃな

いかと思うんですけど、その２点についてお願いいたします。 

山田議長 総務部長！ 



－155－ 

植村総務部長 車道にラインを引くというような形は私の方ちょっと承知（不規則発言あり）

歩道を引くという形、この部分が警察と協議で可能かどうかいうのは、ちょっとその部分は

私がわかりませんねんけど、また協議させていただきます。 

 それと先ほど田舎の部分もオーケーかという形ですが、一応歩道が現在の２メートルか３

メートル以上の部分であれば歩行者、それと自転車がオーケーという形に変わるということ

でございます。ただ、広陵町は割と幹線道路は歩道はゆったりとっておりますが、田舎の方

では歩道がほとんどない、あってもマウンド歩道で狭いというような形でございますので、

その分とこのラインの部分もう一度警察の方と協議したいと存じます。 

山田議長 ８番議員、山本議員！ 

山本悦雄議員 ３番目の高田川の植栽でございます。これ何でこんなこと言うかいったら、み

っともない。１回町長、見といてください。高田川の堤防は、自転車ででも歩いてでも結構

ですよって、１回行ってください、どうなってるか。それは高い桜の木の下に草がある程度

生い茂ってる。そのとこの草は刈り取って、それはほんでええと思うんですよ。このぐらい

の低木がたくさん植えてあるんです。もう何植えてあんのかわからない。こんな中でヨドガ

ワツツジで草も大きいて中で何や赤い花咲いたあんないったらヨドガワツツジであったとい

う、これ現実なんですよ。前のときもこれ１回言うことありますねんけど、やはり何でそん

なことなる。ヨドガワツツジもしこりましたら草みたい生えないんですよ。ぐわっとしこっ

たらね。だけど植えっ放しやし何もしてないし、生えてる草がヨゴミ、カヤキ、これがまた

強いんですよね。これらが生えてくるから背は高い。そういうような状況でございます。 

 前にこれについて低木のとこは１回草美しく取って、そしてチップですね、木材チップを、

チップマルチでこんだけほど敷いたらどうか。ほんでその間からまだ出てきそうやったら、

そこへ米のすいぬかも一緒に含めてしたらどうかということ前に提案したことあると思うん

ですけども、全く無視されてるようです。これはコストの問題もあるんですよ。そうしてし

たら非常にマルチチップでよくきくんです。これは前に長浜城行ったときのあこの公園がず

わっとそれ敷いてあった。もっといいチップですよ。あこら公園ですから、ちょっとここの

チップとは違います。もっと形のいいチップを敷いてました。なばなの里行っても、確かに

それずうっと敷いてました。あこら草引きせんなん。金もうて入るとこやからね。だからそ

ういうチップを敷いてました。そういうことでそれを敷くことによって後の手入れがかなり

変わってくると思うんですよ。それは前にも提案。 

 そうして肥料を置くことですね。肥料を置いて早く木を大きくする。何にもしてないです
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よね。肥料も置いてない。まっかいけですわ、葉の色見たってね。これではやはり住民から

見てもあんまりいい感じしない。それやったらもういいかげんなやつ刈り取ってしもうてペ

ケにして草まめしにしとく方がその方がまだましと違うかなという感じを受けます。 

 それともう１点は、道路肩の草、これが大変なんですよ。これにヨゴミやカヤキが入って

きましたら、これ農薬散布しかないと思うんです。もう草引きできません。アスファルトの

中へ入り込んできてるから、草引きできません。農薬散布しかないと思います。除草剤の散

布ですね。それでもこのヨモギ、カヤキは一たんは枯れますけど、また芽出てきます。これ

除草剤でいいましたらバスタが一番きくと思うんですけど、バスタの５０倍ぐらいで打たな

きゃならないだろうと。枯れて、またちょっと芽出かけたときにまた打つ。３遍ぐらい連続

したら大分弱るようです、草の勢いが。私も今、大塚の村中の実行組合のとこではそれをや

ってます。何とかしないと舗装全部草でやられてしまうというような状況ですので、この辺

役場として農薬散布が可能なのかどうかというようなことがございますので、しかしそれと

先ほど申しました石ですね。平尾のとこに石敷いてあるでしょう。四角いこんな石一面敷い

てしてあります。そこはもう草が一面ずっと敷いてある石と石とのすき間から、これヨゴミ

が非常に多いです。これ大変ですよ。ちょっと枯れないです。だからこれも中には枯れる草

もございますが、これもやっぱり農薬散布しか方法がないじゃないかと。別に団地の方で打

てば何か問題が出るか知らんけど、田の方は食べるもんつくってるとこでも除草剤は散布し

てますので、別に何も、それは許可されてるわけなんですよ、法的にね。作物によって回数

は制限されてますけれども、全部除草剤の散布は許可されております。有機栽培という名前

で物を売る場合は許可されておりませんけれども、一般栽培では全部許可されておりますの

で、何も農薬散布したかていいんじゃないかと思いますねんけど、この点についてひとつご

答弁をお願いいたしたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議員さんよりいろいろとご指導いただきました点につきまして、できるか

できないか。私も多分農薬散布でないと、アスファルトの下から押し上げてくる除草剤とい

うのはとても処理できないんではないとかいうことは思っておりますので、そこら辺またで

きるようであれば大字の区長さん等とも十分協議させていただいて、一応そういう方向で検

討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。（不規則発言あり） 

 チップの件につきましては、一度シルバーと、現在サービス公社を通じてシルバーに管理

委託してますので、シルバーの方と一度協議させていただいて、そういう方向で進めてまい
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るように努力させていただきます。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 ぜひとも１回やってみてください。チップマルチやってみてください。何やっ

たら僕も手伝いますよ、せんなんとこがあれば。一とこ１回、やはりやる前に、もう今ヨゴ

ミが生えてる、それからカヤキが生えてんのは、これはやっぱり根引かなんしようないです。

この根を残してるから、こいつらはききません、マルチしたって。そんなんその間からでも

押し上げてきます。そのぐらい精力の強いやつですんで、それ以外の、それとセイタカアワ

ダチソウ、この３つは少々そんなことしたって押し上げてくると思います。だからそれらの

根を一たんうつくしいしてどっかでサンプル的に１回やってみられて、これはいいとなれば

それを進められたらどうでしょうか。部長、どうですか。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 一度試行させていただきます。 

山田議長 以上で山本悦雄君の一般質問は終了いたしました。 

 お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。ご異議ござ

いませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本日は、これにて延会することに決しました。 

 なお、本日行われませんでした一般質問につきましては、１３日午前１０時から引き続き

行うことといたします。 

 本日はこれにて延会いたします。ご苦労さまでした。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：５１延会） 
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平成１９年６月１３日広陵町議会 

第２回定例会会議録（４日目） 

 

 平成１９年６月１３日広陵町議会第２回定例会（４日目）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     会 計 管 理 者  和 田 叙 嗣 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  中 尾   寛 

  総 務 部 長  植 村 和 由     健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫 

  住 民 生 活 部 長  吉 村 元 伸     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  森 川   勇     水 道 局 長  大 西 利 実 

  総 務 部 参 与  松 井 定 市     住民生活部参与  山 本 新 三 

  都市整備部参与  北 神   理 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 
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  局  長  谷 山 一 志 

  書  記  野 瀬 一 吉 

  書  記  上 田 勝 代 

山田議長 おはようございます。きょうは質問議会３日目でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

 ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０３開議） 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 一般質問 

 

山田議長 １２日の一般質問に続きまして、これより松野さんの発言を許します。１２番、松

野議員！ 

松野議員 おはようございます。きょうは共産党の私と寺前議員の一般質問という日で、皆さ

ん全員出席していただきまして本当にありがとうございます。頑張って質問をさせていただ

きたいと思います。 

 では、まず最初に、町づくりについてでございます。 

 これは継続して地区計画の問題を取り扱っておりまして、自治会の方にも地区計画につい

て要望があれば、協力といいますか、説明とか協力しますということで、既に自治会長会の

中で理事者の方からの説明があったということを聞き、一歩大きく前進したと喜んでいると

ころでございます。しかし、やはり地区計画といいましても本当になじみのない言葉でござ

いますから、ぜひ積極的に、町の方針として地区計画で今の真美ヶ丘の町並みを保全してい

くという観点から、積極的に説明会、勉強会を町主導で、まずは地区計画とはどういうもの

かということを周知するために取り組んでいただきたい、これがまず１点でございます。 

 ２つ目が、南４丁目のマンション問題につきましては、全協でしたか、委員会でしたか、

ちょっと覚えておりませんけども、フクダ不動産の方から計画案のご案内ということで、町

長の助言により小さい小規模のマンションを建設するという、こういうような案内が回覧さ
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れまして、これについて町長の方は、そんなことは言っていないということでしたので、撤

回し、謝罪の文書を求めるという、そういうことになっておりましたから、その後、そのフ

クダ不動産からどのような対応があったのか、町としてどのような対応をしたのかというこ

とを確認しておきたいと思います。 

 ３つ目は、指導要綱を変えるということで、もうそろそろずるずると１年たっているんで

すけれども、基本的には私はやはり条例化をしていくということで、指導要綱にそれほどこ

だわるわけではありませんけれども、変えるということのままずるずるなっている部分につ

きましては、やはり町のこれからの姿勢のあらわれの一端であろうというふうに思いますの

で、町づくりの方針を明確にすべき時期の中でどういうふうになっているのかという観点か

ら確認をしたいと思います。 

 ２つ目でございますが、後期高齢者保険について、最初の初日のあいさつの中で、広陵町

の平岡町長も広域連合の議員に推薦されてなられるということで本当に喜んでいるところで

ございますが、そういう立場であればこそ、広陵町民の意見をしっかりと反映していただく

必要がございます。そこで、この後期高齢者保険につきまして、町民への影響、問題点、ど

のように把握していただいているのか、この点をお聞きしておきたいと思います。 

 また、それ以外にも組合議会自体にもやはりいろいろと問題があろうかとも思います。組

合議会の情報公開はどうしていくつもりなのか、どうなってるのかということについてお聞

きしたいと思います。 

 ３つ目ですけれども、学童保育の充実についてはちょっと大ざっぱに書いているわけです

けれども、第一小学校区の学童保育を校内の方で実施したい旨、３月議会でも方向性は示し

ていただいたと思います。この進捗状況ですが、どのような検討を今されているのか、この

点について確認しておきたいと思います。 

 また２つ目が、指導員の充実についてということで漠然とした内容にはしておりますけれ

ども、これは指導員さんの待遇面の問題がございます。その指導員さんの待遇についてどう

なのかということを、まずとりあえずお聞きをしておきたいと思います。 

 ４つ目ですが、五位堂駅にエレベーターの設置について近鉄に要望をということですけれ

ども、五位堂駅は近隣の中で見ましても、一日の乗降客が八木駅で３万７，１８９人で、高

田駅で１万７，０２６人です。そこで五位堂は２万４，７５５人で、奈良県内の中でも有数

の乗降客のある大きな駅となっているというのが実態です。ところが、そういう中でやはり

高齢者の方、障害をお持ちの方、また、たくさん荷物を持っている方、いろんな多種多様の
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利用があるわけですけれども、エレベーターがございませんから、本当に車いすの方とか駅

員さんが付き添ってやってくださってるのもしばしばお見かけするところですが、このホー

ムにエレベーター、そして駅舎にも要るわけですけれども、エレベーターを設置してほしい

という声が上がってきております。私たちも近鉄の方に要望し、また引き続き要望していき

たいと思っているんですけれども、やはり行政としても、ぜひ広陵町の多くの方が利用する

五位堂駅にエレベーターを設置してほしいという、このような要望をしていただきたいので

すが、いかがでしょうか。 

 それから５番目は、前の３月議会でも減免制度について少しご紹介いたしましたが、上下

水道の減免制度の実施をぜひ検討をしていただきたいというふうに思うんです。後からも言

いますけれども、やはり自治体自身の減免っていう部分の範囲が非常に狭められてきていま

す。本当に住民税も増税、そして医療も大変負担が大きくなってきている中で、本当に広陵

町として、暮らしを支えていく最低限の部分でやれるところを真剣にあらゆる部分を検討し

ていく時期でございますので、これは奈良県内ではされていませんけれども、全国的にはた

くさんの自治体が上下水道の減免制度しておりますので、ぜひこの検討について取り組んで

いただきたい。 

 以上、５つの点について、よろしくお願いをいたします。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 松野議員の質問にお答えを申し上げます。 

 町づくりに強い信念を持たれておる議員でございまして、何事も地域住民とともに歩むそ

の姿勢を示されております。町づくりは３つの質問でございます。 

 まず１点目の、良好な住環境を守るために地区ごとに町づくりを進める手法が地区計画で

ございます。地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって話し合い、考えを

出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていくのが本来の趣旨です。先般、真美ヶ

丘、みささぎ台の自治会長さんに町づくりについてご説明させていただきました。各自治会

で検討してもらい、町も協力し、進めていきたいと思います。 

 ２番目の南４丁目のマンションのことでございますが、従前から町としての指導は一貫し

て本町の開発指導要綱に沿って指導をしております。 

 ３番の開発指導要綱への対応はどうかというご質問でございまして、３月議会でお答えし

たように、現在、町づくりについて各地区へ提言させていただいています。このことを踏ま

えた上で、この町にふさわしい指導要綱をつくっていきたいと考えています。 
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 次、２番の後期高齢者保険についてでございますが、町民への影響、問題点を把握してい

るのかというご質問でございます。現在の老人保健制度における負担のあり方は、各自が加

入する国民健康保険または被用者保険に保険料を支払う仕組みとなっておりましたが、後期

高齢者医療制度では、介護保険と同様、７５歳以上の高齢者一人一人に対して保険料が賦課

徴収されることとなります。なお、今まで保険料を負担してこなかった被用者保険の被扶養

者であった方で新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる方に対しては、激変緩和の観点

から２年間保険料を５割軽減することができるとされています。さらに低所得者に係る保険

料については、現行国保制度と同様、軽減措置を設けられる予定でございます。また、保険

料減免及び徴収猶予についても、条例等の制定を含め検討されることとなる予定です。 

 ２番でございますが、各市町村議会と同様、奈良県後期高齢者医療広域連合議会も、地方

自治法の定めにより、一般の傍聴、会議録の閲覧は認められることとなります。議会の傍聴

に関する規則につきましては、今後予定されております広域連合議会議員選出後の最初の議

会において制定されることとなります。また、広域連合議会に係る行政文書の情報公開につ

きましては、各市町村と同様の情報公開条例を広域連合議会に提案される予定です。広域連

合議会につきましては、６月に広域連合議会議員が選出され、７月に第１回の議会開催を予

定されており、１１月ごろ開催の議会において保険料等に係る条例を制定される予定でござ

います。私も広域連合議会の議員として重責を与えられましたが、しっかりと学んでまいり

たいと思います。そして地元町の国保運営、模範となるよう取り組む必要がございます。議

員各位のお力添え、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 学童保育の充実につきましては教育長が答弁をします。 

 学童保育の充実の指導員の充実についてお答えをします。児童育成クラブは、現在５施設

において２８名、前年度は２７名の指導員で２名１組のローテーションで運営を行っており、

障害児１名に対し指導員１名の加配や、参加児童数の多い施設にも加配を行っており、児童

数に応じ指導員等の増員を図っているところであります。また、県主催の研修会にも積極的

に参加をさせるなど資質の向上に努めています。 

 ４番目の、五位堂駅にエレベーター設置について近鉄に要望をしてるかどうかでございま

す。答弁として、ご質問の五位堂駅にエレベーター設置についてでありますが、昨年の１２

月にハートビル法と交通バリアフリー法を統合、拡充したところの高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法が施行されており、この新法の

適用により、施設の高低差が５メートル以上である鉄道駅については平成２２年までにエレ
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ベーターまたはエスカレーターを設置することが、施設設置管理者に対しての努力義務が課

せられております。五位堂駅につきましては、一日の平均的な利用者は５，０００人以上あ

るとともに、この新法の適用を受けるため、施設設置管理者である近畿日本鉄道では、駅構

内でのエレベーターの設置に向けて平成２２年度までに順次検討していくこととされており

ます。今後においては、近鉄及び香芝市とも設置に向けての協議を図ってまいりたいと存じ

ます。 

 次、５番でございます。上下水道の減免制度の実施をということでご質問をいただきまし

た。上下水道の使用料金につきましては、ご存じのとおり公共料金として公平な受益者負担

を原則としており、使用水量に応じた料金をお払いいただくのが原則でございます。しかし、

ご質問の内容につきましては、他の状況を調査し、何かよい方策がないものかと研究いたし

ましたが、公営企業であることのご理解と節水に心がけていただくほか、電気・ガス料金な

どの公共料金と同様、ご使用になった量に対する料金について、公平な受益者負担の観点か

らもお払いいただこうという結論になりました。なお、広陵町水道事業給水条例に軽減また

は減免の規定がございますので、この条例によって運用いたしてまいります。以上でござい

ます。 

山田議長 教育長、お願いします。安田教育長！ 

安田教育長 松野議員の質問事項３、学童保育の充実について答弁させていただきます。 

 真美ヶ丘第一小学校区の学童保育の件につきましては、昨年１２月の議会にもお答えした

とおり、校区内のミキハウス跡地の開発に伴います学童数の増加等を見きわめながら対応し

てまいりたいと考えております。教室数の増加が発生した場合には、校内での学童保育がま

すます困難となってまいります。放課後子ども教室と学童保育との連携が進んだ段階で、再

度検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 

山田議長 ２回目の質問を受けます。松野議員！ 

松野議員 地区計画については積極的に対応してもらっていってる状況ではありますが、一つ

は、本当に周知、どういう制度かっていうことはなかなか難しいですけれども、それをやは

り知っていただく作業がどうしても必要なんです。 

 お聞きしますけれども、従前に、何年も前ですけど、地区計画手続条例を制定された後に

広陵町の地区計画についてというパンフレットをつくっていただきましたが、もうそれが在

庫なくなっちゃってるんです。ところがそれを、やっぱり早急にパンフレットをたくさんつ

くって住民の皆さんに再度勉強会で使えるように、あるいはそういう関心のある自治会の方
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にお配りできるようにそういうパンフレットをつくっていただかなければ、口頭で言われた

ってわからないです。その点について、どうしていただけるのかということを一つお聞きし

たいと思います。 

 ２つ目の分なんですけれども、南４丁目のこの問題に私がこだわりますのは、これだけの

問題じゃないと思っているからです。南４丁目の方のフクダ不動産がこのように、当初の計

画は町長の助言により６０平方メートル以上の該当するところだということでということで

したが、直接私もフクダ不動産の担当者にお話を伺いましたけれども、電話でですけれど、

やはりその辺では町から説明を聞いたニュアンスが、感触ですけども、ありました。それだ

けじゃなくて、ほかの業者の方も、建てれますということは町の方が説明してるんですと、

例えばアパートとかですね、細分化するとか。それでやろうとすると住民から反対運動があ

ると。混乱すると。町の姿勢はっきりしてもらわなきゃ僕らも困るんやということも聞いて

おります。ですから、やはり広陵町が、担当の方が法律的に言われたら建てれますと言わな

きゃいけないっていう、そういう気持ち、立場はわかります。わかりますけど、でもやはり

広陵町は、指導要綱とか、またこれから地区計画をつくっていこう、こういう町並みをつく

っていこうという、そういう前提を持っているわけですから、やはり町としての町づくりを

きちっと推進していくために理解を求める努力をやっぱり積極的にしていただかなきゃ、や

はり今後も混乱が起きるし、それからまた誤解も生まれるし、住民もそういう中で一々運動

をしていかなきゃいけないということは大変厳しいです。つらいです。ですので、その点の、

これは法律的にはできるけれども、広陵町としてはこういう方針持っておりますのでどうか

協力してほしいという形を、やっぱり確信持って取り組んでいただけるような対応を確認し

たいんですが、その点について、どのように取り組んでいただけるのかということをお聞き

したいと思います。 

 それから指導要綱の対応なんですけど、先ほど私も言いましたように、今は要綱政治じゃ

ないですよね。やはり条例化することが大前提なんです。ですからこの際、この１年間もや

っぱり延び延びになって、１年間もたっていないか、ことしのですから半年以上。でも大分

たってますね、半年以上は延び延びになってます。去年の１０月か１１月ぐらいまでにはと

いうのが当初の話だったですから、それが３月なりということで延びているんですが、です

からこの際、やはりあいまいな町づくりの方針じゃなくって、きちっと広陵町はこういう町

並みの形成、町づくりをするんだということをやっぱり町の方が明確にすべき時期なんで、

要綱はもう従前のままで、とりあえず条例をつくることを先行するという形でするのかどう



－166－ 

か、そこの辺の見きわめも来てると思うんです。その点については、このずるずるとした対

応じゃなくて、どういうふうにしていくのかということを明確にしていただきたいと思いま

す。以上です。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず、最初の地区計画についての説明用のパンフレットの件でございます

けども、パンフレットにつきましては十分ございます。この２０日に、みささぎ台及び真美

ヶ丘地区の自治会長さんに、再度町づくり地区計画の説明会をもう一度させていただきます。

その折に必要な部数につきましては十分ございますので、もしなくなれば当然またつくらせ

てはいただきます。（不規則発言あり）十分ありました。（不規則発言あり）広陵町の、はい、

あります。（不規則発言あり）ありました。 

 それから南４丁目の件ですけども、一応これにつきましては、当然町としては指導要綱に

基づいての指導をしておりました。ただ、話がどういうことで、その指導要綱の基準以内の

区画云々ということで地元に説明をされたようですけども、それについてはフクダ不動産か

ら町あてに対して、その誤解のあった点についてはちゃんと理解したということでそれなり

の処理はいただいております。現在も、フクダ不動産の南４丁目の開発につきましては指導

要綱による面積を遵守した上での区画割りを再度やり直して、この１７日に地元説明会を再

度開くというように一応伺っております。町としましては、指導要綱どおりの指導、それを

緩めた指導は一切いたしておりません。 

 それから町づくり条例をという話ですけども、現時点では一応町づくり条例は考えており

ません。指導要綱で対応していきたいと考えております。以上です。 

山田議長 １２番議員、松野議員！ 

松野議員 広陵町地区計画っていうので、私、前何回かもらいに行ったらないっていうことで、

区長さんたちに渡す分も県の方でつくったパンフレットだったんですが、広陵町独自でつく

った分ですね。そこを再度。はい、それだったらそれで大いに活用して、なくなれば増刷を

していただきたいと思います。 

 それから南４丁目の問題についてですけれども、やはりこのような誤解のままではなく、

その点についてはきちっと訂正、謝罪をするいう形で南４丁目の住民の皆さんに回覧をする

ということだったと思いますので、その点についてきちっとけじめをつけていただきたい、

これが一つ。 

 それから、やはり先ほど言いましたように、そういう言われたら、もう本当に去年のアパ
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ート問題もそうなんです。地主さんの方は、町はアパート建てれますよって言ってますとい

うことがあって、本当に立場の違う住民に対して違う言葉を使ってるということでは本当に

大変な問題になりますので、今後もだからその点をやはりきちっと、町の方はどういう町づ

くりを進めるのかということについては、真美ヶ丘については一戸建て、６０坪以上という

のがマスタープランにも書いてるんだから、それをきちっと徹底していただくという姿勢が

必要なんですが、これについて町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 それからもう一つは、この南４丁目のマンション問題について地元説明会があるというこ

とですが、指導要綱に沿っても地元の同意がありますので、やはり地元同意を尊重して進め

ていただきたいというふうに思いますので、その点お願いしておきたいと思います。 

 １番目については以上です。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 南４丁目のフクダ不動産の件につきましては、当然指導要綱どおりという

ことですので、地元同意書は必ず当然とっていただきます。当然地元同意が指導要綱上は必

要ですので、当然それがないと指導要綱を守っていただかないということになりますので、

それはちゃんと守っていただきます。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 松野議員の地元で行われました開発については、地権者そのものから、我々にはも

う信頼感をなくされたと、もう嫌悪を抱いておられるような、そんな感情をつくり出したと

思います。私は地元のために尽力をしたつもりでございますが、これからは何としても地区

計画をしっかりと地元で町と一緒にお立てをいただいて、その協定をしっかり守っていこう

ということが一番大事なことだと思います。町としては大きなマスタープランで目標を掲げ

ているわけでございますが、これをみんなの力で実現していこうというその気持ちが大事で

ございますのに、いろんな人がおいででございまして、自分の権利は認められているという

ことで法的にはひとり立ちで来られるわけですけれども、その場その場でお金もうけて果た

して住民に信頼されるかどうかという、そうしたことが一番大事なことでございまして、お

金あるけれども心が貧しいようなことをつくっておれば、これはだめでございます。篤とこ

れから説得を続けていきたいと、地区計画を大事なものとして取り扱っていきたいと思いま

す。 

山田議長 次の項目に移ってください。松野議員！ 

松野議員 町長も町づくりについてはご尽力いただいているのも大変理解しておりますが、そ
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ごのないようにご努力を一層お願いしたいと思います。 

 次にですが、後期高齢者保険の問題なんですけれども、ここには本当に大きな問題があり

まして、まず一つは、今の状況どうなのかと、高齢者の状況がどうなのかということなんで

すけれども、日本総研の分析によりますと、これ最近の、毎日だったかな、新聞が紹介して

いた記事なんですけれども、先月の２４日の発表したリポートですけれども、高齢者世帯に

おける日常生活費不足が恒常化ということで、医療制度改革によって高齢者世帯の保健医療

費がふえている実態を指摘、世帯主が６５歳以上で配偶者が６０歳以上の無職の世帯の場合、

医療制度改革が行われる以前の２００１年には保健医療費が月平均１万４，４２８円でした

が、これが２００６年になると１０．６％増になったと。その一方で収入は、公的年金支給

額の減少、低金利による利子等の低迷によって、高齢者世帯の平均年収は１９９５年の３３

４万円から２００４年には２９６万円になったということで、この結果、世帯主が６５歳以

上で配偶者が６０歳以上、無職の世帯の場合、家計の赤字は９０年代の月平均で１．３万円

だったのに対し、２０００年度以降は３．４万円に拡大したというふうに分析しております。

高齢者世帯の毎月の赤字は預貯金などの取り崩しによって補てんされているけど、自己金融

資産のみで生活費を賄うことができる高齢者世帯は半数未満にすぎないということで、高齢

者の生活が大変に厳しくなっていて、できるかできないか瀬戸際の世帯がもうたくさんある

というのが大前提の上でこの後期高齢者保険制度ができるわけなんですが、そういう中で、

先ほどの答弁の中には少し書いておりましたけれども、保険料の新たな負担、被扶養者にな

っていた方が今度はもう新たに保険者になってしまう。半減の経過措置はあるものの、丸々

の負担増になります。１年間で１カ月６，２００円と言われておりますので、平均で、その

分がやはり２年後には丸々の負担になっている。そうすると２人になったらまた倍になるわ

けで、これが年金から天引きされると毎月１万以上年金から天引きされてしまう。それも１

万５，０００円以上の方から全部取っていくわけですから、自動的に天引きしていくわけで

すから、本当に年金暮らしの方は生活ができるかできないか、大変重大な問題が出てくると

いうことは、これはやっぱりきちっと保険料につきまして意見を、町長、問題が大きいとい

うことで指摘していただきたいんです。 

 それから２つ目の問題が、資格証明書の発行です。今は高齢者の方、資格証明書出せない

ことになっているはずですし、とりわけ広陵町は平岡町長が部長の時代から、資格証明書は

出さないということをずっと守っていただいているというふうに思います。そういう中で、

今度は容赦なく資格証明書を発行することを言っております。それも比率でいえば２割の資
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格証明書発行になるだろうということを言ってるんです。 

 医療の保険証がないとどういうことになるかというと、本当に今でさえ全国的に大変悲惨

な事態が起きているんです。これは全国保険医団体連合会の調査ですけど、国民健康保険証

を取り上げられた人、資格証明書の人の場合の受診率が、一般の人の何と３０分の１です。

これ神奈川県の調査ですけど、そんなことになってしまうんです。それでそのほかに、取り

上げられて、受診は何とかしたものの大変手おくれだということで重症化したケースが９３

０件、それから、それによって受診がおくれて亡くなったというケースが、調査した範囲内

だけでも２５人に上る。こんな実態出てるんです。これを２割も資格証明書に発行して、高

齢者の人ね、こんな状況の中で、ぎりぎりの中でどうして医者に行けるんでしょうか。見殺

しにするということになってしまいます。北海道の保険医協会は、この制度、うば捨て山制

度だというふうに言っています。ですから何としても、このような資格証明書を発行するこ

とは平岡町長の信念としてどうかストップしていただくように頑張っていただきたい。この

点が２つ目です。 

 それから、これについては最近の問題もありましてね、マンションの中で５８歳の女性が

冷蔵庫の中で見つかったという、これもお金がなくて医者へ行かなかったからですよね。こ

んなのも広陵町でもあちこちで見受けられる状態になるんです、２割というたらね。こんな

こと絶対させないでください。お願いいたします。 

 それから３つ目が、定額制になるということで、定額制ということは余り詳しく説明して

ると時間がありませんけれども、入院をするとすると、入院１回について点数がどんだけっ

て決められるから、１カ月入院しても半年入院しても同じ点数しかもらえないので、もうと

にかく入院したらすぐに帰ってもらう、これしか病院できなくなってきます。診療所に診療

に行っても、定額制になるので月に１人当たり幾らっていう点数制になるので、そうすると

月に１回だけ来てもらっといて、あと今だったら毎週４回行ってるところが、週１回行って

るところがもう月に１回にしといたら、その方が点数同じだから楽ですよね。大勢患者さん

がいたら手抜きますよね。そういうような中で、これは医療格差、高齢者に対する医療格差

ということが厳しく指摘されています。この問題点もぜひ、町長、認識して改善をするよう

に頑張っていただきたいと思います。 

 それから、保険料が自動値上げの仕組みになっておりまして、これは２年ごとに見直しを

するということで、介護保険３年ごとですけど、見直しするたんびに値上げになります。こ

れも２年ごとに見直しするたんびに値上げになっていきます。高齢者の人数ふえるから自動
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的に値上げになっていくわけですね。ですからそれと、やはり自治体、都道府県ごとに計画

書を策定して、その目標を達成できなかったらペナルティー科すとか、そういうような問題

も出てきて、本当に医療費の負担が大変大きくなり医療格差が生まれるというのがもう目に

見えているわけです。こういうことも本当に医療費の保険料の値上げは深刻な問題もたらし

ますので、その点もぜひ認識をしていただいて頑張っていただきたいと思います。 

 ５つ目ですけれども、独自の保険料減免が困難になるということです。先ほどこの条例の

中で減免制度もつくれるということでしたけれども、その点について広陵町はちょっと、去

年、おととしから減免制度が縮小されてしまって大変残念なことになっているわけですけれ

ども、広陵町のようにきちっと減免制度つくっている自治体は本当に奈良県内でも少なくて

自慢できる部分でしたが、これが全域になりますと、本当に広陵町がやっているようにもっ

とそれぞれの自治体に見合ったような充実した減免制度がつくれるかどうかということは、

ここはもう大変危惧されている中の一つです。ですので、この点について、減免制度、どの

ようにつくっていただけるのかということもぜひお願いしたいと思います。 

 また、もう一つは、議員定数が２０ですから、今回幸い広陵町は町長が行っていただける

ので、こういう議会の中で取り上げて、それを町長が判断して頑張っていただけるというル

ートはありますのですごく喜んでいるところなんですけれども、空白の市町村もたくさんあ

りますので、ぜひやっぱりそういう点をカバーするためにも、これは特に後期高齢者、当事

者の意見が反映されにくいということも含めて、議員の数をふやしたり、また傍聴できると

いうこともありますが、議会の方の傍聴はまだ決まっておりませんし、情報公開をきちっと

するということと、それと、これは国保だったら運営協議会あるんですけど、そうやって当

事者の声、あるいは住民の声が反映されるような協議会の設置等をやはりやっていただかな

きゃいけないと思うんですけれども、これは健康保険法の一部を改正する法律案及び良質な

医療を提供する体制の確立のための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議、ち

ょっと長いんですが、これの附帯決議の２項に、後期高齢者支援金を負担する保険者等の意

見が広域連合の運営に反映されるように、保険者協議会の活用等について指導を行うととも

に、意見を聞く場の設定について検討を進めることということになっているんですけれども、

やはり今、協議会をつくっていこうということには全然なっていないと思うんです。ですか

ら、これはぜひそういう利用者、被保険者含めた協議会をつくっていただくように、ぜひお

願いしたいと思うんですが、どうでしょうか。 

 それから７番目の問題点が、高額医療費が今は１回申請しておけばあとは自動償還なって
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いたんですけども、今度はそのたびに申請償還ということになって、これは高齢者にとった

らとりわけ煩わしい問題になります。ですからこの点もやっぱり改善をしていただきたい。

こういう中身の中で、ぜひ、平岡町長、頑張っていただきたいんですが、どのようにお考え

で、どのように意見を述べていただけるのかということをお聞きをしたいと思います。 

 それから、今度は広域連合自体の議会の問題なんですけど、広域連合議会では高齢者から

直接意見聴取する公聴会とか、そういう場を設置をするという、そういう場をつくっていた

だきたいということが一つです。 

 それから２つ目が、一定の基準を設けて業務報告、財務報告などを各市町村に報告を義務

づけることということで、広陵町の議員にも、やはり今、後期高齢者の方でどんな議論され

ているのかということが速やかにわかるような、そういう方策を義務づけていただくように

頑張っていただきたいんです。 

 ３つ目が、住民に対する情報公開の徹底を義務づけるこということで、これは議会の傍聴

含めて、ぜひ住民が目にわかるような透明な運営にしていただきたいと思うんですけども、

今たくさん項目言いましたが、それぞれについてどのように取り組んでいただけるのかとい

うことを、平岡町長、本当に職員時代からこういう医療保険の専門家で大変頑張っていただ

いてきたいう、そういう経緯の中で大変信頼しておりますので、今どのように取り組んでい

ただけるのかということをお聞きしたいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 いろんなデータをもとに問題点をご指摘をいただきました。今、広域連合

の方でいろいろと準備をしてくれている段階でございます。そして勉強会あるいは連絡事項

等々、毎日のように伝達が入ってきております。そうした中で、大きな問題につきましては

町長が後ほどお答えをいただくということでございますけれども、私の方で若干お答えさせ

ていただきたいと思います。 

 まず冒頭に、日本総研の発表を示していただきました。私も６月１１日付の国保情報とい

う資料を、きのうの情報でございますけれども拝見をしております。政府の見方は、今まで

の支えられるイメージの高齢者から、元気な高齢者という位置づけというんですか、考え方

を示されております。これは１９年版の高齢社会白書というところで言われておるわけでご

ざいます。高齢者は高齢社会を支えることが可能な貴重なマンパワーであるという位置づけ

をされております。この中で、１７年度の調査結果の中での数値を上げておられます。６５

歳を過ぎても働く高齢者は多いということをまず上げておられます。男性で６５歳から６９
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歳までの就業者というのは、約半数である４９．５％に及ぶようでございます。女性におき

ましても２８．５％という高い数値が示されております。当然ご承知のように、これからは、

２０年後、私も後期高齢者になります。その時期になってまいりますと、若者２人で高齢者

１人を支えるというような時代もやってくると言われております。やはり大変厳しい、今ま

で経験したことのない高齢者社会がまさに訪れようとしているわけですけれども、この元気

な高齢者をやはり社会の中に組み入れていくというのも大切ではないかなと私は思います。

それと、やはり少子という問題もございますので、大変厳しいという点も確かにございます

ものの、やはりこの日本の医療を相互扶助で、高齢者も働く世代も、また育ちの段階の方々

もひとしく医療を受けるというこの制度を堅持するためには、やはりいろんな制度改革を国

の方あるいは我々も考えていかなければならないという実態がございますので、その点厳し

いということも我々も承知をしておりますけれども、より前向きにこの制度を健全なものに

していく努力をしたいというように思います。 

 資格証明書の問題につきましては、県内でも資格証明書の発行団体は、ごく、私の記憶で

は一、二の団体かなというように思っております。広陵町は資格証明書は発行しておりませ

んし、平岡町長が議会に参画をされる中で、いろいろとご議論を今後いただくものと思いま

す。後ほど町長の方からその点お答えをいただきます。 

 減免制度につきましても、県内で独自の減免制度を持っているのは１０団体に満ちません。

（不規則発言あり）はい、町長にもお答えをいただきます。問題は細かい数字になりますの

で、やはり団体によって減免のあり方というのはございます。それで、広陵町はその減免に

ついて、私は人口規模からいって、国保の組合員の人数の規模からいきまして、相当努力を

させていただいておるというように数字を見て思います。（不規則発言あり）はい。 

 それと、情報公開あるいは高額医療の申請要件等々いろいろいただきましたが、もうそれ

は町長にはお答えをいただけません。いろいろと最後に、公聴会あるいは住民への情報公開

の義務づけとか、業務報告を市町村にしっかりするとかいうことにつきましては、町長の方

で議会に出ていただいて、広陵町としての意見を言っていただけたらと思っております。以

上でございます。 

山田議長 後期高齢者のこれからの話ですからね、また要望だけですからね。（不規則発言あ

り）今の松野議員の質問は、これから始まる後期高齢者に対する要望ですからね、受けとめ

てたらいいと思います。町長！そんなに詳しいことできないと思いますよ、言えることじゃ

ないと思います。 
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平岡町長 今、吉村部長から、国保制度の改革、いろんなことを語ってくれました。本町の国

保制度の財政も非常に厳しい状況にあるわけですが、こうした国の改革意向等を踏まえて町

の動きもしっかりせねばならないわけですが、吉村部長の双肩に実はかけている、そんな状

況でございます。どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 昨今の高齢者の生活が大変厳しくなったわけでございまして、その上にこの後期高齢者医

療というまた負担がのしかかった。介護保険と合わせて年金から天引きをするということで

ございまして、声も高まるのは当たり前でございます。もっとよい方法ないのかなと私ども

いつも痛感をしているわけで、役所は住民サービス会社でありまして、ちょっとでも暮らし

をしっかりと応援をさせていただこうというのが我々役所でございますのに、集金をしたり

徴収をしたり、いろんなこと納付をする、そういう作業ばかり追われているのでは、そんな

役所では私はつまらないと思います。そういう意味で、これからももっといいサービスに努

めてまいりたいと思います。 

 先ほど後期高齢者医療についていろいろな課題を申されたところでございますが、私ども

に大きなプレッシャーをかけていただいてるわけでございます。また、十分な私も国保その

ものに精通しているわけでもないわけでございまして、不肖私が連合会の議会ということで、

このことも実は先日、吉村部長から、町長、立候補してますよということで私聞かされてび

っくりしたわけでございまして、私はその届けも何らしていないのに、そんなようなことが

手続がなされていたようでございます。二、三日してから町村会からそんな経過を説明をい

ただいて、実はこちらでさせてもらったんやというようなことでございまして、もうそのと

き当選証書を持ってこられました。そんな事態でございます。私は余りにも荷が重いのでご

ざいまして、我が町の国保制度でもいろいろと注文を受けられてる立場でございまして、ま

して県の連合会に出ていって十分なことはできません。老骨にむちを打って私は頑張ってま

いりたいと思います。皆さんの声、行政体としての組織としての考え方、議会に反映をして

まいりたいと思います。また、報告は、精度のある密度の濃い内容については皆さんに報告

をする、これはやっぱり地元のよしみでございまして、こんな協議があったということは赤

裸々に報告をして、また皆さんのお力をおかりをしながら奈良県のためにも尽くしてまいり

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 ご丁寧にご答弁いただきまして、ありがとうございます。 

 あとちょっと時間がなくなってまいりまして、これは、でも今回の私の質問の中では一番
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大切にしたいテーマでございます。今後も引き続き、ぜひ町長、部長等議論しながら、本当

に少しでも救済できる制度にしていっていただきたいと思います。元気な高齢者といいます

けれども、元気で働ける方はいいです。けど、本当に病気で働けなくてお金がなくてという

方がごろごろと出てくる。こういう実態になると、それを前提にしていかなきゃいけない時

代になってるということを強く認識をしていただきたいと思うんです。 

 そういう中で、具体的な部分については多々ありますので、今後のまた議会以外の部分で

の議論にゆだねていくことも考えて、この問題についてはこれで終わらせていただきますが、

私ども日本共産党は、こういう大変重大な影響を与えるこの後期高齢者保険制度に対して、

日本共産党、町村会の中では芝和也議員が立候補しておりますので、また広陵町の議員の皆

さんも、本当にいい医療にしていくために、またいろいろとご協力、ご尽力いただけるとう

れしいなというふうに思います。 

 それから、次の質問に移ってまいりたいと思います。 

 学童保育の充実についてなんですけれども、これはまず一つは、今、教育長ご答弁いただ

きました、学童保育の問題に。学童保育について、あるいはずっと何年か前、山村さんが委

員長だったときに視察に行って、子ども何とか課ですかね、医療から全部子供のことはもう

やりますというような、そういう課もありますということでなかなかおもしろいなと思って

たんですが、今ちょっと学童保育とかそれに付随する部分、教育委員会で引き受けて実際に

実務を含めて担当されているのかどうかということを確認したい。ほら、学童保育は以前は

民生部の方で扱っていただいていたのが、これ教育委員会の方に移行するということに方針

になってたと思うんですけど、だから学童保育の問題は従前でしたら池田部長の方が答弁さ

れるところ、今、教育長が答弁いただいたと思うんですけれども、その役場の内部の担当が

どのように変更されたのか、また見通しについて、一つ、簡単でいいから確認しておきたい

と思います。 

 それから、そういう中で来年度から学童保育が、とりわけ第一小学校では校内でという方

向も示していただいているわけですけれども、学童保育と、それから放課後児童の問題です

ね、放課後子ども教室とは別のものとして対応していただかなきゃ学童保育が大変複雑にな

ってしまいますので、これは区別すべき問題だと思いますが、どうなのかということが１点。 

 子ども教室の方はまだまだ決まっておりませんのでいいですけれども、聞きませんが、あ

と、指導員さんの待遇の問題なんですけれども、やはり変わるということを前提になってい

るから、身分とかどうなるのかということとか、それから継続して雇用してもらえるのかど
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うかとか、大きな不安があります。これについては学童が来年からも継続してその待遇につ

いてどうするのかということ。もし決まっているのやったら、やはり指導員さんの方にきち

っとその方針を示しといていただかないと、指導員さんはみんな不安をお持ちだと思います

ので、その点お聞きしたい。 

 あと、５５歳でパートさん、臨時さんのやめるというのは、どういう根拠なのかちょっと

わからないんです。一般には６０歳、あるいはそれ以上延長していこうという方向があるに

もかかわらず、５５歳という部分についてはまだまだ働ける方たちですし、また探す対象者

を絞り込んでしまうことになるので、やはり門戸を開くべきですが、どうですか、その点だ

けお願いします。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 学童保育に絡んで、以前に子ども育成課という名称、仮称でございますが、そう

いった教育委員会と連携した組織をつくって、広陵町の子供のために一元的にそこで仕事を

してもらったらということで提案をさせていただいております。まだ具体的にその子ども育

成課を設置したわけではございませんし、教育委員会に学童保育の業務を移管をいたしてお

りません。ただ、今後、放課後子ども教室等の事業の関連もございますので、学童保育その

ものをこの教育委員会で所管していただくために協議を重ねているところでございます。こ

の前もお答え申し上げましたように、１９年度中に移行したいということを申し上げており

ます。現在も協議をさせていただいているところでございます。 

 また、指導員の問題につきましては、過日、指導員の皆さんと健康福祉課の担当職員とで

会合を持って、いろいろとご意見もお聞かせをいただいております。ただいま議員がおっし

ゃいました５５歳の定年のこともございましたし、今後検討すべきかとは思いますが、一応

町の方で５５歳の線を引いておりますのは、やはり学童保育という業務が非常に体力的にも

きついということもあろうかと思いますので、年齢的な問題で５５歳でおやめをいただくと

いう一応の基準を持ってございます。今後この点については部内で再度協議はいたしたいと

思いますが、考え方としては５５歳で切らせていただくということで指導員さんには申し上

げております。今後検討はさせていただきたいと思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 先ほど元気な高齢者を育てるんだとおっしゃっておりましたから、それにも反しま

すし、高齢者じゃないですのに。ぜひちょっとその点の改善、それと、やはり指導員さんに

早く来年以降の見通しも言ってあげてほしいと思いますので、お願いしておきます。 
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 エレベーターの問題は、これは設置することになってるのは知ってるんですけれども、一

日も早く実現できるようによろしくお願いいたします。 

 最後、５番目、上下水道の減免制度なんですけど、先ほども少し言いましたように、やは

り今度６月から町民税が随分値上げして大変いろんな声も出てきているのは把握されてると

思うんですけど、後期高齢者、医療も、今度保険ね、自己負担が値上げになるでしょ、高齢

者の方とか。ですので、先ほど言いましたように奈良県内にはまだやっているところはない

んですけど、ここの答弁の減免制度は漏水に対する減免だからそんな弱者救済のじゃないの

で、弱者言うたらいけないのかしら、だからそういうところでいえば、一定の条件の高齢者

とか生活保護世帯はどうするかとか、全国的には本当に基準はさまざまです。ですから研究

した結果ほかに方法がないんじゃなくて、全国的に、東京都もやっておりますし、調べたら、

もう全部インターネットで調べ出すのが面倒くさくてできなかったですけど、ちょっと調べ

ただけでも７つも８つも出てきております、自治体がそういうことをやっている。ですから、

こういう形でそういう生活が厳しいいう方を救済するのは、こういう範囲が限られています

ので、検討お願いいたします。 

山田議長 ありがとうございました。 

 以上で松野さんの一般質問は終わりました。 

 次に、寺前君の発言を許します。６番、寺前議員！ 

寺前議員 それでは、一番最後になりましたけれども、よろしくおつき合いのほどをお願い申

し上げます。 

 まず最初に、公債費負担適正化計画等の策定についてであります。 

 これは先般、新聞紙上に載ったもので、非常に各自治体が住民との関係で大変な状況をつ

くり出す原因の一つになっています。平成１８年度から地方債が協議制への移行に伴った実

質公債比率が公表されました。１８％以上の自治体が奈良県では１８団体になっています。

広陵町も起債認可団体ということになり、起債を受けるためには公債費負担適正化計画等の

策定が必要になっているわけであります。そしてこれは広陵町が提出してきたわけでありま

す。この問題については当然、新清掃センター建設に多大な財源を使い、住民の福祉の充実

や生活環境等の整備に影響が出ている中で第３次行政改革大綱が出されて、そしてこの中身

の主に中心は広陵町民の負担の部分について実行され、ひとり歩きしている状況になってい

ます。計画には住民参加も明確にされているものの、行政にとって不都合な部分は勝手に決

める、そして住民とのかかわりのものについては住民に話もしない、議会にも話もしない、
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こういうような状況がやはり、町長のもとでは改革として議会に報告される案件は多くなり

ましたけれども、依然として重要な部分については残っているということであります。この

点についての議会改革が叫ばれている中でありますけれども、行政のこの分野、いわゆる住

民参加の分野についての改革の断行をぜひお願いをしたいということであります。 

 ２番目に、いわゆる産業廃棄物の運搬、収集、処分等が行われ、広陵町でもこの許可を受

けた団体が２０数社、そしてまた、事業所に焼却炉を許可されてる業者が４業者あるわけで

あります。ここの問題について絶えず住民から苦情が生じている、生まれている、町行政側

にも苦情が届いているいう状態が依然として続いています。 

 私は昨年１２月議会に質問をして、その答弁の中で、焼却炉は保健所がダイオキシンなど

を適時検査しているという答弁をいただいたわけですけれども、実態は業者の自主検査を届

ける、業者が自主的に検査したものを年１回届けるだけになっているものであります。日常

業務の実態をどれだけ把握しているのかという点では、心細い限りであります。広陵町では

苦情のたびに出向いてその点の実態を把握されているわけですけれども、県や広陵町行政と

して、住民のこの公害等に対する監視にはこたえられていないというのが現状であります。

私は、町としての責任体制と保健所との密接な連携が必要であり、さらに町独自のダイオキ

シン等の調査の実施も必要ではないのかということであります。もちろん定時定点のダイオ

キシンは調査は奈良県下至るところでやられているわけですけれども、この公害発生拠点を

中心としたものについてはやられていないということからであります。 

 ３番目の質問であります。朝市による農業振興についてであります。 

 はしお元気村での朝市がオープンしたばかりですけれども、状況はどのように認識してい

るのか、参加状況や顧客の反応、売上高や今後の課題等の取り組みについて報告を。これは

この本議会において何人かの議員さんが質問されているので、その答弁が生かされているん

だろうというように思います。 

 さらに、竹取公園東側での朝市も独自でシルバー人材センターの方々が続けられているわ

けですね。その中で、これは竹取公園の有料化の影響によって、この朝市の方々が非常に悪

影響を受けている現状があります。こういう問題について、４月の出発時点、竹取公園の有

料化の時点では職員も参加されて、その点の改善について要望をしてきたわけですけれども、

その後の駐車場などの便宜の協力はどのようになっているのかお聞きをいたします。 

 ４番目、学校給食と食育についてであります。 

 これは食育基本法の施行から広陵町でも取り組みが進められているわけですけれども、学
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校給食に地場産品の導入がなされ、これは私たちが長年要求してきたことでありますけれど

も、食育教育の充実からも重要になっている課題であります。学校での地場産品の取り扱い

の実情、さらに広陵町の生産できてる食材の使用を広げられる可能性など、給食と食育につ

いての視点からの実践をどのように考えておられるのかお答え願いたいと思います。 

 もちろんこれは広陵町では、１６年ですか、東小学校での食育の指定校になり、実績を積

まれた。そして今年度からは数少ない栄養教諭が広陵町で配置され、教育委員会の頑張って

いる姿が見えているわけであります。こういうような状況を一歩進めていくためにも、この

食育基本法という法律の中で示されている数々の問題を実行していく。特に具体的な点でい

えば、最近の食育の過程の中でランチルームの設置、あるいはまた、給食委員会の発展的な

組織のあり方などが指摘されているわけですけれども、そのような問題についても議論をさ

せていただきたいというように思います。 

 以上、第１回目の質問を終わらせていただきます。 

山田議長 ただいまの質問に対し、町長、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 寺前議員から質問をいただきました。行政改革、議会改革の旗手として、旗頭でご

ざいますが、強い意志を持ってお尋ねをいただいております。きょうまで寺前議員は一般質

問を欠かすことのない、もう元気な議員でございますが、まず初めの公債費負担適正化計画

等の策定について、行政改革の断行、このことをご質問をいただいたのであります。 

 公債費負担適正化計画についてのお尋ねでございますが、ご承知のとおり、本町の実質公

債比率は２１．１％で１８％を超えていることから、起債許可の必要な団体となっており、

公債費負担適正化計画を提出し、起債許可を受けております。早急に実質公債費比率１８％

を切る施策が求められるわけでございますが、新清掃施設建設に伴います多額の起債償還が

発生いたしますので、交付税の推移、政府資金の繰り上げ償還の承認いかんによっては多少

前後すると思っております。計画では、平成２４年度で１８．９％、２５年度で１７％と見

込んでおり、許可団体から外れるだろうと考えております。今後は減債基金を活用しながら

繰り上げ償還を実施し、あわせて地方債の新規発行については、公共事業の重点化、効率化

により抑制を図ってまいりたいと考えております。なお、公債費負担適正化計画の策定につ

きましては、第３次行政改革大綱の指針に基づき行政改革を反映し、計画段階での住民参加

を前向きに検討してまいります。 

 なお、住民参加の現在までの取り組みにつきましては、平成１８年１２月に策定された第

３次広陵町行政改革大綱では、住民協働の町づくり推進を大項目として掲げております。平
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成１９年度ではインターネットホームページの各課での更新を実施するなど、行政情報の積

極的な提供など住民との情報の共有化を進め、町民の町政参加の機会の拡充に努めています。

また、町政の目指す方向や課題、考え方、住民が求める情報について、広報紙の月２回発行、

町議会のモニター中継の実施等さまざまな広報媒体の特性を生かし、タイムリーな広報活動

もスタートしています。さらに各種審議会につきましても、その委員の選任では一人一役と

して滞納のないお方を投票させていただき、以前より広く町民の声を聞く努力をさせていた

だいております。今後は団塊の世代の登用も考え、住民の意見を反映した透明な行政運営を

図るため、役場トップ五役会議を経営会議と名づけ、行政は経営であるとの意識づけを行っ

ております。また、お気づきなことがあればお知恵もおかりしたいと存じます。 

 ２番でございます。４事業所の焼却炉の適切な管理についてご質問をいただきました。 

 答弁として、１２月議会におきまして、保健所に対し届け出ているとの答弁をいたしまし

た。検査自体は事業者が実施し、届け出しており、その書類を保健所が検査しているという

ことでお答えしたものでございます。日常業務の実態につきましては、家屋等の解体を業務

としているものであります。保健所、県廃棄物対策課及び産業廃棄物監視センターが現地調

査を実施されており、町も現地確認や指導を行っているところであります。 

 次に、３番、朝市による農業振興についてでございます。また、竹取公園東側の朝市につ

いてのご質問をいただきました。 

 状況の認識や顧客の反応については、さきに青木議員、乾議員にお答えしたとおりです。

なお、生産者の参加状況につきましては、出品登録者数７０名に対し、現在のところは３４

名の生産者の方々に参加願っております。内訳としましては、広瀬２７名、疋相１名、大垣

内１名、中１名、寺戸１名、奈良県農協、そして商工会、さらにやまと小町となっておりま

す。 

 竹取公園駐車場横の朝市につきましては、駐車場有料化に伴いシルバーにおいて駐車場を

確保されております。町としては、交通安全上、竹取公園駐車場でのＵターン等の便宜は図

っておるところでございます。 

 次に、４番の学校給食と食育については教育長がお答えします。以上のとおりでございま

す。 

山田議長 次に、安田教育長！ 

安田教育長 寺前議員の質問事項４、学校給食と食育について答弁させていただきます。 

 食育教育の重要性はよく理解しております。本年度は特に「早寝・早起き・朝ごはん」を
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テーマに、各小学校、中学校、幼稚園で啓発に取り組んでいただいております。 

 地場産品の導入項目につきましては、昨年に引き続き、コマツナ、ホウレンソウ、チンゲ

ンサイの３種目を扱っております。これからは一部６月、７月に手に入らないものがありま

すが、ほぼ年じゅう取り扱いができるものでございます。そのほかタマネギやジャガイモな

どの品目につきましても、はしお元気村からの入荷も視野に入れながら導入していく方向で、

学校食育推進委員会にも諮ってまいりたいと考えております。以上です。 

山田議長 では、２回目の質問を受けます。６番、寺前議員！ 

寺前議員 まず、公債費負担適正化計画ですけれども、町は昨年１１月の３０日に、いわゆる

奈良県に提出されているわけですね。実質公債負担の現状と見込みということで４項目上げ

られています。ここのところで一番問題なのは、今後の地方債発行に係る方針というところ

で、従来より清掃施設建設関連以外の公共事業の抑制を図っており、今後も継続する。生活

関連事業についても地方債発行を最小限の発行に抑える方針である。この答弁の中ではそう

いうところの部分はどういうように書かれているかといいますと、公共事業の重点化、効率

化により抑制を図ってまいりたいと考えております。抽象的な言葉ですね。こちらでは明確

に、生活関連事業においても地方債発行を最小限に抑える方針である。 

 このような重要な問題というのは、今までにあらわれてきた内容が町の内部で議論され、

形成されてきたものだということが初めて認識を持ったわけであります。つまり、大字、自

治会、区会や自治会からの毎年の要望については中止をした。あるいは社協から基金繰り入

れの借り入れをした。そういうような問題というのは、この適正計画の中の一つ一つの認識

であらわれているわけなんです。これは広陵町の財政計画にとっても非常に重要な問題です。

議会がこのような問題に関与していないこと自体が、北海道の事例を出すまでもなく、私た

ち自身の情報が的確に反映されていない、こんな事態が生まれている根拠になっています。

私たちは、そういう点でも活性化委員会をつくり、議会の内部の議員の質の向上などを盛ん

に行ってきているわけです。そういう中でも、なおこんな重要な問題が議会に報告されてい

ないということであります。 

 また、償還期間中における実質公債比率の適正管理のための方策として、下水道会計繰出

金が増加しており、そのため公債費に充当する繰出金が実質公債比率に影響している。そこ

で下水道料金の見直しを実施し、繰出金を抑制する。また、減債基金を利用して繰り上げ償

還の実施、耐用年数を考慮して借りかえ等を検討する。これも実施されています。そして標

準化のための基金、いわゆる借り入れも実施をしてきたわけなんですね。こういうような問
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題が適正化の内容と全く出されていないんです。これは国、県から示されてきた起債の発行

条件にかかわる重要な問題であったわけですから、当然このような問題に基づいて広陵町が

実行しているんだということは議会に報告があってしかるべきなんです。しかし、全くこの

ような問題が新聞に公表されて以降もあらわれていない。また、実質公債比率の見通しや実

質公債比率の目標については答弁を受けているとおりであります。こういうような内容のも

のを私たちは初めて目にするんです。第３次行政改革のところでこれも議論されてるんでし

ょうけれども、全く出ていないんです。起債制限についての問題というのはいろいろ議論を

してきたわけですけれども、広陵町の事務方が認識を持って、生活関連に至るまでの事業抑

制をしているというその方向がここにあるんだということがあらわれているんです。 

 こういうような問題について、もう一つは、これは奈良県の地方課がインターネットでい

わゆる出している問題です。こういう中で、広陵町の財源の問題について議論をする材料が

詳しくあらわれてるんですね。この中で非常に広陵町にとって重要な問題は、給与水準適正

度、国との比較で、広陵町は類似団体順位で１３２類似団体中１７番なんですね。非常にこ

れは進んだ状況です。進んでる状況というのは職員が苦労をされている状況であります。こ

ういう内容と、もう一つは将来負担の健全度。これは地方債残高の問題であります。これは

奈良県下では平均が５１万３，８８２円、広陵町は４５万３，４５１円で、奈良県下ではま

だましな方であります。しかし、類似団体中１３２のうち１０１番目になっています。ある

いは財政力指数、これは財政力ですね、この問題は類似団体１３２団体中７０番。また、経

常収支比率、これは奈良県の状況を反映して、奈良県の市町村の平均は９６．２ですが、広

陵町では９２．９、類似団体中でいうと１３２の自治体のうち１００番目というような数字

もあらわれています。人件費、物件費等の適正度、ここに至っては、やはり１３２番中５２

番。これは先ほどの給与水準の適正の度合いも含めて、かなり広陵町が努力している姿があ

らわれているわけですけれども、その他の問題の比較で、広陵町の将来財源はどうなのかと

いう問題の議論の大きな基礎になることは間違いないと思います。 

 こういうような状況の認識のもとに、私たちはこのいわゆる起債適正化の公債費負担適正

化計画について、当然議会としても関与すべき内容であったわけです。このような問題がさ

らに重要な問題として私が指摘してきた問題は、いわゆる第３次行政改革大綱、これは答申

で私言ってるんですけれども、大綱については１２月に出されています。これを見て私は驚

いたんですけれども、大綱には、これを配付されたところでは、いわゆるこの答申を受けて、

町の幹部職員及び中堅職員によるプロジェクトチーム並びに広陵町の行政改革推進組織のす
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る各部会の多くの職員の意見を取りまとめたものであるいうように書かれてるんですね。私

これ、どうも理解しにくいのは、いわゆる７月に答申が出された、１８年の７月４日。その

後１８年１２月に大綱が出された。すらすらっと見る限りは同じ内容だと思うんですね。と

ころが、この１２月１８日の私たちに配付していただいた中身はそのような内容になってる

んですね。本大綱を改革の指針として云々、これはいいですけれども、これも実際のところ、

答申と一体どういう関係があるんだと。この議員配付の内容を、私はここは見落としてたん

ですけれども、改めて見てみて驚いてるんですね。 

 こういうようなことの中で、それは次の段階の問題としまして、先ほどもあった住民との

協働による町政の推進ということがこの大綱にうたわれています。その中で再三私は本会議

で読み上げて、行政改革の実行を断行するべきだというように言っているわけですけれども、

住民が主体の行政運営を実現するため、住民活動と町政に関する情報を住民への公開から住

民と共有する体制へ移行する。さらに住民ニーズを的確に把握するために、さまざまな方法

で意見を聞く制度の導入を図ること。２番目には、町づくりの主役は住民であることから、

政策形成段階から、ともに町づくりに取り組むためのパートナーシップを構築する。こうい

うこともうたわれてるんですね。結局この問題が、１２月の１８日に議員に配付していただ

いた内容で、幹部職員やその他の職員も議論をして大綱をつくったんだと書かれてる内容と

どうも理解できないんですけど、それは先ほど言ったように後ほどの問題として、こういう

ような内容があって、なおかつ議会が情報を共有していくというのは当たり前の当たり前な

んです。それがこのところの適正化計画には相談もなかった。 

 あるいは幾らでもあります。広陵町が重要議題だと言われている議題の中で、基本構想に

ついては議会の議決事項になっています。私たちは議会の改革として、基本計画においても

条例事項にすべきだということを議論をしている最中であります。もう一つ、各種各課項目

の中で、プロジェクトチームを組んで重要な施策を打ち出してきているわけです、今までに

も。それについては全く、結果の報告のあるものと、結果の報告すらないものがあります。

こういう状況が議会と行政機関の関係になってるんですね。今、行政の改革というのは、国

の地方分権推進協議会が新たな地方分権のための施策に取りかかっています。このようなと

ころの問題として議会も真剣に、地方議会、特に町村議会の中にあって議員が切磋琢磨して、

住民の福祉向上のために議会が果たすべき役割は何なのかという議論をしてる最中でありま

す。このようなことからいって、この適正化計画が議会にも報告されなかったいう点につい

ては、一体どのような認識を持っておられるのか、現時点で。 
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 そしてまた、住民参加という大きな流れの中にあって、このような問題を出す場合に、当

然議会に相談しながら住民参加をつくっていく、そういうような意識改革は研修やその他で

なされているのか。答弁の中にはインターネットでの問題がありました。これも私インター

ネットで町のところをたびたび見るんですけれども、他町村よりも非常に読みにくいです。

食育に関して他町村では、食育推進協議会がつくって報告されてる内容もたくさんあります、

町村でもですよ、村でもあるんです。しかし、広陵町ではそういうもののところに至ってな

いんです。 

 先ほど言った適正化計画については、これも全国市町村津々浦々の中で、インターネット

の中でこういうものを出してるというものを公表されています。広陵町はインターネットで

共有のためにやってるんだといいますけれども、何をか言わんやですね。いわゆるインター

ネットの中でＮｅｗというのがあるんです。最近の、これは二、三週間前のインターネット

ですね。その中で見ると、条例、いわゆる例規集の公開というのがあるんです。しかし、ど

こが改革されてるか全くわからないんです。私たちは議会で、あるいはまた委員会で、規則

がこのここが変わってるのかなというようなことを想像つきますけれども、住民が見て、例

規集の公開あるんで、Ｎｅｗを押して出てくるんですね。どこが変わったか全くわからない。

毎度変わった中身がずらっと、いわゆる出てるだけですから。これで答弁書の中にある、１

９年度ではインターネットホームページの各課での更新を実施するなど、行政情報の積極的

な提供など住民との情報の共有化を進めているという、住民参加の機会の拡充に努めていま

すと言えますか。私、これを言えるという認識を持っておるとすれば、インターネットで、

大きい市は別としても、町村に至るところのインターネット、一回見ていただいたらいいで

すよ。答弁書のこういう内容についても、本当に共有する姿勢、認識を持った形で真剣に考

えているのかどうかお聞きしたいと思います。（不規則発言あり） 

 他町村と比べて（不規則発言あり）いや、だからもう一つ、書いてないでしょ。先ほど言

ったように、Ｎｅｗのところには条例、例規集の公開っちゅうの出てるんですよ。これは２

週間ほど前の広陵町のホームページです。その他のところにＮｅｗに出たのは２つぐらいで

す。条例ともう一つ、それから以前から出ているのは、町づくり構想の中でのいわゆる東校

区の計画もインターネットの中では全部出てます。ほかのページで出ています。しかし、今、

うそついてる云々の問題じゃなくって、他のインターネットで見れば、先ほど言った適正化

計画でもインターネットに出てるんですよ、他の町村。一回、公債費適正化計画という名前

で入れてみたらわかります。かなり出ますよ、ずらっと。 
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 そういうことの状況をもってするのが共有の進んだ段階だと思うんですけども、ここにあ

るのは、もう一度読みますよ。平成１９年度ではインターネットホームページの各課での更

新を実施するなど、行政情報の積極的な提供など住民との情報の共有化を進めている。それ

で進めていると言えますかって言ってるんです。（「努めていますよ」の声あり）いや、各自

努めています、わかっていますよ。努めていますと言うけどね、だから住民の共有として、

このここに言われている、第３次行政改革大綱で言われてるこのものとの比較、落差が大き

過ぎるんじゃないですかって言ってるんです。この間には、全国の町村の中で、いわゆるイ

ンターネット、ホームページの中で、もっと審議会の議論の内容まで載ってるところはたく

さんあります。これは多分知っていると思うんです。そういうことがあって初めて、ここに

言われている住民活動と町政に関する情報を住民への公開から住民と共有する体制へ移行す

る。さらに住民ニーズを的確に把握するために、さまざまな方法で意見を聞く制度の導入を

図る。こういうことの出発点になるわけでしょ。政策形成段階から、ともに町づくりに取り

組むためのパートナーシップを構築する。インターネットで努めています。努めているとい

う状況ではないと言ってるんです。 

 だから私、比較をしたわけなんです。大綱があった、この先ほど読んだところ。答弁書で

インターネットホームページで各課も努めています。２週間ほど前私見たのは、Ｎｅｗを押

したらですよ、例規集の公開と、もう１項目ありました。大したことなかったですけどもう

１項目ありました。例規集の公開見ると、どこが変わったか全くわからない。だけども、う

そをついてるとかいう問題ではないわけなんです。努めているというその判断自身が、私は

この大綱から見ても各全国町村の実態から見ても、努めているという段階ではないんではな

いかということを言ってるんです。これは町長の認識として非常に心配になりますけれども、

ご答弁お願いします。 

山田議長 平岡町長！ 

平岡町長 職員は各分野で一生懸命頑張ってくれているものと私は思っています。いろんなイ

ンターネットホームページも頑張ってくれると、拡充に努めていますということで努力をし

ていることを私は確認をして答弁をさせてもらったんですが、寺前議員からは評価をいただ

いておりません。職員もこのことをしっかりと聞いてくれてると思います。しっかりこたえ

てくれると思いますので、どうぞあと見守っていただきまして、その都度おわかりいただい

たときに、もうどしどし遠慮なくおっしゃっていただいて、この会議だけ言うのでなくして

ね、常に言ってもらいたいと思います。それがやっぱり議員と違いますか。 
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寺前議員 いつも言うてます。 

平岡町長 そうですか、そしたらいつも言うてくれてるのやったらここで強調しゃんでも。 

寺前議員 職員には言ってます。 

平岡町長 そうですか、これからもよろしくお願いします。 

寺前議員 いや、先ほどのこの公債費の適正化計画について、議会に相談しながらつくってい

く……。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 おっしゃるように、起債の制限比率もございますので、起債の制限比率を抑えるた

めにはどうしたらよいかと、やっぱり事業費を抑える、そして収入をふやす、どちらかなん

ですね。どちらもやらなければいかんわけでございまして、生活関連事業を落とすのはおか

しいやないかということですが、もう町のやる事業はみんな住民の生活を支える事業でござ

いまして、この中で、より必要、最適な事業をさせていただくわけでございまして、このこ

とを言わなければ国、県は承知をしてくれません。制限比率を抑えるために。（不規則発言

あり）もちろんこれは常に相談を申し上げてる事項でございまして、執行権者に任された事

項もございます。また皆さん方には、今このときにはこんな事業をやれと、こういうように

おっしゃって、我々もそれからするかしないかを決めるわけですから、協議はしているわけ

でございます。小さい項目の隅までみんな相談せえと言われりゃあ、それには少々問題があ

ったかと思いますね。いろんな事業はみんな相談申し上げてるはずでございますので、財政

につきましても篤とご相談を申し上げて進めたいと思います。 

寺前議員 ３回目の質問させてもらいます。 

山田議長 はい、３回目。 

寺前議員 町長、小さなとこまで相談する必要ないとおっしゃってます。それは当然の話です。

執行機関の日常業務の問題っちゅうのはそのとおりなんです。しかし、今この問題っちゅう

のは小さい問題なのかどうか。答弁書ですよ、何回も言いますけれども、重点的、効率的に

公共事業を抑制する。こっちの方では、生活関連事業についても地方債発行を最小限の発行

に抑える。言葉のあやではないんです。そしてその中で、出の一般質問にあった土地を、計

画上のなかった土地を購入していくんですね。だから、要はこういう問題の認識があれば、

議会としても起債を発行する場合の基準についてどのような基準を持って将来的に考えてい

くのか、この町の計画に基づいて私たち自身も議論をするためには、非常に重要な資料にな

ってるんです。 
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 自治会、区長会から毎年行っていた要望について中止した。これは中止する必要ないんで

す。財源がないということであれば、どうするのかという問題は確かにあります。私たちは

住民の要望を上げてまいります。財源ないからできない。しかし、どこができなくてどこが

できるのか、そういう問題というのは住民が議論する過程の中で集約されます、必ず。金が

ないのにできないというのは当たり前の話なんです。しかし、知恵を絞ってどうするのかと

いう問題については、当然今までもやってきたし、これからもできるはずなんです。お金の

かけない方法だってあります。そういうような問題に対しての認識を持った上で、議会に対

応していただくということが必要ではないのかと言ってるんです。小さなことではなく、こ

の公債費適正化計画というのは私は非常に大きな問題だと思いますけれども、この問題につ

いて議会に諮らなかった点について反省があるのかないのか、この１点だけ聞いておきたい

と思います。 

 それともう一つ、財源の問題について言いますけれども、財源について、私は根本的には、

今地方分権を国で行ってる中で全国町村会が提案を要望してる、いわゆる税の配分、公共事

業は地方が６、国が４なのに、税配分は逆になってる。これを５０・５０にしてほしい。こ

れは全国町村議長会の国へ対する強い要望です。こういうような要望については、広陵町の

議会もこぞって党派を超えて町長と一緒に、本当に地方自治体を豊かにさするためには国か

ら税金をとってくる、当たり前の話なんです。これは個々の問題ではなくて制度を変えてい

くという今現実に行ってる問題ですから、広陵町議会や広陵町町長率先して、私たち全員が

国に駆け入ってもいいです、自費で行ってもいいでしょう。そういうような形で本当に地方

から国に対する声を上げていく。こういう形の根本的な改善策がなければ広陵町民は幸せに

なれないですよ。そういう問題についてもやっぱり認識を持って、財源の確保の問題という

のは今はできないけれども将来頑張っていく、そのために頑張り方はあるし、改善されてい

ます。地方交付税の問題についても国が削減しようと問題がストップされました。こういう

ような問題あるんですから、そういうことについても一言述べておいていただきたいと思い

ます。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 公共事業の抑制、起債の制限比率を抑えていこうと、そういう思いは私は議員とは

同じ考えだと思います。ただ、議会に相談をしないという、そういうことをおっしゃってい

るわけでございますが、常に今、本町の抱えている問題点については十分ご理解と納得をい

ただいている状況でございます。ただ言葉の問題でございまして、公共事業を重点的、また
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効率的な抑制を図ると書きながら、片方では生活関連公共事業費を抑制するという姿勢だと

か、また、区長、自治会長さんには事業の申し入れを断っているというふうなことをおっし

ゃっているわけでございますが、私は、各大字区長さんに今年度整備箇所はありませんかと、

そういう聞き方をすれば、今年度するとこを書けばやってくれるという思わせをさせること

になると。ですから、そのことは事前にきょうまでの経過を知っておりますので、大字区長

さんにも町の情勢の厳しさを知っていただいて、そして重点的な非常に生活でお困りをいた

だいているところをやらせていただきますということを申し上げているわけでございまして、

その文章を一つずつつかまえておっしゃるよりも、やっぱり町の基本的な姿勢をどうぞお説

きをいただきたいなと思う次第でございます。町の今抱えている問題を、これからも議会と

よく相談を申し上げて進めてまいりたいと思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 時間がないので、適正計画の答弁なかったですけれども、それは仕方ないというよ

うに認識しておきます。 

 ２番目に移ります。この問題で私が質問していたのが不十分だったんでしょうけれども、

日常業務の実態をどれだけ把握してるのかという点の書き方がまずかったわけですね。解体

業務というのはわかってるわけなんですけれども、毎日ほど黒煙が立っている。もちろん毎

日、違う日もありますけども、それを南郷の住民がその都度その都度写真を撮っておられる。

そして黒煙の出てる状況があって町に連絡をする。保健所にも言う。警察にも言われた経緯

もあるみたいですね。こういうような状態という問題について、本当に町の権限の問題とし

てはなかなかないんだということはよくわかります。県が持っている権限だということもわ

かります。しかし、この中で、もう末梢的なものは省きますけれども、これ１８年度も事業

所出しています。だからダイオキシンの検査と言っているけれども、業者が自主的に年１回

出した届け出するだけの、そしてそれが基準を上回っていれば抑制のために調査に入る。こ

れでは意味がないということは、まず第１点、認識していただきたいと思います。 

 それから、これは県の環境白書であります。この中に１、２があって、２番目に各種の環

境保全対策というのがあるんです。この中で、市町村では環境保全対策の一つとして企業と

公害防止協定を締結するとともに、この防止協定や騒音規制法云々で企業の立入検査を実施

し、環境問題の発生防止や改善に努めていく。こういうのがあるんですね。これは県、奈良

県ですよ、奈良県が企業と公害防止協定結びなさいと。そうすればそれに基づいて立入検査

もできますと、こういうような形で市町村がきちっと責任体制を確立する。方法的にもこれ
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で確立できるわけですから。県は公害防止のためにヘリコプターを飛ばしてまで不法投棄の

問題も監視してるというのに。宣伝してますね。桜井にあるいわゆる監視センターですかね、

そこが中心になって一生懸命やっています。保健所については、この問題についてはなかな

か立ち上がれないんですよ。だから公害防止協定を結ぶ、その中身にも問題ですけれども、

企業とそれほどに町が公害防止のために住民の健康を守るためにきちっとやりたいんだとい

うことを申し入れて、その出発点にするという態度、姿勢はできますか。この点について聞

いておきたいと思います。 

山田議長 住民生活部長！ 

吉村住民生活部長 ２点についてお尋ねをいただきました。 

 ダイオキシン類の対策特別措置法による届け出についてですけども、業者が自主的に実施

して届け出をしていると、それでは効果がないというようにご提示をいただいておりますが、

現行法上はやはりそういう規定でやっておりますので、担当者といたしましては、おっしゃ

る趣旨はよくわかりますものの、限界があるのかなと思っている現状でございます。 

 ２点目の、企業との公害防止協定、結べるものなら結びたいというように担当としては思

っております。ただ、企業側にもいろんな思いがございますので、今後粘り強く交渉したい

と思います。 

 それと、一つだけつけ加えて申し述べたいと思います。いわゆる解体業者ということで産

業廃棄物の処理業をやっているんではないということに、非常に行政として難しい点がある

ということをご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 次に移りたいと思います。 

 町の職員が都合あった都度現地に走ってるという点はつけ加えておきたいと思うんです。

町職員がこの問題で権限がないいうことから苦労をしているということも理解できます。だ

から町は県と密接な協議を持つという機会をつくる必要があるんだと、こういうところを言

ってる。 

 それともう一つは、土壌調査についても、今後１０年、２０年、３０年、４０年、５０年

先、本当にどうなってるのかというのは全国各地で心配事が非常に起こっています。こんな

こと悔いを残さないということについても、公害防止協定をやっぱりきちっとした中身で努

力をしてほしい。業者がどう言おうと町の姿勢をきちんと明確にして、その中での対応、こ

れは要望できるわけですからやってほしいというように思っております。 



－189－ 

 ３番目ですけれども、朝市の問題で、これも２点だけ質問させていただきたいと思います。 

 答弁では、これ実際の問題は、やっぱり現地に足を向かってきちんと調べるということを

私は必要だなというふうに思うんです。これは６月から既にシルバーが行っていた隣の空き

地は、所有者の意図で管理されている方が入れないようにされました。今使ってるとこは前

のとおり使っていただいて結構ですよと。駐車場は、だから使えない状態です。 

 もう一つは、６月から、シルバーの売ってる前の駐車場は車が少ないということで閉鎖さ

れています。閉鎖されるっちゅうことは、従業員、いわゆるシルバーの方を人件費を減らす

ために、向こうがいっぱいになったときにこっちあけるという状態で、当面は１０月までは

閉鎖だと、こういうようにシルバーの会長が来て、そのような形で対応されてるいうことで

すから、この答弁書については現状を把握してないということを、まず言っておきたいと思

うんです。もうこれは結構です。これは最近の出来事だったんでそういう状況だと思う。 

 そのことでお聞きしたいんですけれども、この答弁書では、朝市の方に協力をしていると

いうようにおっしゃっていただいてます。そういう点で再度、今までは８時までは自由にそ

こを使われたんです。８時になったらシルバーの人が来て、８時からですから、駐車料金を

取るのはですね。それから作業を始めると。ほかの方は今まで出していたと。こういう点に

ついては、従前どおり便宜を図るという点についてはこの文章から間違いないと思うんです

けど、再度確認をしておきたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 当初私たちも現場に出向いて、一応使用もさせていただいてしておりまし

た。ただ、４月、５月、それから秋の１０月、１１月、これはシーズン中ですので当然閉鎖

ということは考えませんけども、もう６月、梅雨に入ってきますと、やはり雨の日、シーズ

ン中といえどもやっぱり雨の日はもうほとんど台数が入らない。この状態で３人も派遣する

ということは、また、はたから見たら何をしとんのでということになりますので、そこら臨

機応変に一応対応するように私の方からシルバーには申し入れておきましたので、多分その

駐車台数の状況を見て閉鎖されてるときもあるんではないかということは……。 

寺前議員 １０月までは基本的に閉鎖ということらしい。 

森田都市整備部長 そこまではちょっとサービス公社とはまだ協議はしておりませんけども、

一応臨機応変に対応するようにということは私の方から申し入れておきましたので、それを

受けて多分そういう対応をされたと思うんです。ただ、あくまでも営業時間外は開放という

ことですので、当初有料化するに当たりまして、シルバーのその朝市の件でシルバーとは十
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分協議させていただきました。その中では、先ほどおっしゃったように、現在は民有地での

駐車場スペースはあかんということになったということはちょっと私知りませんでしてんけ

ども、当初は一応そこで２台、３台のスペースを確保する。また、朝市に来られる方は８時

までにもうほとんど来られるということで、８時からの料金有料化については朝市としては

ほとんど問題ないということでしたので、一応そういう方向で、有料化するに当たっては、

その朝市については中での混雑の場合のＵターン等については協力させていただくけども、

それ以外については何ら配慮していただかなくても結構ですという向こうの申し出でしたの

で、一応それで対応させていただきました。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 とにかく４月は桜等で非常に多かったし、報告でもそのとおりだった。ぴたっと、

もうとまってる状況です。あえて私も何度も現地、土日行ってるんですけれども、売り上げ

が非常に落ちてるというのが状況ですね。だから私はこの第２回目の質問、簡単にしますけ

れども、朝市をどうするのかというのは、これは相当、町が、出品者、農業をされてる方々

の啓蒙と、そして気楽にできるような状況をつくっていかなければ、継続して本当に長く続

いていくというのは大変だと思うのです。今度１６、１７、２０日は丸広さんが持ってる土

地で朝市されるんですね。シルバーもされてると。夏は団地の中でスイカなどを朝市で売っ

ておられた。朝市、一日じゅう売っておられるとこもありますけどもですね。いろいろな生

産者がいろんな形で行いながら、お互いにいい場所の出品を協力してやっていけるという体

制をつくるためには時間がかかると思うんですね。だからそういう点で、いわゆるつくる限

度があるということから少ないわけですけども、たくさんつくられればその分をあっちこっ

ちに出されるちゅうのは当たり前の話なんで、こういう点も、農業振興のためにも基本的な

ところで各支部で本当に、家庭菜園だけではなく、農業を広げていくというための協力につ

いても訴えていくことが必要だというように思います。これは答弁結構ですので。 

 最後、４番目であります。４番目についてですけれども、まず一つは、地場産品の扱い方、

使い方ですね。 

 もう一つ最初に言っておかなきゃならないのは、食育基本法というのは、別に学校、教育

委員会だけの問題ではないということが明らかになっていないというように思うんです。私

はこれは、いわゆる農林省、財務省、教育委員会、環境庁ですね、あらゆるところの機関が

かかわっています。特に農業とのかかわりは当然当たり前の話であって、広陵町においても

食育に関してのこの基本法について、担当課、教育委員会は当然読んでおられると思うんで
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すね。あと、いわゆる産業課のところで食育についての認識深まってるのかどうか、この点

についてはどうなのかだけ、１点だけ答弁しておいていただいたらいいと思います。 

 それから、私は、この食育基本法は日本の農業を別の角度から、大企業が推し進めている

いわゆる食糧安保を無視した日本の農業を売り出す、ＷＨＯの中でも非常に日本の一番大き

な懸念材料になってるほど日本の農業が危ないと言われている問題で、大体日本で国民総生

産が５００兆円、そのうち農業関係というのは１０兆円規模です。その中で、いわゆる食糧

自給率が４１％、国の目標にも届かない状態が続いてるんですね。エネルギー換算で大体５

７％を輸入してます。それが７兆円なんです、輸入して。それが少ないということで、財界、

大企業はもうそれはすべて、極端な言い方すればですよ、すべてもう食糧については外国か

ら手当てしなさいと。そして貿易自由契約をもっと積極的にやれということを言ってるわけ

なんですね。先般のところでは個別契約で韓国がアメリカと貿易自由契約を行ったというこ

とが新聞に出ていましたけども、こういう問題が前提ですから、学校側だけでやるという問

題じゃないってことを、まずどう思われてるのかだけ。 

 それと、これは市町村単位で食育推進施策を講じるということになっています。これは１

８条、３３条でなっているわけなんですね。この点についてはどういうふうな、奈良県はも

うつくりました。広陵町でこの問題についてどのような対応をされてるのかという点につい

て、２番目にお聞きしたいと思います。 

 それから３番目ですけれども、これは私、認識間違ってたんですが、学校食育推進委員会

というものが今でき上がってると。これについて、私はやっぱりこの委員会が、ＰＴＡや先

生方、あるいはまた行政やその他も入った中で、いわゆる学校経営の中で食育についての教

育、これは今までは特別教育としてやっていると。食育というか、いわゆる栄養指導はです

よ、特別授業という形になっていたというふうに思うんですけれども、栄養職員が加わって、

今までは。今度は指導すべきものということになってるわけなんですね。食育に関する指導

ということになってるんですね、学校の中では。学校給食法では４つの項目を上げられてい

て、その４つの項目に従っては今まで栄養職員が実行していたと。今度はこれは学校全体の

課題になって指導すべきものということになってるわけなんで、そういう点で、学校ではこ

のいわゆる学校食育推進委員会の構成と、ここでの行ってる内容というのはどういうことな

のかというのをお聞きしたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 産業課でなしに、現在、地域振興課ですけども、農政を担当している課と
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しましても一応食育については十分理解しておりますので、よろしくお願いします。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

森川教育委員会事務局長 学校食育推進委員会、構成員は寺前議員がおっしゃったとおりでご

ざいます。学校長、給食担当職員、ＰＴＡ代表、そして私たち、そういった行政もかかわっ

て組織をしております。近日中にこの委員会も開会する予定で案内文書を差し上げました。 

 そしてまた、学校の中で栄養職員が今までやっていたことを栄養教諭がどのように展開し

ていくかと、こういう質問であったと思います。これは年間、教育長からも聞いております

が、７０時間とかいろいろな時間数を設定いたしまして直接子供に教えていくと。例えば地

産地消でホウレンソウ、チンゲンサイ、コマツナ、そういったものを採用いたしております

けれども、そういった内容をいただくときに、広陵町の農家の方がこれをつくってくれたん

だ、そしてつくってくれた人たちに感謝する心、給食をいただくときに感謝する心も食育の

一つだと私は認識しております。そういった指導を栄養教諭がやってくれるものと信じてお

ります。以上です。 

寺前議員 時間がないので。いわゆる地方教育審議会が、栄養教諭制度の創設とともに食に関

する指導体制の整備についてというのがあるんですね。これがその一つ。その、飛んで第１

点だけ、最後聞きたいです。広陵町単位の食育推進計画は検討されてるのか、つくったのか

っちゅうのを聞きたいと思います。今後の考えも含めて。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

森川教育委員会事務局長 これから検討してまいりたいと思っております。 

山田議長 以上で寺前君の一般質問は終了いたしました。 

 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ０：０６散会） 
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平成１９年６月１９日広陵町議会 

第２回定例会会議録（最終日） 

 

 平成１９年６月１９日広陵町議会第２回定例会（最終日）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     会 計 管 理 者  和 田 叙 嗣 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  中 尾   寛 

  総 務 部 長  植 村 和 由     健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫 

  住 民 生 活 部 長  吉 村 元 伸     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  森 川   勇     水 道 局 長  大 西 利 実 

  総 務 部 参 与  松 井 定 市     住民生活部参与  山 本 新 三 

  都市整備部参与  北 神   理 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 
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  局  長  谷 山 一 志 

  書  記  野 瀬 一 吉 

  書  記  上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：１３開議） 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １        議案第２８号広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請

負契約の締結についての取り下げについて 

 ２ 議案第３１号 広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結

について 

 ３ 議案第２６号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて 

   議案第２７号 広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止について 

   議案第３１号 広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結

について 

 ４ 議案第２９号 町道の路線認定について 

   議案第３０号 平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 ５        奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 ６ 議員提出議案第５号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める

意見書について 

 ７ 議員提出議案第６号 年金記録ミスへ責任ある対応を求める意見書について 

 ８ 議員提出議案第７号 流域下水道事業への県の大幅な負担を求める意見書について 

 

山田議長 まず、日程１番、議案第２８号広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う

工事請負契約の締結についての取り下げについてを議題といたします。 

 平岡町長から、議案第２８号広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負

契約の締結についての議案を取り下げしたいとの申し出がありましたので、説明を求めます。
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平岡町長！ 

平岡町長 議案第２８号についてご説明を申し上げます。 

 真美ヶ丘一小のプール改築工事に伴う工事請負契約でのことでございますが、定められた

日に落札者がありませんでしたので、議案の要件そろわず、まことに申しわけなく、当議案

は取り下げいたしたく存じます。よろしくお取り計らいをいただきますようお願いを申し上

げます。 

 詳細につきましては副町長がご説明を申し上げます。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 それでは私の方から、議案第２８号の取り下げに至りました経過についてご説明

を申し上げたいと思います。 

 皆さん方のお手元に広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に係る一般競争入札の経

過説明書をお配り申し上げておりますので、それに基づいて経過についてご報告を申し上げ

たいと思います。 

 このプールの工事につきましては、本年４月１２日に指名審査会におきまして、工事費１

億円を超えることから一般競争入札で実施しようという決定をいたしました。４月１６日に

一般競争入札として公告をさせていただき、参加者を募ったわけでございます。４月１７日

から２４日が競争入札の参加資格確認申請書の配付でございました。この間に申請書を受け

取りに来られた業者は４社でございました。村本建設、大末建設、大日本土木、大鉄工業の

４社でございました。 

 ４月２０日には、一般競争入札と申しますともっと多数の応札が参加があっていいはずだ

というところから、この申請書を受け取りに来られる業者が少ないことから、周知方法を指

名審査会で協議をいたしました。結果、入札条件に該当すると思われる業者に一般競争入札

参加募集中であることをｅメールで該当業者に送信することと決定し、２１日に送信をいた

しました。しかし、このメールによる反応はございませんでした。 

 次に、５番目でございますが、４月２３日から２５日は、この配付いたしました入札参加

資格確認申請書の受け付け期間でございます。４社申請書をとりに来られたわけでございま

すが、最終的に、村本建設、大日本土木、大鉄工業の３社が提出をされたわけでございます。

５月１日に資格審査会を開催いたしまして、この提出された書類の審査をさせていただきま

した結果、３社とも公告による資格要件を備えているということが確認できたわけでござい

ます。 
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 しかしながら、一般競争入札で参加者が少ないというところから、もう一度呼びかけをす

べきであるということになりまして、５月２日に公告を一部変更をさせていただきました。

変更いたしましたのは、申請書の配付・受け付け期間、入札日でございます。申請書の配

付・受け付け日は本来４月１７日から４月２５日でありましたのを、５月７日から５月９日

まで改めて配付期間を設けました。入札、いわゆる開札日は５月３１日でございましたのを

６月６日に変更するということにさせていただき、参加者を募集するために、町長名の文書

を有資格と思われる業者に配達証明郵便により送付をさせていただいたわけでございます。

その結果反応がございましたのは、５月７日に大成建設が申請書を受け取りに来られました。

結果として最終的に申請書の提出はございませんでした。５月８日には青木あすなろ建設か

ら、今回の入札は参加できないということで担当者が役場に、町長の手紙をいただいたけれ

ども参加できませんということで説明に来られたわけでございます。 

 ５月３０日に設計図書に対する質疑がございまして、７４件質問がございましたので、３

社に回答を通知をいたしました。６月６日に入札を実施をさせていただきました。郵便入札

でございました。３社による開札を実施をいたしましたが、最終的に財政健全化価格以内の

入札はございませんでして、落札者の決定ができませんでした。この結果を受けて、指名審

査会で今後の取り扱いを協議をいたしたわけでございます。 

 入札結果でございますが、３社の金額を、お配りしております資料の４枚目に当たると思

います。ここに、村本建設株式会社が１億１，８９６万５，０００円、大日本土木が１億２，

４９５万円、大鉄工業が１億２，８１０万円と、３社とも財政健全化価格を超えているとい

うことになりまして、落札者を決定するに至らなかったわけでございます。 

 しかしながら、この議案につきましては、事前に議会運営委員会、議会の委員長会等で議

案として説明をさせていただいておりましたので、６月８日の本会議に落札者決定しないま

まに議案として上程をさせていただきました。ここに至るまでの経過の説明を本会議で申し

上げたく提案をさせていただいたわけでございますが、議案としての要件を備えておりませ

んでしたので、今回取り下げをさせていただくということでお願いを申し上げたいと存じま

す。 

 最終的に次の３１号で再入札で落札者が決定いたしましたので、追加議案としてご審議を

いただきたいと思います。追加議案のときに改めて詳細をご説明申し上げたいと思いますの

で、取り下げの説明は以上のとおりでございます。よろしくお願いを申し上げます。 

山田議長 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２８号広陵町立真美ヶ丘第一小
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学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結についての取り下げについてを許可すること

に異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 異議なしと認めます。よって、議案第２８号広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改

築工事に伴う工事請負契約の締結についての取り下げについてを許可することに決定いたし

ました。 

山田議長 次に、議案第３１号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負

契約の締結については、本日追加議案として提出されたもので、この際よろしくご審議願い

たいと思います。 

 それでは、日程２番、議案第３１号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う

工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案について説明願います。町長！ 

平岡町長 議案第３１号、追加議案でございます。ご説明を申し上げます。 

 真美一小のプール改築工事に伴う工事請負契約の締結でございます。当工事につきまして

は、お手元に経過説明書をお配りいたしていますとおりでございまして、第１回目は落札者

がなかったことにより、早速調査をいたしました。設計書が不明確であることがわかりまし

たので、業者提出の見積内訳書と突合し、設計者と町技術担当者が協議を重ねた結果でござ

います。副町長が長とする入札資格審査委員会で判断したものでございます。設計図書の中

で４項目が積算する上で誤りを招く表示であり、改めて当初計画どおり業者説明をして入札

を実施し、落札に及びました。追加議案としてご審議をお願いすることになりました。 

 大事な議案でございますので、副町長が業者決定の資格審査委員長の立場からさらに詳し

い説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 それでは、議案第３１号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工

事請負契約の締結について説明をさせていただきます。 

 この工事請負契約につきましては、議案第２８号として今議会冒頭に提案させていただく

べく一般競争入札の諸手続をさせていただき、３社の応札がありましたが、落札者の決定に

至らず、先ほどご承認いただきましたように議案の取り下げをさせていただいたものでござ
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います。 

 過日、議案第２８号の取り扱いについてご報告を申し上げましたように、入札後におきま

して指名審査会を開催し、なぜ落札者がなかったのかについて確認をし、協議をいたしまし

た。落札がなかった理由として考えられますことは、一つは、設計図書の不備がなかったの

かどうか、２つ目に、設計金額の設定の仕方が適正であったのかどうかということが考えら

れたのでございます。このため設計内容と入札見積書を詳細に検討をさせていただきました

ところ、この２点については問題がないことが確認できたわけでございますが、設計図書に

おいて指示不明確な事項があることが判明いたしましたので、改めて指名審査会におきまし

て協議した結果、その事項を再確認した上で、さきに応札の３社、村本建設株式会社、大日

本土木株式会社、大鉄工業株式会社により再入札を実施すべきとの結論に達したものでござ

います。一般競争入札でございますので、他の有資格業者の取り扱いも議論をしたところで

ございますが、さきの入札において参加の意思を示しておられませんでしたので、この応札

いただいた３社により再入札を実施するべきであるという結論に達したわけでございます。 

 きのう６月１８日に再度入札を実施させていただきましたところ、株式会社村本建設が１

億１，２３５万円で落札いたしましたので、契約を締結させていただきたく、議案第３１号

として改めてご提案をさせていただいたものでございます。 

 最終的な落札の状況でございますが、資料をお配りしております、先ほど見ていただきま

した３枚目に入札結果を記載をさせていただいております。財政健全化価格は１億１，２８

０万円でございます。入札金額は、村本建設株式会社が１億１，２３５万円、大日本土木が

１億１，５５０万円、大鉄工業が１億１，８４４万円でございました。財政健全化価格を下

回った村本建設が落札者と決定したわけでございます。 

 ここに至るまでの経過につきましては、先ほども議案第２８号のところでご説明を申し上

げたところでございますが、改めてその資料の２枚目をごらんいただきたいと思います。１

０番までは先ほどご説明を申し上げたものでございますが、１１番の６月１２日に設計図書

と入札見積書を対比をいたしましてチェックをいたしました。このチェックは設計業者と、

設計業者と申しますのはコスモ設計でございます。と、町の技師により内容を精査をさせて

いただきました。 

 結果、別紙の指示不足項目を確認したわけでございます。別紙はこの資料の一番最後でご

ざいまして、４項目ございます。１つ目は、造作家具の設計見積もりは現場組み立てで当初

より見積もっておりましたが、図面中の表現が不十分な部分があり、家具屋による製品の納
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入ではないと確認をいたしました。２つ目は進入路の表現についてでございますが、すべて

仮囲いの中を撤去するかのような表現でございましたが、工事の進捗に合わせて安全を確保

する方法でやると確認いたしました。３つ目が外部化粧型枠についてでございますが、図面

の表現はすべて化粧型枠との受けとめ方もできるわけでございますが、設計者と再確認の結

果、設計者は、当初より見えない部分は化粧型枠すべてを計上していないという考え方でご

ざいました。また、普通型枠と同等である吹きつけタイルも可とするということを確認いた

しました。４つ目がプールサイドのレリーフについてでございますが、モザイクタイル仕上

げとなっておりますが、再確認の中で、新製品である既製品が同等の仕上がりであればよい

との確認をしたものでございます。 

 以上の４項目について指示が不十分であったということを確認いたしました。その結果を

受けて６月１３日に、資料の２枚目に戻っていただきまして２ページでございますが、指名

審査会を開催をいたしまして指示不足項目を確認をいたしましたので、もう一度入札を行う

ということを決定いたしました。なお、再入札の際には上記の経緯、今まで申し上げました

経緯や当初からの参加状況などを判断いたしまして、さきの入札に参加した３社により実施

することで審査会で決定をいたしたものでございます。６月１４日に、この決定を受けまし

て、その３社に再入札の通知をいたしました。６月１５日には産業建設委員会でも経過をご

報告を申し上げたところでございます。 

 １５番目でございますが、１８日月曜日、きのうでございます。午前１０時から、今度は

入札は役場で直接入札書を投函していただく方法で実施をいたしました。結果、先ほど申し

上げましたように、財政健全化価格以内でありました村本建設を落札者と決定をいたしまし

て、即時に仮契約を締結をさせていただいたものでございます。本日、本会議におきまして

議案第２８号を取り下げさせていただきまして、追加議案として第３１号としてご提案を申

し上げたものでございます。 

 契約の金額は１億１，２３５万円、契約の相手方は村本建設株式会社でございまして、工

期は、議決をいただきました日から平成２０年２月２８日までとなってございます。どうぞ

ご承認を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 

山田議長 本案について、質疑に入ります。質疑はありませんか。６番議員！ 

寺前議員 １５日に産業建設委員会で説明を受けたところですけれども、その中でもいろいろ

な疑問点が出ていたわけです。まず最初にお聞きしたいことは、これは公共工事の一般競争

入札という全国的な流れの中で今課題になってる問題ですけれども、こういう小さな自治体
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でのこの入札の不参加の業者が多いということに対しては、これはやっぱり入札に対する挑

戦ではないのかと、大企業からの挑戦ではないのかというように思わざるを得ないんです。

もともと仕事をとる気がないいうことと、３社が仕事をとるという意思をあらわす。そして、

この中でなぜこのような事態になったのかということをどのように思われてるのか。最近の

入札制度の改正論議にもあるわけですけれども、たびたび、談合はしないと言いながら、全

国的に大企業のところでの談合が絶えない。このような状況からいって、この入札について

の参加者が非常に少なかったことに対する考え方、どのように認識されてるのかを１点お聞

きしたいと思います。 

 それから、この点の問題から産業建設委員会でも問題になっていたのは、この大企業が今

回７４件の質疑が出ていたということが出ているわけですけれども、このような質疑の中で

不備があった、不足があったというところの部分に対してなぜ質問が出ていなかったのか。

こういうような疑問も依然として残されるわけであります。これに関連して、設計業者との

関係で委員会で発言が出ていましたけれども、設計業者、設計の入札が行われた結果だとい

うことでしたが、設計の入札状況についても別途説明を願いたい。簡単な説明で結構です。

委員会で具体的に説明していただければ結構です。 

 それと、このような状況の中で、委員会でも議論になった点ですけれども、いわゆる不参

加、落札がなかったという業者に対して、やっぱり懲罰を与える必要があるということが上

げられます。なぜならば、設計書の不足があったということは認識を持ったわけですけれど

も、価格については問題がなかったいうことを言っているわけですから、不足についての認

識を町から示していくというのは甘いんではないか。わざわざ大企業が７４件もの質疑を、

内容はわかりませんけども、した中に含まれていなかったというのはおかしい。にもかかわ

らず、その点の不備があって財政健全化価格に到達しなかったということですから、この点

については技術的にも非常におかしい経過をたどっていると言わざるを得ないわけなんです。

そういう点ではどのように認識を持たれているのか。 

 こういうようなことを総合的に考えていくと、果たして、この入札不成立の経過を受けて

新たな入札業者を選定するという作業も検討するというように委員会で言っておられたわけ

ですけれども、ランクを下げてこの入札を続行していくという考え方はなぜとられなかった

のかということをお聞きしたいと思います。それがなぜとられなかったかという問題につい

ては、逆に、この工事は、経審１，３００点以上、あるいは工事の同等の実績がある業者と

いうものでないと、この工事はできないのかどうか。私は残念ながらその点について認識を
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持っていないわけですので、素人目に考えれば十分にできる業者、これ以下の業者でもある

んではないかというように思うわけなんですけれども、その点についての疑問が消えないと

いうところであります。財政健全化価格の決め方については委員会で説明していただきたい

と思います。傍聴もさせてもらいますので、そういう点について本会議でお伺いして、あと

は委員会でまた議論を行っていただきたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 一般競争入札でありながら参加業者数が少ないということについては、経過の中

で申し上げましたように、議員は大企業の挑戦ではないかというふうにおっしゃってるわけ

でございますが、我々も、一般競争入札ということであれば、その有資格者たる業者はすべ

て応札してもらえるものと、もっと競争する企業数がふえるものというふうに判断いたして

おりました。もちろん町長も同じ考え方でございまして、ｅメールで周知もいたしましたし、

町長みずから手紙を書いて、参加をしてくれという呼びかけもさせていただいたわけでござ

いますが、残念ながら最終的に３社となったわけでございます。この状況については全国的

な傾向、近隣の市町村においても同じ傾向が見受けられるということでございますが、これ

はどういう状況であるか、我々も判断しかねるところでございます。 

 それから４件につきましては、大企業が７４件質問しながら、ただいま申し上げましたと

ころについて気づかなかったという点については、設計図書の作成の仕方にも若干の問題が

あるのではないかというふうにも思っておりますが、設計業者は先ほども申し上げましたよ

うにコスモ設計でございまして、こういったプールの設計は経験が少ないのではないかとい

うふうにも思いますが、設計業者を決めた決め方につきましては、町内の設計業者並びに広

陵町に今までから実績を積んでいただいている設計業者とあわせて指名競争入札の結果、コ

スモ設計が落札されたものでございます。 

 今回のいわゆる不落を受けて、設計内容を詳細にコスモ設計にもご協力をいただきまして

職員とともにチェックをさせていただきまして、先ほどの４件について、この点を再確認す

れば見積金額が変更が生じるだろうということで再入札にさせていただいたわけでございま

す。 

 落札しなかった業者に対するペナルティーということでございます。これも議論はあろう

かと思いますが、一般競争入札に、そうすれば参加しなかった業者はどうなのかという問題

も出てくるわけでございますので、一概に落札しなかった業者にペナルティーというのは難

しいというふうに思います。 
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 それから、新たな業者を対象にランクを下げてすればどうかということでございますが、

もちろん選択肢として指名審査会でも議論をいたしました。ただ、一般競争入札で経審点１，

３００点以上という業者は、この学校という中で行われる工事で安全に施工をしていただけ

る、また技術的にも高い水準を持っている業者ということで選定、決定をさせていただいた

ものでございます。ほかの業者で全くできないとも申し上げられないと思いますが、そうい

った理由で、指名審査会でこの一般競争入札の参加範囲を決定させていただいたものでござ

います。よろしくお願いを申し上げます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 町の僕は考え方の問題として、いわゆるこれは３社しか参加しなかったというのは、

私は逆の談合だという認識も持つような状況だというふうに思うんですね。こればっかりは

参加しなかったわけですから証明もしにくいというような一方の状況があるんですけれども、

このような大企業が、仕事が今減ってる中でとりたいという意向があり、また、民間へもど

んどん進出して価格を下げていっているというのが建築業界の実情であります。こういうよ

うな中でわざわざ参加をしないということは、経審１，３００点以上の業者は広陵町のこの

入札には参加をしないという方向の意向ではなかったのかと、もちろん３社は入札参加した

わけですけれども。 

 そしてその中で、先ほどの説明があったんですけれども、要は４点の問題ですけれども、

素人目にも、例えば第１の造作家具ですけれども、これは現場と現場でないところでの造作

との価格っていうのは一体どれほどの価格があるのか。そしてまた、設計でその辺が明確で

なかったというけれども、実際にこのようなことが価格に影響を与えたということについて、

私はわからないわけなんですね。何となくわかったというんじゃなくって、逆にわからない

んです。 

 そしてまた、第２番目ですけれども、進入路の表現についてですけども、すべての囲いの

中を撤去するということについてですけど、普通は進入路について、安全にするために無用

なところまで撤去して、またさらに必要な部分をつくるというようなことはしないと思うん

ですね。それをわざわざ全部を仮囲いの中を撤去して全部工事終わってからまたやり直すと

いうんじゃなくて、当然進捗に合わせて安全を確保しながらやっていくというのは当たり前

のことではないかというふうに思うんです。どこに設計書とのそごが生じるようなことがあ

ったのかというようなことが疑問に思うんですね。 

 ３、４番目もそのようなことを思うんですが、こういう価格の設計の認識だけで財政健全
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化価格に達してなかった価格というのは、これでどのくらいの価格になるんですか。こうい

うような点を業者側の参加を促すために町が示してるわけなんですけども、私はよくわから

ないわけです。だからそういう点で再度お聞きしておきたいと思います。 

 それと、１，３００点以下の業者であればどれほどの業者が該当するのか、わかれば名前

等を言っていただいて、ランクを引き下げた場合、次の該当できる業者っていうのはどんな

業者なのかというのを想定した中で、できるかできないかという問題も考える必要があると

思いますので、業者というのは私たち実態わからないので、もしここでわかれば教えていた

だきたい。わからなければ委員会で説明をしていただきたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 ３社しか参加がなかったということは逆の談合ではないかという点については、

我々もそのあたりは全くわかりません。 

 それから、４項目についての比較でございますが、業者、いわゆる応札業者から出されま

した見積書と設計積算書、町が予定価格あるいは財政健全化価格を算定する上で基礎になり

ます金額を積算した、いわゆる設計業者からの積算内訳書と突合をさせていただいた結果、

大きな開きがあるという項目について、業者からもヒアリングをして、どういった見積もり

方法なのかというところを確認をさせていただいた結果、４項目、再度確認すれば応札願え

るのではないかという判断をしたものでございます。よろしくお願いをいたします。 

 それから、１，３００点以上の業者、これは一般競争入札で資格要件を規定いたしており

ますので、その業者が資格があるのかないのかというのは書類を出してもらわないとわから

ないということでございます。その中でも主立った業者の名前を申し上げますので、まず大

成建設、竹中工務店、戸田建設、西松建設、錢高組、間組、佐藤工業、日本国土開発、青木

あすなろ建設、大末建設、大宝建設、大鉄工業、大日本土木、村本建設、こういった業者が

その該当業者と思われます。 

寺前議員 １，３００以下の業者ですよ。 

山村副町長 以下ですか。１，３００点以下となりますと、奈良県内では、鍛治田工務店、中

和開発、松塚建設、こういったところが１，０００点ぐらいというところでございます。１，

３００点以下ということになりますと、県外でございますが、南海辰村建設、それから木原

建設、オリエンタル建設、森本組、森組、こういったところが１，３００点以下でございま

す。 

山田議長 ほかに質疑ありませんか。１５番議員！ 



－204－ 

笹井議員 １５日の産業建設委員会でその他で一応質問したことを、もう一度確認させていた

だきたいと思います。 

 そのときの質問のときには、質疑、回答の件数は今７４件と出ておりますが、そのときは

確認してなかったように思いますので、このくらいたくさん出とって、この別紙に出ていま

す４つが含まれていなかったいうことを再度確認したいと思います。 

 そして、設計業者と６月１２日に町の技師との内容を精査したということでありますが、

その精査の結果について、入札されました別紙の３番の普通型枠と同等である吹きつけタイ

ルも可能とすることを確認したということですが、今の入札においてどちらの方を積算して

見積書出ているか確認しておきたいと思います。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 ただいまのご質問でありますが、７４項目にわたる質問がございましたが、今回こ

の上げました４件の内容については、その質問の中には入っておりませんでした。 

 それと型枠の件でございますが、当初から見積もりされている部分につきましては、化粧

型枠と普通型枠を併用した内容の見積書でございます。今回再入札に当たって、当初の見積

もりそのものは何らさわっておりません。 

山田議長 １５番議員！ 

笹井議員 その６月１２日に設計業者と再度この件について確認したということで、その吹き

つけタイルも可能ということであったが、今の落札はそういう結果であったが、初めのとお

りの普通型枠で見積もりしたという解釈でいいわけですね。 

 そして、６月１２日にその設計業者と技師とのいろいろ内容を精査したということなんで

すが、この７４件、ずっとこのくらい数あって、この４つだけが気づかなかったというのは

ちょっと不思議のように思うねんけども、その点についてどう思いますか。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 内容につきましてでございますが、普通型枠と化粧型枠の組み合わせによる見積も

りであったことは間違いございませんが、またその内容書、見積書も変えることはいたしま

せんが、いわゆるご質問にありました吹きつけタイルでも同等とみなすということを確認す

るという意味の内容を今回の再入札の案内につけております。ですので、再入札のために見

積もりされる業者については、そのどちらかを選択できるということにはなります。これは

一般的に、そういう設計書全体で同等品は監督員との協議によってオーケーというふうに特

記には書いてはおるんですが、そういうことを再確認するために、その内容のことを同封し
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ております。 

 それと、当初の質問の時点で気づかなかったのかということでございますが、全体的にい

いますと私もそれは同感でございますが、図面をよく再チェックいたしますと、その辺の部

分ははっきり書かれてる部分と書かれていない部分と両方ありますので、当初、業者の方は

はっきりそれはしていると、はっきり書かれているという判断をしたので質問をしなかった

というふうに受けとめられるんではないかなというふうに思います。また、はっきりそうい

うふうに書いておったが、設計者の方の人とは若干違ったんではないかなというふうに解釈

いたしております。以上です。（不規則発言あり） 

山田議長 もう２回終わりました。 

 ほかに質疑ないですか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

 しばらく休憩いたします。 

   （Ａ.Ｍ.１０：５５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：１４再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

 なお、４番議員の吉田議員は少し遅れられるようです。 

山田議長 次に、日程３番、議案第２６号、２７号及び３１号を議題といたします。 

 本案について、総務文教委員長より、委員会の審査の結果について報告を願うことにいた

します。総務文教委員長、長濵君！ 

長濵総務文教委員長 総務文教委員会は、本会議において付託されました２議案について、６

月１４日に委員会を開き慎重に審議いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 まず初めに、議案第２６号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することに

ついては、一般職の給与に関する法律の一部改正に伴い、消防団員等が公務によって死亡、

負傷、疾病にかかった場合などの損害補償で、補償基礎額の加算において配偶者以外の扶養
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親族について、これまで２人目まで２００円で３人目からは１６７円になってたものを、一

律２００円に改めたものです。当該条例をこれまで適用した事例があるのかどうかを伺った

ところ、平成１３年度に足首の捻挫で１件、平成１４年度に足首の捻挫で２件、平成１５年

度に手のやけどが１件と手の裂傷が１件で、平成１３年度以降で５件の適用があったとの説

明。また、消防団員への損害補償等の周知方法として、新団員を募集する際にしてほしいと

の要望をいたしました。その他、本年３月に起きた不審火に対しての対応や経過報告、今後

の対応等について詳しく伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２７号、広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止については、クリーンセンタ

ー広陵の完成で基金存続の意味がなくなり、何ら異議のないところであります。なお、本定

例会初日の提案説明でありました、検討中とされる新たな環境のための基金についての内容

について伺い、具体的にはこれから固めていくものであるが、仮称として環境づくり基金と

して、リサイクルを推進するための事業、ごみ減量を推進するための事業、啓発活動、一般

廃棄物が適正に処理されるための事業などを大きな柱とする。財源としては、ごみ処理有料

化に伴う指定ごみ袋の手数料収入を主な原資とし、個人や企業からの寄附金を受けられるよ

うな形で考えているとの説明を受けました。また、関連して、旧清掃センターの跡地利用や

クリーンセンター広陵の稼働状況などについても詳細に伺い、全員一致で原案どおり可決す

るものと決しました。 

 次に、本日本会議で付託を受けました追加議案の議案第３１号、広陵町立真美ヶ丘第一小

学校プール改築工事に伴う工事請負契約の締結については、先ほど委員会を開き慎重に審査

いたしましたので、続いてご報告いたします。 

 本案件は、６月の６日の一般競争入札の不調から本日取り下げられた議案第２８号にかわ

り、昨日６月１８日に再入札を行い、本日追加提案されたもので、プールの概要を知るため

プールの図面の提出を求め、補助金の内容、工期についての質問に、既に文部科学省に補助

申請中で、プール部分で３７０平方メートルに対して、補助単価１平方メートル当たり１３

万３，５００円の補助率３分の１の１，６４６万５，０００円の国庫補助金を見込んでおり

ます。 

 工期については、ことしのプール使用は８月６日までとし、その後、夏休み中に解体工事

に取りかかり、騒音、振動、ほこり等が授業に影響がないよう配慮し、工法についても消音

タイプの機械で指示をしている。また、２月２８日までの工期については長いようであるが、

コンクリート工事が多いため、その養生期間を必要とするためとの説明。 



－207－ 

 その他、業者と再確認した４項目の内容について、設計に間違いがなかったのか、なぜ１

回目の入札と同じ３社にしたのか等を詳細に伺いましたが、１回目の入札で設計金額も超え

る額で入札をした業者も含め同じ３社で再入札をしたことや、経審点を下げて枠を広げるこ

ともできたのではないかとの反対意見がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決する

ものと決しました。 

 以上、簡単ではございますが、総務文教委員会の審査の結果報告といたします。ありがと

うございました。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。 

 まず、議案第２６号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて

を議題といたします。 

 先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第２６号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２７号、広陵町新清掃施設建設基金条例の廃止についてを議題といたします。 

 先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第２７号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号、広陵町立真美ヶ丘第一小学校プール改築工事に伴う工事請負契約の

締結についてを議題といたします。 
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 先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。１２番議員、松野議

員！ 

松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 今回、全国的あるいは県内でもこのような事態が起きてきているという、そういう傾向は

確認し、お聞きしたわけでございますが、本当に大きな問題だというふうに認識しておりま

す。そういう中で、今回１回目の入札について応札された業者は、１件については設計金額

を超えて、もう１件については予定価格を超え、もう１件については財政健全化価格を超え

ての入札をされたわけで、これはやはり、もともととれないということがはっきりとわかっ

ていてこのような数字を入れられるということに対しては、大変大きな問題だと思います。

本当に自治体の方が軽んじられているように思います。 

 そういう中で、いろいろご努力いただきまして２回目の入札が行われたわけですが、入札

に当たって業者の選定が、このような失礼なことをしながら再度同じ業者を指名されたとい

うことになっているわけで、普通でしたらばペナルティーを科してもいいというふうに私は

思うんですけれども、今回の中ではそういう形で１業者だけが健全化価格を下回って落札が

出て、あとの２件は健全化価格をまた今回も上回っての入札だったわけですね。だからこう

いう場合に、まずは、そのような不誠実な業者を再度指名するのではなくて、やはり門戸を

広げてもっと多くの方が入札できるような、そういう体制で臨んでもらうべきではなかった

かと思います。こういう点については、やはり経審点を下げて広げていくということは他の

自治体でもやっているということも確認いたしまして、今後にも大きな影響を与える今回の

入札のやり方に対して反対をいたします。 

 しかし、プールを改修するということについては大いにするべきことであって、プールの

改修そのものに反対をしているわけではありません。よくそのところをわざとそのように宣

伝される場合もありますので、あえてここで言っておきます。これは今回の今議会中にすべ

て解決しなきゃ、にっちもさっちもいかないという問題ではなくて、臨時議会開いてでもも

う少し落ちついた形で再度入札にかけていただくということも方法としてはあったわけで、

時期の問題としてはまだまだ８月の６日以降ということですし、工期も来年の２月２８日ま

でということになっておりますので、それをもっと工期を延長することも十分可能な工事で

すので、そういうことを考えれば、何としてもこの議会でという形でなくて慎重にやってい
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ただきたかったなということをも、これは意見として加えておきたいと思います。 

山田議長 次に、３番議員、山村議員！ 

山村議員 反対のご意見がありましたので、賛成の立場で討論いたします。 

 今回の真美ヶ丘第一小学校のプール改築工事については、一般競争入札の方法により当初

３社の申請があったものの、参加者が少ないものとして町からの呼びかけに対しても反応が

なく、最終的には３社による入札執行をされたもので、結果としては不調となったものであ

ります。その後はいち早く対応策について指名審査会を開かれ、設計書と図面との確認を行

われ、再入札の方法についていろいろな角度から検討され、適正に契約事務を進められたも

のであります。小学校におけるプールの必要性、また、この夏休みに解体されることが安全、

賢明であること、さらにプール本体の耐久性、解体の方法などの説明を聞き、再入札の結果

を見て財政健全化価格を下回っていることなどからして、何ら異議なく賛成するものであり

ます。 

 今後、工事進捗には万全な安全管理のもと、早期完成に向け善処されますようお願いを申

し上げ、賛成討論といたします。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 この委員会、傍聴をさせていただいてて、また産業建設委員会での議論を踏まえて

も、この問題について３つほど分けて考えていかなきゃならないというふうに思うんです。 

 一つは、広陵町が財政健全化価格を設定するということに対して、町財源の、これは第３

次行政改革大綱でも入札制度の改善を指摘されています。そういう意味においてもより一層

強く実行されたものである。これは町民負担とは逆に財源を確保していくという方策であり、

その積極的なところについては評価をしなきゃならないというように思います。 

 しかし、この問題とともに、一般競争入札になって以来、全国的にもあったように、行政

に対する大企業の挑戦が続いています。いわゆる大企業は、競争だけではなく技術面におい

ても評価をした入札制度を加味しなければ、結局は競争だけが先行されて利益が少なくなる

と言わんばかりの態度を政府や各自治体にとっている現状であります。こういうような現状

から見て、広陵町の今回の契約については先ほど松野議員が反対したとおりであります。と

ころが、この再契約、山村議員は再入札の協議が適正に進められたと、こういうふうにおっ

しゃったわけですけれども、この再入札の協議のところについて、私は広陵町が毅然とした

態度に欠けていたと言わざるを得ないと思うんです。 

 一つは、経審１，３００点以上というところになぜこだわるのか。これは結局は、一般競
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争入札と言いながら、奈良県下の地元、あるいはこの近隣のところでの業者のところでの参

加が締め出されているという現状があります。これは簡単に言えば、技術的にこの工事が困

難かといえば、当然できる技術力を持っている業者ばかりであります。そういう点でいえば、

当初の１，３００点以上という問題に関しては異議を唱えることもないわけなんですけれど

も、２度目の再入札については、やはりこの広陵町の一般競争入札、あるいは財政健全化政

策に対する業者側からの挑戦に対しては、毅然とした態度で臨む必要があったというように

思うんです。そういう意味では、１，３００点の経審を引き下げて、どこまで引き下げるか

ということはわかりませんけれども、委員会では１，０００点であれば業者の名前が４社、

５社出ていたわけですから、そういうところまで呼びかけて入札の範囲を広げていく。この

ことは町の姿勢を貫く方法であったというように思います。 

 そして、このような状況で中で進められていく過程の中で、４点ほど不明な点があったか

ら改善したということですけれども、これは結局は設計入札のミスにつながる問題であって、

私は逆に言えば、業者がこのミスを認めたのかどうか、設計業者が。認めてないとすれば、

私は毅然とした町の態度が必要だったというように思うんです。そういう意味も重ねて、入

札のやり直しに関しては１，３００点以上、いわゆる同業者ばかりを対象にした、あるいは

また、その時点では３社を擁護する立場に回ってしまってるおそれも考えられるわけですか

ら、そういう点では、毅然とした町の立場を貫くためには経審を引き下げて入札の範囲を広

げるいうことが、入札しなかった業者、あるいは入札して、もちろん入札した３社は広げた

場合については当然参加資格を与えるということで結構なわけですけれども、入札しなかっ

た業者についてはペナルティーを科して参加をさせないという態度等をとりながら、３社プ

ラス、１，０００点なら１，０００点、これは何点かわかりませんけれども、以上の業者を

入れて入札すべきだった。ここに町の弱腰があったのではないかということを指摘せざるを

得ません。 

 ３点目ですけれども、そういう状況の中で、プールについては、先ほどから念を入れてる

ように行政の一つ一つの問題について指摘しているわけではありません。もちろん町がこの

毅然とした入札方法をとっていかれるのであれば、町にとっても財政健全化を加味した入札

を認知させる大きな力になるわけですから、プールもそれによって行われるということから

いって、私はその町の努力を評価しながら、一層毅然とした立場で業者に対応していただき

たいということを指摘して、反対したいと思います。 

山田議長 ８番議員！ 
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山本悦雄議員 共産党さんは、このプールをつくることに反対でございます。結果として賛成

しない、反対するということは、このプールをつくることに反対であるということでござい

ます。理由はいかであれ反対でございます。 

 そこで、私はこの件について賛成の立場から討論をさせていただくいうことでございます。 

 やはりかなりの水漏れがしてある、大変だ。私プールというのはどんなものかわからなか

って、昼休みに局長の森川君とこへ行って聞きました。ふろおけみたいらしいですね。だか

ら穴あいたら漏れっ放し、どこへその水行くんやろと思うてたんですけども、ふろおけみた

いな状態やいうことでございます。そういうことでね、やはりこれは改修しなくてはならな

い。やはり時期というもんがございます。夏休み、そういうときにやらないと、やはり授業

にも障害を来すおそれがあるいうことで、非常にこの落札問題については、先ほど松野さん

おっしゃってましたが、１回目、なるほど僕かて、こんな設計価格以上で入れるというのは

それで本当にいいんだろうかと。ただ、向こうが積算したらこうなりましたということで入

ってくる。それはもう落ちないこと覚悟だけれども、やはり自分とこの積算の内容を示すと

いうことで出されたんじゃないかなというように思っております。そういうことで、やはり

これは進めなくてはならない工事ということでございます。 

 ただ、やはり町側も今後考えなくてはならないなと思ういうのは、この予定価格あるいは

財政健全化価格ですね、これの基準をただ５％ぱっと歩引きするということで果たしていい

んだろうかなということは、やはり今後考えていく必要があるんじゃないかと。もうそうい

う時代じゃなくなってきてるんじゃないかなと思うんです。というのは、それなら設計価格

のときにその単価とかもっとしっかり見て、やはりチェックするいうようなことでやってい

く、そういうことも必要じゃないかと。そこに国の基準価格と、現在の時価ですわね、物の

時価というのがあるわけ、それの乖離状態がどうなのか。だからこの部分はやっぱり、現在、

鉄がトン８万円してあんのに国の単価表では９万円にしてあると。これは８万円で買えるじ

ゃないかと。だからその部分についてはやはりこれは下げるべきだと。あるいはほかの品物

でも定価というものがありますけども、そこからの歩引きがありますわね、割り引き額。だ

からそういうものの時価をやっぱりしっかり見きわめた上で、やはりこういう実際の落とし

てもらいたい値段を出していく、こういう努力は今後必要ではなかろうかと思いますけれど

も、今回のこの件については、どうぞ進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

山田議長 本案について反対者がありますので、起立により採決をいたします。 
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 議案第３１号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第３１号は、原案どおり可決されました。 

山田議長 次に、日程４番、議案第２９号及び３０号を議題といたします。 

 ここで事務局より修正議案を配付させます。 

 皆さん、お手元に行ったでしょうか。 

 では、ここで、本案について、産業建設委員長より、委員会の審査の結果について報告を

願うことにいたします。産業建設委員長、乾君！ 

乾産業建設委員長 産業建設委員会委員長報告をいたします。 

 本委員会は、さきの本会議において付託されました２議案について、６月１５日、委員会

を開き慎重審査いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 

 初めに、議案第２９号、町道の路線認定についてですが、認定が適当であるかを確認する

ため、まず現地に出向き、３路線の道路の状況や、その他構築物を確認しました。その結果、

西幼稚園北側の東西道路、赤部３８号線については、幅員４メーター未満の部分が一部確認

され、本委員会で説明を伺ったところ、現在は２．５メーターであるが、歩道として町が施

行したもので、将来は幼稚園敷地を控え、４メーター道路に拡幅することを確約しており、

町が管理をする道路で交付税算入の対象ともなり、町道として認めてほしいとの説明があり

ましたが、現場と議案書の幅員の食い違いは否めず、理事者から議案書に歩道部分を明記す

ればよかったとの答弁もあり、本委員会で、議案の②、路線番号１７３８、赤部３８号の延

長１０１．２メーターを７８．６メーターに修正し、歩道部分の表示として、起点、赤部２

５番１、終点、赤部２５番１、延長２２．６メーターを、また付記に、専用歩道、最大幅員

２．５メーター、最小幅員２．５メーターをそれぞれ追加し、議案の②部分については委員

会修正を加えた上で、また、議案の①、③の路線については、原案どおり全員一致で可決す

るものと決しました。 

 また、本案の路線が町道認定される前に周辺が宅地開発されている問題について、その経

緯を伺い、今後は建築基準法第４２条第１項第４号の、２年以内に町道とする確約は今後一

切行わないものとする取り決めをされましたので、あわせて申し添えておきます。 

 次に、議案第３０号、平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、庁舎西側、出の敷地を防災センター及びシルバーワークプラザとして用地取得をし

ようとするものですが、これまでの借地契約の内容、購入財源の起債の内容や町財政に与え
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る影響など、今購入に値する事業であるのかとの質問に、平成１８年度の借地契約は２，０

００平方メートル余りの敷地の一部で、借地料は年間１３５万７，７１０円でした。平成１

９年度は改修工事も行い、全体面積の３カ月分として１２７万９，４５０円となっている。

起債の内容は、防災対策事業の起債で有利なものをお願いしている。返済は２年据え置きの

１０年償還で、償還表がまだなく、粗い試算での償還額は、当初年間２，０００万程度にな

るが、３０％の交付税算入があり、実質年間約１，４００万円が負担となってくるとのこと、

さらに、本年度から頑張る地方を応援する国の制度にも便乗し、庁舎周辺整備の将来的な計

画の中で、庁舎敷地の拡張を考え先行取得するものであるとの説明を受けました。 

 また、防災センターの内容については、備蓄倉庫、会議室、防災訓練用地として使用し、

備蓄倉庫には、水防用資機材、消防用資機材、救出・救助用資機材、給水用資機材、生活必

需品、医療品、訓練用資機材など３，０００人分の備蓄を計画しているとの説明を受け、全

員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 最後にその他として、議案第２８号に関する真美ヶ丘第一小学校プール改築工事の入札が

不調になり、その経緯について伺い、いずれも財政健全化価格を超える額となったため、設

計者も呼び、不調になった入札見積書などの見直し作業をし、その結果、設計図書に指示が

不十分な部分が４カ所あり、設計と業者とに行き違いがあった。このことを業者に確認をと

り、当初と同じ３社、設計価格、一般競争入札で６月１８日に再入札を行うとの説明を受け

ました。 

 以上、簡単でありますが、産業建設委員会の審査の結果報告といたします。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、議案審議をいたします。 

 議案第２９号、町道の路線認定についてを議題といたします。 

 先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 今回、本会議に提案していただきました理事者からの議案については、議案書と実

態とが乖離しているということを厳しく指摘させていただきまして、その後、産業建設委員

会の中で十分な議論をして実態に見合った形で修正案出していただいたことに対して、産業

建設委員会の委員の皆さんに敬意を表したいと思います。その敬意を表して、賛成としたい
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と思います。 

 そして、今後は……（不規則発言あり）内容に合ってますから、それは修正していただい

たから賛成いたします。 

 それと、今後、在来地域では開発がかなり行われていくということが予想されるわけです

けれども、今後もいろいろな形でこの町道認定がやはり難しい場面も出てくるかとは思いま

すけれども、やはりきちっと実態を整備して議会の方に今後は提案していただきますように

お願いをしておきたいと思います。 

山田議長 議案第２９号は、委員長の報告のとおり原案を修正して可決することに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２９号は、原案を修正して可決されました。 

 議案第３０号、平成１９年度広陵町用地取得事業特別会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。 

 先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

６番議員！ 

寺前議員 委員会で議論し、委員長報告の中にその内容を盛り込まれていますので、それ以外

の審議の問題について追加し、意見をつけて賛成としたいと思います。 

 まず、この議案の中の最大の問題は、広陵町自体が実質公債比率の過程が１８％以上を超

え、そのいわゆる立て直し計画を県に提出しなけりゃならない団体であるということがあっ

たわけであります。これが一般質問の中で具体的な議論をしてきたところです。そういうよ

うな町の状況を踏まえながら、この用地買収について、これは傍聴をされた議員の方も質問

があったわけですけれども、提出の仕方、このような提出の仕方は荒っぽいんではないかと

いう質問がありました。そういう意味に象徴されているように、計画性のない問題を扱う場

合、これは当然そういう突発的なことが起こり得るわけですから、十分な議論をしていくこ

とによって解決していくというのは行政の普通の扱いですけれども、こういう問題に対して、

結局は他の事業に影響を与えるものがあってはならないということであります。先ほども出

てきたように、２年据え置きの１０年間償還で、１．８％の利率で交付税算入分を入れると

１，４００万円の毎年財源が必要とされる事業だったわけであります。こういうようなとこ
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ろの問題について委員会で質疑する中で、町長は、この点についての意見としては必要性が

あったということを強調されました。 

 もう一つは、自治会、区長会の方々からの町要望などを中止している問題に関連して、財

政難の中での町のあるべき姿という点については、町長はいみじくも、全く受けないという

ものではない、生活関連事業、何もかもやめだというものではないので、提出していただい

て検討をして補正する場合もあるんだ、そういう点の立場を明確にされたわけであります。

そういう点で、県に出した実質公債比率の改善についての生活関連事業を抑制するという点

については、町民からの要望についても、これは真摯に受け入れて検討することにはやぶさ

かでないということも答弁いただいているわけですので、その点について、対照的な立場か

ら賛成をしたものであります。以上です。 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第３０号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号は、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。２時まで休憩いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. １：５２休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ２：１２再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

山田議長 次に、日程５番、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 奈良県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度に関する事務について、本町を初

め県内全市町村で共同処理することを目的とする特別地方公共団体であり、平成１９年３月

１０日付で奈良県知事の許可を受け、同日設立されました。広域連合会議員につきましては、

町村議会議員から選出される議員の定数４名を超え、５名の立候補がありましたので、奈良

県後期高齢者医療広域連合規約に基づき、各町村議会において選挙が行われることになった

ものであります。この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、すべての町村議会の選挙

における得票総数による当選人を決定することになっておりますので、広陵町議会会議規則

第３１条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いま

せん。 

 そこで、お諮りします。選挙結果の報告については、広陵町議会会議規則第３１条の規定

にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票総数までを報告することとしたいと思いますが、



－216－ 

これにご異議ございませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、広陵町議会会議規則

第３１条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票総数までを報告することに決定

いたしました。 

 これより投票を行います。 

 議場の閉鎖をいたします。 

         （議場閉鎖） 

山田議長 ただいまの出席議員は１６名です。 

 次に、立会人を指名いたします。広陵町議会会議規則第３０条第１項の規定により、立会

人に、９番議員、坂口君、１０番議員、乾君、１１番議員、八代君を指名いたします。 

 なお、候補者名簿につきましては、お手元に既に配付してございますので参考にしていた

だきたいと思います。 

 投票用紙を配付いたします。 

         （投票用紙配付） 

山田議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

         （投票箱点検） 

山田議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。白票は無効といたします。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて投票願います。 

 点呼を願います。局長！お願いします。 

         （局長点呼、投票） 

山田議長 投票漏れはありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 
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 開票を行います。立会人に指名いたしました９番議員、坂口君、１０番議員、乾君、１１

番議員、八代君の開票の立ち会いをお願いいたします。 

         （開  票） 

山田議長 選挙結果を報告いたします。 

 投票総数１６票 

 そのうち 

 有効投票 １６票 

 無効投票  ０票 

 であります。 

 有効投票中 

 小走善秀君 １４票 

 芝和也君   ２票 

 以上のとおりです。 

 議場の閉鎖を解きます。 

         （議場開鎖） 

山田議長 ただいまの選挙の結果につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選

挙長へ報告いたします。 

山田議長 次に、日程６番、議員提出議案第５号、異常気象による災害対策や地球温暖化対策

の強化・拡充を求める意見書については、山村さんから提出され、所定の賛成者があります

ので、これを議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして、提案趣旨の説明をお願いいたします。山村さん！ 

山村議員 意見書の朗読をもって提案理由とさせていただきます。 

 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書。 

 本来であれば数十年に一度というレベルの異常気象がこのところ頻発している。温帯低気

圧が台風並みに猛威を振るい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには集中豪雨や竜巻の頻発

などにより多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされてい

る。また、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年化している。こうした異常気象や猛暑は地球温

暖化による疑いが濃厚であると多くの識者が指摘しているところである。 
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 このような状況下、環境立国を目指す日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、

確実に地球環境をむしばんでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずるべきで

ある。 

 以上の観点から、下記の事項について政府に強く要望する。 

 記。１、集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、町づくりの推進と海岸侵

食対策を積極的に進めること。 

 ２、集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測

が可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にもふやすと同時に、緊急避難が無事で

きるよう体制を確立すること。 

 ３、学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化、緑のカーテンのほかに、環境に優しいエ

コスクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて、教室や図書館等への扇風機やク

ーラー等の導入を図ることなどを積極的に進めること。 

 ４、森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利

用を進めるとともに、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正等に取り組むこと。 

 ５、今国会で成立した環境配慮契約法を実効性のあるものとするため、まず国、政府が率

先して温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を積極的に行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成１９年６月１９日。奈良県広陵町議会。以上でございます。よろしくご審議をお願い

いたします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 少し質問をさせていただきたいと思います。 

 今、地球温暖化ということについて大変深刻な状態であると、地球規模で。そのことにつ

いてはもう本当に世界各国一致した中で京都議定書も締結され、その後の対応も、温暖化防

止についてＧ８サミットとかも含めて国際的に対応が進められてるというのが今の実態でご

ざいますが、まず根本的にこの地球温暖化をストップするためには何をしなければいけない

のか、第一義的に何をしなければいけないのかということを対策が必要だと思うんですね。

それについては、水田の確保とか公共交通の充実でガソリンを少しでも節約するとか、ノー

カーデーの提案、あるいは家庭の中でもクールビズ、ウォームビズ、職場でもされておりま

すけども、家庭の中でも節電とか節水とか、いろんな形で本当に少しずつみんなが心がけて

いくことが本当に地球温暖化の防止に役立つというふうに思うんですけれども、そういう部
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分が一切記入がないんですが、この点についてはどのようにお考えいただいてるのかという

ことを、まず１点お聞きしたいと思います。 

 それから、１番目の、集中豪雨による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、町づくりの推

進と海岸侵食対策を積極的に進めることということですが、今も防災対策というのは国挙げ

て地震含めて取り組んでいるところで、そういう中でさらに一層のこの基盤整備という部分

については、公明党も与党ですから、その点でどのような考えで、今の対策では全然足りな

いということなんでしょうか。そうすれば事業費が相当大きくかかってくるわけですが、こ

れは議会運営委員会の中でも山本悦雄議員の方も、福祉に使うのか、この災害に税金使うの

かどっちか、そういう問題かなということもおっしゃっておりまして、私の方もすべて悪い

とは言いませんけれども、今の財政状況の中で何を優先して、そしてこういう対策がおくれ

ているとしたら、どの程度の規模、財政に影響があるのかなとちょっと懸念もありますので、

もし資料がございましたら教えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、ドップラーレーダーとか、そういう予測については大いにしなきゃいけないな

というふうに思っています。学校施設や事業所の屋上緑化については、東京だとか大阪とか

都心では本当に効果的ですし、そういう都心で田んぼふやせなんてできないことですから、

それはその地域地域によってはプラスになるし推進すべきだし、企業にももっともっと協力

させるということはあり得るだろうなと思うんですけれども、これが一律全国的にすべきか

どうかというと、広陵町ではまだまだそういう部分では対応できる部分があるのではないか

というふうに思っているわけですが、そういう点についてどのように考えていただいてるの

かということがもう一つ。 

 それから最後の、今国会で成立した契約法なんですけども、これにつきましては、全体と

してＣＯ 2削減の方向という部分については期待すべき点もあるわけですけども、原子力発

電とか、また火力発電の増加という形について、これはやっぱり企業言いなりに推進させて

いく、地球温暖化に逆行するという方向も含まれていると思うんですけれども、この点はど

のようにお考えいただいてるのかということを聞きたいと思います。 

山田議長 ただいまの質疑に対し、提案者より説明をお願いいたします。３番議員！ 

山村議員 まだまだ勉強不足ですが、十分にお答えできるかわかりませんが、私の資料に基づ

いてお答えさせていただきます。 

 個人として各家庭、小さな単位で取り組むことはもちろん大事なことでありますが、この

京都議定書でも決められてはおりますが、この地球温暖化対策についてはやはり大きな国レ
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ベルの対策も必要であるという思いで、この今回の意見書を提出させていただきました。予

算的なことも、今現在では気象観測用としては東京と新潟の２カ所にこのレーダーが配置さ

れておりますが、北海道での佐呂間町の竜巻被害を受けて既に計画があります。仙台と名古

屋のほかに、２００６年度補正予算と２００７年度予算で７カ所、計約１６億円が追加計上

されております。これにより、ほぼ全国的な観測網が整うことになります。 

 この東京レーダーのドップラー機能の効果を検証したところ、精度は５％から１０％、昨

年６月の梅雨のときの雨の予報については向上いたしました。もともとこのレーダーは集中

豪雨対策が主な目的ではありましたけれども、この竜巻の発生しやすい状況の予測にも有効

だと言われております。今本当に大事なことは、ガソリンとかの石油の高騰に伴いましてバ

イオマスエネルギーということが非常に注目されております。このバイオエタノールという

のは、サトウキビとかトウモロコシに含まれる糖分を発酵、蒸留させて製造するアルコール

の一種ですが、自動車燃料としてガソリンとまぜたり、もうそれにかわるものとして利用で

きます。このバイオエタノールなどのバイオ燃料を使用することによって放出される二酸化

炭素は、植物の成長に再び使われることになるので、大気中へのＣＯ 2排出量はゼロとみな

されることになります。 

 昨年、政府は閣議決定して、京都議定書目標達成計画では１０年までに、自動車に使われ

る燃料のうち、原油換算でドラム缶２５０万本に当たる年間５０万キロリットルをバイオ燃

料に置きかえるとしております。今後もこの取り組みをさらに加速させていく予定でござい

ます。 

 このバイオエタノールは、ガソリンと合わせた総量の３％分となるバイオエタノールをま

ぜてつくるＥ３の実証事業が全国６カ所で行われております。これは一般のガソリン車も利

用が可能でありまして、これまでの実験で燃費や乗り心地の面で性能差はほとんど変わらな

いことがわかっております。こうして、この国単位でこういうものは地域地域で取り組むっ

て、既に先進地では取り組んでおりますけれども、日本の国土的にも、緑っていうか、森林

資源というのは非常に有効なものである、緑の油田って言われるぐらい森林資源が非常に活

用が大事ではないかという、これはやっぱり国での大きな単位で開発、また研究していかな

ければいけない問題であるとして今既に取り組まれておりますので、こういうことをもっと

もっと推進していくために、地球温暖化をもっともっと押さえていくために、今回こうやっ

て意見書を提出させていただきました。 

 ５番目の環境配慮契約法っていうのは、この５月の国会で可決、成立いたしました法案で
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ありますけれども、国がやっぱりイニシアチブを発揮して環境性のすぐれた製品とか庁舎、

サービスなどを積極的に推進するということです。具体的には、電気の購入、公用車の購入

とか、庁舎の設計などに関する契約が対象となります。施行は６カ月以内とされており、今

後、環境大臣を中心に基本方針の作成に取り組んでいくことになります。この法律制定の目

的っていうのは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、

国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、

国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可

能な社会の構築に資することを目的とされております。 

 この法律の概要といたしましては、１点目に、基本方針の策定と、それに基づく契約の実

施。国は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の推進に関する基本方針を閣議決定

し、同方針に基づき契約を推進するように努める。２、ＥＳＣＯ事業に係る国庫債務負担行

為の年限の延長。省エネルギー改修事業の実施に当たっては、国庫債務負担行為の年限を従

来の５年から１０年へ延長する。３、契約実績の公表と環境大臣の要請。各省、各庁の長及

び独立行政法人等の長は、毎会計年度終了後、環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ

公表するとともに、環境大臣に対して通知する。環境大臣は、特に必要な措置をとるべきこ

とを要請することができる。４、公正な競争の確保。国等は環境配慮契約の推進に関する施

策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意するとともに、温室効果ガス等の

排出の削減等は関係のある施策等との調和を確保する。５、電力の購入契約。国及び独立行

政法人等の電気の供給を受ける契約は、当分の間、二酸化炭素の排出係数等の入札参加資格

を定め、その資格を満たすものの価格によって落札者を決定するすそ切り方式を採用すると

いうのがこの法律の概要であります。 

 十分に説明できなかったかもわかりませんが、以上で説明を終わります。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 法律の説明の中で、二、三聞いておきたいと思います。 

 異常気象等々による問題で、今一番頭を痛めておられるのは現場におられる方々なんです

ね。その中で、この全体の文章の中が矛盾が物すごく含まれてるということで、まず第一に、

今一番大きな問題として上がってるのは、気象庁の人員削減。これについてはどのようにお

考えなのか。気象庁の人員削減が非常に社会問題になってるという状況もご存じだと思うん

ですけれども、私は気象庁の人員削減ということによる災害の問題防止っちゅうのは、これ

は災害予想とかそういうことも含めて非常に重要な視点の問題として言われてるんですけれ
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ども、この点についてはどのように考えられるのか。 

 それから、いわゆる地球温暖化の問題ですけれども、本当に地球温暖化については真剣に

取り組むことが必要だということで、いろいろな取り組みをあわせていくということについ

ては私は賛成です。そういう点で、ここに書かれているような内容については積極的にやっ

ていかなきゃならないところもあろうと思うんですけれども、ドップラーレーダーという形

だけを指摘していますけれども、富士山頂の気象レーダーも廃止されたと。現実問題として

は、やはり要望は気象庁の人員削減とともにレーダーの整備というふうには言われてるんで

すけれども、気象レーダーの整備についてはどのようにお考えなのか。これ２つ目。 

 それから、地球温暖化の問題について言えば、一番やっぱり問題になるのは、いわゆる化

学燃料を削減させるということなんですね。東京都が今ディーゼルについても独自な規制を

して、東京都に入れない、こういうような形で取り組んでいます。そういう問題でいえば、

先ほど松野議員も言ったんですけども、公共交通機関の充実ということがやはりその先に立

って必要なんですね。それは自動車の削減という問題で、これは自動車協会との摩擦が強く

て言えないんですけれども、言えないというか、自民党などは、公明党もよう言わないと思

うんですけれども、こういう問題に対してはどうなのか。先ほどおっしゃってた自動車のバ

イオエネルギー使うという点については、食糧問題もあって非常に難しいところがあるんで

すけども、この点についての問題でいうたら、公共交通機関を充実させるということは、結

局は、いわゆる自動車を削減するということの延長線上にある問題なんですけども、どうな

のかという問題。 

 それと、この文章の中で矛盾を指摘せざるを得ないのは、環境配慮契約法、この正式な名

称はかなり長い名称ですけれども、議員立法でつくられたわけです。この中の問題は、４と

５に矛盾をはらんでるんですね。森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力の自然

エネルギーの積極的利用というのは結構です。だけどもね、この環境配慮契約法の根本的な

問題については、政府のエネルギー基本計画に基づく施策の調和の確保というのが上げられ

てるんです。これはかなり重要な形で上げられてるんです。このエネルギー基本計画に基づ

く施策との調和の確保というのは、これはいわゆるなぜ入れられたかいうと、石炭火力発電

量をふやすという電力業界からの要望で、当初法律がなかったんです。その法律のないとこ

ろが入れられたんですね。だから、このエネルギー基本計画に基づく施策の調和の確保とい

う問題については、一つは石炭火力の増加が今計画の中に入ってるんです。その計画を認め

ることになるんですね。だから計画を認めることになるということに関して、先ほど言った
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自然エネルギーを使うということと、石炭火力発電量をふやし続けている計画を認めるとい

うことと、矛盾すると思うんですけれども、その点はどうなのか。 

 もう一つは、これは別の見方ができるんですけれども、原子力発電計画ですね、これもエ

ネルギー基本計画に基づくこの中の重要な柱なんです。原子力の問題については考え方は非

常にいろいろあるんですけれども、この化学的に確立されてない問題、事故、各社データ改

ざんなども行ってるような状況のもとで、こういうエネルギーの推進というものを打ち出す

必要があるのかどうかいうことなんです。 

 だから４と５というのは矛盾した概念が包括されてるんですね。だからそういう点で、今

言った化学燃料を減らすという点でいっても、石炭火力発電所をふやし続けてる現状に関し

てはどういうものかという点についてお聞きしたいと思います。 

山村議員 わかんないんですけど。 

山田議長 まあ質問ですので受けてください。 

寺前議員 だから気象庁の人員削減は簡単に。 

山村議員 人員削減については、もう私が述べるものではございません。本当に削減されたと

しても、広陵町でも、こうやって５０人削減の職員の中でも精いっぱい仕事をしてくださっ

ているように、環境庁にお勤めの職員の方々が本当にこの地球温暖化に向けて全力で働いて

くださることを期待いたします。そうとしか私にはお答えできないのが状況でございます。 

山田議長 ４番議員！ 

吉田議員 たくさんのお願いということで今回上げられているわけですけども、それでは広陵

町として、今提案された中での賛同者の方もおられるわけですけども、広陵町としてどうい

う取り組みをされてるかということをお聞きいたします。 

 まず地球温暖化についての提案される中で、広陵町としてはこういうことを取り組んでい

ると、しかし、こういうことで予算的にも厳しいので国の方にお願いするというふうな順番

ではないだろうかと私は思うわけで、ただ単にこういう内容でかなりスケールの大きな問題

で提起されるよりも、身近な形で広陵町の議会としてこういうような取り組みをしている、

また率先してやっていこうということを多分お持ちだと思いますので。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 済みません、私も山田議員もともどもに、この地球温暖化のことについては何度も

議会の一般質問で発言させていただいております。私の思いは以前言いましたけれども、ま

ず、ごみの削減についても住民の方々が協力していただいて非常に今ごみの量が削減されて
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きたということで、やっぱり庁舎内、広陵町役場の中の庁舎内の職員の方々みずからが目標

を決めて、さまざまな目標項目を決めて温暖化対策、省エネに取り組んでいただくことを、

計画っていうのを早期に策定していただきたいっていうのも要望していただきましたし、エ

コ車っていうか、燃料をガソリンではなくエコカーも導入していただいたという経緯もあり

ます。 

山田議長 ４番議員！ 

吉田議員 ありがとうございました。 

 広陵町の職員の方々には、今そういうふうな取り組みということであったわけですけれど

も、そういう観点ではなくて、理事者の方にはちょっと言いづらいと申しますか、言いにく

い話なんですけども、例えば文化的な生活を送るいうふうな時代になってきてるわけですけ

ども、片やそれに並行してこういう地球温暖化という問題が、浮上じゃなくて、徐々に来て

たわけです。しかし、国レベルの中ではそういう人たちを無視した形で行ってきてたわけで

すね。現地の方ではいろいろな要望、いろいろ意見があったわけですけど、それを無視して

いろんな公共投資した形でエネルギーを消費してきたと。建築におきましても、日本古来の

建築を維持しなくなり、コンクリートとか輸入材に頼ってるというのが今の主流だと思うん

ですけども、広陵町におきましても、今クリーンセンターということで開業されたわけです

けども、各家庭で消費するごみの中では、今広陵町は分別されてるわけですけども、私、実

感としては、生ごみ、あるいはそういうお菓子類のビニール系、プラスチック系の、あと紙

はリサイクルいうことでなるわけですけども、その生ごみに対してかなりなエネルギーを使

ってると。しかし、今提案されてる方、皆さん賛成を、私も含めて賛成をしたわけです。し

かし、そういうふうな、いきなりこういう問題が発議されたわけではないと思うんですけど

も、皆さんそれぞれ考えをお持ちだと思うんですけども、そういった中でエネルギーをどう

いうふうにできるだけ減らそうとなれば、生ごみの堆肥化も当然日本全国ではいろいろされ

てるわけです。 

 しかし、私も何年か前にも町に対しても提案をしたわけですけども、これからの取り組み

ということで言われたと思うんですけども、しかし、そういうふうなこと、生ごみに体を変

える、ある程度今の石油燃料を乾燥さすのに燃料が要ると。それとあわせて施設もかなり莫

大なお金をかけてるわけです。しかし、そのお金を生み出すのに、皆さんやっぱり浪費して

る部分が、エネルギーを使ってる部分があるわけです。 

 それと、きょうのプールの問題になりますけども、水漏れがあると。だから普通の家庭で、
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家庭じゃないけどね、そういう施設であれば、当然町の方としてはそういう建てかえと。建

てかえと申しますか、建てかえという発想になるわけですけども、漏れの原因がわかればそ

こを応急処置はされたわけですね。しかし、今言うてるＦＲＰで全体を覆うとか、ある程度

改装をかけられたらもっと安く終わったと。しかし、その今、本日提案の中ではコンクリー

トの端材もあわせてこれをリサイクルに恐らく回すと思うんですけども、そのリサイクルに

回すについてかなりのエネルギーがかかってると。今現在、広陵町の企業の方でもコンクリ

ートの破片を無償で提供しているような実態もあるように聞いております。というのは、リ

サイクル、リサイクル、今までは埋め立てとかいう形でされたとは思うんですけども、それ

を変にリサイクルに回すことによってまた余計なエネルギーかかっていくと。 

 だから、その辺を広陵町としてこういうふうな方向でやっぱりやっていると、またやって

いくという決意の中での意見書であればいいんですけども、そういうのは私は、今質問です

ので、こういうふうな形で私は考えてるということで、まだちょっと時期早いんかなという

思いを持ってるわけですけども。 

 だから、今のその提案の山村さんに対してはどうこうじゃないんですけども、だから広陵

町としてどういう取り組みをしてるかと。また、町民の方もどういう取り組み、広陵町の職

員さんじゃなくて、だからそういうことじゃなくて、こういう取り組みしてると。月に１回

でも２回でも車を乗らないでおこうとか。事業所の方にはこれは当然無理だと思うんですけ

れども、私的な部分についてはノーマイカーデーとかいう形で職員さんもあわせてやっぱり

やっていくと。そうした中でできるだけ広陵町も取り組みの中でというふうな、私はそうい

う考え持ってるわけですけど、その辺どうでしょうかね、今言うてるノーマイカーデーとい

うんかね。 

山田議長 この意見書から見ると、ちょっと道が外れてるかなと思いますけれども、山村さん、

質問に答えれるんでしたら答えてあげてください。 

山村議員 現実可能なのかどうか、既にもうノーマイカーデーをされてる役所は現にあります。

でもそれは交通の便のいいところでもありまして、広陵町役場の場合、私はどうかなってい

うのは疑問に思います。これだけ交通の便の悪い中でノーマイカーデーをして、来れるのか

どうかっていうのはちょっと疑問には思いますけれども、また違う形で取り組みっていうの

は可能だと思います。奈良県でもそうですし、この温暖化対策については私も前も各家庭で、

あなたも環境大臣にっていうことを子供、家庭を通して取り組もうということも提案させて

いただいてますし、本当に小さなことからも取り組みは大事であるということは既に訴えは
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させていただいております。今回は、もう国レベルからも大きくやっぱり温暖化対策に対し

てもっと早急に取り組んでいただきたいということを要望する意見書であります。 

山田議長 質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。６番議員！討論やで。 

寺前議員 ２回目の質問してなかったんですけども、一つ、私は、異常気象による災害対策や

地球温暖化対策の強化、拡充については何ら異存がございません。ただ、この意見書の文章

全体の中が矛盾に満ちているということの中身なんですね。だから要は、先ほど言ったよう

に、文章になかったとしても、気象庁の人員削減の問題については、これは災害を防止する

ためにはもう必要だという識者の方もたくさんおられるんです。そういう点について地球温

暖化のために、ちょっとその辺は別、言葉が間違っただけだと思うんですけども、努力され

てるという形だけの答弁で、私はやっぱり気象庁の人員削減については、現状からいっても

削減を中止して増員することが今求められるという点での答弁があれば、この問題について

は私は、ここに書かれてなかっても解消されたというふうに思うんです。 

 それからもう一つ、いろいろありますけども、そういう点で。 

山田議長 もう短くやってください。 

寺前議員 短くやります。 

 ４と５の矛盾ですね、４と５の矛盾について質問したんですけれども、これについては全

く答えられなかったと。私は先ほど質問の中で言ったように、エネルギー基本計画に基づく

施策との調和の確保という１項目がこの法律の中に入れられたんです。これは電力業界の要

望を受け入れて、議員立法でしたので修正されて提案されたんです。このエネルギー基本計

画というのは、先ほど言ったように電力業界が今原子力の問題で積極的にやっている問題と、

それから石炭火力の電力確保がふえてるんですね、そういうものとの兼ね合いをぜひこのと

ころで入れておかないと大変なことになるということで入ってしまったんです。だからそう

いう点では、４と５というのは基本的なところで矛盾を来してるんですね。だからそういう

点で、この問題についてのご答弁もなかったということで、答弁があればそれについては排

除すると、火力電力の石炭増については当然慎まなきゃならないという私的な見解を表明さ

れておれば、それはそれでこの全体の流れを修正して、その根底にある問題について排除す

るという意味で賛成できることなんですけれども、そういう問題についての答弁もなかった

という点で、私はやっぱりこの意見書がそういう根本的な問題に関してあいまいに提案され

ているというだけの内容で、本当に切実な地球温暖化に対する取り組みの問題については不

足している、あるいは不足するよりも根本的な間違いの部分があるということで、反対した
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いと思います。 

山田議長 賛成討論、ほかに。討論ありませんか。１３番議員！ 

吉岡議員 反対者がありますので、賛成の立場で討論させていただきます。 

 私は、この意見書には賛成でございます。特に１つ目の、集中豪雨による災害、強い堤防

や道路等の基盤整備、これは議会運営委員会では、それはたくさん莫大なお金が要るという

お話がございました。そのとおりでございます。私は自分の一般質問もさせていただいてお

りますが、馬見川の件でございます。広陵町もできるだけ国の方へはお願いをしてくださっ

ております。補助金の申請等でしてくださっておりますが、一向にらちが明きません。その

中で、私はやっぱり国に対してもこのような意見書を出していただいて、また町からもお願

いしていただいて、馬見川が一刻も早く改修できるようにしていただきたいというお願いを

込めて、この意見書に賛成をさせていただきます。終わります。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 私は反対の立場で討論いたします。 

 今、吉岡議員がおっしゃった広陵町での洪水対策、あるいは全国的にも問題になってると

ころの早急な対応については大いに賛成をしていくものですけれども、今回こういう部分で、

与党ですから、どの程度の予算というか、予算の枠どりが要るのかとか、そういうことも含

めて、今財政の問題が大変ですから、そういうことも示していただくのが当然ではなかった

のかなというふうに思います。 

 それから、まず何よりも、洪水対策も差し迫ったところもたくさんあるけど、これをスト

ップするには根本から、もとをなくさなきゃだめですから、原因の。そのための対策が乏し

いように思うんです。学校におきましても環境教育というものをもっともっと推進していっ

ていただきたいですし、広陵町の役場の取り組みいうことも話題にのっておりましたけれど

も、やはりこれも本当に身近なところで、１人２人の人が頑張っても全然だめですけど、１

億２，０００万の国民が頑張れることもたくさんあるわけで、広陵町の役場でも今取り組ん

でいただいてます、クールビズいうことで議会も含めて取り組んでいるけれど、もっともっ

と取り組むべき課題もあると思うんです。ノーカーデーの話も出ましたが、これはやはり公

共交通をもっと充実させていけば本当に排ガスの量は減ってくると思うんです。そういうと

ころも含めて、もう少し足元のところの今そういう取り組み、もったいない精神ということ

も言われておりますが、いろんな形でみんな１人ずつ取り組んでいこうという、そういう機

運が生まれている中でございますから、そこは欠かせない要件だというふうに考えておりま
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したが、そこは入ってなかったのはちょっと残念かなと思っております。 

 あと、バイオマスも先ほどちらっと寺前さん言いましたけれども、サトウキビとか、アメ

リカであったらそういうのを栽培するのにもう地下水が枯渇してきてるんですね。だから水

の確保が大変困難なときに食糧難がまた指摘されてきておりまして、植物をバイオマスのエ

ネルギーで使っていいのかどうか、そういう疑問点も出されているわけで、まだこの点がい

いのだというふうに確立した理論ではないんですね。ですから、確立した理論でない部分を

目新しいことでいいことだということで率先して推進していくことについても、どうかなと

いうふうに思います。 

 まだまだこれからこの環境問題については、広陵町の各家庭、そして広陵町、そしてまた

奈良県、全国、世界と、すべての人たちが一致して取り組む課題であることは十分認識して

おりますが、今回についてはそういういろいろな矛盾、疑問がございますので、反対といた

します。 

山田議長 議員提出議案第５号について反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、本案は可決されました。 

山田議長 次に、日程７番、議員提出議案第６号、年金記録ミスへ責任ある対応を求める意見

書については、松野さんから提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題といた

します。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして、提案趣旨の説明をお願いします。松野さん！ 

松野議員 では、年金記録ミスへ責任ある対応を求める意見書について説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず、本当に年金問題が今一番国民にとって、あるいは広陵町民にとって大きな関心事と

なっていることは、もう皆さん十分ご存じのことだと思います。本当に５，０００万件にも

上る年金記録ミスが発覚したということは、もう本当に国家的詐欺だというふうに言ってる

人もいらっしゃったような、こんな事態になっているんですね。そのほかにも１，４３０万

件もの所在不明の年金記録があるということも明らかになったり、その後、年金の厚生省の

方の高官などが天下りでもうすごい退職金が３億ももらったとか、そんなことまでいろいろ
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なところが話題になって、毎日毎日、年金問題についてはニュースが事欠かないというよう

な実態になっているわけです。 

 政府・与党の方は、社保庁解体、年金特例法案、これを強硬に採決してしまったわけです

けれども、その社保庁の解体など民間に年金を移していくことは、さらにこの５，０００万

件残るこの不明な部分をますますわからない無責任な形にしていってしまうということも含

めて、大変懸念が広がっているのが実態なんです。 

 毎日いっぱい新聞に載ってるのでどの記事を取り上げていいのかわからないぐらいたくさ

んありますけれども、年金のその実態の一つとしましては、数字で見ますとどうなっている

かということですけども、５，０９５万件が払い主が不明になったままの国民年金、厚生年

金の記録件数。そのうちの２，８８０万件が６０歳以上の記録です。そのうちの３０万件が

生年月日不明、それから昨年８月から３月に年金相談窓口に寄せられた年金相談件数が２１

５万件。そのうち訂正されたのが２８万件ということで、またいろいろ数字はあるんですけ

れども、本当に、社保庁や自治体に記録なかったけど本人が当時の領収書など証拠があって

記録訂正になったのはわずか５５件というような中で、今電話の相談窓口も２４時間ありま

すということでやってるんですけど、この前テレビでたまたま出ていましたのが、アルバイ

トで行ってるんですね、若い男の子でしたけど、アルバイトで厚生省に雇われて、そして１

時間だけ勉強させられてすぐ対応いうことで、やってる本人もわかりませんと。厚生省の方

から言われたのは、うまくかわしてくれというふうに言われたそうです。だから僕が逆に電

話かけてくる方だったらキレるよねとかいうことを言っておりましたけれども、そんな形で

今対応しながら、完全にやります、できますということを口先で言われても、大変具体的に

なっていないわけですし、ますます本当に年金に対しては不安が深刻化しているということ

になっているんです。 

 とりわけ今回の、先ほど選挙ありましたけど、後期高齢者保険は年金から天引きですから、

来年の４月からは後期高齢者の方は本当に年金が毎月１万円も消えていくんですから、大き

な憤り持ってますよね。そしてまた、公明党の方では４年前の選挙のときに、１００年安心

の年金制度を確立するんだということでチラシつくってましたけれども、この１００年安心

の年金制度、全然前進してないですよね。これ読みますとね、年金１００年安心プランとい

うことで財源がありますいうことで、基礎年金の国庫負担割合を、２００８年度、来年に３

分の１から２分の１にふやします。そのための財源は消費税に頼ることなく、所得税の定率

減税の段階的見直しと年金課税の見直しをすることで確保します。で、実現できたのは定率
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減税を廃止したことだけ。年金はどんどん減らされている。こういう中でこういう５，００

０万件もの不明な年金記録が出てきた。本当に国民は怒り心頭でございます。 

 ですから、これは証拠がなくて、領収書なんて何十年も前の持っていないですし、それか

ら大体役場でも５年とか保存年限がありますし、その領収書の中には５年間保存してくださ

いって書いてるのもあるわけですから、そんな２０年も３０年も保存しておくっていうのが

前提になってる領収書、役場も発行してないし、そういう状態の中で領収書ない人も救済し

なきゃいけない。一人もこの厳しい将来の年金が減らされるということは大変厳しいことで

すから、何としても解決をしていかなきゃいけないということで、私は今回この記録ミスを

求める意見書で大変緩やかな形で提案させていただきました。 

 まず一つが、年金受給者だけでなく、保険料を払ってる元気世代も含めて全加入者に対し

て政府から通知して、納付記録に誤りがないかどうか、本人と、それから行政とが同じ突き

合わせして確認しなきゃ解決できません。本人だけでも解決できないでしょうし、そういう

突き合わせがどうしても必要なんで、これは全戸にきちっと確認すべきだというふうに提案

しています。 

 それから、記録証拠なしでも情況証拠で解決するということで、やはりこんな問題がクロ

ーズアップされて、ごく最近の話でも、役所の態度は変わってきたけれども、やはり証拠が

ないと払えませんということで、いまだに拒否されているという状況が続いています。です

からこれは本当に速やかに誠実に一人も、この年金の徴収するときはしておきながら、払う

ときにこんなずさんのことがあっていいのかと、国家的信頼を揺るがす大変な重大な問題に

なっておりますので、どうか皆さん、ご賛同いただきまして、本当に安心できる年金制度確

立のためによろしくお願いいたします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。８番議員！ 

山本悦雄議員 最近、年金年金というて、年金のミスの問題、突然出てまいりました。菅さん

の時代から始まって、今突然出てきたということでございます。その中で、この５，０００

万件と言われてます。この５，０００万件というのはどういう内容なのか。５，０００万件

というのは、先ほどごっちゃになってるように思うんですよね。その年金の払うた、払わな

いという言うてる分は、この５，０００万件と関係あるのかどうか。払うた、払わない、払

うてるのに載っていない、そういうものと、ここにある５，０００万件は、これはどういう

種類のものかいうことですね。払うてないというやつはこの中に入るはずないんです。払う

てないのに書いてないというのがこの中には入ってないと思いますよ。どうしてそれを言え
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るのかどうか。まあそれは別で後から答弁してください。だからそれを具体的にお聞きした

い。 

 その次には、既に年金の記録ミスは民間委託される中で起きた問題の一つです。これは社

保庁の職員の怠慢がかなりあるんじゃないかと、私はそう感じております。これは中身につ

いては私もまた後から申し上げますけれども、社保庁の中でどういう作業をやったの。そう

いうことはここに書かれていない。民間委託される中で起きた問題だと。民間はかなり正確

にやりますよ。社保庁の職員は、こういうコンピューターの載せかえ作業というのは苦手中

の苦手だと思うんです。その中で起きたんじゃないか。私はそういうぐあいに感じておりま

すけど、その点、一切ここに書かれておらない。 

 その次に、下の方ですけどね、一として書いておりますけれども、全加入者に対して通知

を行うということですが、これかなりの経費と実務労働がかかると思うんです。正しく受け

取っている人もたくさんいるわけなんです。だから、そこでやはり方策としてはこれがいい

のかどうか。そんな全部にこんな通知をだす必要があんのかどうかということでございます。 

 その次に、記録なしでも情況証拠で解決するということで、この情況証拠とは具体的にど

ういうことを指しているのか。それがわからないとちょっと議論がしにくいと思いますので

ね、ひとつこの点について、ちょっとわかりにくいのでお答え願いたいと思います。 

山田議長 １２番議員！答えてください。 

松野議員 民間委託の問題なんですけど、それはコンピューターに入力する際に相当の民間委

託で処理していて、その中での記録漏れが相当あるということで、今その正確な部分のとこ

ろについては、記事がどこにあったかなと思って見てるんですけれども、そういう既にかな

りの部分で、部分部分ですよ、丸ごととかそういうことは今度の法律で通ったわけですけれ

ども、部分部分でそういう作業については相当の部分民間委託をしてきて、そういう中で起

こってきた、生じてきたということも原因の大きな一つであるわけです。ですからそこはご

理解いただけるというふうに思います。（不規則発言あり）いやいや、全部じゃないけれど

も、多くはそういうところで起きたということで、だれも社保庁の職員さんが全部責任はな

いということは言ってません。それは、だから実際に打つときのそこの部分で来ているとい

うことが指摘されています。 

 それから経費の問題でいえば、１人当たり、はがき代が８０円とか、郵送代がかかるかも

しれませんけれども、でもこれからの年金をいただくときに、その差額の方がどんだけ大き

いか。そして、それぞれの暮らし、今だって年金で暮らしていけないという、そういう世帯
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がたくさん出て、この前も私説明しましたけれども、高齢者の中で大体平均月１．９万円が

生活費不足しているというふうに言われているわけですね、日本総研やったかな、その資料

でデータでいえばね。そういう中で、やはりこの年金がこんだけたくさん、金額にしたら幾

らってことがちょっと出てなくてわかりませんけども、大きな生活の頼みの綱になるわけで

すから、郵送代１件当たり、あるいは１人当たり８０円かかっても、それに比べたらやっぱ

り当然やるべき問題だと。いろんな医療通知だってしょっちゅうやってるわけですから、医

療通知こそむだ遣いかなという気がいたしますがね、全体から見たら、そこを云々するのは

ちょっと筋違いであります。 

 それから、情況証拠については本当にそれぞれの状況があるわけですから、ここは本当に

難しいと思うんです。しかし、それについて政府・与党の方は、とにかく、審議会かな、何

か設けるって言うだけで、もっともっと煮詰まって、具体的にこういう形の審議会だったら

大丈夫ですよという国民が納得するような組織つくらないで、形だけやりますいうことでつ

くって、今そういうことになってるから不信感があるわけで、私は、この点についてはそう

いう立場で大いに今後も議論していくという課題であるということを言っておきたいと思い

ます。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 私はね、この５，０００万件については、データがあるけれども名寄せができ

ないという分なんですよ。だから支払うてないとか支払うてるとかいう問題のとこじゃない

んです、この５，０００万件については。何でかといいますとね（不規則発言あり）黙って

聞け、質問してんのに。５，０００万件というのはデータがあるけど名寄せができないとい

うのが５，０００万件であると。何で名寄せができないのかという問題なんです。（不規則

発言あり）それもわからんとやってると思うんですよ。何で名寄せできないか。コンピュー

ターに初め載せたときは手作業のやつをコンピューターに載せたわけで、このときには片仮

名表示ですよね、当時は。片仮名表示で載せた。それはここに寺前さんおられます。テラマ

エノリカズ、テラマエケンイチ、どっちですか。合わない。あるいは、これがご養子さんに

もし行かれてたと、それで名前が前田になっとったら前田になると。マッチングしない。そ

のマッチングさす作業というのは、どんどんとプログラムをつくってどんどんどんどんとや

っていけばできるんです、本来は。それを社保庁の職員がやらなかったと。生年月日が一緒

だ、住所が一緒だ、名字だけ違う、名前だけが違う、それをマッチング（不規則発言あり）

そういうことをやろうと思ったらやれたわけだ。ただ、それをサボってたいうのが実態です。 
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 それとね、私が一つ自分の体験を申し上げておきます。私も農協やめて年金をもらいに行

きました。そのとき年金の申請をいたしました。私２年間、大和証券にいてました。それか

ら３１年間、農協におりました。その２つを申請しました。両方ともかかってましたんでね、

申請しました。この年金手帳をもらいました。農協のやつだけしかないんです、ここにね。

僕らは確認する方ですから、ちゃんと。おかしいなと確認に行きました。これおかしいのち

ゃうかと。どない言うたと思います、社保庁は。申請してくれはりましたかいなと、こうで

すわ、大和証券のときのやつをね。それで、いや、そんなん申請してませんって。まだ新し

いやつやから書類そこにあったから、そこの高田の社保庁にね。出してきよった、ちゃんと

申請書。うちの入力ミスですわ、こうです。その次の対応ですわ。どうしたと思います。済

んませんけど、ここへちょっと名前と判だけくれはらしませんかと。結局私が出し忘れたよ

うな形でもう一回申請をお願いしますと。あとのことは全部こっちで書きますさかいに、ち

ょっとここへ名前と判だけ押してくださいと。 

 こういうような態度を、今最近ですよ、何年か前でも社保庁はこういう対応やってるんで

す。そういう職員がこういうマッチング作業をするかということです。私も農協でたくさん

やりました、そのマッチング作業。そういうことをちゃんと言わないで、私は間違うとるこ

とは言うとるんで、だけどここに社保庁のこと一切書いてない。社保庁の職員の怠慢なこと

一切書いてないいうことについて説明してるわけだ。（不規則発言あり）そんな問題違いま

すよ。だからね、そういう対応だと。普通間違うたらね、自分が行って１カ月もないんです

よ。間違うたら自分とこで訂正すんの普通と違いますか。それをこちらが出し忘れたような

形にして、お願いします、それはお願いしますとは言いよりましたで。そういう対応をする

のが役所なんです、本来ね。 

 だから、そういう中でこういうあいまいな、例えば情況証拠によってとか、この情況証拠

というのは非常に難しいです。情況証拠で、いや、わし払いました払いましたというて、本

当にそこに払うてない人の便乗するのをどう防ぐつもりか、その点についてお答え願いたい。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 何かちょっともう一つよくわからないんですが、これは民間委託がされて実務的な

部分でかなりそこのところの影響があったということを言っているのであって、私たちは国

が責任持ってやるべきだということは、この文章の中にも、そのために国が責任を持ってし

なさいと、こんなような特例法をつくって強引に民間委託全部するんじゃないよということ

を言っております。私は、当然ながら国が一番の第一義的な責任を持つべきだというふうに
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思っています。 

 この記録については、入力したけどマッチしない、先ほど山本さんの実例もありましたけ

れども、大体４つのことでインプットしてるということで、住所と名前と生年月日と、それ

から何だったかな、住所、氏名、年齢かな、生年月日でやっていて、その中で本当に読み方

間違えた、間違えて読んでしまったら、今先ほど言われたテラマエケンイチが、ノリカズと

ケンイチとなったらこれはもう浮いてしまうわけ、１つ年金が。同姓同名の場合もまたいろ

いろあって、そこも問題になってるとかいうことで、これはそういう条件が合致しないで、

入力したけど、お金払った人ですよ、行き先が行方不明になってるのが５，０００万件とい

うことですので、そこは十分ご理解いただけると思うんです。これは１，４３０万件いうの

は、その入力されていない紙の記録の分だったというふうに思います。 

 それと、この間どこに責任があるかということをいえば、２０年前に、もう既に年金記録

が二重になる重大な問題を厚生省はつかんでいたんです。この消えた年金が大幅に発生する

ことを予測してたんですね。それにもかかわらず１０年前に基礎年金導入の段階で抜本的な

対策をとらなかった、１０年前に切りかえするときに。そういう中でそういう具体的な事実

がありながら国民に知らせてこなかったということで、今回初めて１０万件が一遍に出てき

たんじゃないんです。今までの蓄積の中で出てきて、その実態が今初めてわかったというこ

とですので、その辺はよくご理解していただけるのではないかなと思います。 

 それから、情況証拠で解決するということですが、ここは、先ほども言ってるように一番

難しいとこです、もちろん。そやけども、そしたら領収書出せって言われたら出されないじ

ゃないですか。それから、特に地方自治体が窓口になって一括の納入を受け入れてた時期が

あって、そのときの問題が相当件数も多いということを言っていて、そしたらもう、でも自

治体の方もその記録があるかといえばなかったり、そういう状態があるわけですから、だか

らこれは、本当に冷静な判断ができる第三者機関をいかに構築するか、国民から信頼できる

機関をいかに構築するかということだというふうに、先ほども言ったことを繰り返しておき

たいと思います。 

山田議長 質疑は打ち切ります。 

 討論に移りたいと思います。討論ありませんか。３番議員！ 

山村議員 意見書に反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

 先ほどから本当に公明党の名前を出していただきまして、公明党が本当に安心プランとい

うことで、国民の皆様に安心して年金をいただいていただこうということで年金改革……
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（不規則発言あり）黙ってください。年金改革を行ったことに対してのご意見っていうこと

は、ちょっと聞き逃せないものがあります。いかに政治というのは国民の皆様の安心を守る

かということが責任政党であると思います。 

 私ちょっと質問したかったんですけれども、松野さんのここに１点目の、通知してと、全

加入者に対して政府から通知して、納付記録に誤りがないか確認を求めていただきたいって

いうことを書かれておりますが、たしかもう来年度から年金定期便ということで皆様にお知

らせするということが決定しておりますし、本年度も前倒しして年齢を決めてお知らせする

ということがもう既に決まっている状態なんですが、それをなぜまたこういうことを上げて

おられるのかということがちょっとわからないなと思いました。（「納付記録だ」の声あり）

納付記録ですよ。（不規則発言あり）だから、そうやって一人一人の不安にお答えするため

の年金定期便というのが来年度からは出されるということが決まっております。また、この

５，０００万件、１，４３０万件の問題についても、これはもう昭和３４年までの旧台帳に

掲載された記録件数であり、該当者はほとんど判明しており、記録漏れという報道は明らか

に適切な表現ではありません。一部に残る未統合の記録については、政府がこの６月４日に

発表した年金記録問題への具体的な対応策により、万全を期した対応が可能であります。 

 対策としまして、第一に、基礎年金番号に統合されていない５，０００万件について、社

会保険庁のずさんな管理によって生じた問題ですから、こうやって国民の皆様からの相談や

照会を待つだけの受け身ではなく、社保庁みずから名寄せ作業を行うこととして、来年５月

までの１年間で速やかに照合を完了させるということが決まっております。そして、その調

査結果を踏まえて、記録漏れの可能性のある年金受給者の方々に対しては来年６月から８月

までの３カ月間で通知を行い、確認作業を進めていくことにしております。もちろん記録漏

れがない年金受給者にも、また、さらには記録漏れの可能性がある現役世代の方々にもお知

らせを送ることになっております。こうした作業を続けることで相談や照合を行い、年金記

録の統合を進め、５，０００万件を限りなくゼロに近づけていく予定です。そのために、社

会保険庁のマイクロフィルムや市町村が保有する記録台帳と社会保険庁のオンライン記録と

の突き合わせも計画的に実施し、進捗状況を半年ごとに公表いたします。 

 ２点目にありました、こういう記録がなく、またご本人にも確認できる領収書がない、証

拠がない場合でも、税理士や弁護士などによる第三者委員会に、銀行通帳の出金記録や元雇

用主の証言など、周辺の事実をもとに総合的に判断してもらうこの第三者委員会も設置する

ことに今月中になっておりまして、本日閣議決定されて弁護士の委員長がもう決められたそ
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うです。こうして一つずつ本当にスピードのある対応をしてるというのは、与党に公明党が

いるからであります。そうやって、今政治に求められてるのは、もう一日も早く受給者の立

場に立って対応し、国民に安心をしてもらえる状況をつくることです。 

 この今一番やらなければならないのは、社保庁の改革であります。政府提出の社保庁改革

関連法案は、社保庁を解体し、親方日の丸的なお役所仕事の体質を変えるため、非公務員型

組織に移行させるものです。年金納付記録を適切に管理してこなかった社保庁の責任は極め

て重く、解体、出直しは当然のことであります。しかし、社保庁改革に関しても、野党は積

み残し記録の解消にめどがつかない限り社保庁の後継組織の形を定められないと主張した。

それは社保庁改革を先送りすると言っているに等しい。喜ぶのは現在の組織を延命したい社

保庁官僚や職員労組だろうという６月１日付の読売新聞の社説にもあります。政治の責任は、

国民の不安をいたずらにあおることではなく、国民の不安を解消することにあります。年金

への信頼回復へ、今全力を挙げて総力を挙げて対応を急いでおりますので、この意見書の必

要はないと思いますので反対いたします。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 不思議なことに、意見書の必要がないという点で今おっしゃったんですけれども、

ここに書かれてる問題というのは今国民の大多数が不安に思ってる問題で、広陵町の中でも

先般も、今まで知らなかったけども、仕事に行ってたところの部分が消えていたと、今度行

くんやといったり、まず電話で聞いたら、それぐらいやったら確認とれますよっちゅう話を

してたんですけども、これはもう本当に、今まで知らなかった人らが気づいてきた重大事で

あります。そういうふうな内容で一、二という具体的な内容を上げているにかかわらず、こ

の問題について反対するという、意見書をする意味がないということで反対するというのは、

広陵町民の期待にこたえていない最大の問題だと思うんです。 

 もう一つは、これですね、今おっしゃった、政治のど真ん中に公明党がいれば安心という

チラシなんですね。これは関西公明ジャーナルで、平成１５年の分です。この中に年金１０

０年安心プランを発表、坂口力厚生労働相と公明党という形で、国保負担引き上げの財源を

明示したのは公明党だけ。基礎年金の国庫負担割合を、２００８年度をめどに３分の１から

２分の１にします。これ実際２００８年やからあと１年あるけれどもね、だけども実際のと

こ提案もされてないわけです。そのための財源を消費税等に頼ることなく、所得税の定率減

税の段階的見直しと年金課税の見直しをすることで確保します。こう書いてるんです。これ

だけ実行、先にされたんですね。年金課税の強化っちゅうのは、ご存じのように老齢者控除
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の縮小、廃止ですね。これはもうお年寄りが非常に窮地に陥ってる大きな原因の一つであり

ます。このとっかけをつくったのが公明党だというのは、この公明党のチラシの中で明確に

記されているんですね。だからそれが今現実に実行されてるっちゅう点では、この罪は重い

というように思います。 

 そういうような状況の中で、結局年金の問題というのは、今おっしゃった社保庁のずさん

な管理、もうこれに尽きるんですね。確かにずさんな管理なんです。この原因は既に起こり

得ることがわかってたということだったわけですから、こういう問題について今広陵町とし

ても本当に広陵町民の立場に立って、社保庁のずさんな管理におっしゃったようにこれをメ

スを入れるという姿勢からも、この納付記録に上がらない確認を求めるということとか、証

拠なしでも情況証拠で解決するというこの大事な点については、政府も積極的に取り入れる

ということをもう表明せざるを得なくなってるんです。そういう点では広陵町議会でも、こ

れをやっぱり広陵町民を代弁する議会として押し上げていくということは必要だというよう

に思いますので、この年金記録ミスへの責任ある対応を求める意見書については、ぜひ採択

していただきたいと思います。 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 議員提出議案第６号について反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 

山田議長 次に、日程８番、議員提出議案第７号、流域下水道事業への県の大幅な負担を求め

る意見書については、寺前君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題と

いたします。 

 朗読させます。局長！ 

谷山局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして、提案趣旨の説明をお願いします。寺前君！ 

寺前議員 それでは、意見書の趣旨説明をさせていただきます。 

 まず、この下水道料金問題については、本当にこれからの広陵町民にとって深刻な内容で

あります。提案されてるように、下水道使用料改正説明資料で、値上げの段階、次々の段階

では２．１倍にもなるような値上げ構想が出されているわけです。それほど深刻な内容だと

いうように思います。 
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 また、こういう問題については、ここに１７年２月２２日に岐阜県が下水道のあり方検討

委員会財政ワーキングチーム報告書などを掲げて、やはりこの下水道問題というのは自治体

にとっても非常に深刻な問題なんだということが全国でも議論されている中身の一つであり

ます。 

 あるいはまた、国会の中で共産党の議員もこの問題について、２００１年の国会で３月２

７日に八田ひろ子参議院議員が質問してるんですね。このときに使用料金の適正化というこ

とで、これは資料で皆さんに渡したように国が示している適正化の文書です。汚水処理原価

までの使用料引き上げを推進すべきではないという共産党の指摘に、このときの香山自治財

政局長は、計画上、もともと採算をとることが無理があるところもある。着手の時期での選

択が重要と述べ、引き上げの困難性を認めている答弁してるんですね。 

 また、この中でも、この当時、片山大臣ですけれども、この問題で、将来の人口増を見込

んでやや過大になっており、全体のあり方の議論が要るとの見解を示した。奈良県でも人口

の計画書がバブルの以前の計画書で、水道料金のときにも議論をしましたけれども、下水道

料金についてもこの過大な人口計画の見積もりの中で、今第１、第２処理場が建設されてき

たという経過があります。こういう問題がこの大前提にあるわけです。 

 またあるいは、これは下水道経営という形で国交省の下水道部が示してる内容なんですけ

れども、その中に地方公営企業の適用という欄があるんですが、地方公営企業法適用事業の

割合は５．７％と極めて小さく、官庁会計方式による経理を行ってる団体が圧倒的に多い。

今後は企業会計方式を導入し、経費負担の原則を明確に示すとともに、収入コスト、資金の

調達状況が適切に区分して表示されている財務諸表等の作成を通して、下水道事業の経営状

況を理解しやすくすることが必要不可欠である、こういうように言ってるんです。これはど

ういう内容かいうと、この広陵町でも値上げになった一つのきっかけであります。 

 こういうような状況で、一つは、はっきりしてることは、全体計画、国は全体計画にとら

われず地方地方の状況に応じてやるべきだという、これは片山大臣の答弁なんです。奈良県

は、その先ほど言ったような状態で全体計画の状況で今進んでいます。そういう点でいえば

広陵町は非常に進捗状況がよく使用料もたくさんもらって、その処理については、第２浄化

センター、第１浄化センターでの処理についての負担を責任を果たしてるわけなんですね。

ところが全体計画の中では非常に奈良県でもおくれてる地域があって、そういう地域の計画

もいまだ実行されてないまま、その処理負担という問題が広陵町のところとか先進的なとこ

ろにかかってるという状況があります。こういうところの問題の解明が必要だということは
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思うんですけれども、そういう前提で、私たちはこの負担の問題について意見書を提出する

ことにしました。 

 国は、下水道使用料の適正化と称して、下水道事業実施自治体に対して大幅な料金の値上

げを迫っている。その目標値を、地方公営企業として独立採算の原則のもと、まずは使用料

単価を立米１５０円、家庭使用料で２０立米３，０００円を求めているわけです。しかし、

もともと下水道事業の開始時、奈良県では大和川の汚染対策が一番大きな建設要因であり、

一般施策としての環境対策であった。地方公営企業の手法では市町村住民の理解が要らない

ことを前提に進める必要があるため、独立採算制ではない手法として大半は特別会計として

の事業を進めてきたわけであります。一定の普及になったからと地方公営企業の会計処理を

住民に押しつけるのは道理に合わない。事業の単価も、都市部と農村部、人家の密度の違い

で事業費が大きく変わってくるわけです。このような状況を踏まえて、県は国に市町村民負

担の軽減に明確な意見述べ改善させるとともに、県自体も市町村への負担をふやすべきであ

ります。特に汚水処理原価は、全国平均が平成１６年度で１４７．２１、立米当たりで、に

かかわらず、広陵町では２３０．３円、交付税算入後であります、となり、この原因の解明

がどうしても必要です。その主要な部分は、主要な部分というのは維持管理費ですけれども、

県の流域下水道維持管理負担金であります。内容の公開とともに県の負担を見直す必要があ

ります。県は２０年度まで値上げしないとしているわけですが、処理経費の中に使用料が支

払われていなかった実態など、不明水の不当な事実なども明らかになっています。このまま

では広陵町でも、各種公共料金の値上げの中、平成２８年度には値上げ前より２．１７倍の

３，４２０円が想定されており、町民には耐えられない負担となります。 

 よって、県は、国に対して公債費の負担や下水道料金使用料などの負担を増大させないた

めの財政措置を要求するとともに、市町村が負担する県の流域下水道維持管理費負担を軽減

する財政措置をとるよう強く求める。 

 以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出するという内容であります。 

 こういう内容について、私たちは値上げの問題については賛成多数でした。しかし、県や

国に対しての意見については、この値上げを極力抑えていく施策を求めていくのは広陵町だ

けではありません。今、各自治体は、下水道料金の負担の増大について非常に悩み苦しんで

います。そして、片山大臣がいみじくも全体計画にこだわることなくという意味は、結局は

町民の、あるいは市民の負担を軽減させる方向を打ち出しているわけなんです。 

 またもう一つは、大きな問題であったわけですけれども、この問題で国は今、下水道計画
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についてどう言っているかいいますと、下水道計画を実施する場合については、受益者の方 

々に、どのような将来計画があってどういうような負担が必要なのかという説明をした上で

実施すべきである。いわゆる事前説明を徹底した中で下水道計画をやりなさい、こういうよ

うに言ってるんですね。 

 ところが考えてみますと、広陵町の下水道実施時期は、明らかに大和川、その汚染対策で

す。下流の方々の水道水が非常に悪いいうことで、全国でもワーストワン、大和川が指摘さ

れて、これが奈良県や上流の責任かのような形で行われたわけなんです。この環境対策とい

うのは、明確に、このワーキングプラン、ここのワーキングプランですけれども、公費負担

だと、こう言ってるんですね、ここの長野県のところでも。私費と公費の分担をきちんすべ

きだという形での指摘もある中で、奈良県のもともとのきっかけは大和川の汚水対策。これ

については環境問題ですから、私は、やはり公費の責任でもって解決する部分を維持するた

めの施策が必要だというふうに思います。 

 そして、県の流域下水道の中のむだ、どれだけのむだがあるのかということのないままや

られてる状況ですので、私は県に対して、そういう問題の前提になる財政負担を県が行って

いただきたい。そして県が行うに当たって、県は自助努力によってその内容を経費を圧縮す

るための努力をしていく、こういう方向性を広陵町議会がこぞって県に提案していく、こう

いう努力をともにやっていただきたいいうことをお願いしまして、意見書の提出説明を終わ

ります。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。８番議員！ 

山本悦雄議員 １点だけお聞きしておきます。 

 県会議員、今度は共産党さんは大躍進されまして５名ということでございます。当然向こ

うで議案の提出権もあろうかと思います。今奈良県の議会でこの問題について何か具体的な

活動をしていただいておるのか。広陵町出身の議員さんもございます。うちはあきませんけ

れども、おたくにはおられるということで、ひとつ、どういう具体的な、ここでやったかて

ね、何でこういうことを申しますかというと、広陵町だけでやるような問題じゃない。やる

となりゃ奈良県のこの下水道やるとこ、一体となって本当にそうであれば、私は中身わから

ないんですわ、ほんまのこと言うたら。だからあなたとこで、こういう決議文ですか、県会

で決議文を出していただいて、その結果どうであったか、そういうこともやっていただいて

るのかどうか、あるいはやる予定があるのかどうか、ちょっとお答えをお願いいたします。 

山田議長 ６番議員！ 
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寺前議員 中身の問題も聞いてよ、おれ一生懸命勉強してきたのにやな。 

 これきょう届いたファクスなんですけども、下水道資料という形で今井県会議員から役所

に届いてきました。これの中身についてはもう省きますけれども。 

 それとまた、不明水の問題で県会で下水道値上げについての問題についてやってたんです

ね。これは議会の中で、大和ハイミールという悪名高い同和関連事業を行ってきたところが

下水料金をずっと払ってこなかったということが判明して、これがもう不明水の一つの原因

になっています。こういうのがどれだけあるのかというのが把握できない状況なので、県も

この対策の一つとして、不明水対策について市町村に協力要請をされてるという状況です。 

 こういうような問題の中で、今行われている下水道料金の問題について、県が本当に財政

問題についてのきちんとした対応をしていくための手だてを、県会議員も当然ですけれども、

私たち町会議員が県会議員に要望し、そして、ともに県会がこぞって各自治体の住民の県民

のために施策をやっていくということをお願いしようというのが意見書です。そのために共

産党の県会議員は先頭に立って頑張るということは、もう疑いのない事実であります。（不

規則発言あり）いえいえ、先ほど言ったように不明水の問題とか料金値上げについて、奈良

県は２年間、流域下水道負担料金の値上げをその場で見送るという答弁も引き出しています。

そういう点で、下水道の負担の問題は水道料金の問題とかかわって、これは共産党の議員が

系統的に努力をしてきている内容の一つです。以上です。 

山田議長 質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。８番議員！ 

山本悦雄議員 それはまあ県の負担をふやしてもらって町の負担を減らしてもらう、非常にい

いことでございます。しかし、中身がわからないんです、本当のこと言うと、私も。県の処

理場の負担、中身がわからない。ただ減らせというだけで、それは何もこっちに負担なるこ

とやないから賛成してくれということかもわかりませんねけどね、こういう問題を真剣にや

ろうとすれば、やっぱり奈良県全体、町村長会あるいは議長会、そういうものでやらないと、

広陵町だけがぱっと出したかてにらまれるだけというようなことになりかねないという思い

ますよ。それなら共産党さんの議員団で一回こういうのを向こうで出していただいて、その

結果ですわ。だから一回出してみてください、向こうで共産党の議員団でね。議案の提出権

があんねから、それで一回やっていただいて、その結果に基づいてこうこうやと声を広めて

いただくいうことでございますので、ひとつ私は別にこれを出す必要もないということで反

対いたします。 

山田議長 １２番議員！ 
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松野議員 今の反対討論ということでしたが、中身は全然反対ではないというふうに思います。

党の議員が提案、県会でしてくれたら町も考える、これは逆の流れでして、それぞれの市町

村が県の方に出して、それを受けて県会議員がまたなお一層頑張って取り組んでいくという

のがルートでございますから、ちょっとそれは考え方が間違っておられるということを言わ

ざるを得ません。 

 私たちは県会の中でも一貫してこういう問題に取り組んできておりまして、前の御所に浄

化センターつくるときも、今井県会議員中心に、組合に加わっている市町村の共産党の議員

が何回も何回も勉強し、組合とか県とかいろいろなところと話し合いをしながら広陵町の負

担も減らしたり、いろいろまたそのシステムについて意見出したりとか、そのときは広陵町

からも、吉川県会議員にも今井県会議員にも町長が要望を出していただいてるんです。だか

らそういうルートが正常のルートであって、県が出したら後から出すなんて、全然そんな後

から出す意味何もないですわ。ですからそこは間違いなきように手続をしっかり踏んでいた

だきたいと思います。 

 ですから全然反対の理由になりませんから、もしそれで反対されるんだったら、余りにも

ずさんな、共産党の言うことには何でも反対というふうに解釈をしなければいけないように

思います。町村会の方から先出してにらまれるから、そんなにらまれるだけやと、そんなん、

私たちは、やはり町長は広陵町の代表として県にも国にもしっかり意見言っていただきたい

ということを常々言っておりますし、それにこたえて平岡町長も国にまではっきりと意見も

言っていただいたりもしてるわけですから、にらまれるからいうて、そんなへっぴり腰で議

員できませんよ。そんな情けないことを言うような議員ではいけないと思います。もっとし

っかり議員としての町民の生活を守っていく立場で頑張っていただかないと困ります。にら

まれたからいって何ですか。 

 そういう形で、県の負担がふえて町の負担が減れば何でもかんでもいいことだということ

は言ってないんです。この問題については、先ほど寺前議員が説明しましたように、数字の

道理から見ても当然要求してもいい筋合いのものだから要求しているわけですから、その点

もわからないわからないとおっしゃいますけど、一定の資料も寺前議員の方から出してもら

っておりますし、その上でわからなかったら、事前にもう少しお聞きいただいた方が本当に

合意できてよかったのではないかと。こんなことが広陵町議会で否決されることは本当に恥

ずかしいことだというふうに思います。どうか皆さん、広陵町の議員として責任持って賛成

してください。 
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山田議長 反対討論がありましたので、提出議案第７号について反対者がありますので、起立

により採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 

 以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議されました事件はすべて終了しましたので、

会議を閉じます。 

 平成１９年第２回定例会をこれにて閉会いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：５７閉会） 
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